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はじめに 

世界の平均地上気温は、人類のエネルギー消費の増加とともに上昇し、1880年から2012年

の間に0.85℃の昇温が認められている。このような状況の中、フランスのパリで開催された

国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）にてパリ協定が採択され、2016年11月4

日に発効した。パリ協定では、世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球平均気温

上昇を2℃より十分下方に保持し、1.5℃に抑える努力を追及することとしている。またパリ

協定では、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを達成し、世界の排

出ピークをできるだけ早期に迎え、 新の科学に従って急激に削減することを求めている。

その実現のためには、低炭素エネルギーである再生可能エネルギーの活用が欠かせず、再生

可能エネルギーの活用はエネルギーの安定供給等に重要な役割を担う。その際、ポテンシャ

ルの大きい風力発電、とりわけ洋上風力発電は、その導入促進が期待されているところであ

る。 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）では、洋上風力発電実証研究の一環とし

て、洋上風力発電の導入促進を図るため、発電事業者等にとって参考となる「着床式洋上風

力発電導入ガイドブック」（第一版）を 2015 年 9 月に取りまとめた。第一版では、着床式洋

上風力発電に係る概要として、洋上風力発電の定義と種類、ポテンシャル、国内外の現状と

動向等の基礎情報を整理した。また、洋上風力発電の導入計画を策定する上での参考資料と

なる導入手引きとして、導入計画の進め方に沿った形で、NEDO 洋上風力発電実証研究の成

果の一部を含め国内外の知見を整理した。本 終版では、第一版公開以降の新たな知見を反

映するとともに、事業者から出された要望に応える形で記述を追加した。また銚子沖・北九

州市沖での NEDO 洋上風力発電実証研究の内容を、それぞれ別冊という形でまとめた。なお、

洋上風力発電は大きく着床式と浮体式の二つに分けられるが、本ガイドブックの対象は着床

式とした。 

上記の「着床式洋上風力発電導入ガイドブック」の作成・検討にあたり、洋上風力発電等

技術研究開発委員会から、各種専門分野の委員より構成されるワーキングを設立し（次表、

参照）、指導・助言を得て取りまとめた。ワーキング長をはじめ、各委員の方々には深謝申し

上げる。 

 

※本書は、2017 年 3 月時点での情報をとりまとめた。その上で、関連法令等に関しては 2018 年

3 月時点の内容を記載した。 
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Ⅰ．再生可能エネルギーにおける風力発電の位置づけ 

１ 再生可能エネルギーの導入意義 

「再生可能エネルギー源」については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の

利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（エネルギー供給構造高度化法）

において、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用

することができると認められるものとして政令で定めるもの」とされており、政令において太

陽光、風力等のエネルギー源が定められている。また、「新エネルギー利用等」については、新

エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネルギー法）において、「石油代替エネルギ

ーの開発及び導入の促進に関する法律第二条に規定する石油代替エネルギーを製造し、若しく

は発生させ、又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済

性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが石油代替エネ

ルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるもの」とされており、政令におい

て太陽電池の利用や風力の発電利用が定められている。 

このような法律上の位置付けも踏まえると、再生可能エネルギーとは、図Ⅰ.1-1 に示すよう

に分類され、風力発電は再生可能エネルギー及び新エネルギーの発電分野に属する。なお、再

生可能エネルギー及び新エネルギーには分類されていないが、革新的なエネルギー高度利用技

術としてその普及を図ることが特に必要であるとされているものに、クリーンエネルギー自動

車、天然ガスコージェネレーション、燃料電池等がある。 

 

 
＊1：中小規模水力発電は未利用水力を利用する 1,000kW 以下、地熱発電はバイナリー式＋に限定 

  ＊2：新エネルギーとされていないが、再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の飛躍的向上、エネルギー

源の多様化に資する新規技術であって、その普及を図ることが特に必要なもの 

図Ⅰ.1-1 再生可能エネルギーおよび革新的なエネルギー高度利用技術の構成 

（資源エネルギー庁,2006）＊ 

                                                                                                                                                            
＋ バイナリー式：地下から取り出した蒸気・熱水で、水より沸点の低い液体（ペンタン等）を加熱・蒸発させ、

その蒸気でタービンを回す方式である。加熱源系統と媒体系統の 2 つ（binary）の熱サイクルを利用して発電

する。 
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 REN21（2013）は、再生可能エネルギーの普及見込みに関して様々な機関や団体が発表し

た 50 余りのシナリオを取りまとめ、世界のエネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割

合を以下の 3 つに分類している。 

●高位のシナリオ：50-95%（国際環境 NGO グリーンピースや地球環境行動会議が 2012

年に発表したシナリオで、2050 年までの目標） 

●中位のシナリオ：30-45%（国際エネルギー機関による ETP2012 の予測で、これは IPCC

（気候変動に関する政府間パネル）がまとめた気候変動を緩和するためのシナリオで、

2050 年までの目標） 

●低位のシナリオ：15-20%（国際エネルギー機関やエクソンモービル社のシナリオで、

2035 年～2040 年までの目標） 

 

高い普及率のシナリオを実現する鍵は、家庭・産業・交通の全ての部門で、エネルギーの無

駄をなくし、エネルギー需要の増加をどのくらいに抑えるかにある（水谷編,2014）。 

我が国のエネルギー需給構造は、エネルギー消費が伸びている中にあって、エネルギー資源

の大部分を海外からの化石燃料に依存しており、安定したエネルギー供給にはほど遠い状況に

ある。また地球温暖化問題に対する世界的な対応が求められる中、温室効果ガスの大半をエネ

ルギー起源の二酸化炭素が占める我が国にあっては、低炭素社会の実現に向けて一層の抑制・

低減が求められている。 

そのような状況下において、再生可能エネルギーの導入には以下に掲げる主に 4 つの意義が

あり、その普及はエネルギー安全保障、地球環境への貢献のみならず、裾野の広い産業への発

展の可能性をはらんでいる。 

 

ⅰ エネルギーの安定供給 

国産のエネルギーである再生可能エネルギーの導入によって、エネルギーの安定供給が図ら

れる。また、海外から輸入するエネルギー資源の依存度が低くなるため、エネルギーセキュリ

ティも向上する。 

 

ⅱ 二酸化炭素（CO2）排出量の削減 

二酸化炭素に代表される温室効果ガスの実効性の高い削減策として「再生可能エネルギー」、

「原子力エネルギー」および「CCS＊を伴う火力発電」の 3 つの柱が掲げられ（＊:火力発電所

から排出される燃焼ガス中の二酸化炭素（C）を捕獲（C）し、地中深く貯留（S）する技術）、

これらの低炭素エネルギーの比率を 2050 年までに今の 3-4 倍に高めることにより、今世紀末

の気温上昇を産業革命前に比べて 2℃未満に抑えられる可能性が高いとされている。なお、2℃

未満の上昇であれば悪影響の度合いが受容可能な範囲に収まるため、国際的な合意と整合した

目標となっている。 

 

ⅲ 産業振興・雇用促進 

再生可能エネルギーに関わる技術は、電気製品、素材、住宅等の幅広い産業が関係する技術

であり、新技術や商品の開発過程において新規市場や雇用の創出につながる（資源エネルギー
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庁,2007）。大型風車は、1-2 万点の部品による量産組立製品で労働力と多様な部品産業が必要

であることから（図Ⅰ.1-2）、風力発電は再生可能エネルギーの中でも、その導入拡大によって

相当の経済効果が見込まれる発電方式である（豆知識Ⅰ.1-2、参照）。 

参考までに、IRENA（2016）は、2015 年に世界の風力発電産業で 108.1 万人の雇用が創出

されたことを発表している（再生可能エネルギー全体では 810 万人）。 

 

ⅳ その他 

再生可能エネルギーは、送電時のエネルギー損失の低減、災害等の緊急時に自立型電源とし

て活用できる等、分散型エネルギーシステムとして利点がある他、電力の負荷平準化（ピーク

カット効果）も期待できる（資源エネルギー庁,2007）。2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大

震災を踏まえて、地域自立型のエネルギーである再生可能エネルギーへの期待は高まっている。 

 

 

図Ⅰ.1-2 風車の主要なコンポーネントメーカー（前田,2013) 

 

なお、2014 年 4 月 11 日に閣議決定された第 4 次エネルギー基本計画では（豆知識Ⅰ.1-1、

参照）、再生可能エネルギーの積極的な推進がうたわれている。また、2015 年 7 月に示された

長期エネルギー需給見通しでは、再生可能エネルギーの 大限の導入拡大がうたわれている。

2030 年度の総発電電力量のうち再生可能エネルギーは 22-24%を担い、風力発電は総発電量の

1.7%を占めるとされている。2030 年度における風力発電の導入見込み量は、表Ⅰ.1-1 のよう

に陸上風力で 918 万 kW、洋上風力で 82 万 kW、合計 1,000 万 kW とされている。 

 

  

三菱重工業 日本製鋼所
日立製作所 駒井ハルテック
ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ゼファー
ニッコー 那須電機鉄工など

風車本体組立

石橋製作所
セイサ コマツ
オーネックス
ネツレンなど

増速機

ナブテスコ
住友重機械
豊興興業 曙ブレーキ
コマツ 日本ロバロなど

機械装置

日立製作所
三菱電機
東芝
明電舎
ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰなど

発電機

日本製鋼所
日本鋳造など

鉄鋼・鋳物

東レ
三菱レイヨン
東邦テナックス
クラレ
日本ユピカ
昭和高分子
大日本インキ
日本冷熱
旭ガラス
日本電気硝子など

材料

三菱重工業
日本製鋼所
GHクラフトなど

ブレード

川崎重工業
日本ムーグなど

油圧機器 ジェイテクト
NTN
日本精工など

軸受

富士電機
利昌工業など

変圧器

日立製作所
三菱電機
東芝
ＴＭＥＩＣ
富士電機
安川電機
明電舎
フジクラなど

電気機器
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表Ⅰ.1-1 2030 年度における風力発電の導入見込み量（経済産業省,2015） 

 

 

 

【豆知識Ⅰ.1-1】 

●第 4 次エネルギー基本計画における再生可能エネルギーに関する記述 

・再生可能エネルギーは重要な低炭素の国産エネルギーである。 

・再生可能エネルギーは 2013 年度から 3 年程度、導入を 大限加速し、その後も積極的に推

進する。 

・再生可能エネルギーの関係閣僚会議を創設し、政府の司令塔機能を強化する。 

・再生可能エネルギー・省エネルギー技術、原子力などのインフラの国際展開を推進する。 
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【豆知識Ⅰ.1-2】 

「日本における風力発電関連機器産業の現状」 

●売上高等 

2009 年度から 2013 年度まで減少傾向にあった。その理由は「2008 年のリーマン・ショッ

クによる世界的な不況」、「固定価格買取制度の施行（2012 年 7 月）に伴う建設補助金制度

の廃止」等により風車の導入が進まなかったことに起因する。しかし環境影響評価が終了し

た事業が増えてきたため、2014 年度には、2012 年度と同程度まで回復している。 

 

●2014 年度における産業統計の特徴 

 ・国内の風車産業の売上高・国内生産量は 1,036 億円と、2012 年度と同程度まで回復。 

 ・国内の生産・売上高の約 27%が風車本体、残りの約 73%が風車部品。 

・海外の生産高は風車部品のみ。 

 ・大形風車では、国内の生産・売上高の 4.3%を海外に輸出。 

 ・大形風車では、購入部品額に対する海外調達額の割合は 55.2%。 

→この割合が少ないほど国内から部品を調達していることになり、二次波及効果が大き

くなる。 

 

「大形風車の資金の流れ」 

 

 

「データの出典」 

・財団法人機械振興協会経済研究所（2011)：風力発電関連機器産業に関する調査研究報告書 

・一般社団法人日本産業機械工業会（2012)：風力発電関連機器産業に関する調査研究報告書 

・一般社団法人日本産業機械工業会（2013)：風力発電関連機器産業に関する調査研究報告書 

・一般社団法人日本産業機械工業会（2014)：風力発電関連機器産業に関する調査研究報告書 

・一般社団法人日本産業機械工業会（2015)：風力発電関連機器産業に関する調査研究報告書 

・一般社団法人日本産業機械工業会（2016)：風力発電関連機器産業に関する調査研究報告書 

 

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 備　　考

75 72 57 68 59 64

92 89 67 76 72 69

3,097 2,460 2,279 3,313 2,969 3,537

風力発電機本体 156,252 81,020 76,202 71,905 8,468 28,375

風車部品等 95,082 72,975 35,579 32,062 45,755 75,210

合計 251,334 153,995 111,781 103,966 54,222 103,585

風力発電機本体 ― 79 0 6 0 0

風車部品等 ― 54,249 17,152 12,598 1,273 6,858

合計 ― 54,328 17,152 12,604 1,273 6,858

― 208,323 128,933 116,570 55,495 110,443

対象年度

参加企業数(社) ・風車：マイクロ風
車、小形風車、中形風
車、大形風車を全て含
む集計値
・風車部品等：ブレー
ド、ロータハブ、制御
盤、軸受、発電機、タ
ワー等の集計値

国内工場数（箇所）

風力関係従業員数（人）

売上高・国内生産量
（百万円）

海外生産量分
（百万円）

総合計（百万円）

対象年度

風車工場数(箇所）

風車就業員数(人)

風車売上高(百万円)

海外出荷額（百万円） 125,783 82.5% 59,694 74.7% 65,960 87.1% 63,410 88.5% 0 0.0% 1,190 4.3%

購入部品額(百万円) 97,214 63.7% 54,332 68.0% 51,266 67.7% 48,486 67.7% 5,716 72.6% 21,745 79.3%

海外調達額(百万円) 52,643 54.2% 24,679 45.4% 26,173 51.1% 24,916 51.4% 2,911 50.9% 12,005 55.2%

　　 海外調達額の百分率は購入部品額に対する割合を示す。

2013年度

4

254

7,875

2014年度

4

320

27,438

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

7 7 4 4

903 650 500

注)　海外出荷額と購入部品額の百分率は風車売上高に対する割合を示す。

460

152,510 79,900 75,700 71,638
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２ 風力発電の優位性 

 我が国の 2016 年度の発電電力量のうち、再生可能エネルギーの占める割合は 14.5%（水力

を除く再生可能エネルギーは 6.9%）となっている。これは、水力を除く再生可能エネルギーの

割合が 30%以上を占めるスペイン、ドイツと比較して、低い水準にある。 

 前項で示したように、我が国のエネルギー供給、地球環境等、エネルギーを取り巻く情勢は

逼迫しており、再生可能エネルギーの導入促進に大きな期待が寄せられている。このようなエ

ネルギーを取り巻く状況下にあって、政府は 2012 年 7 月に固定価格買取制度を設けて、太陽

光・風力・水力・地熱・バイオマスについて電気事業者に国が定めた調達価格・調達期間での

再生可能エネルギー電気の調達を義務付けることとした。固定価格買取制度を定めた法律を「電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下、再生可能エネルギ

ー特別措置法）」という。 

 再生可能エネルギー特別措置法の施行により固定価格買取制度の導入前（2012 年 6 月末ま

で）までの再生可能エネルギー累積設備導入量は約 2,060 万 kW であったが、導入後の 2012

年 7 月から 2017 年 9 月末までに新たに運転が開始された設備導入量は約 3,907 万 kW で、制

度開始前と比較して導入量が 2 倍以上になっている。中でも、太陽光発電（非住宅）の導入量

が顕著で、制度開始後の導入量は太陽光が 9 割以上を占めている。 

 世界における一次エネルギー消費の予測によれば、再生可能エネルギーは導入量及び全エネ

ルギーに占める割合ともに増えていくと予想されている（図Ⅰ.2-1）。また、IEA は世界の再生

可能エネルギーによる発電量に関する導入予測を公表している（図Ⅰ.2-2;図Ⅰ.2-3）。それによ

れば、2040 年には、総設備容量が 40 億 kW（4,000GW）超、発電電力量が 10 兆 kWh（1,000

万 GWh）に近づき、総発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は 2040 年には 40%に

達するという予測になっている。ここで注目されるのは、再生可能エネルギーの中でも風力発

電が大きな割合を占めていることである（豆知識Ⅰ.1-3、参照）。 

 

  
図Ⅰ.2-1 世界の一次エネルギー消費の傾向と予測（BP energy economics,2018） 

 



- 7 - 

  
図Ⅰ.2-2 世界の再生可能エネルギーによる設備容量の予測 

（三菱総合研究所,2018  データ IEA2017 資料） 

 

  
図Ⅰ.2-3 世界の再生可能エネルギーによる発電電力量の予測 

（三菱総合研究所,2018  データ IEA2017 資料） 

 

再生可能エネルギーの中で変動電源である風力発電と太陽光発電を取り上げ、我が国におけ

るコストデータ等から経済性、効率性および環境性について比較検討した（表Ⅰ.2-1）。風力発

電と太陽光発電（10kW 以上あるいは非住宅）の建設コストは、近年の太陽光発電の大幅なコ

スト低減により概ね同じレベルにあること、2016 年時の発電原価は風力発電の方が太陽光発電

に比べて安価であるが、2020 年の非住宅用太陽光発電原価の目標値は風力発電とほぼ等価とな

っていることが分かる。一方、風力発電と太陽光発電の設備利用率を比較すると、風力発電の

方が約 10%大きな値であることが認められる。 

以上より、風力発電は太陽光発電に比べて発電原価が低廉で、設備利用率も高いことから、

経済性、効率性及び環境性の面で優位であると言える。 
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表Ⅰ.2-1 風力発電と太陽光発電の経済性・効率性・環境性に係る指標の比較 

 

 

世界の風力発電の年間導入量は、2023 年には 75,000MW（7,500 万 kW）を超えると予想さ

れており（図Ⅰ.2-4）、累積導入量は 900,000MW（9 億 kW）に達する。図Ⅰ.2-4 に示されて

いるように、洋上風力発電も、毎年着実に導入が進むものと思われる。次章以降では、着床式

洋上風力発電について取りまとめる。 

 

発電原価

出典) *１：資源エネルギー庁(2016.11):電源種別（太陽光・風力)のコスト動向等に
　　　　　ついて.調達価格等算定委員会(第25回配布資料）

　　  *3：日本風力発電協会(2016.10):風力発電の今後の買取価格等について.
　　　　　調達価格等算定委員会(第24回配布資料）

　　  *2：太陽光発電競争力強化研究会(2016.10):太陽光発電競争力強化研究会報告書

     　　    14％
*1 

(平均値)
//////   　  (10kW以上全体)
//////  　  （2016年想定値)
///・・・・・・
:::::【参考：2014年7月-2016年6月】

・13.5-13.8%
*1
 (10kW以上全体)

・14.6-15.1%
*1
 (1,000kW以上全体)

・14.6-15.0%
*1
 (1,000kW以上-2,000kW以下)

・15.2-16.3%
*1
 (2,000kW以上)

24.6%
*2

（東北）

22.0%
*2

（その他の地域）

25.1万円/kW
*1
 (平均値)

(10kW以上)
(2016年度通年:想定値)

13.9円/kWh
*1

(2016年)

19.2円/kWh
*2
（100円/1＄）

（2016年）

14円/kWh
*2
（非住宅用）

（2020年目標）

24円/kWh
*2
（住宅用）

（2019年目標）

設備利用率

24.9%
*2

（北海道）

13.4％
*1

(10kW未満)
（2016年年報データ:平均値・中央値)

項　目 風力発電 太陽光発電

建設コスト

29.5万円/kW
*1
 (平均値)

(7,500kW以上)
(2012年7月-2016年6月)

36.7万円/kW
*1
 (平均値)

(10kW未満)
(2016年1-9月)

28.2万円/kW
*1　

(中央値）
(7,500kW以上)

（2012年7月-2016年6月)

35.4万円/kW
*1
 (平均値)

(10kW未満)
(2016年7-9月)

28.9万円/kW
*1 

(平均値)
(非住宅用)
(2016年)

26.3万円/kW
*1 

(中央値)
(7,500kW以上)

(2016年)



- 9 - 

 

図Ⅰ.2-4 世界の風力発電市場の過去から未来（BTM,2014）  
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【豆知識Ⅰ.1-3】 

●IEA 加盟国における電力需要量に対する風力発電電力量の割合（2015 年末） 

・日本は 22 カ国中第 20 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●風力電力を供給力に算入（毎日新聞：2013 年 10 月 9 日より） 

経済産業省は、2013 年冬季から風力発電による発電電力量を電力供給力として位置づけることを決

めた。これまで風向・風速の変動により発電電力量が不安定であるとの理由で、従来は風力発電を供

給力に含めていなかったが、再生可能エネルギーの推進方針を踏まえ、電力供給の「担い手」とした。 

これにより、 大電力需給に対する電力会社の余剰供給力の指標である「供給予備率」に対する風

力発電の寄与は 9 電力全体ではわずかだが、冬の厳しい北海道では従来の 6.9%から 7.2%程度に上が

ることとなる。 

 

●世界における再生可能エネルギーの累積設備容量のベスト 5（2015 年末） 

・日本はバイオマス発電で 5 位、太陽光発電で 3 位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオマス
発電

地熱
発電

水力
発電

太陽熱
発電

太陽光
発電

風力
発電

1 アメリカ アメリカ 中国 スペイン 中国 中国

2 中国 フィリピン ブラジル アメリカ ドイツ アメリカ

3 ドイツ インドネシア アメリカ インド 日本 ドイツ

4 ブラジル メキシコ カナダ モロッコ アメリカ インド

5 日本 ニュージーランド ロシア 南アフリカ イタリア スペイン

出典：Renewable Energy Policy Network for the 21st Century(REN21)(2016):Renewables 2016, Global Status Report.

順
　
　
位

再生可能
エネルギー

順　位 1 2 3 4 5 6 7 8

国　名 デンマーク ポルトガル アイルランド スペイン ドイツ スウェーデン イギリス オーストリア

需要電力に対する風力発
電電力量の割合(%)

42.0 23.0 22.8 19.5 14.7 12.2 11.9 8.7

順　位 9 10 11 12 13 14 15 16

国　名 ギリシア ベルギー オランダ アメリカ カナダ イタリア フランス 中国

需要電力に対する風力発
電電力量の割合(%)

7.1 6.7 6.3 5.1 5.0 4.6 4.2 3.3

順　位 17 18 19 20 21 21

国　名 メキシコ フィンランド ノルウェー 日本 韓国 スイス

需要電力に対する風力発
電電力量の割合(%)

3.2 2.8 1.9 0.6 0.2 0.2

需要電力に対する風力発電電力量の割合(2015年）

　データ：IEA Wind(2016): 2015 Annual Report
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Ⅱ．着床式洋上風力発電の基本的事項 

洋上風力発電の導入促進に期待が寄せられている理由の一つに、陸上と洋上の風の特性に違

いのあることがあげられる。本章に入る前に、これら洋上における風の特性について紹介する。 

✓風が強勢である。 

風速の頻度分布の表記法であるワイブル分布関数の定数に尺度係数（C）と形状係数（k）

があるが、陸上の k は 1.75、洋上のそれは 2.2 とされ（Kühn,2001）、強風域寄りに発生

頻度が高い。洋上では気温の日周変化が陸上よりも小さいことから、k の大きい分布（裾

野が狭い形状）となる（Twidell and Gaudiosi,2009）。風速が強勢であることにより、発

電電力量の増加が見込まれる。 

 

✓乱れ強度が小さい。 

海面の粗度（表面の粗さ）が小さいことから、風の乱れ強度が小さい。風速 15m/s におけ

る乱れ強度（I15）は洋上で 0.08、陸上で 0.15 とされ（Frandsen and Christensen,1994）、

それ故、洋上では風車やブレードに与える機械的な疲労が小さくなり、結果的には風力発

電施設の寿命が延びることとなる（Kühn,2001）。 

ただし、沿岸域における陸風（陸から海に向かって吹く風）の場合には、乱れ強度が比較

的大きく、風速の時間変化もあることに留意する必要がある。 

 

✓風速の鉛直シアが小さい。 

海面の粗度長（表面の粗さを表す指標）が小さいことから（一般的な海況で 0.001、時化

の荒れた海況で 0.04（DS472 Danish Standard,1992）、陸上では 0.03-1.0）、陸上に比較

して海上では高度による風速の変化が少ない。これは洋上風力発電では陸上風力発電のよ

うにタワーを高くして高風速を得る必要がないことを示唆するもので、経済的に有利とな

る。ただし、沿岸域における陸風（陸から海に向かって吹く風）の場合には、洋上といえ

ども鉛直シアは比較的大きい。 

 

✓風速が安定している。 

洋上では風速の時間変化が少なく、洋上風力発電の設備利用率を上げる要因となる

（Krohn,1998）。 

 

上記のように、洋上では基本的には風力発電に適した強い風が安定的に吹くため、陸上風力

発電よりも高い設備利用率が見込まれることに加え、後述するようにポテンシャルも大きい。

このため、洋上風力発電は再生可能エネルギーの大規模導入を可能にする有望な電源となり得

る。 
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１ 着床式洋上風力発電の定義と種類 

１.１ 着床式洋上風力発電の定義 

着床式洋上風力発電の定義として、以下の 2 例をあげることができる。 

●支持構造物が流体力荷重にさらされる風車。 

「風車－第 3 部 洋上風車の設計要件（JIS C1400-3）」（図Ⅱ.1.1-1） 

 

 
図Ⅱ.1.1-1 着床式洋上風力発電施設の概念図（IEC 61400-3 Ed.1.0） 

 

●海上、湖沼、河川等の水域を利用して、直接、風力発電装置、制御・監視装置を設置し

発電するシステムであり、港湾域の防波堤上に建てられている風力発電設備

（semi-offshore）は洋上風力発電には属さない。 

（NEDO と千代田デイムス・アンド・ムーア,1999） 

 

 

【豆知識Ⅱ.1.1-1】 

●浮体式洋上風力発電の定義 

✓流体力荷重、構造物の浮力による垂直保持力および波・流れ・風等に誘発される水

平力を受け、位置保持設備で支持された浮体構造物を有する風車。 

 

Wind turbine with a floating sub-structure which is subject to hydrodynamic 
loading, vertically supported by the buoyancy of the structure itself and the 
horizontal forces induced by wave, current, wind, etc. are supported by the 
station-keeping facilities. [Wind Turbines-Part3 Design requirements for 
floating offshore wind turbines（IEC TS61400-3-2, 2009）] 
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１.２ 支持構造物の種類 

洋上風力発電は、着床式、浮体式およびセイリング式の 3 種類に分類される。着床式は、コ

ストの面から一般的に水深 50-60m より浅い海域に適用されるもので、風力発電機を海底に設

置した支持構造物（基礎）に固定して発電する形式である。 

代表的な支持構造形式の例を図Ⅱ.1.2-1 に示す。このうち、モノパイル（左図）、ジャケット

（中央図）および重力（右図）は 3 つの基本形と呼ばれるものであり、その他、本図には載っ

ていない基本形式の発展形であるトリパイル、PC 重力、小型ジャケット、Twisted Jacket

（Inward Battered Guide Structure）等があげられる（表Ⅱ.1.2-1）。 

 

図Ⅱ.1.2-1 支持構造形式の代表例（Navigant,2013） 

 

表Ⅱ.1.2-1 着床式洋上風力発電設備支持構造物の分類（石原,2010 を一部改変） 

基本形 モノパイル 重力 ジャケット

トリパイル 小型ジャケット

ドルフィン Twisted Jacket
発展形

ハイブリッド形

トリポッド(モノパイル-ジャケット）

ハイブリッドサクション（重力-モノパイル－サクション）

ハイブリッド重力1（重力-ジャケット）

ハイブリッド重力2（重力-モノパイル）

PC重力

 

 

前述の通り、着床式はコストの面から水深 50-60m より浅い海域に適用される。図Ⅱ.1.2-2

はこのことを端的に表している。着床式、浮体式ともに水深が深くなればコストは高くなるが、

水深 60m を超えると着床式のコストが浮体式のコストよりも高くなる。なお、石原（2011）
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と鈴木（2011）は、水深 100-200m 位までの浮体式のコストは水深に依存しないことを指摘し

ている（図Ⅱ.1.2-2 の赤書きの線）。本図から、モノパイルおよび重力は水深 30m 以下の海域、

ジャケット、トリポッドおよびトリパイルは水深 30-60m の海域への適用が妥当と言える。な

お、着床式洋上風力発電の場合、陸上風力発電と比較して建設費に占める支持構造物の費用の

割合が多いことから、海底地盤、水深、自然環境等の諸条件に適した支持構造物が開発され、

洋上風力発電のコスト低減に寄与している（石原,2010：石原,2013）。 

 

 

図Ⅱ.1.2-2 構造物コストの水深による変化（Dolan,2004 を一部改変；石原,2011） 

 

参考として、図Ⅱ.1.2-3 に 2000 年から 2020 年までの洋上風力発電設備の支持構造物形式の

導入推移を示す。支持構造物の選定は、単にコストや水深のみならず、海底地盤、海底傾斜等

の諸条件に依存するものの、既往施設の支持構造物は 2010 年頃までモノパイルと重力の 2 形

式に集約される。2010 年以降、モノパイルの設置数が増加する傾向は変わらないものの、重力

以外にジャケット、マルチパイル（トリパイル、トリポッド）、High-Rise Pile Cap（ドルフィ

ン）の形式が徐々に増加する傾向が認められる。なお、ドルフィンは我が国の瀬棚港や酒田港

の洋上風力発電施設で採用されており、中国の洋上風力発電施設でも多数の設置例がある。 

 

 

図Ⅱ.1.2-3 洋上風力発電設備の支持構造物形式の設置割合（2000-2020 年） 

(NAVIGANT,2016) 



- 17 - 

２ 洋上風力発電のポテンシャル 

 世界の海上風（エネルギー密度）の分布図から、エネルギー密度が高い海域として、南半球

の冬期ではインド洋の中部と北部、南氷洋等、北半球の冬期では太平洋と大西洋の北部があげ

られる。巨視的に見れば、南氷洋は周年を通じて風況の強勢な海域として位置づけられる（図

Ⅱ.2-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.2-1 世界の海上風（海面上 10m）の平均風力エネルギー密度の分布図 

上図:6-8 月、下図：12-2 月 

（NASA HP：https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8916&eocn=related_to&e

oci=related_image） 

 

風の資源量を表現する語句として、「賦存量（潜在量）」、「ポテンシャル（期待可採量）」およ

び「導入可能量」が使用される。 

◆賦存量（潜在量）：ある地域・海域において理論的に存在する風力エネルギー量で、種々

の制約要因は考慮されない資源量。  

◆ポテンシャル（期待可採量）：賦存量のうち、エネルギーとして取り出すことを考えた場

合に利用可能性がある風力エネルギー量で、年平均風速、水深、離岸距離、公園指定海

域等の一定条件を付与して求めた資源量。 

◆導入可能量：ポテンシャルの算出結果から、経済面等の設定条件を満たす海域を対象と

して求めた、事業化の可能性のある資源量。 
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２.１ 海外のポテンシャル 

ヨーロッパとアメリカを中心に、着床式洋上風力発電のポテンシャルについて取りまとめる。 

 

(1) ヨーロッパ 

Petersen（1992）により、ヨーロッパの周辺海域における年平均風速と風力エネルギー密度

のマップが作成されている（図Ⅱ.2.1-1）。風速あるいは風力エネルギー密度の強勢な海域は、

イギリス中北部からアイルランド周辺、地中海の南仏沖、大西洋のビスケー湾から北海・バル

チック海、地中海のエーゲ海東部・南部等に認められる。 

 

 

 

図Ⅱ.2.1-1 ヨーロッパ周辺海域の年平均風速と風力エネルギー密度のマップ（Petersen,1992） 

 

Matthies et al.（1995）は、ヨーロッパにおける当時の EC（ヨーロッパ共同体）諸国の洋

上風力発電賦存量から発電施設の設計に至るまでの総合的な調査を行っている。ここでは彼ら

の資料を基に、対象とする海域を海面上 60m 高の年平均風速 7.0m/s 以上、水深 0-30m、離岸

距離 0-30km と設定するとともに、6MW 機の風車を 1km2当たり 1 基設置するものとして、

EC 諸国のポテンシャルを求めた。表Ⅱ.2.1-1 に洋上風力発電に係る国別ポテンシャルを示す。

ポテンシャルの大きい国として、大西洋に面した北海、バルト海、ビスケー湾等の偏西風の影

響域に位置し領海面積が相対的に大きい国であるイギリス、デンマーク、フランス、ドイツ、

アイルランド、オランダ等があげられる。 

 

年平均風速とエネルギー密度 

（海面上 50m） 

  :>9.0m/s     >800W/m2 

  :8.0-9.0m/s  600-800W/m2 

  :7.0-8.0m/s  400-600W/m2 

  :5.5-7.0m/s  200-400W/m2 

  :<5.5m/s     <200W/m2 
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表Ⅱ.2.1-1 EC 諸国の洋上風力発電ポテンシャル（Matthies et al.,1995 より作成） 

ポテンシャル ポテンシャル

(億kW) (億kW)

イギリス 3.23 スペイン 0.20

デンマーク 2.06 ギリシャ 0.16

フランス 1.55 ベルギー 0.10

ドイツ 0.89 ポルトガル 0.08

アイルランド 0.64 イタリア 0.00

オランダ 0.52 合　計 9.44

*風車設置密度：１平方km当たり6MW

国名

*年平均風速：≧7.0m/s(海面上60m)

*対象海域：水深≦30m、離岸距離≦30km

国名

 
 

EC 諸国の洋上風力発電の離岸距離別設置可能面積とともに、参考までに NEDO ら（2009）

および長井ら（2010）から日本のそれについても、表Ⅱ.2.1-2 に併せて示す。ここでの EC 諸

国の設置可能面積は、自然公園、航路帯等の社会的条件を勘案しそれらに該当する海域を除い

た算定結果となっているが、我が国における設置可能面積は社会的条件を考慮していない。同

表に示すように、日本では離岸距離 30km までの設置可能面積が約 7,200km2であり、社会的

条件の設定に関する相違を無視すれば、その面積はオランダに次いで 7 位にランクされる。EC

諸国の設置可能面積の大きい国はイギリス、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、

オランダ等で、前述のようにこれらの国はポテンシャルの大きい国である（参考までに、ヨー

ロッパの浮体式洋上風力発電のポテンシャルを豆知識Ⅱ.2.1-1 に示す）。 

 

 

ここで興味深いことは、日本における設置可能面積のうち、約 80%は離岸距離 10km 未満の

海域であり（離岸距離が 20-30km 圏の海域面積は全体の約 3%）、離岸距離が 20-30km 圏の海

0-10km 10-20km 20-30km 0-30km

イギリス 38,068 11,327 4,441 53,838
デンマーク 18,822 9,862 5,654 34,335
フランス 16,232 7,262 2,348 25,868
ドイツ 6,782 5,464 2,709 14,955

アイルランド 9,588 1,005 113 10,705
オランダ 4,934 2,308 807 8,715
スペイン 2,558 697 65 3,319
ギリシャ 2,508 111 10 2,628
ベルギー 573 565 498 1,635
ポルトガル 1,278 5 0 1,283
イタリア 56 0 0 56

日本 5,636 1,349 186 7,171

国　名
離岸距離

   注） 欧州の出典：Matthies et al.(1995)

日本の出典：NEDOら(2009) 及び長井ら(2010)

表Ⅱ.2.1-2 日本と EC 諸国の洋上風力発電設置可能面積の比較 

（年平均風速：7m/s 以上（海面上 60m 高）、水深帯：0-30m） 
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域においても 8-30%の設置可能な海域面積を有するベルギー、ドイツ、デンマーク、オランダ、

イギリス等とは異なることである。ヨーロッパのこれらの国々は海底地形の傾斜が緩やかで遠

浅となっていることから、着床式洋上風力発電に適した海域が多い。 

なお、日本と同様に海底地形が急深となっている国としてポルトガル、イタリア、ギリシャ、

アイルランド、スペインがあげられる。 

 

 【豆知識Ⅱ.2.1-1】 

●ヨーロッパの浮体式洋上風力発電のポテンシャル 

浮体式洋上風力発電のポテンシャルの大きい国はノルウェーとイギリスで、両国合わせて

270GW（2.7 億 kW）となっている。その他、スペインの 80GW（0.8 億 kW）、大西洋と

地中海のポテンシャルを合わせたフランスの 50GW（0.5 億 kW）、また地中海のイタリア

とギリシャの 2 か国のポテンシャルの合計 100GW（1 億 kW）があげられる。 

現在、ヨーロッパにおいて浮体式洋上風力発電の実証研究を行っている国は、ノルウェー 

とポルトガルである。両国ともに海底地形の勾配が急で、浮体式洋上風力発電に適した海

域となっている。 

 

ポテンシャル
(GW)

主な浮体方式 ポテンシャルの設定条件

130 TLP

40 TLP

140 TLP/Spar

45 TLP

7 TLP

50 TLP/Spar

80 TLP/Spar

20 TLP/Spar

100 TLP/Spar

国　名

イギリス

アイルランド

ノルウェー

スウェーデン
・離岸距離40km以内、航路・自然環
境・低風速域・観光名所等を考慮
(利用可能割合：25%)
・浮体構造形式　TLP:適用水深50-
300m、Spar:適用水深150-500m

出典) Henderson, et al .(2009)

ポルトガル

イタリア・ギリシャ

フィンランド・デンマーク

フランス(大西洋/地中海)

スペイン
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(2) アメリカ 

 Schwartz et al.（2010）は、アメリカ合衆国（アラスカ、フロリダ、アラバマ、ミシシッピ

の 4 州を除く）の海上風マップ（図Ⅱ.2.1-2：海面上 90m）を基に年平均風速 7m/s 超、水深

帯 0-30m,30-60m,60m 超の 3 層、離岸距離 50 海里（約 92.6km）未満および風車設置密度

5MW/km2の設定条件を設けて、洋上風力発電のポテンシャルを試算している（図Ⅱ.2.1-3；図

中の表の色付けはマップの 3 つの水深帯の彩色に合わせている）。本図から、着床式洋上風力

発電に適する太平洋での水深 60m 以浅の海域は、大西洋に比較して非常に少ないことが明らか

である。大西洋側のニューイングランドから南部までの水深 60m 以浅のポテンシャルが

896.5GW（約 9 億 kW）であるのに対して、太平洋側（北西太平洋とカリフォルニア）のポテ

ンシャルは 51.3GW（約 0.5 億 kW）で、17 分の 1 程度となっている。なお、ここで取り上げ

た海域の水深帯 0-30m のポテンシャルが同 30-60m のポテンシャルよりも 1.7 倍多く、また浮

体式の適用海域である水深 60m 超の海域のポテンシャルは約 2,450GW（24.5 億 kW）となっ

ており、水深帯 0-30m と 30-60m の両海域を合わせたポテンシャルよりも約 1.4 倍多い結果と

なっている。 

 
図Ⅱ.2.1-2 アメリカ合衆国の海上風マップ（海面上 90m）（Schwartz et al.,2010） 

 

 

図Ⅱ.2.1-3  アメリカ合衆国の洋上風力発電ポテンシャル（Schwartz et al.,2010 より作成） 

0-30m 30-60m ＞60m

ニューイングランド 100.2 136.2 250.4

大西洋(中央) 298.1 179.1 92.5

大西洋(南部) 134.1 48.8 7.7

カリフォルニア 4.4 10.5 573.0

北西太平洋 15.1 21.3 305.3

五大湖 176.7 106.4 459.4

メキシコ湾 340.3 120.1 133.3

ハワイ 2.3 5.5 629.6

総　計 1,071.2 628.0 2,451.1

州　名
水深帯別ポテンシャル(GW)

*年平均風速：7m/s以上

0-30m 30-60m ＞60m

ニューイングランド 100.2 136.2 250.4

大西洋(中央) 298.1 179.1 92.5

大西洋(南部) 134.1 48.8 7.7

カリフォルニア 4.4 10.5 573.0

北西太平洋 15.1 21.3 305.3

五大湖 176.7 106.4 459.4

メキシコ湾 340.3 120.1 133.3

ハワイ 2.3 5.5 629.6

総　計 1,071.2 628.0 2,451.1

州　名
水深帯別ポテンシャル(GW)

*年平均風速：7m/s以上
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 アメリカにおける最新の洋上風力発電のポテンシャルに関して、Musial et al.（2016）は年

平均風速 7m/s 以上、水深 0-1,000m 以上（含む、最新技術による利用可能な結氷海域）、風車

設置密度 3MW/km2、風車ハブ高 100m、離岸距離 200 海里までを算定条件とした推計値を示

している。その結果、Gross Resource Potential として 10,800GW（44,378TWh/yr）を掲げ、

その中で技術面・環境面での課題を満たす Technical Resource Potential は 2,058GW

（7,203TWh/yr）と算定している。これらの推計値は、前述の Schwartz et al.（2010）と算定

条件が異なるために、単純な比較はできない。海域別に見ると Gross Resource Potential は太

平洋側が最も多く次いで大西洋側となっており、Schwartz et al.（2010）の結果とは異なる。

しかし Technical Resource Potential では、大西洋側が最もポテンシャルが多く、次いでメキ

シコ湾、太平洋側、五大湖の順となっており、Schwartz et al.（2010）の結果と同様の傾向と

なっている（図Ⅱ.2.1-4）。なお、参考までに図Ⅱ.2.1-5 に Technical Resource Potential に対

する設備利用率の分布図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.2.1-4  アメリカの海域別洋上風力発電ポテンシャルと発電電力量（Musial et al.,2016） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.2.1-5  アメリカにおける洋上風力発電の設備利用率分布図（Musial et al.,2016） 
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【豆知識Ⅱ.2.1-2】 

●中国の洋上風力発電のポテンシャル 

  ・着床式：750GW（7.5 億 kW）（Chan,2007） 

・浮体式：45GW（0.45 億 kW）（Henderson et al., 2009） 

 

年平均風速マップ（70m 高） 

出典：BTM Consult（2010） 

 

 

●韓国の洋上風力発電のポテンシャル 

・着床式：7.9GW（790 万 kW）（Kim,2009） 

    ・浮体式：25GW（0.25 億 kW）（Henderson et al., 2009） 

平均風速マップ（80m 高） 

出典：Kim（2009） 
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２.２ 日本のポテンシャル 

 我が国は、風の資源量が少なく、風力発電に向いていないと考えられていた。しかし、NEDO

が 1993 年度に発表した「全国風況マップ」の結果から、我が国においても風力発電の適地が

存在し、導入が期待できることが明らかになった。当時は陸上風力発電が対象とされ、洋上風

力発電については検討されていなかった。しかし我が国は排他的経済水域の面積、海岸線全長

ともに世界第 6 位に位置する海洋国家であるため、洋上風力発電のポテンシャルは非常に大き

いと考えられる。 

洋上風力資源に関して、これまで NEDO と千代田デイムス・アンド・ムーア（1999）、千代

田デイムス・アンド・ムーア（2000a;2000b）、NEDO（2003）、長井ら（2010）、環境省地球

環境局地球温暖化対策課（2010）、伊藤忠テクノソリューションズ（2011）、エックス都市研究

所ら（2011）、日本風力発電協会（2013）等の機関により、海上風マップの作成や洋上風力発

電のポテンシャルの算定が行われてきた。そして 2017 年 3 月には、NEDO より NeoWins（洋

上風況マップ）が公開された。NeoWins とは NEDO Offshore Wind Information System のこ

とであり、当マップは風況情報に加え自然環境情報や社会環境情報、有義波高の情報等を表示

させることができる。例として海面上 80m での年平均風速の情報を図Ⅱ.2.2-1 に示す。  

 

 
図Ⅱ.2.2-1 洋上風況マップ（年平均風速、海面上 80m 高） 

（NeoWins（洋上風況マップ）HP：http://app10.infoc.nedo.go.jp/Nedo_Webgis/top.html） 
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図Ⅱ.2.2-1 の洋上風況マップから、洋上風力発電に好適な風況（年平均風速（海面上 80m）：

7.0m/s 以上）を有する海域は日本沿岸に広く分布しているが、北海道、東北、房総半島、遠州

灘、南西諸島等の沿岸の風況が相対的に良い傾向にあることが分かる。また、主な既往調査資

料からの我が国における洋上風力発電に関する風の資源量（賦存量、ポテンシャルおよび導入

可能量）を、表Ⅱ.2.2-1 に示す。同表に示すように、洋上風力発電の風資源量は資料によって

大きな相違（着床式のケース：4,000 万-2 億 1,000 万 kW）が見られるが、これは算出条件が

異なることが大きな理由である。 

 

表Ⅱ.2.2-1 既往調査資料による我が国における洋上風力発電に関する風資源量の一覧 

賦存量 ポテンシャル 導入可能量

1 ― 4,039 (着床式) ―

・年平均風速:≧7.0m/s
(海面上：60m)
・設備容量:1,650kW(ロー
タ直径(D)=66m)
・風車の設置間隔:5D×10D

・水深：0-30m
・自然公園区域は開発不可
・港湾域・河口域は水深10mま
での面積の内、利用可能面積は
その85%

―

千代田デイムス・アンド・ムーア
(2000b):新エネルギー等導入促進基
礎調査 (我が国の諸条件を考慮した
風力エネルギー利用可能性に関する
調査)報告書

2 ―
120,085

着床式：21,313
浮体式：98,772

―

・年平均風速:≧7.0m/s
(海面上：80m)

・設備容量:1万kW/km
2

・水深：0-50m(着床式),50-
200m(浮体式)
・離岸距離：0-30km
・自然公園区域は開発不可

―

NEDOら(2009)：洋上風力発電実証研
究F/S評価報告書
長井　浩ら(2010):わが国沿岸海域
における洋上風力発電の期待可採量

3 571,571
61,332

着床式：9,383
浮体式：51,949

―

・年平均風速:≧7.5m/s
(海面上：80m)

・設備容量:1万kW/km
2

同上 ―
環境省地球環境局地球温暖化対策課
(2010):平成21年度　再生可能エネ
ルギー導入ポテンシャル調査

4 100,921
80,860

着床式：12,309
浮体式：68,551

6,598
着床式：4,461
浮体式：2,137

同上 同上

・売電価格20円/kWh
・期間:20年
・税引前PIRR:≧8%
・発電原価15.8円/kWh

伊藤忠テクノソリューションズ
(2011):新エネルギー等導入基礎調
査事業(風力エネルギーの導入可能量
に関する調査）調査報告書

5 ―
60,784

着床式：8,974
浮体式：51,811

300 同上 同上

・売電価格20円/kWh
・期間:20年
・税引前PIRR:≧8%
・年平均風速：≧8.0m/s
・建設コスト/維持管理
費等の設定

エックス都市研究所ら(2011):平成
22年度再生可能エネルギー導入ポテ
ンシャル調査

6 278,503
141,277

着床式：33,151
浮体式：108,126

11,396
着床式：8,203
浮体式：3,192

・年平均風速:≧5.5m/s
(海面上：90m)

・設備容量:1万kW/km
2

・年平均風速:≧6.5m/s  (海面
上：90m)
・水深：0-50m(着床式),50-
200m(浮体式)
・離岸距離：0-30km
・自然公園区域は開発不可

・売電価格36円/kWh
・期間:20年
・税引前PIRR:≧10%
・建設コスト/維持管理
費等の設定
※売電価格のシナリオは
他にもあり

環境省地球環境局地球温暖化対策課
(2016):平成27年度再生可能エネル
ギーに関するゾーニング基礎情報整
備調査

出典番号
賦存量
(万kW)

ポテンシャル
(万kW)

導入可能量
 (万kW)

算出条件

 
 

表Ⅱ.2.2-1 における番号 2 に示した既往調査資料では、水深帯別にポテンシャルが取りまと

められている。その推計結果の一部を表Ⅱ.2.2-2 に示す。水深 200m（陸棚縁辺近傍の水深）、

離岸距離 30km までのポテンシャルは約 120 万 MW（約 12 億 kW）となっており、そのうち

水深 0-50m に適用される着床式洋上風力発電のそれは約 21 万 MW（約 2.1 億 kW）で、全体

の約 18%にすぎない（水深 50-200m の浮体式では約 99 万 MW（約 9.9 億 kW）で、全体の

82%程度）。このことから、我が国の周辺海域では、浮体式の方が着床式よりも約 4.6 倍のポテ

ンシャルを有していることが明らかとなった。なお、我が国の急深な海底地形の特徴から推察

されるように、着床式（水深 50m 以浅）の離岸距離 10-30km でのポテンシャル面積は、着床

式全体のポテンシャル面積の約 20%を占めているにすぎない。 
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表Ⅱ.2.2-2  水深帯別・離岸距離別洋上風力発電のポテンシャル（NEDO ら,2009;長井ら,2010）

面積(km
2
) 設置基数 設備容量(MW) 面積(km

2
) 設置基数 設備容量(MW) 面積(km

2
) 設置基数 設備容量(MW) 面積(km

2
) 設置基数 設備容量(MW)

0-20 6,114 12,228 61,140 713 1,426 7,130 82 164 820 6,909 13,818 69,090 5.8

20-30 3,214 6,428 32,140 807 1,614 8,070 104 208 1,040 4,126 8,252 41,260 3.4

30-50 7,420 14,840 74,200 2,236 4,472 22,360 622 1,244 6,220 10,278 20,556 102,780 8.6

0－50 16,748 33,496 167,480 3,756 7,512 37,560 808 1,616 8,080 21,313 42,626 213,130 17.7

50-100 17,714 35,428 177,140 18,247 36,494 182,470 6,306 12,612 63,060 42,267 84,534 422,670 35.2

100-200 12,878 25,756 128,780 21,076 42,152 210,760 22,552 45,104 225,520 56,505 113,010 565,050 47.1

50-200 30,592 61,184 305,920 39,323 78,646 393,230 28,858 57,716 288,580 98,772 197,544 987,720 82.3

0-200 47,340 94,680 473,400 43,079 86,158 430,790 29,666 59,332 296,660 120,085 240,170 1,200,850 100.0

全体に対す
る割合(%)

注）・年平均風速：7.0m/s (海面上80ｍ)、風車：5MW(2基/km2)を基に推計

　　・水深0-50m：着床式の適用範囲、水深50-200m：浮体式の適用範囲とそれぞれ設定

水深帯
(m)

離 岸 距 離

0-10km 10-20km 20-30km 0-30km

 

 

また、表Ⅱ.2.2-1 における番号 5 の既往調査資料では、電力会社管内別に着床式と浮体式の

洋上風力発電の導入ポテンシャルが集計されている。図Ⅱ.2.2-2 に各電力会社管内における洋

上風力発電ポテンシャルと電力会社の設備容量を併記して示す。本図からポテンシャルは風況

の良い北海道、東北および沖縄で電力会社の設備容量を上回り、ポテンシャルと設備容量の間

にミスマッチが認められ、系統の容量不足が大きな課題となっている。 
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（年平均風速：7.0m/s 以上（海面上 80m）,水深 50m 未満,離岸距離：30km） 

 

図Ⅱ.2.2-2 着床式洋上風力発電のポテンシャルと電力会社発電設備容量 

（日本風力発電協会,2014） 
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３ 洋上風力発電の現状と動向 

３.１ 世界の洋上風力発電 

(1) 導入量の現状 

世界初の洋上風力発電所はスウェーデンの Nogersund 洋上風力発電所で、220kW の風車 1

基を水深 5m、離岸距離 1,000m の地点に設置して 1990 年に実証試験が行われた（現在、撤去

されている）。その後、デンマークでは 1991 年に Vindeby（450kW×11 基）、1994 年に Tunø 

Konob（500kW×10 基）、オランダでは 1994 年に Ijssel 湖に Lely（500kW×4 基）等と、各

国で導入が始まったが、これらは実証試験が主目的であった。2000 年頃からデンマークを中心

として事業化を目指した洋上ウィンドファームの建設が始まり、2000 年代半ば頃からはイギリ

ス、ベルギー、ドイツ等の参入が見られた。設置海域は、初期には波浪の静穏な閉鎖性海域（バ

ルチック海、デンマーク国内の諸島間の内海、アイリッシュ海）であったが、2002 年以降は比

較的波浪の厳しい半閉鎖性海域（北海）へと、設置海域が拡大している。図Ⅱ.3.1-1 に 2015

年末までに設置された洋上ウィンドファームの配置を示す。設置海域の拡大に伴い、近年、水

深が深く、離岸距離が遠い海域に洋上風力発電施設が設置される傾向が図からも認められる（図

Ⅱ.3.1-2）。本ガイドブックⅡ.3.1(2)「今後の展開」で述べているが、このような傾向は、イギ

リスの Round3 やドイツの排他的経済水域（EEZ）において計画されていることに起因する。 

 

 

 

図Ⅱ.3.1-1 ヨーロッパにおける洋上風力発電所の配置図（2015 年末時点） 

（地図は EWEA,2009 を使用） 

 

着床式 

浮体式 

アイリッシュ海 

北
海 バルチック海 

デンマーク多島海 
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図Ⅱ.3.1-2 ヨーロッパにおける洋上風力発電施設の設置水深および設置海域離岸距離の推移

（EWEA,2015） 

 

また、洋上風力発電の導入はヨーロッパだけではなく東アジア諸国にも広がり、日本や中国

等も参入し、2015 年末の世界の洋上風力発電累積導入量は 11,617MW に達した（図Ⅱ.3.1-3：

国別洋上風力発電の導入リストは付属資料Ⅰを参照）。これは風力発電全体（2015 年末：

432,883MW）の約 3％にすぎないが、図示されているように 2020 年末の世界の洋上風力発電

累積導入量は現在のほぼ倍の 22,500MW と予測されている。なお、2015 年はドイツの単年導

入量が 2,467MW と大きな伸びを見せたこともあり、世界の単年導入量は 3,755MW と著しく

増えている。 

洋上風力発電の導入量が多い上位 5 位の国は、イギリス（全体の 44%）、ドイツ（28%）、デ

ンマーク（11%）、ベルギー（6 %）、中国（5%）となっており、ヨーロッパ諸国が大半を占め

ている。アジアでは、上記のように中国が上位の 5 位にランクされ、日本は 5.2 万 kW（0.5 %）

で 8 位となっている（図Ⅱ.3.1-4）。 

 

図Ⅱ.3.1-3 世界の洋上風力発電導入量の推移(NAVIGANT,2016) 
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図Ⅱ.3.1-4 国別洋上風力発電導入量の割合(NAVIGANT(2016)より作成) 

 

このような導入量の増加は、風力発電機の大型化と施設の大規模化によっている。図Ⅱ.3.1-5

に、年別の 1 基当たりの平均出力と 大出力を示す。風力発電機の定格出力の推移を見ると、

1990 年代は平均出力、 大出力ともに 0.5MW 程度であったが、2000 年から 2005 年頃までは

平均出力で概ね 2MW 程度（ 大で 4.5MW）と、急速に大型化が進んでいる。その後、2005

年から 2010 年頃までは平均出力で 3MW 程度（ 大で 5MW）、そして、それ以降 2015 年ま

では平均出力で約 4MW（ 大で 7MW）と、20 数年で 大出力が約 14 倍となっている（風車

の大型化については、付属資料Ⅱを参照）。 

 

 

図Ⅱ.3.1-5 洋上風力発電機の年別定格出力（1基当たりの平均と最大）の推移 

出典：EWEA（The European offshore wind industry-key trends and statistics 2011-2016）,GWEC

（Global Wind Report 2009-2016）,4C Offshore Wind Data Base

（http://www.4coffshore.com/windfarms/）を基に作成 
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ちなみに、洋上風力発電所に設置されている風車メーカの導入割合は、1991 年から 2015 年

末までの導入実績から Siemens が 62%（約 7,029MW）、Vestas が 18%（約 2,077MW）、Senvion

が 7%（約 811MW）、Adwen が 6%（約 630MW）、Bard が 4%（約 405MW）、Sinovel が 1%

（約 161MW）等となっている（図Ⅱ.3.1-6）。このように洋上風力発電機では、Siemens 社の

風車の導入量が過半数を超えており、次いで Vestas 社が全体の 1/5 程度を占めていることが分

かる。 

なお、Siemens は 2004 年にデンマークの Bonus を買収した。REpower は 2007 年にインド

の Suzlon に買収されたものの、旧社名の REpower で風車を販売していたが、2014 年に社名

を Senvion に変更している。また、三菱重工業は Vestas と洋上風力発電設備事業の新しい合

弁会社 MHI Vestas OffshoreWind を 2013 年に設立している。さらに、フランスの重工業メー

カ AREVA とスペインの風車メーカ GAMESA の合弁会社であった Adwen は洋上風車を専門

に製造していたが、2016 年 9 月に AREVA が Adwen の全保有株を GAMESA に売却している

（GAMESAは 2016年 6月にSiemensとの間で風力発電事業を統合することに合意している）。

このように、近年風車メーカの再編が活発化している。 

 

 

 

図Ⅱ.3.1-6 風車メーカ別の導入割合（NAVIGANT,2016） 

 

また、風力発電施設の規模について、1 施設当たりの平均設備容量と 大設備容量の推移を

図Ⅱ.3.1-7 に示す。平均設備容量の推移を見ると、年により増減があるものの、1990 年代は平

均設備容量、 大設備容量ともに 1 桁の 5MW 未満であったが、2000 年から 2009 年頃までは

平均設備容量が 100MW 以下（ 大で 165MW）、2010 年以降は平均設備容量 300MW 超の年

も見られ、 大設備容量は 630MW となっている。このように、 大設備容量は 20 数年で 300

倍以上の規模となっている。 

 

1991 年-2015 年 
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図Ⅱ.3.1-7 洋上風力発電機の年別設備容量（1施設当たりの平均と最大）の推移 

出典：EWEA（The European offshore wind industry-key trends and statistics 2011-2016）, 

GWEC（Global Wind Report 2009-2016）,4C Offshore Wind Data Base

（http://www.4coffshore.com/windfarms/）を基に作成 

 

世界の大規模洋上風力発電所で上位 10 位までの施設を、表Ⅱ.3.1-1 に示す。表に示すように、

ベスト 10 に入る洋上風力発電施設の大半が 2013 年以降に稼働したものである。現時点で 大

の施設は London Array PhaseⅠの 630MW で、PhaseⅡを含めると、本発電施設は原子力発

電所並みの 1,000MW（1GW）となる計画となっている。 

参考までに、本項の末尾にデンマーク（Anholt）、イギリス（Walney）およびベルギー

（Thomton Bank）の主要な着床式洋上風力発電施設の導入事例を示す。 

 

表Ⅱ.3.1-1 上位 10 位までの大規模洋上風力発電施設（2015 年末現在） 

 
 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700
設備容量（ＭＷ）

平均設備容量(MW) 最大設備容量(MW)

年

順位 国名 洋上風力発電所名 総出力(MW) 風車定格出力×設置基数 稼動年 備　考

1 イギリス London Array PhaseⅠ 630.0 3.6×175 2012/2013 phaseⅡを含めて1000MWの計画

2 イギリス Gwynt y Mòr(2) 576.0 3.6×160 2014

3 イギリス Greater Gabbard 504.0 3.6×150 2012

4 ドイツ BARD Offshore 1 400.0 5.0×80 2012/2013 phaseⅠ～Ⅳ

4 ドイツ Borkum 400.0 5.0×80 2014 phaseⅠ

4 ドイツ Blobal Tech 1 400.0 5.0×80 2015

7 デンマーク Anholt 399.6 3.6×111 2013

8 イギリス West of Duddon Sands 388.8 3.6×108 2014

9 イギリス Walney 367.2 3.6×102 2010/2012 phaseⅠ,phaseⅡ

10 ベルギー Thornton Bank 325.2 5.0×6, 6.0×30、6.15×18 2008/2012/2013 phaseⅠ,phaseⅡ,phaseⅢ
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【デンマーク：Anholt】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図 Siemens HP：http://www.siemens.com/press/en/feature/2013/energy/2013-09-anholt.p

hp#ii143 

下図 Siemens HP：http://www.siemens.com/press/en/feature/2013/energy/2013-09-anholt.p

hp#ii142  

地図は EWEA,2009 を使用 

Walney 

Anholt 

Thornson Bank 

国名 デンマーク

施設名 Anholt

施設設備容量(MW) 399.6

風車単機容量(MW) SWT-3.6-120(Siemens)  3 .6

風車設置基数 111

ハブ高(m) 81.6

ロータ直径(m) 120

水深(m) 14-19

離岸距離(km) 15

支持構造 モノパイル
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【イギリス：Walney】 

 

 

 

The Crown Estate HP：https://www.thecrownestate.co.uk/news-and-media/news/2014/crow

n-estate-welcomes-consent-for-walney-offshore-wind-extension/ 

 

  

国名

施設名 Walney phase1 Walney phase2 Walney phase1,2

施設設備容量(MW) 183.6 183.6 367.2

風車単機容量(MW) SWT-3.6-107(Siemens)  3.6 SWT-3.6-120(Siemens)  3.6 ―

風車設置基数 51 51 102

ハブ高(m) 83.5 90.15 ―

ロータ直径(m) 107 120 ―

水深(m) 19-28 14-19 ―

離岸距離(km) 14 15 ―

支持構造 モノパイル モノパイル ―

イギリス
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【ベルギー：Thornton Bank】 

 

 

 

 
ABB HP：http://www.abb.com/cawp/seitp202/8a3f23f5ee2b0939c1257be90038bc92.aspx  

  

国名

施設名 Thornton Bank phaseⅠ Thornton Bank phaseⅡ Thornton Bank phaseⅢ Thornton Bank phaseⅠ,Ⅱ,Ⅲ

施設設備容量(MW) 30 184.5 110.7 325.2

風車単機容量(MW) 5M (REpower) 5.075 6M (REpower) 6.15 6M (REpower) 6.15 ―

風車設置基数 6 30 18 54

ハブ高(m) 94 95 95 ―

ロータ直径(m) 126 126 126 ―

水深(m) 12-28 6-28 11-28 ―

離岸距離(km) 27 27 26 ―

支持構造 重力 ジャケット ジャケット ―

ベルギー
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(2) 今後の展開 

世界風力会議（GWEC：Global Wind Energy Council）によれば、2030 年までに世界の風

力発電導入量は約 21.1 億 kW（2,110GW）と 2015 年末の導入量の約 5 倍に達し、風力のみで

石炭、石油、LNG 等による総発電量の 大 20%を占める可能性があるとし、これは世界全体

で 33 億 t 以上の二酸化炭素排出削減量に匹敵するものと予測している（GWEC,2016a）。 

風力発電の中でも洋上風力発電は、ポテンシャルが膨大であることから注目されている再生

可能エネルギーである。しかし、その導入拡大に係る課題の一つが「コスト」である。これま

で洋上風力発電では、コスト低減が導入普及の鍵とされてきた。2015 年に欧州連合（EU）全

体で新たに導入された設備容量は約 3,000MW で、これは単年度導入量では過去 大の導入と

なっているが、Wind Europe によれば 2016 年には 2015 年を上回る約 3,700MW の導入が予

測されている（Schwägerl,2016）。Schwägerl（2016）が指摘しているように、欧州の洋上風

力発電にブームが認められるのは、二酸化炭素排出削減目標の一環として政府からの補助金や

有利なインセンティブの付与により風力発電プロジェクトが支援されてきただけではなく、風

力の発電原価がガス・石油等のそれと比較して遜色のないことによることもあげられる（ガス・

石油等：約 65-70€/MWh（7.5-8.1 円/kWh），陸上風力：約 50-96€/MWh（5.8-11.0 円/kWh），

洋上風力：約 73-140€/MWh（8.4-16.1 円/kWh），レート 115 円/€）。さらに風力発電は、環境

コストを考慮すればさらに有利なエネルギー源である。 

報道（http://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/14/new-record-for-cheapest- 

offshore-wind-farm/）によれば、Vattenfall は 2016 年 9 月にデンマーク近海の洋上風力発電

施設（Vesterhav Syd and Vesterhav Nord）を 60€/MWh（6.9 円/kWh, 115 円/€）の史上 安

値で落札した。この価格は、約 2 ヶ月前まで洋上風力発電の 安値であった Dong Energy（現

Ørsted）のオランダの Borssele 1&2（700MW）の 72.7€/MWh（8.4 円/kWh, 115 円/€）を凌

ぐものである（8MW 級風車の導入が必須：http://www.ewchargenews.com/wind/1437866/ 

analysis-field-open-for-8mw-giants-as-dong-mulls-borssele-options）。これらの安価な価格に

関して Prichard（2016）は、北海の石油ガスの試掘が低迷しており洋上風力発電所の建設に

破格の値段で作業船やクルーを使用できること、ゼロ金利の世界にあって国際的な金融機関が

金利を抑え込んでいること、鉄鋼の値下がり等を要因としてあげている一方で、安価な価格に

懐疑的な意見（利幅が少なすぎることにより様々なリスク対応が不可能となる）もあることを

紹介している。 

世界各国において、洋上風力発電の導入目標を掲げている事例を表Ⅱ.3.1-2 に示す。表で示

しているように、導入目標の対象年は 2020 年以外の事例もあり、国が国策として定めている

目標値の他、民間組織による目標値も含まれている。2020 年をターゲットとした 大の目標値

は中国の 30GW（3,000 万 kW）で、次いでイギリスの 13GW（1,300 万 kW）、ドイツの 7.7GW

（770 万 kW）となっている。各国とも意欲的な導入目標を掲げているように、洋上風力発電

の開発促進の戦略として、技術競争力の確立を通じた産業の育成と雇用対策をあげることがで

きる。なお、アメリカは 2050 年に 86GW（8,600 万 kW）の導入目標を掲げているが、2016

年 12 月に洋上風力発電として初の商業プロジェクト（Block Island Wind Farm（大西洋沿岸 

ロング・アイランド湾近傍：30MW（6MW×5 基））が稼働した。 
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以下、洋上風力発電の導入が進んでいるヨーロッパのイギリスとドイツ、そして中国、アメ

リカを取り上げて、近年の動向を取りまとめた。 

 

表Ⅱ.3.1-2  世界各国における洋上風力発電に係る導入目標 

 

 

1) イギリス 

2008年気候変動法（Climate Change Act 2008（c. 27））は、2050年までにイギリスにおけ

る温室効果ガス排出量を1990年比で80%削減することを 終目標とした法律である。気候変動

法を確実に推進する対策として、 初に3期の割当期間（2008-2012年、2013-2017年および

2018-2022年）を設け、 後の期間における削減目標を 低でも26％としている。再生可能エ

ネルギー導入計画では、2020年までに年間電力消費量の30%を再生可能エネルギーにより賄う

計画となっている。気候変動委員会は温室効果ガスの排出量削減に風力発電が重要な役割を担

うことを認めており、2020年の洋上風力発電の導入目標は13GWとされている（表Ⅱ.3.1-2、参

照）。 

イギリスの洋上風力発電の導入量は、2008 年にデンマークを抜いて世界一になった（同国の

初の洋上風力発電施設は 2000 年に建設された Blyth（4MW:2MW×2）である）。これは、

洋上開発に直接利害を有する The Crown Estate（政府系の王室の不動産財産の管理機関）が

推進役となっていることもあるが、イギリス政府がエネルギー・気候問題等の上位の政策目標

国　名
洋上風力発電の導入目標(2020年)

（GW）
備　考

イギリス 13.0
再生可能エネルギー導入計画

National Renewable Energy Action Plan,UK,30(June.2010)

フランス 3.0 IEA Wind Annual Report 2015

デンマーク 1.5
エネルギー戦略ビジョン2050  (2011.2)

風力発電比率を現状の約2倍に相当する40%程度まで増加

オランダ
4.45

(2023年)
IEA Wind Annual Report 2015

ドイツ
7.7

(2025年:11GW、2030年:15GW)
IEA Wind Annual Report 2015、GWEC2015

ベルギー 2.70 IEA Wind Annual Report 2015

スペイン 0.75 IEA Wind Annual Report 2015

ポルトガル 0.027 IEA Wind Annual Report 2015

イタリア 0.7 IEA Wind Annual Report 2015

スウェーデン
10TWh

（0.4）
IEA Wind Annual Report 2015

アメリカ
3.0

（2030年:22GW、2050年:86GW）
Wind Vision (エネルギー省,2015.3.12)

中国
30

(2015年:5GW)
新興エネルギー産業発展計画(国家エネルギー局,2011)

韓国
2.5

(2019年）
洋上風力発電推進ロードマップ(知識経済部,2011.10)

台湾
0.6

(2030年:3.0GW)
経済省(2013)

 ＊GW：106kW(100万kW)

 ＊スウェーデンの導入目標（0.4GW）は、設備利用率30%として算出。
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と整合する形で許認可手続きや利害調整を円滑に進めるための枠組みを構築したことによって

いる（伊藤,2013）。前述の Blyth プロジェクトの完工と併せて、The Crown Estate により開

発海域（ゾーニング）が特定化され、洋上風力発電事業者を公募入札する制度が構築された。

図Ⅱ.3.1-8 に Round1、Round2 および Round3 の公募海域を示すとともに、以下にそれぞれ

の海域の概要を記す。 

・Round1：開発海域は領海内、水深 4-21m、離岸距離 2-13km 

・Round2：開発海域は領海内、水深 6.5-29m、離岸距離 7-30km 

・Round3：開発海域は排他的経済水域（EEZ）、水深 35-53m、離岸距離 20-160km 

 

 

図Ⅱ.3.1-8 洋上風力発電の公募海域（Langston,2010） 
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2001 年に公表された Round1（平均設備容量：100MW）、2002 年に公表された Round2（平

均設備容量：400MW）では、一部の認可済みあるいは撤退のプロジェクトを除いて、ほとん

どのプロジェクトが運開している。また、2010 年に公表された Round3（平均設備容量：

1,000MW）については、代表的な公募海域において The Crown Estate と Scottish Power 

Renewables、Vattenfall および DONG Energy（現 Ørsted）の間で、それぞれ基本的な合意

形成がなされている段階にある。 

2015 年における陸上を含めた風力発電累積導入量は 13,603MW で、このうち洋上風力発電

累積導入量は 5,066.5MW（約 5GW）と、全体の約 37%を占めている（GWEC,2016b）。2008

年以降イギリスの洋上風力発電累積導入量は世界一の座にあるものの、2015 年の単年の洋上風

力発電導入量は約 570MW で、これはドイツの単年導入量の 1/4 程度であった（図Ⅱ.3.1-9）。

しかし、現在 ROUND2 の海域を中心に 400MW を超える洋上ウィンドファーム（Race Bank, 

Dudgeon, Pampion 等）が建設中であり、その建設以降は ROUND3 の海域における 1,000MW

超のウィンドファームの導入が計画されている。このような導入計画に基づけば、2020 年には

10GW の導入が期待されている（GWEC,2016b）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.3.1-9 世界全体および主要国別洋上風力発電導入量（GWEC,2016b） 

 

イギリスにおける風力発電による電力の買取制度では、これまで ROCS（Renewable 

Obligation Certificate System：再生可能エネルギー使用義務認証システム；日本の RPS と同

様のシステム）が採用され、洋上風力発電のクレジット価値は陸上風力発電を含む他の再生可

能エネルギー発電の 1ROC/MWh よりも 5 割多い 1.5ROC/MWh（2009-2012 年度）と設定さ

れていた。これは、国の支援が必要な重要技術として、洋上風力発電の導入普及に力が入れら

れてきたからに他ならない（2013-2014 年度は 2ROC/MWh、2015 年度は 1.9ROC/MWh、2016

年度は 1.8ROC/MWh の計画）。2011 年に ROCS 制度の廃止が発表され、ROCS 制度に代わり

FiT-CfD（差額支払契約付固定価格買取制度）に移行することになり、新たな FiT-CfD は 2013
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年末に施行された。FiT-CfD は、「再生可能エネルギーだけではなく、原子力や二酸化炭素を回

収・貯留する CCS（Carbon Dioxide Capture and Storage）火力発電等の低炭素技術も対象と

しているため、洋上風力発電に効果的、かつ経済的なインセンティブを与えるか不明瞭なこと」

や、「洋上風力発電の固定価格は 150￡/MWh（19.5 円/kWh, 130 円/￡）に設定されたけれど

も、前述のように国の方針として発電コストを 100￡/MWh（13 円/kWh, 130 円/￡）まで削減

する目標が決められていること」等から、洋上風力発電の開発規模を縮小（Triton Knoll：

12,000MW，Round2）あるいは延期（Argyll Array：18,000MW，Round3）する事業者もい

る。一方、FiT-CfD は売電価格が 15 年間保証されていることから、計画の見直しの事例はあ

るものの今後とも大規模開発は進むとの意見もあり、今後の動向が注目される。 

洋上風力発電の入札において、デンマーク近海の洋上風力発電施設（Vesterhav Syd and 

Vesterhav Nord）では 60€/MWh（6.9 円/kWh, 115 円/€）、オランダの Borssele 1&2（700MW）

では 72.7€/MWh（8.4 円/kWh, 115 円/€）と、洋上風力発電の経済性は、超大型風車の開発、

量産効果等により驚異的な速さで改善している。 

 

2) ドイツ 

 ドイツ政府（ドイツ連邦経済エネルギー省 :BMWi）は、2014 年に「エネルギー構想

（Energiekonzept）」を策定し、その中で総電力消費量に占める再生可能エネルギーの割合を

2025 年までに 40-45%、2035 年までに 55-60%、2050 年までに 80%以上にまで拡大すること

を示した。2022 年までに全ての原子力発電所を閉鎖することが決められた状況下において、上

記の目標を達成するために、ドイツでは再生可能エネルギーの中でも洋上風力発電の導入に重

点を置いた政策を掲げている（豆知識Ⅱ.3.1-1、参照）。2010 年の時点で、洋上風力発電の導

入目標は 2020 年までに 10GW、2030 年までに 25GW、2050 年までに 39.3GW とされていた。

しかし、固定価格買取制度の導入により賦課金が上昇し、家庭の負担が大きくなったことから、

洋上風力発電の導入目標が見直された。その結果、2020 年までに 7.7GW、2030 年までに 15GW

と目標が下方修正されている。しかしドイツ政府は、国内の安定的な風力産業の市場を築くた

めに 2016 年に再生可能エネルギー法（EEG）を改訂し、洋上風力発電の 2025 年の中間導入

目標として、新たに 11GW を設けている（GWEC,2016b）。これは、洋上風力発電の導入量が

2025 年までに年間導入ベースで約 700MW/年という規模に匹敵する。一方風力関連業界では、

さらなるコスト低減を図るには適切な経済規模と長期にわたる確実な投資が必要であり、その

ための年間市場として少なくとも 900MW/年の導入ベースを求めている（GWEC,2016b）。 

ドイツの開発海域は、北海とバルチック海に分けられる。図Ⅱ.3.1-10 に示すように、沿岸か

ら 12 海里までの領海内（図中の 1 点鎖線の陸地側）よりも排他的経済水域（EEZ）の方が、

洋上風力発電の数多くの開発海域がある。これは、領海には自然保護海域が存在することや船

舶の輻輳する重要な航路があること等によっているが、EEZ は沖合の水深の深い海域であるた

め、建設コストの増加につながる（開発海域の平均離岸距離 52.6km；GWEC,2016b）。 
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図Ⅱ.3.1-10 ドイツにおける洋上風力発電プロジェクトの配置図（Deutsche WindGuard,2016） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【豆知識Ⅱ.3.1-1】 

●ドイツにおける洋上風力発電の導入支援策 

原子力発電の代替電源として、再生可能エネルギーが従来の火力発電とともに重要となっ

ているが、政府は供給力確保のために風力、特に洋上風力発電の導入を明確に支援すること

とし、以下の 2 つの施策を講じている。 

① 復興金融公庫（KfW）による洋上風力発電所建設のための融資プログラムの開始（2011

年 9 月以降）。 

② 固定価格制度による洋上風力発電の買取価格 

・買取価格は 初の 12 年間（初期タリフ）と残りの 8 年間（基本タリフ）で異なる。 

・施設の設置水深、離岸距離により初期タリフが異なる。初期買取期間は、水深が 20m

以上であれば 1.7 ヶ月/m、離岸距離が 22km 以上（EEZ）であれば 0.5 ヶ月/海里（約

1.9km）、それぞれ延伸される（基本タリフの期間は短縮）。 

・買取価格は通常モデル（初期:1-12 年間，基本:13-20 年間）と早期回収モデル（初期:1-8

年間，基本:9-20 年間）があり、選択できる（両モデルとも基本タリフは同一）。 

・2018 年以降の買取価格は 低でも 7%/年の低減を図る。 

  

 

改正再生可能エネルギー法（EEG:Erneuerbare-Energien-Gesetz,2014） 
 

初期タリフ:通常モデル 15.4 c€/kWh（17.7 円/kWh） 

早期回収モデル 19.4 c€/kWh（22.3 円/kWh） 

基本タリフ:3.9 c€/kWh（4.5 円/kWh） 
※100c€＝1€、115 円/€ 
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ドイツでは、2004 年から 2008 年にかけて風車メーカ（Enercon, Nordex, Bard）による洋

上風力発電の実証試験が行われていたが、本格的な洋上ウィンドファームは 2009 年に北海の

排他的経済水域（水深 29m、離岸距離 43km）に設置された Alpha Ventus（60MW:5MW×12

基；風車メーカ Senvion（旧 REpower）/AREVA（旧 Multibrid）で各 6 基）である。ここで

は各風車 6 基のうち、各社 1 基ずつ実証試験に供されているが、ドイツ初の洋上風力発電事業

と言える。その後、ドイツの洋上風力発電の導入は進み、2015 年までの累積導入量（3,294.6MW）

はイギリスに次いで世界 2 位となっている（GWEC,2016b）。2015 年の単年度の導入量は約

2,300MW で、これはイギリス（約 570MW）の約 4 倍で、この年の導入量の世界一であった。

なお、2015 年の洋上風力発電による発電電力量は 8TWh（80 億 kWh）で、その年の 200 万

軒以上の家庭の電力消費量、あるいはドイツの総電力量の 1.4%を十分に賄えるものであった

（GWEC,2016b）。なお、陸上を含めたドイツの 2015 年までの風力発電累積導入量は

44,947MW で、上記の通りこのうち洋上風力発電の導入量のシェアは約 7%となっている

（GWEC,2016b）。 

洋上風力発電のコストに関して、洋上風力エネルギー基金に所属する関連会社により、10 年

後の洋上風力発電原価（均等化発電原価, LCOE：Levelized Cost of energy）の低減策が検討

されている。彼らは現行（2013 年）の 13-15c€/kWh（15.0-17.3 円/kWh,115 円/€）を、支持構

造物等の技術革新以外に、建設に伴う不測事態の軽減により 2023 年までに 大約 3%、また今

後建設が増え経験を積むことにより融資調達コストは 大約 10%、総じて 32-39%の低減

（4.8-6.7 円/kWh）が可能と報告している（Hobohm,et al.,2013）。 

ドイツでは、洋上風力発電所の計画が認可されて建設が開催されるまでの期限として、2.5

年が定められている。しかし、長江（2013）によれば、近年、送電系統運用者による海底ケー

ブル敷設工事の遅延により洋上風力発電の導入が円滑に進まないことから、投資家による投資

の手控えが懸念され、実際、損害賠償請求の訴訟も起こっているという。ドイツでは、送電系

統運用者が洋上変電所の建設とそこから陸上変電所までの送電線建設の義務（エネルギー事業

法:EnWG）を負っているが、その費用が高額なことも前述の遅延問題の要因となっている。政

府は洋上風力変電事業への投資が滞ることを防ぐためにエネルギー事業法を改正し、送電系統

運用者の洋上連系線建設遅延に対する損害賠償制度を設けた。その甲斐あってか、今やドイツ

の洋上風力発電に与えられる系統容量（北海/バルチック海）は 3.29GW に達し、ヨーロッパに

おける洋上風力の全系統容量の 30%程度を占めている（BINE Informationsdienst, Siegfried 

Heier,2016）。 

 

3) 中国 

中国国家エネルギー局は 2011 年の全国洋上風力発電工作座談会において、「第 12 次五カ年

計画」の期間中に、洋上風力発電の導入量は 2015 年に 5GW、2020 年に 30GW に達するとの

見込み（目標値）を示している。この見込み値は、同年発表の国家エネルギー局による「新興

エネルギー産業発展計画」においても提示されている。 

中国沿岸部の風況マップに見られるように（豆知識Ⅱ.2.1-2）、台湾海峡を中心に南北に年平

均風速 7.0-7.5m/s の風速域が広がり、陸上風力発電と異なり洋上風力発電には電力消費地近傍

にポテンシャルが存在するという利点がある。洋上風力発電は、2007 年に渤海で Goldwind



- 42 - 

製の 1,500kW 機 1 基が設置され実証試験が行われて以降、上海東海大橋に中国初の大規模な

洋上風力発電所（102MW：3MW 機×34 基）が設置され、2010 年 7 月に稼働した。その後、

洋上風力発電の導入は上海北方の江蘇州（Jiangsu）沿岸域で進んでいる（図Ⅱ.3.1-11）。2015

年末までの洋上風力発電の累積導入量は約 1,015MW に達し、これはデンマークに次いで世界

第三位であるが、中国の陸上風力発電を含めた総風力発電導入量（145,362MW；世界一の導

入量）の 0.7%に過ぎない（GWEC,2016b）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.3.1-11 中国における洋上風力発電所候補海域(BTM Consult,2010) 

 

参考までに、中国の固定価格買取制度による洋上風力発電の買取価格を豆知識Ⅱ.3.1-2 に示

す。ただし、洋上風力発電の買取価格は固定価格買取制度ではなく、洋上風力開発プロジェク

トの実施者を入札によって選定し、その落札価格を参考にして決められているため、洋上風力

発電の事業化を難しくしている。なお、陸上風力発電は 2009 年に固定価格買取制度に改めら

れたが、2018 年の時点から建設等の認可が下りている風力発電施設に対して買取価格を

5.2-6.8%削減する方針が打ち出されている。

（http://www.scmp.com/business/companies/article/2038694/ 

chinas-wind-power-industry-faces-slowdown-tariff-cuts-loom）。 
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【豆知識Ⅱ.3.1-2】 

 ●中国の固定価格買取制度による洋上風力発電の買取価格（データ：中国国家能源局,2014） 

 ・買取価格は、設置海域が潮間帯ゾーンと 低低潮位より沖合ゾーンで異なる。 

 ・潮間帯ゾーンの買取価格は 0.75 元/kWh（約 11.4 円/kWh:15.25 円/元） 

 ・沖合ゾーンの買取価格は 0.85 元/kWh（約 13.0 円/kWh） 

  ・買取期間は不明。 

 ・陸上風力発電の買取価格は、4 つの風力資源地域に分けて設定されている。 

0.51 元/kWh（約 7.8 円/kWh）、0.54 元/kWh（約 8.2 円/kWh）、0.58 元/kWh（約 8.8 円/kWh）、

0.61 元/kWh（約 9.3 円/kWh） 

 
 
 
 

出典:BTM Consult（2012） 
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4) アメリカ 

アメリカは、2017 年 1 月に大統領が代わって政策が変更される可能性があるが、2014 年 6

月 2 日に気候変動に対する歴史的な発表を行っている。それは、環境保護庁（EPA: 

Environmental Protection Agency）による「クリーンパワー計画」において、国内の電力分

野からの CO2排出量を 2030 年までに 30%削減（2005 年比）することを目標に掲げたことで

ある。州ごとに目標値を定め、その目標の達成のため、省エネルギー、原子力発電所や再生可

能エネルギー施設の新設、石炭火力発電の天然ガス発電への変換、排出量取引の活用等があげ

られている。 

 米国エネルギー省（DOE）は 2015 年 3 月 12 日に発表した Wind Vision において、風力発

電に関して雇用対策、技術競争力の確立等を目指した戦略を立て、2020 年に 113GW

（111-115GW）、2030 年に 224GW（213-235GW）および 2050 年に 404GW（382-459GW）

の導入目標を掲げている。Ⅱ.2.1 項に示しているように、そのうち洋上風力発電は、Technical 

Resource Potential の推計結果を基に 2020 年に 3GW、2030 年に 22GW および 2050 年に

86GW という目標となっている（表Ⅱ.3.1-2、参照）。2050 年の 86GW は洋上風力発電の開発

に必要な目標値とされ、これは Technical Resource Potential（2,058GW）の約 4%、全米の電

力消費量の約 7%に相当する。 

 2016 年現在、大西洋側には BOEM（Burea Ocean Energy Management：海洋エネルギー

管理局）によって授与された 11 箇所の商業用洋上風力発電に係る租借地（WEAs：Wind Energy 

Areas）があり、そのポテンシャルは約 14.6GW（風車設置密度：3MW/km2）である。図Ⅱ.3.1-12

はBOEMによる海域の他、連邦政府による洋上風力発電開発海域等を含めて図示したもので、

特に大西洋側に計画海域が集中している（U.S. Department of Energy and U.S.Department 

of Interior,2016）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.3.1-12 2016 年 8 月における洋上風力発電計画海域 

（U.S.Department of Energy and U.S.Department of Interior,2016） 
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 米国エネルギー省は、風力発電の導入シナリオとして、2014 年から 2050 年までを 3 段階

（2014-2020 年；2021-2030 年；2031-2050 年）に分けて検討を行っている（U.S.Department 

of Energy,2015）。3 種類の年間導入規模のうち平均（Central Study）のシナリオを取り上げ

て示すと、2014-2020 年は 7.7GW/年、2021-2030 年は 12.1GW/年、2031-2050 年は 17.5GW/

年の導入規模でそれぞれ進行し、そのうち洋上風力発電は、2014-2020 年に 0.4GW/年、

2021-2030 年は 1.9GW/年、2031-2050 年は 3.3GW/年と想定されている。導入主体は 2030 年

までは陸上風力発電であり、2031 年以降ではリプレースが増加する（図Ⅱ.3.1-13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.3.1-13 風力発電の平均導入シナリオ（U.S.Department of Energy,2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豆知識Ⅱ.3.1-3】 

 ●アメリカ初の商業洋上風力発電の導入：Block Island Wind Farm 
・所有者：GE Energy/Citi Group/Deepwater Wind, LLC/National Grid US（Transmission）  

  ・設置海域：Rhode Island の南東 5km（平均水深 26m） 
   ・施設設備容量：30MW（6MW×5 基） 
  ・風車：GE Energy（Haliade-150-6MW） 
  ・風車の仕様：6MW（ギアレス同期型）、100m（ハブ高）、150m（ロータ径） 
   ・支持構造：ジャケット 
  ・建設：2015 年 7 月（開始）、2016 年 12 月（運転開始） 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

          Block Island Wind Farm の建設状況（Smith et al.,2015） 
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３.２ 日本の洋上風力発電 

(1) 導入量の現状 

2016 年現在、我が国において中型機（50kW 以上：NEDO,2008）以上の風車を製作してい

るメーカは、三菱重工業、日本製鋼所、日立製作所、東芝（ユニソン：U93,2MW）、駒井ハル

テックの 5 社である。このうち洋上風車として設置されているあるいは設置が計画されている

風車のメーカは、三菱重工業、日本製鋼所および日立製作所である（表Ⅱ.3.2-1）（三菱重工業、

日立製作所の風車：付属資料Ⅲ、参照）。 

 

表Ⅱ.3.2-1 我が国における風車メーカの洋上風車 

 
 

2015 年度末の国内の風力発電導入量（風車の定格出力：10kW 以上）は約 311.7 万 kW であっ

たが、このうち洋上風力発電の導入量は約 5.7 万 kW で、これは全体の 1.8%程度である。我が

国における既設の洋上風力発電施設の一覧を表Ⅱ.3.2-2 に示す（同表には浮体式の導入事例も

併記している）。着床式洋上風力発電の施設は、一般海域に設置された千葉県銚子沖を除いて、

北海道瀬棚港、山形県酒田港、茨城県鹿島港および福岡県北九州市沖（NEDO 実証研究）のい

ずれも港湾区域に導入されている。風車の最大定格出力は銚子沖の 2,400kW であるが、

2,000kW 風車の設置数が多い。また、最大規模の施設は 2013 年に設置されたウィンド・パワー

かみす第 2 洋上風力発電所の 16MW（1.6 万 kW：2,000kW×8 基）で、同じ鹿島港内では同

じ系列会社の洋上風力発電施設も含めて、計 30MW（3 万 kW：2,000kW×15 基）の導入容量

となっている。図Ⅱ.3.2-1～図Ⅱ.3.2-4 に、港湾域に設置された主な洋上風力発電施設を示す。 

 

メーカ 日本製鋼所

型式 V164-8.0MW
＊1 MWT167H/7.0 MWT92/2.4 J82-2.0 HWT5.0-126 HWT5.2-127 HWT2.0-80

定格出力(MW) 8 7 2.4 2 5 5.2 2

発電方式
ギアボックス＋同期

(永久磁石)
油圧式 誘導(二次巻線型） 同期(永久磁石)

ギアボックス＋同期
(永久磁石)

ギアボックス＋同期
(永久磁石)

誘導(二次巻線型）

制御方式 ピッチ ピッチ ピッチ ピッチ ピッチ ピッチ ピッチ

ロータ直径(m) 164.0 167.0 92.0 83.0 126.0 127.0 80.0

ブレード全長(m) 80.0 82.0 44.7 40.0 62.0 62.0 39.0

ハブ高さ(ｍ) 105 105(海面上) 80(海面上) 80(海面上) 86(海面上) 90(海面上) 65(海面上)

備　考

・Burbo Bank Extension
(イギリス）

DONG Energy（現Ø
rsted） 32基設置

（2016）

・福島復興浮体式
洋上ウインドファーム

実証研究事業
（ふくしま新風）

・NEDO洋上風力発電
実証研究
(銚子沖)

・NEDO洋上風力発電
実証研究

(北九州市沖)

・福島復興浮体式
洋上ウインドファーム

実証研究事業
（ふくしま浜風）

・実証試験機
（ロータ径が136mの
HTW5.2-136もあり）

・ウィンドパワーかみ
す第1/第2洋上発電所

(計15基）
(2010/2013）

・福島復興浮体式洋上
ウインドファーム

実証研究事業
（ふくしま未来）

三菱重工業 日立製作所

　　＊1:V164-8.0MWは、MHI－VESTAS製
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表Ⅱ.3.2-2 我が国における既設の洋上風力発電施設（2017 年 2 月現在） 

 

   

  港湾は、次の要因により、洋上風力発電設備の導入適地として有望視されている。 

・港湾は、「海陸の境界という立地特性」を活用して、様々な産業が数多く立地している空間で

あり、高い電力需要が見込まれるため、電気設備が充実している。 

・洋上風力発電設備の建設や維持管理に利用される港湾インフラが近接している。 

・港湾法に基づく港湾管理者が存在し、関係者間の合意形成や占用許可に関する一定の手続き

等が整備されていることなどから、海域の管理や利用調整の仕組みが最も整備されている空

間と言える。 

 

一方、一般海域では、長期の占用を実現するための統一的なルールが存在しない。風況や面

積等を考慮すれば、一般海域のポテンシャルは非常に大きい。一般海域での事業化を促進する

ため、一般海域の利用ルールの整備について現在関係省庁で対応が検討されている。 

  

形
式

設置海域 施設の名称 設置年度
施設規模
(MW)

風力発電機
メーカ

 定格出力
(MW)
×基数

 ロータ径
(m)

 ハブ高
(m)

水深
(m)

離岸距離
(km)

支持物構造、
浮体構造

北海道瀬棚港 風海鳥 2004 1.2 Vestas 0.6×2 47 40 13 0.7 ドルフィン

山形県酒田港 JRE酒田風力発電所 2004 10.0 Vestas 2.0×5 80 60 4－5 0.02 ドルフィン

茨城県鹿島港 ウィンド・パワーかみす第1洋上風力発電所 2010 14.0 富士重工業 2.0×7 80 60 3.6 0.04 モノパイル

茨城県鹿島港 ウィンド・パワーかみす第2洋上風力発電所 2013 16.0 日立製作所 2.0×8 80 60 3-3.5 0.04-0.05 モノパイル

千葉県銚子沖 銚子沖洋上風力発電実証研究施設 2012 2.4 三菱重工業 2.4×1 92 80 12 3.1 重力

福岡県北九州市沖 北九州市沖洋上風力発電実証研究施設 2012 2.0 日本製鋼所 2.0×1 83 80 14 1.4
重力・ジャケット
(ハイブリッド）

長崎県五島市崎山沖
崎山2MW浮体式洋上風力発電所

「はえんかぜ」
椛島沖：2013～
崎山沖：2016～

2.0 日立製作所 2.0×1 80 56 5 ハイブリッドスパー

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究施設
「ふくしま未来」

2013 2.0
日立製作所
富士重工業

2.0×1 80 65 120 20 コンパクトセミサブ

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究施設
「ふくしま新風」

2015 7.0 三菱重工業 7.0×1 167 105 120 20 V字型セミサブ

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究施設
「ふくしま浜風」

2016 5.0 日立製作所 5.0×1 126 86 120 20 アドバンストスパー

着
床
式

福島県沖

浮
体
式
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【豆知識Ⅱ.3.2-1a】 

●港湾における洋上風力発電に係る国土交通省港湾局の動向 

1.港湾における風力発電について－港湾の管理運営との共生のためのマニュアル－ver.1

（国土交通省港湾局・環境省地球環境局,2012 年 6 月） 

【目的】 

・港湾の管理運営と整合性のとれた風力発電の導入の円滑化を図り、もって温室効果ガ

スの排出削減に資すること。そのため、港湾の管理運営と共生を図る導入プロセス等

を整理し、全国の港湾を対象とした標準的な手続きとして提示する。 

【マニュアルの利用対象】 

・利用者は、港湾管理者および風力発電事業者を想定 

・港湾区域（水域）における着床式洋上風力発電を主眼に置いているが、港湾管理者の

権限が及ぶ陸域の風力発電にも活用可能。 

・対象事業規模は、複数の風力発電施設による総出力 1 万 kW 以上が目安。 

【主な内容】 

・風力発電の導入手順 

・導入検討協議会の役割（適地設定に関する検討支援、公募要件・審査基準の検討支援、

選定の際の支援、許認可手続きの円滑化、事業化支援・フォローアップ） 

・風力発電の適地選定（留意事項例：港湾施設の機能/安全な船舶航行に関する配慮事項、

背後地域の経済活動/生活環境/自然環境/景観等への配慮事項、地元水産業との調整事

項） 

・適地の港湾計画等への位置付け（再生可能エネルギー源を利活用する区域：簡易な変

更/一部変更/改訂） 

・風力発電事業の企画提案の公募と選定（総出力 1 万 kW 以上の事業規模で長期間占用

するケース、選定は港湾の管理運営に必要な条件と地域活性化への貢献提案等 

により評価） 
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【豆知識Ⅱ.3.2-1b】 
2.港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン【案】（国土交通省港湾局,2015 年

3 月）国土交通省 HP（http://www.mlit.go.jp/common/001084179.pdf） 
【目的】 
 ✓技術ガイドラインは、港湾管理者による導入適地の設定、適地の港湾計画への位置付け、

公募手続きによる事業者の決定、港湾区域の占用許可等の手続きにおいて、洋上風力発電

施設等の導入が港湾の開発・利用・保全に支障を与えないように検討・審査を行う際の技

術的な判断基準となるよう策定したものである。 
【主な内容】 

   ✓総則 
     ガイドラインの目的、適用範囲、用語の定義 
   ✓港湾計画への位置付け及び占用許可申請の審査事項 
    ・港湾計画への位置付け 
    ・占用許可申請の審査事項 
     ✓洋上風力発電施設等の計画及び設計 
    ・一般：基本的な考え方 
    ・調査：調査項目 
    ・計画：洋上風力発電施設の配置、船舶交通への配慮 
    ・設計：設計手法、船舶交通に配慮した設計にかかわる事項、構造安定に配慮した設

計にかかわる事項、海底送電線・通信ケーブル敷設時の留意事項 
     ✓維持管理計画 
    ・維持管理計画の策定：維持管理計画書の作成、維持管理結果の報告 
    ・維持管理計画の概要：維持管理体制、維持管理項目 
     ✓緊急時対応計画 
    ・緊急時対応計画の策定：緊急時対応計画書の作成、緊急時対応結果の報告 
    ・緊急時対応計画の概要：関係機関への連絡体制、緊急時における対応手段、緊急時

対応訓練の実施 
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本格的な沖合海域における着床式洋上風力発電は、NEDO が 2009 年度から開始した「洋上

風況観測システム実証研究」と 2010 年度から開始した「洋上風力発電システム実証研究」で

千葉県銚子沖と福岡県北九州市沖に設置した実証研究施設をあげることができる。本実証研究

は、洋上風力発電に係る技術開発（設計、施工、維持・管理）、気象・海象特性の解明、環境影

響評価手法の確立等を目的として取り組まれており、銚子沖では 2012 年 8 月に観測タワー（海

面上 95m；重力式）、同年 10 月に洋上風力発電施設（2,400kW 機；重力式）、北九州市沖では

2012 年 6 月に観測タワー（海面上 85m；ハイブリッド重力式）、2013 年 3 月に洋上風力発電

施設（2,000kW 機；ハイブリッド重力式）をそれぞれ設置した（表Ⅱ.3.2-3,図Ⅱ.3.2-5,表Ⅱ.3.2-4,

図Ⅱ.3.2-6）。 

 

表Ⅱ.3.2-3 NEDO 洋上風力発電実証研究（銚子沖）の基本情報

 

 
図Ⅱ.3.2-5 着床式洋上風力発電実証研究施設（銚子沖） 

  

洋上風況観測タワー 洋上風車

気象・海象特性

東京電力

東京大学

水深 12m 12m

離岸距離 3.1km 3.1km

高さ 100m（タワートップ） 80m（ハブ高さ）

支持物構造物 重力式 重力式

三杯風速計：22基 定格出力：2.4MW

矢羽根風向計：23基 ローター直径：92m

超音波風向風速計：3基 ギア式風車

ドップラーライダ：1基
(最大200m上空まで観測可能）

（三菱重工業製）
塩害対策や遠隔監視システム等、

洋上風車仕様

設置年月 2012.8 2012.10

観測・発電開始年月 2013.1 2013.1

各種性能

項目
銚子沖

台風・うねり

体制 東京電力

注)　センサの基数は設置基数を表す。
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表Ⅱ.3.2-4 NEDO 洋上風力発電実証研究（北九州市沖）の基本情報

 

 

 
図Ⅱ.3.2-6 着床式洋上風力発電実証研究施設（北九州市沖） 

 

(2) 今後の展開 

着床式洋上風力発電に関しては、民間事業者による港湾を中心とした数多くの導入計画が見

られる（表Ⅱ.3.2-5；浮体式の導入計画も併記）。参考までに、日本における主要な既設および

計画段階の洋上風力発電施設の配置を図Ⅱ.3.2-7 に示す。 

我が国では着床式洋上風力発電施設の建設は緒についたばかりで海外に大きく遅れをとって

いる。導入促進のためには次項に掲げた導入課題以外に、系統連系、法的根拠・所轄官庁の許

認可等に係る規制緩和に取り組む必要がある。なお、日本の民間企業による海外の洋上風力発

電への取組みとして、「洋上風力発電事業」、「洋上風力発電施設の建設事業」、「洋上風力発電施

洋上風況観測タワー 洋上風車

気象・海象特性

水深 14m 14m

離岸距離 1.4km 1.4km

高さ 85m（タワートップ） 80m（ハブ高さ）

支持物構造物 重力・ジャケットハイブリット式 重力・ジャケットハイブリット式

三杯風速計：12基 定格出力：2.0MW

矢羽根風向計：9基 ローター直径：83m

超音波風向風速計：4基 ギアレス式風車

ドップラーライダ：1基
(最大200m上空まで観測可能）

（日本製鋼所製）
塩害対策や遠隔監視システム等、洋

上風車仕様

設置年月 2012.6 2013.3

観測・発電開始年月 2012.10 2013.6

各種性能

注)　センサの基数は設置基数を表す。

項目
北九州市沖

冬期の低気圧（季節変動大）

体制

電源開発
伊藤忠テクノソリューションズ

港湾空港技術研究所
電源開発
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設の運搬・設置事業」および「海底送電事業」の事例を豆知識Ⅱ.3.2-2 に示す。 

 

表Ⅱ.3.2-5 我が国における主要な洋上風力発電施設計画の一覧 

 

 

 

  

形
式

計画海域 事業名称 施設規模(MW) 定格出力(MW)×基数
ロータ径

(m)
ハブ高(m) 水深(m)

離岸距離
(km)

支持物構造、
浮体構造

北海道稚内港 － 10 5×2 － － 20 － －
北海道石狩湾新

港
(仮称)石狩湾新港洋上

風力発電事業
最大104 4×最大26 130 約100 15-22 － ジャケット式

青森県むつ小川
原港

むつ小川原港洋上風力
発電事業

80 2×40 86 78 5-30
0.45-
0.65

ケーソン式、
ドルフィン式

青森県つがる市
沖

－ 7.47 2.49×3 － － 10-15 1 －

岩手県洋野町沖 － 200 5×40 － － － － －

秋田県八峰能代
沖

(仮称)八峰能代沖洋上
風力発電事業

最大約180 4～8×最大45 117-150 80-120 30m以浅 1-3
モノパイル式、
ジャケット式ま

たは重力式

秋田県能代港
(仮称)能代港洋上風力

発電事業
最大88.2 4.2×21 117 89.5 9-19 － モノパイル式

秋田県北部
(仮称)秋田県北部洋上

風力発電事業

1案:最大396
2案:最大414
3案:最大364
4案:最大455

1案:3.3×最大120
2案:3.45×最大120
3案:4×最大91
4案:5×最大91

1案:112
2案:117
3案:130
4案:127

1案:80-85
2案:80-85
3案:85-95
4案:85-95

7-30 － －

秋田県秋田港
(仮称)秋田港洋上風力

発電事業
最大54.6 4.2×13 117 89.5 9-30 － モノパイル式

秋田県由利本荘
市沖

(仮称)秋田県由利本荘
市沖洋上風力発電事業

最大1,000 最大9.5×最大140 最大180 最大115 10-40 1
モノパイル式、
ジャケット式ま

たは重力式
山形県酒田港 － 15 5×3 － － 20 － －

茨城県鹿島港
鹿島港洋上風力発電事

業（北区画）
100 5×20 126 90 10-18 1.2 モノパイル式

茨城県鹿島港
鹿島港洋上風力発電事

業（南区画）
125 5×25 126 90 10-18 1.2 モノパイル式

兵庫県洲本市五
色沖

－ 50～100 5×10～20 － － － － －

山口県下関市安
岡沖

(仮称)安岡沖洋上風力
発電事業

最大60 4×最大15 130 87.6 10-23 － 重力式

福岡県北九州市
響灘沖（港湾区

域内）
－ 200 5×40 － － 30 － －

福岡県北九州市
響灘沖（一般海

域）
－ 500 5×100 － － － － －

3×1 100 72 － バージ型

5×1 130 92 － バージ型

2.1×8 80 56

5.2×1 127 89.9
長崎県五島市黄

島沖
－ 500 5×100 － － － － －

着
床
式

注)情報は、発電事業者、自治体等のHPに公開されている施設計画を抽出した。

NEDO 次世代浮体式洋
上風力発電システム実
証研究（バージ型）

最大7.45 56
福岡県北九州市

沖

長崎県五島市沖
(仮称)五島市沖洋上風

力発電事業
22 100-150

ハイブリッドス
パー型

－

浮
体
式
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着床式洋上風力発電設備は世界で既に 3,000 基以上建設されているが、浮体式洋上風力発電

はこれからの技術であり、日本および諸外国で実証試験が行われている。日本では環境省が長

崎県椛島沖で 2010 年度に、経済産業省が委託事業によって福島沖で 2011 年度に実証事業を開

始した。 

環境省では、長崎県椛島沖に2MWの浮体式洋上風力発電設備を設置し、2015年度以降の早

期の実用化（民間ベースでの浮体式洋上風力発電の事業化）に向けた実証事業を行った。実証

事業は2015年度に終了し、発電設備は長崎県椛島沖から五島市崎山沖に移設され、2016年4月

より五島市と五島フローティングウィンドパワー合同会社が共同で発電設備の運転を継続して

いる（http://www.toda.co.jp/news/2016/20160415.html）。 

経済産業省の委託事業では、福島沖で浮体式洋上風力発電設備が 3 基（2MW、5MW、7MW）、

浮体サブステーションが 1 基設置されている。世界で初めてとなる浮体式洋上ウィンドファー

ムのノウハウを蓄積し、浮体式洋上風力発電のビジネスモデルの確立を目指した実証研究が行

われている（http://www.fukushima-forward.jp/）。 

また NEDO では、水深 50-100m を対象に、浮体式洋上風力発電システムの低コスト化を実

現するため、2014 年度より「次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究」を開始した。低コ

スト次世代浮体式洋上風力発電設備および施工方法の開発・検証、水深 50-100m に適した係留

システムの検討、保守管理技術の確立等を目指している。また実証研究の知見や技術動向の調

査結果等を反映させた「浮体式洋上風力発電技術ガイドブック（案）」を作成する予定になって

いる。 

日本は海底地形が急深であることから、水深 50m より深い海域面積が広大で、浮体式洋上風

力発電のポテンシャルが大きい。これらの実証事業が成果を挙げ、世界に先駆けて浮体式洋上

風力発電が商用化に向かうことが期待される。 
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【豆知識Ⅱ.3.2-2】 
 ●日本の企業による海外の洋上風力発電への取組み 
 
①洋上風力発電事業 

  ✓丸紅は、2011 年に Dong Energy 社（現 Ørsted）（デンマーク）が 100%出資する Gunfleet 
Sands 洋上風力発電（英国）の権益 49.9%を取得し、日本企業として初めて海外の洋上

風力発電事業に参入した。 
  ✓住友商事は、2013 年に Parkwind 社（ベルギー）とベルギー沖洋上風力発電事業に参

画することで合意し、2014 年 9 月 30 日付で Belwind と Northwind の洋上風力発電事

業の株式を取得した。また同社等と共同開発中の Nobeleind（165MW）のプロジェク

トファイナンス組成を 2015 年 10 月 21 日に完了し、洋上風力発電所の建設を開始した。 
  ✓住友商事は、オーストラリア大手金融機関 Macquarie との間で、イギリスの洋上風力発

電事業会社（Galloper Wind Farm Limited）の株式を間接的に取得する契約を締結し、

Galloper Wind Farm 事業に参画することを決定した。 
②洋上風力発電所の建設事業 
 ✓丸紅は、洋上風力発電所の設計・建設に関して 2014 年にプラント大手の Technip 社（フ

ランス）と提携し、洋上風力発電所の建設事業に参入した（アイルランドの風力発電開

発会社がイギリス北部沖の洋上風力発電所の設計・建設の独占交渉権を取得）。 
③洋上風力発電施設の運搬・設置事業 

  ✓丸紅は、2012 年 3 月に産業革新機構と共同で、イギリスの運搬・設置事業者である

Seajacks International 社を買収し、洋上風力発電の特殊船による据付事業に日本企業

として本格的に参入した。また 2013 年には日本法人「シージャックス・ジャパン」を

設立し、アジア市場のマーケティングを開始した。 
 ④海底送電事業 
  ✓三菱商事は、2011 年 11 月に豪州系投資銀行 Macquarie Capital 社の英国現地法人が保

有する洋上風力発電のイギリスウオルニー1海底送電資産の事業権を取得したのを皮切

りに、2013 年までにイギリスとドイツの計 8 箇所の資産を得た。今後、北アメリカ、

アジアの海底送電事業も視野に送電系統安定化のための事業展開を図ることとしてい

る。 
     ・英国のインフラ投資会社である Barclays Infrastructure Funds Management 社と共

同で、海底送電資産 London Array の事業権を取得した。 
   ・オランダの国営送電事業者（TenneT Holding 社）が保有するドイツ海底送電資産の

事業権のうち、49％を取得することを、TenneT と基本合意した。 
   ・Dong Energy 社（現 Ørsted）（デンマーク）より、イギリスの洋上風力発電所の海底

送電事業を購入した。 
   ・欧州地域における送電資産の更なる効率的な運営を目指し、英国に当社 100%子会社

である Diamond Transmission Corporation 社を設立し、同社を欧州送電事業の統括

会社と位置付け、欧州地域送電資産を集約することとしている。 
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３.３ 洋上風力発電の導入に係る課題 

我が国において洋上風力発電の導入拡大を図るための主要な 5 つの課題を、以下に示す。 

a. 設置海域：国による洋上風力発電占有海域（ゾーニング）の確保が困難なこと。 

b. コスト：発電原価（建設費/運転保守費）が高額、助成制度（補助金/債務保証等）が未

整備なこと。 

c. 社会基盤：港湾/建設専用船/系統連系等のインフラが未整備なこと。 

d. 環境影響評価：環境影響評価手法が一部未確立なこと。 

e. 社会受容性：ステークホルダー（利害関係者）との調整が困難なこと。 

 

上記の a について、イギリス、デンマーク等では、国（イギリスでは The Crown Estate）が

洋上風力発電所の設置海域を指定し、民間事業者を公募により募集して決定する施策が講じら

れている。日本では、港湾法の改正により、港湾区域内等での占用公募制度が創設された。し

かし一般海域では、長期の占用を実現するための統一的なルールが存在しない。 

b は、再生可能エネルギー全般に共通する課題である。再生可能エネルギーの中でも陸上風

力発電の発電原価は比較的安価であるものの、洋上風力発電のそれは陸上風力発電と比較して

高額であることから、一層のコスト低減が求められている。なお、再生可能エネルギーの普及

のためには市場原理を補う強力な仕組みが必要との考えから、固定価格買取制度（2012.7）が

設けられたことは周知のことである。しかし、我が国において洋上風力発電の導入を促進させ

るには、買取制度と併せて助成制度や船舶・港湾等の社会的資産利用に係る緩和が必要である。 

c については、b にも関連するが、日本ではヨーロッパの国々と異なり、大型クレーン船、自

己昇降式作業台船（SEP 船）、洋上風力発電所建設のための港湾（埠頭）等、海上作業に係る付

帯設備の整備は十分ではなく、価格の高騰を招く一因となっている。また、風況の良好な電力

会社管内では空き容量が少ないこと等により、当面、会社間連系線の活用や基幹送電線の新増

設が必要である。 

d については、洋上風力発電の導入に伴い、主に水中音、動植物・生態系、景観等への影響が

懸念されることから、事前に環境への影響を予測評価し、環境保全措置等を検討する必要があ

る。2011 年 11 月に環境影響評価法施行令が改正され、2012 年 10 月から風力発電所の設置等

の事業が環境影響評価法の対象となった。これに先立ち、2011 年 6 月にとりまとめられた「風

力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書」（環境省総合環境政策局）

においては、今後の課題として沖合に設置した場合を含む洋上風力発電の取扱いについて適切

な対応を検討すべきとされており、環境省において 2017 年 3 月に「洋上風力発電所等に係る

環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書」を公表し、洋上風力発電所等に係る環

境影響評価の項目選定に係る考え方を示している。環境省において、今後必要な技術手法に係

る情報収集や必要に応じた技術開発が進められることとなっており、その成果を活用すること

などが考えられる。 

e は、d にも関連する事項で、発電事業者や自治体等が主体となって協議会を設立するなどし

て、その中でステークホルダーの意見を吸い上げていくことが必要である。 

ここでは、上述した課題からコスト低減と環境影響評価に係る課題を取り上げて、その概要
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を取りまとめる。 

 

(1) コストの低減 

洋上風力発電に係る事業費は、建設費（CAPEX：Capital Expenditure）、運転保守費（OPEX：

Operating Expense）および撤去・解体費（CAPEX に含むケースがある）に大別され、それぞ

れいくつかの構成要素から成っている（表Ⅱ.3.3-1）。 

・事業費：建設＋運転保守＋撤去・解体の総費用 

・建設費：計画＋設備＋設置工事＋その他の総費用 

・運転保守費：維持管理＋保険等 

 

表Ⅱ.3.3-1 事業の構成要素 

 

 

1) 建設費の検討 

Energy Research Group, LLC（2010）は、ヨーロッパにおける 2000-2010 年までに設置さ

れた 34 箇所の洋上風力発電所の建設費について整理している。それによれば、平均建設費およ

びその幅は 360 万＄/MW（36 万円/kW;レート 100 円/$）および 190-920 万＄/MW（19-92 万

円/kW）となっている。なお、日本では陸上風力発電所（20kW 以上）の建設費（資本費）の平

均が 34.2 万円/kW（調達価格等算定委員会,2016）とされているので、平均値から見ればヨー

ロッパの洋上風力発電と日本の陸上風力発電所の建設費に大差は認められない。このように

ヨーロッパにおける洋上風力発電所の建設費が比較的安価な理由は、導入初期の導入海域が閉

鎖性海域で静穏な海域が多いこと、水深が比較的浅く広大な面積を有していること、海洋油田

開発等で培われた技術力を有し建設のためにインフラ設備が整っていること等があげられる。

また日本の陸上風力発電所の建設費が高いのは、導入地域が山岳部のケースが多いことによっ

ているものと考えられる。 

一方、日本における洋上風力発電所の建設費は、洋上風力発電所の調達価格の検討資料に使

構成要素

調査計画(海底地盤等)/許認可

設計

環境影響調査

風力発電機

支持構造(基礎)

電気設備

洋上変電所

運搬・設置

電気工事

その他 保険等

維持管理

保険等

撤去・解体費

大分類

建
設
費

計画

設備

設置工事

運転保守費
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用された 2012 年度の NEDO 洋上ウィンドファーム FS（フィージビリティ・スタディ）で行っ

た 4 海域での検討結果および風力発電事業者へのヒアリングの結果から、表Ⅱ.3.3-2 のように

整理されている。同表には O&M 費も併記している。建設費は風車の定格出力、設置基数、水

深や離岸距離、支持構造等によって変動するが、ここで扱われた建設費は 45-79 万円/kW と、

陸上風力発電所（34.2 万円/kW）の 1.3-2.3 倍のコストとなっており、海外の洋上風力発電所の

平均建設コストの 1.3-2.2 倍となっている。なお、NEDO 洋上ウィンドファーム FS で行った 4

海域での試算結果は表Ⅱ.3.3-3 の通りであり、建設費は 53.5-59 万円/kW となっている。 

 

表Ⅱ.3.3-2 洋上風力発電に係る事業費の一覧 

 

 

表Ⅱ.3.3-3 NEDO 洋上ウィンドファーム FS で試算した事業費 

 

 

建設費
(万円/kW)

O&M費
(万円/kW/年)

1 45 2.1

事業検討段階にある一部事業者の報告
風車：5MW
平均水深：15m
離岸距離：1-2km
支持構造：モノパイル式

2 54-59 1.5-3.0

比較的条件の良い海域（NEDO OWF_FS)
風車：2MW
平均水深：13-26m
離岸距離：2-5.5km
支持構造：モノパイル式

3 75、79 2.1、2.3

沖合海域を想定した事業者の報告
風車：3-7MW
平均水深：～20m
離岸距離：～10km
支持構造：重力式、ジャケット式

事業費

備考ケース

注) 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部（2014a）より作成

建設費
(万円/kW)

O&M費
(万円/kW/年)

茨城県鹿島灘沖 53.5 1.7
設備容量：30MW（2MW×15基）
平均離岸距離：2km
平均水深：18m

秋田県秋田市沖 59.3 1.5
設備容量：40MW（2MW×20基）
平均離岸距離：2km
平均水深：16m

岩手県洋野町沖 58 1.6
設備容量：82MW（2MW×41基）
平均離岸距離：2km
平均水深：26m

千葉県旭市沖 59 3.0
設備容量：100MW（2MW×50基）
平均離岸距離：5.5km
平均水深：13m

サイト名

事業費

備考

注)資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部（2014b）より作成
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海外における洋上風力発電所の建設費の構成比に係るデータ（Musial and Ram,2010）の平

均を図Ⅱ.3.3-1 に示す。図示しているように、建設費を構成する主たる要素として、「風力発電

機」、「電気設備（海底ケーブル）」、「支持構造」、「運搬・設置」の各費用があげられる。 

 
図Ⅱ.3.3-1 着床式洋上風力発電施設の建設費の平均構成比（Musial and Ram,2010 より作成） 

 

次に、同様に発電原価（LPC：Levelized Production Cost、LCC：Life Cycle Cost、LCOE：

Levelized Cost of Energy）の構成割合に係るデータ（Musial and Ram,2010）の平均を図Ⅱ.3.3-

2 に示す。図示しているように、発電原価を構成する主たる要素として「風力発電機」、「電気設

備（海底ケーブル）」、「支持構造」、「運搬・設置」および「O&M（運転保守）」の各費用があげ

られ、これらの要素について重点的にコストの低減を図る必要がある。Duwind（2001）が陸上

風力発電と洋上風力発電の発電原価の構成比を比較した結果からも、同様のことが指摘されて

いる。 

 
 

図Ⅱ.3.3-2 着床式洋上風力発電施設の発電原価の平均構成比（Musial and Ram,2010 より作

成） 
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発電原価に関係する主要な構成要素に関して、そのコスト低減が重要であることは前述の通

りである。そのうち、例えば「運搬・設置」と「O&M」について、日本では、ヨーロッパに比

較して洋上風力発電設備のストックヤード、積み出し等を行う港湾の整備が遅れていることや、

大型 SEP、アクセス船等の専用船が不十分である等、インフラ整備が完備されていないことか

ら、高コストになることは否めない。社会基盤の整備が待たれるところである。 

図Ⅱ.3.3-3 は、ヨーロッパの洋上風力発電所の建設コスト（初期費用）と離岸距離あるいは水

深の関係を表したものである。建設コストは、風力開発サイトが沿岸から離れ水深の深い海域

になるとコスト高になる傾向が見られるが、一方で岸から離れることにより好風況が期待でき

ることから、発電原価の低減につながる可能性もある。 

イギリスの Round3 の海域、またドイツの主たる洋上風力開発サイトである排他的経済水域

（EEZ）は、水深の深い沖合海域に設定されているので、コストの上昇が見込まれる。そのた

め、Ⅱ.3.1 項の「世界の洋上風力発電」の「(2)今後の展開」で記しているように、イギリス政

府は「再生可能エネルギーロードマップ（2011 年）」で洋上風力発電所の発電原価を 2020 年ま

でに 100￡/MWh（13 円/kWh,130 円/￡）に下げる必要があるとした。その対策として、「技術

革新の加速」と「サプライチェーンを構築し、供給のボトルネックを解消するとともに競争の

推進」を掲げている。 

日本の海底地形には勾配が急であるという特徴があるため、洋上風力発電施設は水深の深い

海域に計画されるケースも多いと考えられ、その場合、建設コストが高くなることも十分に推

察される。 

また、菊地・石原（2014）は、エンジニアリングモデルを用いた着床式洋上ウィンドファー

ムの事業性の評価結果から、港湾や建造船の整備とともに、風車の大型化、支持構造物の 適

化、維持管理費の低減等のコスト削減が必要であることを指摘している。 

 

 
図Ⅱ.3.3-3 ヨーロッパにおける洋上風力の初期費用と離岸距離の関係（左図）および初期費用

と水深の関係（右図）（NEDO 編,2014） 
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2) 運転保守費の検討 

運転保守費（O&M 費）について、Rademakers et al.（2009）は風車の故障発生確率に基づ

くモンテカルロ法により推定している。このようなシミュレーションによる推計や実績から、

着床式洋上風力発電所の O&M 費は LPC、LCC、LCOE 等の 20-30%に達すると言われ（Perkins 

and Everett,2011）、図Ⅱ.3.3-2 に示した O&M 費の割合はその下限値に相当する割合になって

いる。海外における O&M 費に関する実績データは、Faulstich et al.（2011）により取りまと

められている（表Ⅱ.3.3-4）。表に示しているように、O&M 費と施設の規模、水深、離岸距離と

の明確な関連性は認められない。ここで記載されている全データの平均値（76.5€/kW/年）と幅

（34.2-147.4€/kW/年）を直近（2016 年 11 月上旬）の為替レート（115 円/€）で日本円に換算

すると、約 8,800 円/kW/年（約 3,930-16,950 円/kW/年）となる。 

 

表Ⅱ.3.3-4 主要な着床式洋上風力発電のコストの一覧（Faulstich,et al.,2011 より作成） 

 

 

一方、前述の表Ⅱ.3.3-2 に示しているように、日本での O&M 費は 22,000 円/kW/年（15,000-

30,000 円/kW/年）と推定されており、海外の O&M 費と比べて割高になっている。実際、我が

国では洋上風力発電の O&M に関する実績がほとんどないことに加えて、オランダで開発され

たアンぺルマンのような特殊な O&M 用の作業員搬送システムも保有していないこと等からも、

O&M 費が高くなることは想定できる。 

 

3） まとめ 

以上、日本では着床式洋上風力発電所の建設費が陸上風力発電所と比較して 1.5-2.6 倍となっ

ていることからも分かるように、洋上風力発電の導入普及を推進するためには、特に「風力発

電機」、「電気設備（海底ケーブル）」、「支持構造」、「運搬・設置」および「O&M」のコストの低

減が重要である。それには建設専用船・港湾等のインフラ整備も含めて具体的な対策を検討す

る必要がある。 

Carbon Trust（2018）は、コスト削減には政策と技術革新の両方が必要であり、「有効な政策

O&M費

(百万€) (€/kW) (€/kW・年)

North Hoyle 2003 60 5-12 3-10 120 1,992 64.7

Scoroby Sand 2004 60 2-10 2.5 107 1,783 34.2

Kentish Flats 2005 90 5 8.5 156 1,733 36.4

Barrow 2006 90 21-23 7 181 2,011 63.5

Middelgrunden 2001 40 2-6 2 49.2 1,230 38.6

Rφdsand Ⅱ 2010 207 6-12 23 390 1,883 91.2

Generic ― ― ― ― ― 2,850 77.5

Prinses Amalia 2008 120 19-24 23 398 3,315 147.4

Generic ― ― ― ― ― 3,000 90.1

ドイツ Alpha Ventus 2010 60 30 43 194 3,230 122.1

90.9 12.6 13.6 199.4 2,303 76.5

投資金額

イギリス

デンマーク

オランダ

平　均

国名 ウィンドファーム名 設置年 総出力(MW)
水深
(m)

離岸距離
(km)
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が実施されれば、市場は官民両セクターの研究開発と技術 適化のための投資に刺激を与え、

サプライチェーンの能力と規模が拡大し、金融機関（貸し手と保険業者）と投資家（通常は事

業開発業者）にとってのリスクが低減されることで、技術の進歩を促すことができる。」と述べ

ている。 

コスト削減のために技術革新が進むには、研究開発が必要である。研究開発には技術プッシュ

型（研究者が主導、研究中心型）と市場プル型（事業者が主導、商業化ベース）がある。新技術

の初期段階では技術プッシュ型アプローチが好まれ、やがて市場プル型アプローチに移行する。

日本で市場プル型の研究開発にインセンティブを与えるため、Carbon Trust（2018）は将来の

研究開発の舵取りに当たって事業開発業者と金融機関を関与させるべきであると述べている。 

日本で技術プッシュ型の研究開発を行っていく上で、イギリスで行われている洋上風力発電

推進プロジェクト（Offshore Wind Accelerator：OWA）が参考になる。OWA は Carbon Trust

とイギリス政府エネルギー・気候変動省により発足した 100 億円規模のプロジェクトである。

9 社の洋上風力発電事業者が参加しており、資金は事業者が 2/3、気候変動省とスコットランド

政府が 1/3 を拠出している。5 つの技術ワーキンググループ（アクセス装置、ケーブル敷設、電

気システム、基礎、風況およびウエイクの影響）から成り、商用化間近の技術の研究開発を資

金面で支援する。事業者が資金を提供しているため、支援は事業者のニーズに合致したコスト

削減に資する技術に行われている。このプロジェクトにより浮体式ライダや高い有義波高でも

洋上風力発電所にアクセスできるアクセス船、着床式向けのフリーハンギングのケーブルなど

が開発されており、既に 15%の平均発電コストの削減が見込まれている。このように事業者の

視点から研究開発を行うことで、技術プッシュ型の研究開発が実現できる。なお、OWA の詳細

は 、 Carbon Trust の HP （ https://www.carbontrust.com/our-clients/o/offshore-wind-

accelerator/）に記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豆知識Ⅱ.3.3-1】 

●日本における洋上風力発電のコスト増の要因 

（資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 洋上風力の調達価格に係る研究会 取

りまとめ報告書（2014 年）） 

 ・事前調査段階：洋上の占有に係る利害関係者（漁業や航行関係者等）との調整、各種手

続き（環境アセスメント等） 

 ・設計段階から設置段階：大型洋上風車や基礎の製作・施工における港湾インフラや船舶、

重機の利用限界 

 ・設置段階：完工保証、遅延リスク 

 ・設置段階から運転保守段階：保険、金融 

 ・運転保守段階：ウエイク影響、保守点検（メンテナンス船の確保等） 

 ・建替えや撤去段階：撤去費用 
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 (2) 環境影響評価手法の確立 

2011 年 11 月に環境影響評価法施行令が改正され、2012 年 10 月から風力発電所の設置等の

事業が環境影響評価法の対象となった。環境と調和した円滑な洋上風力発電の導入促進を図る

ため、環境省において 2017 年 3 月に「洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え

方に関する検討会報告書」を公表し、洋上風力発電所等に係る環境影響評価の項目選定に係る

考え方を示している。また、今後環境省において必要な技術手法に係る情報収集や必要に応じ

た技術開発が進められることとなっており、その成果を活用することなどが考えられる。また、

NEDO においては、環境影響評価手法の確立のための基礎資料づくりが、2009 年度から「洋

上風況観測システム実証研究」の研究テーマの一環として行われている。 

発電所アセス省令の別表五等で取り上げられている参考項目を表Ⅱ.3.3-5 に示す。環境影響

評価法に基づく基本的事項に示すように、環境影響評価の項目および手法の選定にあたっては、

参考項目を勘案しつつ、事業特性および地域特性を踏まえ、簡略化や重点化を図ることが重要

である。 

 

表Ⅱ.3.3-5 環境影響評価に係る参考項目の一覧  

 

工事用資材等
の運搬出入

建設機械
の稼働

造成等施工等
による

一時的な影響

地形改変及び
施設の存在

施設の稼働

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

振動 ＊ ＊

水質 ＊ ＊

底質 ＊

地形及び地質 ＊

その他 ＊

＊

＊ ＊

＊

＊

＊ ＊

＊

＊

一
般
環
境
中

の
放
射
性
物

質
に
つ
い
て

調
査
、

予
測

及
び
評
価
さ

れ
る
べ
き
環

境
要
素

＊

注)　＊：発電所アセス省令の別表五等で取り上げられている参考項目と影響要因の区分付け

放射線の量 放射線の量

＊

環
境
へ
の
負

荷
の
量
の
程

度
に
よ
り
予

測
及
び
評
価

さ
れ
る
べ
き

環
境
要
素

廃棄物等

産業廃棄物

残土

人
と
自
然
と
の

豊
か
な
触
れ
合

い
の
確
保
を
旨

と
し
て
調
査
、

予
測
及
び
評
価

さ
れ
る
べ
き
環

境
要
素

景観
主要な眺望点及び観光資源

並びに主要な眺望景観

人と自然との触れ合いの
活動の場

主要な人と自然との触れ合いの
活動の場

＊

海域に生息する動物 ＊ ＊

植物

重要な種及び重要な群落
（海域に生育するものを除く。）

海域に生育する植物 ＊ ＊

その他の
環境

重要な地形及び地質

風車の影

生
物
の
多
様
性
の
確
保
及
び
自
然
環
境
の

体
系
的
保
全
を
旨
と
し
て
調
査
、

予
測
及

び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素

動物

重要な種及び注目すべき生息地
（海域に生息するものを除く。）

環
境
の
自
然
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持

を
旨
と
し
て
、

調
査
、

予
測
及
び
評
価
さ
れ
る

べ
き
環
境
要
素

生態系 地域を特徴づける生態系

騒音・超低周波音
騒音

超低周波音

振動

水環境
水の濁り

有害物質

大気環境

大気質
窒素酸化物

粉じん等

環境要素の区分　　　　　　　　　　　　　影響要因の区分

環境影響評価法(風力発電)

工事の実施
土地又は工作物の存在

及び供用
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  【豆知識Ⅱ.3.3-2】 

●洋上風力発電所等に係る環境影響評価の項目に係る考え方の概要 

 沖合に設置される場合を含む洋上風力発電の取扱いについて、環境省では、2015 年度か

ら洋上風力発電所に特有の特性に着目して、環境影響評価の項目に係る選定の考え方等に

ついての検討を行った。 
 洋上風力発電所の環境影響評価において、その事業特性や地域特性に応じた評価項目の

選定がなされる必要があるため、陸上風力発電所と洋上風力発電所の事業特性等の違い

等を踏まえて、洋上風力発電所に関して評価項目の選定を行う際の参考となるよう、そ

の考え方を整理した（表 1 参照）。 

 なお、洋上風力発電所の評価項目の選定の考え方を整理するに当たって、一般的な事業

内容も併せて整理を行っており、事業内容がこれらと異なる場合には、個別事業の状況

に応じた検討が必要であることに留意が必要である。 
 また、陸域で行われる工事や資材等の搬入等に伴う環境影響や「産業廃棄物」、「残土」、

「放射性物質」などについては、陸域で設置される風力発電所等と同様に取り扱うことが

可能であると考えられるため、今回の整理の対象とはしていない。 

 

表 1 洋上風力発電所（沿岸・沖合）における評価項目の選定の考え方（着床式の場合）※ 

（洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会,2017） 
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  【豆知識Ⅱ.3.3-2 続き】 

 

表 2 動物・植物・生態系の細区分ごとの評価項目の選定の考え方（着床式の場合） 

（洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会,2017） 
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洋上風力発電に関する環境影響評価については、海外で数多くの事例がある。ここで国別に

環境影響評価に係る参考項目を比較してみると（表Ⅱ.3.3-6）、各国共通の主要な参考項目は、

生物では「底生生物」、「魚介類」、「海棲哺乳類」、「鳥類」、「海草・海藻」となっており、社会環

境では「景観」となっている。もっともこれらの項目の重要度は、地域により変わり得るもの

である。なお、環境影響評価以外にも合意形成の観点からは、海外の洋上風力発電の計画時に

おいても見られる、いわゆる NIMBY（Not-In-My-Backyard）問題があるが、より直接的な問

題として漁業者、海運業者等のステークホルダー（利害関係者）と呼ばれる人達への対応があ

る。風力発電事業者には、これら自然環境、社会環境への影響を予測・評価するとともに、地

域とのコミュニケーションを図り、積極的に社会貢献を果たすことが求められている。 

 

表Ⅱ.3.3-6 洋上風力発電の環境影響評価に係る国別参考項目の比較表 

 

ドイツ フランス イギリス デンマーク オランダ アメリカ カナダ 中国

○ ○ ― ○ ○ ○ ○

― ○ ○ ― ○ ― ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

― ― ― ― ○ ― ○ ―

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

― ― ○ ○ ○ ○ ―

動物プランクトン ― ○＊ ―＊ ― ― ―＊ ―＊ ―

底生生物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

魚介類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海棲哺乳類 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○

鳥類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

植物プランクトン ― ○＊ ―＊ ― ― ―＊ ―＊ ―

海草・海藻 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ― ○ ― ― ○ ○

― ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

― ○ ○ ○ ○ ○ ―

― ○ ○ ○ ○ ○ ○

― ― ○ ― ○ ○ ○

― ― ○ ― ― ― ○

国　名

自
然
環
境

物
理
・
化
学

大気質

騒音(陸域)

海潮流

波浪

水　質

海底地形・地質

■ドイツ：Bundesamt fur Seeshifffahrt und Hydroglaphie(2008) Offshore Windenergy in tjr German EEZ-the authority's
perspective、BHS(2007)Standard Investigation of the impacts of offshore wind turbines on the marine environment(STUK3)

電磁波

生
物

動物

植物

生態系

社
会
環
境

漁　業

景　観

観光・レクリエーション資源

社会受容

海上交通

電波障害

廃棄物

凡例　　○：調査項目（参考項目）、△：洋上風力発電の個々の環境影響評価(プロジェクト)によって実施・未実施のある調査項目、
―：未実施項目、○＊：プランクトン調査は特に重要と思われる理由があれば実施する(フランス）、―＊：プランクトン調査は文献(デー
タ)による(イギリス,アメリカ,カナダ）、無印：不明

出典　【洋上風力発電の参考項目】

■中国：HK Offshore Wimnd Limited(2006) Hong Kong Offshore Wind Farm in Southeastern Waters Project Profile

■フランス：Ministere de I'Ecologie, de I'Ecologie, du Developpement durable et de la Mer(2010) Guide de I'etude
d'impact sur I'environnment des parcs eoliens

■イギリス：Centre for Environment,Fisheries and Aquaculture Science(CEFAS) on behalf of the Marine Consents and
Environment Unit(MCEU)(2004) Offshore Wind Farms/Guidance Note for Environmental Impact Assessment in Respect of FEPA
and CPA Requirements、London Array Limited(2005) Environmental Statement Vol.2 Onshore/Works Non-Technical Summary、
Centrica energy(2009) Race Bank Offshore Wind Farm Environmental Statement Non-Technical Summary

■デンマーク：Dong Energy(2006) Horns Rev2 Offshore Wind Farm Environmental Impact Assessment summary of the EIA-
Report、Marine Management Organisation(2012) Evidence summary Installation and operation of Dudgeon Offshore Wind Farm
34480/090612

■オランダ：NoordzeeWind(2008) Offshore Windfarm Egmond aan Zee General report OWEZ_R_141_20080215、NoordzeeWind(2006)
Baselins data  on harbour seals, Phocavitulina, in relation to the intended wind farm site OWEZ, in the Netherlands、
Bureau Waardenburg bv(2009) Development of underwater flora- and fauna communities on hard substrates of the offshore
wind farm Egmond aan Zee(OWEZ)

■アメリカ：Minerals Management Service(2009) Cape Wind Energy Project. Final Environmental Impact Statements.
Herndon,VA

■カナダ：NaiKun Wind Development Inc(2010)　NaiKun Offshore Wind Energy Project Environmetal Assessment Certificate
#E09-04
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【豆知識Ⅱ.3.3-3a】 

●イギリスにおける洋上風力開発と漁業対策（奈良（2012）より作成） 

 洋上風力開発に係る漁業補償のあり方に関するガイドライン（案）が策定された。 
✓イギリスの漁業の実態 

 ・漁業従事者 12,729 人、漁船数 6,763 隻、漁獲量 60 万 t、水揚高 6.5 億￡（845 億円, 
130 円/￡）で、ヨーロッパではノルウェー（漁獲量 2.33 万 t）、アイスランド（同 131
万 t）、スペイン（同 92 万 t）、デンマーク（同 69 万 t）に次いで漁業の盛んな国である

（2007 年の統計値）。 

 ・主な漁獲魚種はサバ類（16 万 t）、タラ類（7 万 t）、ニシン（6.7 万 t）、ホタテガイ

（4.5 万 t）、エビ類（3.9 万 t）、カニ類（2.9 万 t）、イワシ類（2.3 万 t）、アジ類

（1.7 万 t）等である。 

 ・大型船（船長 10m 以上の主にトロール漁船）の操業海域は 6 海里以遠、条件によっては

12 海里以遠に定められ、操業域に関する小型漁船（漁船の 8 割の数）の制限はない。 

✓洋上風力が漁業に与える影響 

・立ち入り禁止：法令により施設の周囲 50m 内への立ち入りが禁止されているが（風車間

の距離は初期のウィンドファームで 350-400m、 近では大型化を反映して 500-
800m）、潮の流れや風の影響、特に強風時には風車ブレードの回転速度上昇に伴う危険

域の拡大、漁船の風下側への漂流等により、実際には漁ができない状況が発生する。 

・迂回：遠洋漁業に出航する大型船舶の場合、風車タワー周囲の立ち入り規制により迂回

をする必要がある。 

・底曳網の利用制限：海底ケーブル、ジョイントケーブルの敷設により底曳網の曳網が制

限される。 

・海底掘削や海底ケーブル敷設で魚類の移動や魚種の交代が起こる可能性がある。 

・海底掘削等の地形変化により漁業者の知識（知的所有権）が侵害される可能性がある。 

・風力サイト内での操業規制により漁獲可能海域に漁船が集中し、これまで利用していた

漁業者の漁獲量が減少する可能性がある。また、サイト内での操業規制により小型船の

漁業者にとって沿岸の定置網の漁獲が増大する等のプラス面のケースの報告がある。 

✓漁業対策費用 

・イギリスにおいて貝類の養殖域は、国の認可する排他的漁業権が存在するが（ただし、5
－10 年で消滅する時限的な権利）、一般には船の規模や網の種類によって規制はあるも

のの、基本的には場所を問わず漁業が可能である。そのため、これまで漁業補償や漁業

対策は大きな問題とならず、当事者間の話し合いで決められていた。 

・漁業補償には金銭補償と影響緩和措置があるが、ガイドラインでは補償のあり方は影響

緩和措置（特定の措置を講じて影響を 小化・相殺する措置を言う）を推奨している。 

✓漁業対策（影響緩和措置） 

・26 種類の対策が取り上げられ、「洋上風力開発の設計段階での措置」、「魚類の繁殖サ

ポート」、「漁業活動のサポート」および「新たな事業の構築」に分類される。 

・ガイドライン（案)では対策の実効可能性について、研究機関や関係者との協議等を通し

てさらに評価することが必要としている。 

影響緩和措置の具体例 

・海洋生物保護区域の風力開発サイトとしての利用  ・風車配置の 適化 

・魚礁機能を持たせた支持構造物の検討  ・魚介類の増養殖 

・海洋調査の実施と漁業者への情報提供  ・迂回が必要な船舶への燃料代補助 

・魚類廃棄物の再資源化（バイオ燃料工場の建設）  ・市場開拓等の情報提供 等 
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【豆知識Ⅱ.3.3-3b】 

●フランスの漁業者に対する取組み 

・洋上風力発電事業者に対する税金（12,879€/MW/年;約 148 万円/MW/年）を配分。 

  35%：影響を被った漁業者への支払い（4,507€/MW/年;約 52 万円/MW/年） 

   50%：市町村（海岸から洋上風力発電施設が視認できる地域）への支払い 

（6,440€/MW/年;約 74 万円/MW/年） 

   15%：地方自治体への支払い（1,932€/MW/年;約 22 万円/MW/年） 

※115 円/€ 
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Ⅲ．着床式洋上風力発電の導入手引き 

NEDO における洋上風力の本格的な取組みは、2008 年度の「洋上風力発電実証研究 FS 調

査」から始まった。ここでは 6 海域の FS（フィージビリティ・スタディ）が実施された。この

うち、洋上実証研究サイトとして銚子沖と北九州市沖が選定された（図Ⅲ-1;表Ⅲ-1）。 

これら洋上風力発電実証研究サイトの自然条件に係る特徴として、千葉県銚子沖は日本でも

有数の波の“うねり”が厳しい海域であること、福岡県北九州市沖は台風の影響を受ける海域

であることがあげられる。このようにヨーロッパと自然条件が異なり、また太平洋側と日本海

側でも自然条件が違って、その海上風の特性が明らかにされていない。そして、沖合における

洋上風車の建設コストの低減等、洋上風力発電の実用化に際しての課題も多い。そのため

NEDO では、銚子沖および北九州市沖に洋上風況観測タワーと洋上風車を実際に設置し、我が

国に適した洋上風力発電に係る技術を確立する目的で、洋上風力発電実証研究を開始した。 

主な実証研究目的は以下の通りである。 

✓気象・海象特性の把握 

✓日本に適用可能な洋上風力発電設備の設計方法の確立 

✓洋上風車の 適な運転保守方法の確立 

洋上風力発電実証研究として、2009 年度から「洋上風況観測システム実証研究」、2010 年度

から「洋上風力発電システム実証研究」がそれぞれ並行して行われ、洋上風況観測タワーは銚

子沖で 2012 年 8 月 18 日、北九州市沖で 2012 年 6 月 30 日に設置された。また、洋上風車は

銚子沖で 2012 年 10 月 6 日に設置され、2013 年 1 月 29 日に運転開始、北九州市沖で 2013 年

3 月 23 日 に設置され、2013 年 6 月 24 日に運転開始となっている（図Ⅲ-2）。 

本手引きは、風力発電事業者等が一般海域において洋上風力発電の導入を検討する際の手引

きとして、海外における知見とともに、上記の「洋上風況観測システム実証研究」および「洋

上風力発電システム実証研究」の成果も取り入れてまとめた。なお、ここでは NEDO が発行し

ている陸上版の風力発電導入ガイドブック（第 9 版）の内容と重複している部分は割愛してい

るので、同書を併せて読まれることをお薦めしたい。また、両実証研究の内容を、別冊に記載

している。 
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35°40’54”N、140°49’13”E（洋上風車） 

35°40’54”N、140°49’24”E（洋上風況観測タワー） 

 

33°57’30”N、130°45’45”E（洋上風車） 

33°57’27”N、130°45’36”E （洋上風況観測タワー） 

 

図Ⅲ-1 銚子沖および北九州市沖における風車と観測タワーの位置（伊藤,2014） 
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表Ⅲ-1 銚子沖および北九州市沖における実証研究施設概要等 

 

 

 
 

 

 
図Ⅲ-2 洋上風力発電実証研究に係るスケジュール（伊藤,2014） 

 

項　目 銚子沖 北九州市沖

・離岸距離 約3.1km、水深 約11.9m ・離岸距離 約1.3km、水深 約14m

・風車と観測タワー間距離 約285m ・風車と観測タワー間距離 約250m

・海底ケーブル22kV、陸上ケーブル6.6kV ・海底ケーブル6.6kV、陸上ケーブル6.6kV

・定格出力 2.4MW、ナセル重量 約119t ・定格出力2.0MW、ナセル重量 約94t

・ローター直径 約92m ・ローター直径 約83m

・ブレード重量 約10t×3、ハブ高さ 約80m ・ブレード重量 約6.5t×3、ハブ高さ 約80m

・重力式基礎 約5,400t ・ハイブリッド重力式基礎（重力・ジャケット）約4,160t

・タワートップ　約100m ・タワートップ　約85m

・三杯風速計　22箇所、矢羽風向計　23箇所 ・三杯風速計　12箇所、矢羽風向計　9箇所

・超音波風速計　3箇所、ライダ1基 ・超音波風速計　4箇所、ライダ1基

・重力式基礎　約3,500t ・ハイブリッド重力式基礎（重力・ジャケット）約2,750t

基本情報

洋上風車

洋上風況観測
タワー

2012 年 10 月 6 日 
設置完了 
 

2013 年 1 月 29 日 
運転開始 

2012 年 8 月 18 日 
設置完了 

2012 年 6 月 30 日 
設置完了 

2013 年 3 月 23 日 
設置完了 
 

2013 年 6 月 24 日 
運転開始 
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１ 洋上風力発電導入計画の進め方 

洋上風力発電事業の計画にあたっては、その技術的および法的な検討が必要であり、工事の

開始にあたっては必要な許認可申請手続き等があるため、注意を要する。導入を進める上で必

要な手順の全体的な流れを図Ⅲ.1-1 に示す。技術的な検討として、一般的には立地環境調査、

海域・気象・海象調査、基本設計、実施設計、建設工事を経て事業開始、そして撤去・解体に至

る流れとなる。それと並行して関係法規の検討、許認可手続き等を行う必要があり、その関係

を示す。 

 

 

図Ⅲ.1-1  洋上風力発電に係る導入の流れ  
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 また、海域を利用している漁業、海運等に係る利害関係者には、 初の段階から計画書等を

作成して説明し、理解を得る努力をすることが重要である。港湾域における洋上風力発電の導

入のケースでは、港湾計画等の遂行への影響、港湾の開発・利用または保全への影響、船舶の

航行安全確保への対応等、港湾・海域利用等との調和を図る必要がある。 

洋上風力発電の計画から撤去・解体に至るまでの主要なステージの概要を以下に示す（括弧

内は本文の該当する節を表す）。プロジェクトの規模や進捗によって各ステージの実施期間は当

然変わる。なお海外では、洋上風力発電の計画から稼働まで 8-9 年程度を要している。 

 

立地環境調査（Ⅲ.2 節） 

風況条件等の自然条件および国立公園指定地域、主要航路等の社会条件に係る法令・規制

の調査を行い、候補海域を選定する。 

海域・気象・海象調査（Ⅲ.3.1 節、Ⅲ.3.2 節） 

候補海域において風況観測および波浪・海潮流観測を行い、そのデータを基本設計および

実施設計に役立てる。上記データは事業開始後の運転・保守（維持管理）に有用な情報とな

り得る。また、海底地形・土質調査を行う。 

基本設計（Ⅲ.4 節） 

事業化可能性調査の詳細検討も併せて行うもので、風車設置点の決定、風力発電施設規模

の設定、風車の機種選定、支持構造物の選定、経済性の検討を実施する。 

実施設計（Ⅲ.5 節） 

主として施設建設のための、設備設計、工事設計および工事計画の作成を行う。 

建設工事（Ⅲ.6 節） 

工事等の契約手続、土木工事、風車設置工事、電気工事および試運転・検査を行う。 

運転・保守（Ⅲ.7 節） 

運転・保守・補修・損害保険等の契約手続を始め、稼働後には運転監視、電気設備および

風車設備本体の保守点検を行う。 

撤去（Ⅲ.8 節） 

20 年間の稼働後に、施設を撤去・解体する。 

環境影響評価（Ⅲ.9 節） 

環境影響評価法又は関連する条例等に基づき配慮書、方法書、準備書および評価書につい

て、それぞれ地方公共団体の長や一般からの意見、また環境大臣等からの意見を踏まえて取

りまとめる。なお、再生可能エネルギーについては、環境アセスメントの迅速化に向けて、

国等の審査期間の短縮化が図られるとともに、環境省において環境基礎情報等をデータベー

スとして提供する取組が進められている。また、NEDO 環境アセスメント調査早期実施実証

事業により、短縮化の可能性についての検討が行われている。 
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洋上風力発電事業者は、本ガイドブックⅡ.3.3 項において示した洋上風力発電の導入に係る

5 つの課題（設置海域、コスト、社会基盤、環境影響評価および社会受容性）とともに、事業計

画を立てる上での事業リスクについて十分な精査が必要であり（事業リスクに関連する要因は

本ガイドブックⅢ.10.2 項を参照）、その結果を踏まえて導入の意思決定を行うこととなる。た

だし、リスク評価に係る要素として、例えば波浪予測のような技術的な課題も存在することか

ら、計画時において波浪が原因となっている既往故障・事故事例から対応策を検討しておくこ

とも重要である。 

 以上、洋上風力発電事業者が導入意思を固める上で、精査する必要のある課題・リスクに触

れたが、我が国では、特に海域利用の面で利害関係者との調整が難しいと考えられる。しかし、

港湾域では洋上風力発電の導入に向けた国土交通省の取組みに見られるように（本ガイドブッ

クⅡ.3.2 項、豆知識Ⅱ.3.2-1 を参照）、ここでは円滑な導入が期待される。 

 国土交通省港湾局、環境省地球環境局（2012）は、「港湾における風力発電について－港湾の

管理運営との共生のためのマニュアル－ver.1」において、港湾における風力発電（着床式洋上

と陸上）の導入手順を提示している。このマニュアルによれば、港湾管理者が船舶の航行の安

全等の港湾の管理運営と風力発電との共生を図る観点での検討を行った上で、風力発電の適地

の選定、そして適地の港湾計画等への位置づけが行われ、港湾管理者の公募により風力発電事

業者が決定される。採択された風力発電事業者は風況観測、環境影響評価、設計といった一連

の流れに沿って調査を進めることとなる。 

 また、国土交通省港湾局では風力発電の円滑な導入を進めるため、船舶航行の安全性、施設

の安全性、維持管理計画、緊急時対応計画等に関する「港湾における洋上風力発電施設等の技

術ガイドライン（案）」を公表している（本ガイドブックⅡ.3.2 項、豆知識Ⅱ.3.2-1 を参照）。 

さらに、港湾法の一部を改正する法律が 2016 年 7 月 1 日から施行され、港湾区域内水域等

における占用の許可を申請することができる者を公募により決定する制度が創設された。港湾

管理者による当該制度を活用した手続きの円滑化のため、2016 年 7 月には「港湾における洋上

風力発電の占用公募制度の運用指針 Ver.1」が公開された。運用指針では、占用者を選定するた

めの評価項目の参考事例として、[1]事業の実施方針、[2]事業実施体制、[3]計画内容の具体性、

実現可能性、[4]港湾の開発、利用および保全への配慮、[5]占用料の額、資金計画、収支計画、

[6]港湾、地域への配慮を記載している。また、公募占用指針の策定や占用者の選定にあたって

は、学識経験者や地域の実情に詳しい有識者を含む「評価・選定委員会」を設置して実施する

旨を記載している。 

2016 年 9 月より、電気事業法と港湾法の統一的な考え方に基づく審査基準の検討を、港湾に

おける洋上風力発電施設検討委員会が開始しており、2017 年 2 月には「港湾における洋上風力

発電施設の構造審査のあり方（骨子案）」が公表された。 

このようなことから、当面、洋上風力発電の導入は、風力発電にとって比較的風況条件の良

い港湾を中心に進むものと考えられる。 
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図Ⅲ.1-2 港湾における洋上風力発電の導入手順（国土交通省港湾局,2016） 
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２ 立地環境調査 

洋上風力発電導入の検討にあたっては、重要な外部条件として良好な風況が期待される有望

海域について、風況条件等の自然条件に係る実態および国立公園指定地域、主要航路等の社会

条件に係る法令・規制等の調査を踏まえて、候補海域を選定する。なお立地環境調査の段階か

ら、環境影響評価手続における計画段階配慮の検討が必要となる（本ガイドブックⅢ.9 節、環

境影響評価を参照）。 

 

２.１ 自然条件 

風力発電事業にとって も重要な基本的条件として風況があげられるが、その他、風車の運

転に支障を及ぼす可能性のある台風や落雷等の気象条件、また風車の建設、維持管理等に関係

する海象条件、および海生生物に関する調査が必要である。 

 

(1) 気象 

気象に係る項目として、風況、台風および冬季雷を取り上げた。 

 

1) 風況 

有望地域の抽出には、図Ⅱ.2.2-1 に例示したような風況マップ（海面上 80m の年平均風速）

を活用する。洋上風力発電では、年平均風速が 7m/s 以上の海域を対象として、その占有面積が

大きな海域、あるいは風速階級の高い海域が連なっている海を抽出することが望ましい。 

選定した有望海域について、海上風に係る既往調査資料の収集に努めることになるが、陸上

と異なり洋上での実測データはほとんどないと言っても過言ではない。沿岸海域において、海

上にプラットホームを設けて気象・海象観測を行っているサイトはこれまで 6 箇所あったが、

現在も継続して観測している施設は、港湾空港技術研究所の「波崎海洋研究施設」、東京大学海

洋アライアンス機構の「波浪等観測塔」、京都大学防災研究所の「白浜海象観測所」および佐賀

大学の「有明海観測タワー」の 4 箇所である（表Ⅲ.2.1-1）。ただし、その多くの観測地点は沿

岸に近いことから海上風の特性を把握し難い面があるので、観測データの利用はその点を踏ま

えてなされるべきであろう。 
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表Ⅲ.2.1-1 海洋観測塔による海上風観測機関の一覧

 

 

その他、海上風が実測されている施設には、地方自治体の漁海況予報や浮魚礁等の水産関連

施設があり、静岡県水産技術研究所以外の機関では現在もデータが取得されている（表Ⅲ.2.1-

2）。ただしいずれの施設も浮体構造であるため、風況観測データは参考値として捉えるべきと

考えられる。 

 

表Ⅲ.2.1-2 水産関連機関による海上風観測施設の一覧 

 

 

国土交通省の港湾空港技術研究所をはじめ、港湾局関係機関により構築・運用されている全

国港湾海洋波浪情報網（NOWPHAS：Nationwide Ocean Wave information network for Port 

and HArbourS）には、1998 年当時、87 箇所で風の観測が行われていた（菅原ら,1999）。観測

機器は主に港湾事務所棟の屋上に設置されているケースが多く、そのデータの利用に際しては

障害物の有無等、周辺環境を調査する必要があるが、永井（2002a）は 35 箇所（港湾以外の MT

局を含む）の港湾施設における風観測データを用いて、我が国沿岸域の洋上風の特性を取りま

とめている。表Ⅲ.2.1-3 には、永井が解析に使用した 35 箇所以外に、GPS 津波計と東京港東京

灯標の観測地点も掲載している。いずれのデータも風況観測高が低いことや、GPS 津波計によ

機関 プラットホームの名称 設置海域 設置水深 観測期間

港湾空港技術研究所 波崎海洋研究施設
茨城県神栖市

須田浜地先427m
約7m 1986年～

東京大学
海洋アライアンス機構

波浪等観測塔
神奈川県平塚
虹ケ浜沖1km

水深20m
            1965年～
(2009年7月1日、防災科学技術研究
所から東京大学に移管）

国土交通省中部地方建設局
静岡河川工事事務所

駿河海洋観測所
静岡県大井川河口

沖合250m
水深6m

1986-2003年
(現在は撤去)

運輸省大阪航空局
第三港湾建設局

MT局 大阪湾泉南沖合6km 約15m
 1978-1982年
(現在は撤去)

京都大学防災研究所 白浜海象観測所 和歌山県白浜湾湾口 水深24m
 1960-1995年(撤去)

1993年～（高潮観測塔新設)

佐賀大学 有明海観測タワー
有明海

沖合7000m
水深8m

 1979-2003年
(撤去：国土交通省九州地方建設局)

2006年3月に新設

海域 緯度（N) 経度（E)

青森県水産総合研究センター 陸奥湾海況自動観測システム 東湾ブイ 41°06'15" 140°57'46" 49 1974年～

神奈川県水産技術センター 城ケ島沖浮魚礁観測ブイ
　城ケ島南西沖

約8km
35°05'25" 139°32'24" 650

　　　　 1994.3～
(2006.7建替え,2008.12事故
破損,2010.10修理済稼働中)

マリンロボ1号 御前崎沖 34°23’47″ 138°19’06″ 120 1998.10-2010.8(撤去)

マリンロボ2号 遠州灘沖 34°28’36″ 137°47’08″ 690 2000.3-2009.4(撤去)

マリンロボ3号 波勝崎沖 34°42’27″ 138°40’01″ 470 2001.3-2012.5(撤去)

マリンロボ4号 稲取沖 34°41’03″ 139°02’16″ 245 2002.4-2012.5(撤去)

海況自動観測1号ブイ 三河湾(蒲郡) 34°44'36" 137°13'13" 10 1991年～

海況自動観測2号ブイ 三河湾(吉良) 34°44'42" 137°04'19" 10 1991年～

海況自動観測3号ブイ 三河湾(渥美) 34°40'30" 137°05'49" 13 1991年～

黒潮牧場ブイ 10号 室戸沖 33°01'17” 134°07'20" 750 2001年～

黒潮牧場ブイ 12号 高知沖 33ﾟ 07'11" 133ﾟ 37'11" 560 2001年～

黒潮牧場ブイ 13号 足摺沖 32ﾟ 22'51" 132ﾟ 51'52" 710 2001年～

高知県水産試験場

設置海域  設置水深
(m)

観測期間機　関 施設名称

静岡県水産技術研究所

愛知県水産試験場
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る海上風観測施設はブイ方式であることなどから、前述のように風況観測データの利用には留

意が必要である。なお、表中の備考欄に「海上」と記載しているのは海上で観測されたもので

あるが、現在では埋め立てられたサイトも存在する可能性がある。 

さらに、国土交通省河川局は、海象に関する調査の中で 1956 年から 56 箇所のサイトで風況

観測を実施しているので、参考データの一つにすることを薦めたい。その統計値は「海象年表

25 か年統計」として加藤（2005）が取りまとめている。 

 

表Ⅲ.2.1-3 永井（2002a）が沿岸域の洋上風の特性解析に利用した NOWPHAS サイトおよび 

GPS 波浪計のサイト等の一覧 

 
 

収集すべき風況データは、風向・風速の 1 時間値で、少なくとも月別の平均風速と年間の風

向出現率を把握できるものとする。収集するデータの期間として 低でも 1 年間は必要である

が、気象学的なトレンドを考慮するためには、過去 10 年間以上の月平均風速や年平均風速の

データを収集することが望ましい。 

収集データのほとんどが陸上で観測されていることから、有望海域における海上風はその

データを基に風況シミュレーションにより推定し（詳細は本ガイドブックⅢ.3.1 項を参照）、年

平均風速、風力エネルギー取得量、卓越風向等を解析・評価する。有望海域の風況の目安とし

て、年平均風速が 7.0m/s 以上（海面上 80m 高）あれば、良好と判断する（設備利用率で 30%

以上）。 

なお、風況データの利用には以下に示す情報を併せて入手すべきである。 

・観測地点周辺の立地条件（土地利用、地形条件、障害物） 

・データの取得地点と有望海域の位置関係（距離や地形条件） 

緯度（N) 経度（E) 緯度（N) 経度（E)

留萌 43°56'17" 141°37'48" 13.35 1996.1～ 陸上 新潟沖 38°00'18" 139°06'55" 17.60 1996.1～ 海上

瀬棚 42°27'06" 139°51'02" 15.00 1996.1～ 陸上 玄界灘 33°54'38" 130°27'30" 24.60 1998.1～ 海上

秋田 39°45'00" 140°02'59" 10.00 1996.1～ 陸上 第二海堡 35°18'43" 139°44'28" 7.00 1996.1～ 海上

伏木富山 36°46'27" 137°06'39" 10.00 1999.9～ 陸上 アシカ島 35°12'44" 139°44'10" 13.50 1998.5～ 海上

輪島 39°24'19" 136°53'53" 10.00 1996.1～ 陸上 神戸 34°38'51" 135°16'36" 14.00 1997.1～ 海上

藍島 33°59'55" 130°48'38" 24.60 1996.1～ 陸上 小松島 34°02'24" 134°38'37" 15.40 1997.1～ 海上

伊王島 32°42'   129°51'   8.00 1996.1～ 陸上 苅田 33°48'02" 131°04'37" 9.00 1997.1～ 海上

名瀬 28°22'54" 129°29'44" 13.17 1996.1～ 陸上 宮崎 *0 31°49'13" 131°34'55" 35.50 1997.1～ 海上

那覇 26°14'32" 127°41'15" 14.50 1996.1～ 陸上 MT局 *1 34°25'54" 135°11'52" 18.00 1878-1982 海上

紋別 44°21'09" 143°21'46" 15.00 1996.1～ 陸上 青森西海岸沖 40°46'54" 139°56'15" 125 *2 2010.7～ GPS波浪計

十勝 42°18'06" 143°19'10" 10.50 1997.1～ 陸上 秋田県沖 40°12'38" 139°39'40" 104 *2 2010.8～ GPS波浪計

むつ小川原 40°55'33" 141°23'13" 12.00 1996.1～ 陸上 山形県沖 38°58'29" 139°36'02" 104 *2 2010.7～ GPS波浪計

八戸 40°33'31" 141°24'07" 12.00 1996.1～ 陸上 青森東岸沖 40°38'00" 141°45'00" 87 *2 2008.3～ GPS波浪計

久慈 40°13'   141°50'   15.00 1999.3～ 陸上 岩手北部沖 40°07'00" 142°04'00" 125 *2 2009.2～ GPS波浪計

釜石 39°16'07" 141°53'05" 20.00 1996.3～ 陸上 岩手中部沖 39°37'38" 142°11'12" 200 *2 2008.3～ GPS波浪計

石巻 38°24'40" 141°15'48" 11.00 1996.1～ 陸上 岩手南部沖 39°15'31" 142°05'49" 204 *2 2007.4～ GPS波浪計

仙台新港 38°16'00" 141°01'31" 12.00 1996.1～ 陸上 宮城北部沖 38°51'28" 141°53'40" 160 *2 2008.3～ GPS波浪計

常陸那珂 36°23'29" 140°36'47" 29.50 1996.1～ 陸上 宮城中部沖 38°13'57" 141°41'01" 144 *2 2007.3～ GPS波浪計

鹿島 35°55'59" 140°41'23" 10.00 1996.5～ 陸上 福島県沖 36°58'17" 141°11'08" 137 *2 2009.3～ GPS波浪計

室津 33°18'10" 134°08'47" 16.90 1999.8～ 陸上 静岡御前崎沖 34°24'12" 138°16'30" 120 *2 2009.2～ GPS波浪計

高知 33°31'12" 133°35'46" 10.00 1999.9～ 陸上 三重尾鷲沖 33°54'08" 136°15'34" 210 *2 2008.2～ GPS波浪計

上川口 33°02'22" 133°03'26" 10.00 1999.9～ 陸上 和歌山南西沖 33°38'32" 135°09'24" 201 *2 2007.12～ GPS波浪計

中城 26°20'   127°50'   10.70 1996.1～ 陸上 徳島海陽沖 33°27'38" 134°29'48" 430 *2 2010.1～ GPS波浪計

平良 24°48'29" 124°16'39" 14.00 1996.3～ 陸上 高知西部沖 32°37'52" 133°09'21" 309 *2 2007.11～ GPS波浪計

石垣 24°20'   124°09'   16.00 1996.3～ 陸上 東京都港湾局 東京港東京灯標 35°33'46" 139°49'53" 14 *2 1969.4～

酒田 39°00'31" 139°46'43" 19.20 1996.1～ 海上

 *2:GPS波浪計/東京灯標の観測高欄の数値は設置水深を表す。風向風速計は海面上の約6.5m(GPS),10m(灯標)。

国土交通省港湾局
関係機関

 *0:宮崎は現在、NOWPHASの地点から撤去されている。

国土交通省港湾局　
　　　　　　　　　　　　　

関係機関

 *1:MT局はNOWPHASのデータではなく、関西空港建設のための観測塔で現在は撤去されている（表3.2.1-1に掲載）。

観測期間 備考備考 機　関 地点名
設置海域 　観測高  

(地上高:m)
機　関 観測期間地点名

設置海域 　観測高  
(地上高:m)



- 85 - 

・観測に係る履歴（観測地点の移設の有無、観測機器の変更等） 

・観測方法（使用機器、サンプリング時間等） 

・観測高度 

・観測期間 

・データの記録方法（平均化時間、記録器の種類等） 

・データの取得状況（欠測データの有無等） 

 

2) 台風 

台風は、前線を伴わない 大風速 17.2m/s（34kt）以上の熱帯低気圧を言い、風力発電シス

テムのカットアウト風速以上の風速を伴う場合が多い。風力発電システムは一般的には国産、

海外製品ともに規格（IEC 61400-1, JIS C 1400-1）に則って設計される場合が多い。台風等

の日本の厳しい風特性に対応するため、2017 年 1 月 20 日に JIS C 1400-1 が改正され、10 分

平均基準風速 57m/s の風車クラス T が新たに定義された。この改正を国際規格にも反映させ

るため、日本から IEC に対して提案を行っている（経済産業省 HP 

http://www.meti.go.jp/press/2016/01/20170120001/20170120001-2.pdf）。 

台風が直接通過・上陸する沖縄地方や九州・四国地方で風車を導入する場合には、あらかじ

め周辺地域を含めた過去の 大風速（10 分間平均値）、または 大瞬間風速（3 秒間の平均値、

気象庁の場合 0.25 秒間隔の計測値 12 個の平均値）の 50 年再現期待値等を考慮するのが望ま

しい。 

 

3) 冬季雷 

一般的な雷の発生メカニズムは、以下の通りである。雷雲中であられや氷の粒が激しくぶつ

かり合う。大きなあられにはマイナスの電荷が帯電して重力により下方に移動し、小さな氷の

粒にはプラスの電荷が帯電して上昇気流の作用で上方に運ばれて、雷雲が形成される。電荷の

蓄積量が一定の値を超えると、雷雲中あるいは雷雲間で雷放電が起こる。雷雲中の電荷と地表

に誘導される反極性の電荷との間で雷放電が起こると、落雷となる（図Ⅲ.2.1-1）。 

 

 

図Ⅲ.2.1-1 積乱雲の生成と落雷（NEDO,2008） 
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一方冬季雷については、シベリア寒気団の強風が日本海上を吹き抜けることにより、地上 100-

数 100m の所で電荷分離が行われる。大地放電は雲底が低いため途中で遮断されることがなく、

一回で雲の全電荷が放電されてしまうことが多く、エネルギーが非常に大きくなる（図Ⅲ.2.1-

2）。 

 

図Ⅲ.2.1-2 冬季雷の発生メカニズム（NEDO,2008） 

 

風力発電設備の大型化（ブレードの 先端までの高さ：120-130m（2MW 機））に伴い、落雷

被害が増加している。風車の自然現象による故障事故発生要因の中で、約 80%が落雷によるも

ので（NEDO,2010）、風力発電事業に大きな影響を与えている。 

NEDO は、落雷保護対策技術の確立を目的として、2005-2012 年度に長期の雷観測および落

雷対策の検討を行った。観測から 681 件の電流波形データが観測され、そのうち、国際規格の

電荷量（保護レベルⅠ：300C）を超える 27 件の落雷を計測している。エネルギーの大きい雷

（一般的には正極雷もしくは上向き雷）が必ずしも大被害をもたらすとは一概には言えないが、

冬季、日本海側の地域において落雷被害が多いという事実がある。 

「発電用風力設備の技術基準の解釈について」が 2015 年 2 月 6 日に改正され、地域ごとに

満たすべき雷撃対策の要件が表Ⅲ.2.1-4 のように定められた。表中の別図 1、別図 2 は、図Ⅲ.2.1-

3 中のそれぞれ上段、下段の図に対応している。 

 

表Ⅲ.2.1-4 地域ごとの満たすべき設備要件 

（「発電用風力設備の技術基準の解釈について」より作成） 
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シベリア寒気団 電荷の生成と分離
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落雷

落雷日本海

水の蒸発

＋

満たす要件
別図1のA線で囲まれ
た地域

別図2のB線で囲まれ
た地域

別図1のA線および別
図2のB線で囲まれた
地域以外の地域

風車への雷撃の電荷量の想定設
計

600C以上 300C以上 150C以上

雷撃から風車を保護する効果が
高く、かつ、容易に脱落しない
適切なレセプタを風車へ取り付
けること。

○ ○ ○

雷撃によって生ずる電流を風車
に損傷を与えることなく安全に
地中に流すことができる引下げ
導体等を施設すること。

○ ○ ○

風車への雷撃があった場合に直
ちに風車を停止することができ
るように、非常停止装置等を施
設すること。

○ － －
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図Ⅲ.2.1-3 雷撃対策のエリア区分 

（出典：発電用風力設備の技術基準の解釈について） 

 

海域における落雷の実態は不明なことが多いが、上記の地域ごとの満たすべき設備要件に基

づき対策を行うべきである。 



- 88 - 

(2) 海象 

海象に係る項目として、海底地形・水深、底質、海潮流、波浪および海氷を取り上げた。風力

発電事業者にとって、これらは支持構造物の選定、設置・運搬あるいは維持管理に要する船舶

の稼働率等に関係する検討項目である。 

 

1) 海底地形・水深 

 洋上風力発電の導入海域は、コスト面から陸棚縁辺（大陸棚外縁）である水深 200m 位＊まで

が適用海域と考えられる（着床式：0-50（60）m、浮体式：50（60）-200m）。沿岸の低潮線か

ら深海に向かって傾斜が 大となる縁辺までの海域が大陸棚と総称されているが（佐藤,1970）、

我が国において大陸棚が発達している海域とそうでない海域がある。これは、地殻運動による

隆起と沈降、また波浪や海潮流による浸食・堆積作用等の結果として、海岸地形とともに現在

の大陸棚が形成されているためである。 

水深帯別海域面積と平均離岸距離を表Ⅲ.2.1-5 に示す（図Ⅲ.2.1-4、参照）。水深 20m 以浅の

海域面積は日本の国土面積の約 1 割（30,880km2）で、平均離岸距離は約 900m である。同様

に、水深 20-50m の海域面積は 49,850km2で平均離岸距離は約 2,300m である。以上から、水

深 50m 以浅の海域面積は約 8 万 km2となり、これは図Ⅲ.2.1-4(b)に該当する。図Ⅲ.2.1-4(b)で

は水深 50m 以浅の海域が沿岸部にわずかにしか存在しておらず、これにより我が国の海底地形

が急峻であることがわかる。 

 

表Ⅲ.2.1-5 日本の水深帯別の海域面積と平均離岸距離 

 

 

                                                                                                                                                            
＊ 水深 200m を大陸棚外縁とするのはあくまで便宜的なもので、海域によって外縁の水深は異なる。 

面積

(km
2
)

平均離岸距離
(km)

0－20 30,880 0.89

20－50 49,850 2.32

50－100 79,740 6.61

海　域

水深帯
(m)

注)　国土面積：377,720km2
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 (a)0-30m (b)0-50m (c)0-30m＆100-200m 

図Ⅲ.2.1-4 日本周辺海域における水深図（J-EGG500ver.99-06，日本海洋データセンター） 

 

関西電力、中部電力、北陸電力および東京電力管内の沿岸（瀬戸内海，伊勢湾，東京湾は除

く）の等深線 20m と 50m の 大離岸距離（地図と海図によるおよその読み値）を、表Ⅲ.2.1-

6 に示す。また、上記管内の沿岸の等深線図を図Ⅲ.2.1-5 に示す。表Ⅲ.2.1-6 より、等深線 20m

の 大離岸距離は、 大でも千葉県旭市南沖の約 10km であり、多くの沿岸では 5km 以内であ

ることがわかる。等深線 50m の 大離岸距離では、旭市近傍の九十九里浜沖での 26km が 長

の他、和歌山県海南市沖、静岡県御前崎市南東沖、茨城県鉾田市沖、石川県羽咋市沖に 10km 以

上の海岸が認められるが、多くの海岸は 10km 未満である。一般的に日本は、海底勾配の急な

海岸が多いと言われているように海底勾配が 2%を超える海域が多いものの、約 1%の緩勾配の

海域も前述の海域の他、北海道北部海岸、仙台湾周辺海岸、新潟西海岸、秋田県本庄海岸、山

口県海岸等に存在する。 

 

表Ⅲ.2.1-6 関西電力、中部電力、北陸電力および東京電力管内における海底地形性状 

  

20m 場所 50m 場所

和歌山県 4 海南市 12 海南市
三重県 7 志摩市南沖 8 志摩市南沖
静岡県 4 御前崎市東沖 10 御前崎市東沖
神奈川県 3 鎌倉市沖 5 鎌倉市沖
千葉県 10 旭市沖 26 九十九里浜沖
茨城県 5 鉾田市沖 18 鉾田市沖
兵庫県 2 香美町沖 4 香美町沖

京都府 2
京丹後市沖or
由良川河口沖

7 由良川河口沖

福井県 3 小浜湾内 7 高浜町沖
石川県 4 羽咋市沖 10 羽咋市沖
富山県 3 新湊市沖 3 新湊市沖

日
本
海
側

注)離岸距離は「東京湾至犬吠埼海図,海上保安庁」、「犬吠埼至塩屋崎海
図,海上保安庁」、「日本地図帳,昭文社」のおおよその読み取り値

海区 都道府県
等深線20m/50mまでの 大離岸距離(km)

太
平
洋
側
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図Ⅲ.2.1-5 関西電力、中部電力、北陸電力および東京電力管内の沿岸の等深線図 

（Neo Wins（洋上風況マップ）HP: http://app10.infoc.nedo.go.jp/Nedo_Webgis/top.html） 

 

事業計画の検討に際しては海底地形の勾配にも留意し、洋上風力発電機の設置場所や支持構

造物の選定を行う必要がある。海上保安庁水路部から発行されている我が国の沿岸海域の「海

の基本図（海底地形図）」等は、容易に入手することが可能である。 

 

2) 底質 

 底質とは、水底を構成する岩および堆積物の総称である。図Ⅲ.2.1-6 は日本周辺海域の底質

分布図である。沿岸域は、概して砂質の海域が多い。一方瀬戸内海では、粘性土（泥質）の海域

が比較的多く見受けられるが、それは同海が閉鎖性海域のため海水交換が劣っていることや、

海峡や瀬戸を除き流動が緩慢なことによると考えられる。表Ⅲ.2.1-7 に水深 200m までの日本

周辺海域における水深帯別・底質別海域面積とその割合を示す。同表から日本周辺海域におけ

る底質は砂質が も多く、次いで泥質、岩質の順となることが認められ、これは水深帯が異なっ

ても同様の傾向にあることが分かった。イー・アンド・イーソリューションズ（2013）は、年

平均風速 7m/s 以上、海底の 大傾斜角 3°以下の海域を取り上げ、底質別・水深大別の面積を

算出している（表Ⅲ.2.1-8）。同表に示されるように、ここでも砂質の面積が も大きい結果と

なっている。 
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図Ⅲ.2.1-6 日本周辺海域の底質分布図（長井・中尾,2004） 

 

表Ⅲ.2.1-7 日本周辺海域の底質別･水深帯別海域面積（水深 0-200m） 

 

 

表Ⅲ.2.1-8  日本周辺海域の年平均風速 7m/s 以上の海域における底質別･水深帯別面積 

 （イー・アンド・イー ソリューションズ,2013） 

         

面積(km
2
) 割合(%) 面積(km

2
) 割合(%) 面積(km

2
) 割合(%) 面積(km

2
) 割合(%)

砂 質 17,010 53.0 27,222 57.1 84,216 70.9 171,646 76.6

泥 質 9,011 28.1 10,755 22.6 21,285 17.9 40,978 18.3

岩 質 6,081 18.9 9,676 20.3 13,305 11.2 11,372 5.1

合 計 32,102 100.0 47,653 100.0 118,806 100.0 223,996 100.0

水深50-100m
項　目

水深100-200m

データの出典：日本近海底質図(全国漁業協同組合連合会,1977)

水深0-20m 水深20-50m

30m以浅 31-60m

岩　質 2,177 2,939 5,117

砂  質 6,963 11,223 18,186

泥　質 348 1,372 1,720

合　計 9,488 15,535 25,023

底　質
水深帯別海域面積(km

2
)

合計

注)離岸距離30km以内、 大傾斜角3°以下の海域

 

：粘性土

：砂質土

：砂泥混合

：岩・礁

：サンゴ　貝

底質分類
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底質については、海上保安庁水路部発行の我が国沿岸海域の「海の基本図（地質構造図）」、

（独）産業技術総合研究所 地質調査総合センター発行の「海洋地質図」等を入手して検討す

るものの、これらの底質データは表層の地質性状であったり、有望海域のポイントデータがな

かったりする場合もある。支持構造物の選定等には、海域・風況・海象調査の段階でのボーリ

ング調査が必要である。 

 

3) 波浪 

辻本・石田（2016）は、10 年間分の波浪推算データを使用して統計的な信頼性を向上させた

日本近海の波と風のデータベースを構築している。本データベースについては、一般向けに海

域区分を緯度経度各 2 度間隔とした粗い図版が HP 上に無償で公開されている。また、詳細な

検討が可能な海域区分を緯度経度各 0.5 度間隔とし、GUI 機能を付けたものが日本近海の波と

風のデータベースとして公開されている。 

波浪推算値は、1 日 2 回気象庁より緯度経度各 6 分（日本近海で 9-11km 程度）格子間隔で

配信される GPV を基に、地形による遮蔽と局所的な風波を加味し、緯度経度各 2 分（日本近海

で 3-3.7km 程度）の格子間隔に内挿計算されたものである。 

有義波高の通年平均値と 10-2 超過確率値の等値線図を図Ⅲ.2.1-7 に示す。同図から外洋に面

した日本沿岸域の通年有義波高は 1-1.5m で、有義波高の 10-2 超過確率値の 5m 程度の海域が

琉球諸島付近に認められ、これは台風の影響と考えられている。 

なお、近年、波浪推算モデル（例えば、WW3;Wave Watch Ⅲ）による波浪シミュレーション

が多く実施されており、これらの文献や既往調査資料は、対象とする海域の波浪に関する検討

に貴重な知見を与える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.1-7 有義波高の通年平均値（左図）および有義波高の 10－2超過確率値（右図）の 

分布図（辻本、石田,2016） 

 

日本周辺海域の波浪観測所における平均有義波高と平均有義波周期を図Ⅲ.2.1-8、また既往

大有義波高と既往 大有義波周期を図Ⅲ.2.1-9 にそれぞれ示す。両図から、一般的に有義波高

と有義波周期は日本海側よりも太平洋側で大きい傾向を示している。 
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図Ⅲ.2.1-8 日本沿岸各地の累年平均の有義波高と有義波周期（磯崎,1990） 

 

 
図Ⅲ.2.1-9 日本沿岸各地の既往最大の有義波高と有義波周期（磯崎,1990） 
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図Ⅲ.2.1-8 に示すように、太平洋側では関東地方の沿岸で平均有義波高が高く、平均有義波

周期が長いことが認められる。また、日本海側では新潟県佐渡島弾崎や能登半島の輪島港で局

所的に波高が高く、これより南北の沿岸では波高が小さくなる傾向が見られる。太平洋側と日

本海側の波高の相違は有効フェッチ（吹走距離）の長短に関連するものと考えられ、波浪特性

から日本海では「風浪」が卓越し、太平洋側では“うねり”が発達することが指摘されている

（杉本・近澤,1980）。 

既往 大の有義波高と有義波周期についても、概して日本海側よりも太平洋側で大きい傾向

を示している（図Ⅲ.2.1-9）。太平洋側では、宮崎県油津の 10.34m（13.0sec）、静岡県石廊崎の

10.15m（12.6sec）、御蔵島神湊の 9.68m（10.7sec）の事例が 10m 前後の波高となっており、

いずれも台風通過時に発生している。日本海側では島根県浜田以北の観測所の多くの波高が 7m

台で、中でも山形県酒田港の 8.63m（12.6sec）が 大となっており、これらは冬の季節風時の

観測値である。また、山陰から九州西岸にかけての既往 大有義波高は、5-6m と小さい。これ

は冬季の北西風の吹送距離が短いこと、水深が浅いことから波浪が十分に発達しないことに

よっている。 

前述の「Ⅲ.2.1（1）気象 1）風況」で紹介しているが、波浪に関する実測データは、日本周

辺海域で数多く実施されている。沖合に設置されている GPS 波浪計を含めて、2012 年 12 月以

降、全国 75 地点（主として港湾域）で全国港湾海洋波浪情報網（NOWPHAS）による波浪観

測が行われている（図Ⅲ.2.1-10）。また、国土交通省河川局において全国 47 箇所で波浪観測が

実施されており、気象庁においても、現在 6 箇所で波浪観測（全地点ともにレーダ式波浪計）

が行われている（表Ⅲ.2.1-9）。 

 

表Ⅲ.2.1-9 気象庁における波浪観測地点 

 
 

観測地点 所在地 緯度(N) 経度(E) 観測期間 備考

上ノ国 北海道檜山郡 41ﾟ 48' 09" 140ﾟ 04' 16" 2012.5.10～

唐桑 宮城県気仙沼市 38ﾟ 51' 30" 141ﾟ 40' 25" 2012.12.19～

生月島 長崎県平戸市 33ﾟ 26' 23" 129ﾟ 25' 49" 2012.3.30～

屋久島 鹿児島県熊毛郡 30ﾟ 13' 57" 130ﾟ 33' 22" 2012.3.30～

石廊崎 静岡県賀茂郡 34ﾟ 35' 36" 138ﾟ 51' 03" 2012.7.7～
1976.4.1～2012.7.7の
期間は超音波式沿岸波
浪計による観測

経ヶ岬 京都府京丹後市 35ﾟ 47' 09" 135ﾟ 13' 26" 2010.7.8～
1976.5.1～2010.7.8の
期間は超音波式沿岸波
浪計による観測

尻羽岬 北海道釧路郡 42ﾟ 54' 09" 144ﾟ 45' 35" 1985.4.1～2007. 3.31 撤去

松前 北海道松前郡 41ﾟ 24' 38" 140ﾟ 05' 50" 1979.1.1～2012. 5.10 撤去

温海 山形県鶴岡市 38ﾟ 40' 59" 139ﾟ 35' 38" 1981.3.1～2007. 3.31 撤去

江ノ島 宮城県牡鹿郡 38ﾟ 23' 51" 141ﾟ 36' 24" 1978.4.1～2012.12.19 撤去

鹿島 島根県松江市 35ﾟ 33' 03" 132ﾟ 58' 26" 1984.4.1～2007. 3.31 撤去

福江島 長崎県五島市 32ﾟ 45' 25" 128ﾟ 37' 38" 1980.4.1～2012. 3.30 撤去

佐多岬 鹿児島県肝属郡 31ﾟ 02' 48" 130ﾟ 44' 45" 1982.3.1～2012. 3.30 撤去

佐喜浜 高知県室戸市 33ﾟ 24' 24" 134ﾟ 14' 26" 1977.7.1～2007. 3.31 撤去

喜屋武岬 沖縄県糸満市 26ﾟ 04' 42" 127ﾟ 42' 43" 1984.2.1～2007. 3.31 撤去

注)　6地点ともに観測はレーダ式沿岸波浪計による。
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図Ⅲ.2.1-10 NOWPHAS 観測地点図（港湾空港技術研究所資料を改変） 

 

 これらの観測結果は年報として毎年刊行されているが、長年のデータを統計処理して取りま

とめた報告書として、永井（2002b）や、前述の加藤（2005）をあげることができる。洋上風力

発電の導入計画を立てる上で、波浪データは工事計画や維持管理の船舶の運航の稼働率を検討

する重要な情報であるが、測定機関によって測定方法が異なっている場合があるため注意を要

する。 

 

  

GPS ブイの新設置点（2010 年） 
 ・青森西岸沖 
 ・秋田県沖 
 ・山形県沖 
 ・徳島海陽沖 
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4) 海潮流 

 日本周辺海域では、暖流系の黒潮、対馬暖流、津軽暖流、宗谷暖流、また寒流系の親潮といっ

た海流が様々なスケールの渦を形成しながら流れており（図Ⅲ.2.1-11）、流軸の流速は日本南岸

の黒潮で 160cm/s、対馬暖流で 40cm/s 程度と言われている（川合編,1991）。黒潮は西岸境界流

として沖合を流れているが、時に黒潮の分枝流が急潮として沿岸に流入することがある。沿岸

海域では、沿境界流の対馬暖流、津軽暖流および宗谷暖流が岸に沿って流れている。 

 

 

図Ⅲ.2.1-11 日本近海の海流と水塊配置の模式図（川合編,1991） 

 

また、沿岸海域では月と太陽の起潮力により潮流が発達し、通常は半日周潮流（約 6 時間ご

とに転流）が卓越している。潮流は、概して潮汐差の大きい満月や新月の頃の大潮期に 大流

速を示すことが多く、流速値は、一般的には地形の影響により海峡や瀬戸等で大きい（一例、

大潮期の鳴門海峡では 10kt 超（約 500cm/s 超））。 

なお、海上保安庁水路部発行の水路特殊図として「海流図」や「潮流図」がある。有望海域に

おいて水路部や大学等の研究機関による潮流観測結果の調和定数が公表されていた場合（例、

表Ⅲ.2.1-10）、半日周潮流の卓越海域では長軸方向の M2（主大陰半日周期）と S2（主太陽半日

周期）の流速値を足した流速（表の例では 34cm/s）が大潮期の平均流速と表されるので、平均

的な 大流速の目安が得られる。 
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表Ⅲ.2.1-10 潮流楕円要素の例 

 

 

海潮流データは施設の設計に必要な情報である。また導入計画を立てる際にも、例えば、底

質が泥質の場合には工事中の水の濁りの拡散範囲を検討したり、支持構造物周りの洗掘問題を

検討したりする上で有益な情報となる。 

 

5) 津波 

津波の原因は、海底火山の爆発や海底の地すべりによるものもあるが、その大部分は地震に

伴う急激な海底の地変によっている。海底下で大きな地震が発生すると、断層運動により海底

が隆起もしくは沈降し、これに伴って海面が変動して起こった流体の波動（波長：数 km-数百

km）が伝播する。津波が陸棚に達すると、境界の存在による反射、屈折、回折、セイシュ（固

有振動）、陸棚波等の作用によりエネルギーが集中し、波高の非常に高い津波が陸地を遡上する

こともある。洋上風力発電の導入を計画する際には、過去の津波の発生記録を収集し、検討す

ることが大切である。 

  国土交通省 港湾局（2015）による「港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン

【案】」において、洋上風力発電施設導入の区域の選定にあたり津波も自然条件の一つとして考

慮し、発電施設とその基礎工の設計検討のためのデータを得ることとされている。 

  なお、表Ⅱ.3.2-2 および図Ⅱ.3.2-3 に示したウィンドパワーかみす第 1 洋上風力発電所では、

先の東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）の津波により茨城県下全域が停電したため、系統連系

が遮断し発電が停止したが、風力発電施設の被害はなく、同 14 日には再稼働したとの報告があ

る（http://www.japanfs.org/ja/news/archives/news_id031054.html）。 

 

6) 海氷 

我が国における海氷は、北海道北部、オホーツク海側および北海道東部の沿岸で認められる

特異な現象である。海氷（Sea Ice）とは「海水が凍結してできた海でみられる全ての氷」と定

義され、海岸に接して定着しているものが定着氷（Fast Ice）、定着氷以外の海氷が全て流氷

（Drift Ice）と呼ばれているが、一般には定着氷を含めて流氷と呼ばれることが多い（赤

川,1990）。 

日本のオホーツク海沿岸に接岸する海氷は、ロシアのアムール川由来の低塩分水による浅い

密度躍層の形成により海表面が冷やされ海水が凍り、流れと風の影響を受けて漂着するもので

ある。海氷は、オホーツク海沿岸で 1 月中旬から下旬頃に出現し、その後 1 月下旬から 2 月上

旬頃にかけて接岸する（図Ⅲ.2.1-12）。風向きによっては南下を続け、太平洋側に位置する釧路

M2 S2 K1 O1

主大陰半日周期 主太陽半日周期 日月合成日周期 主大陰日周期

流速(cm/s) 20 14 8 6 3

流向(°） - - - - -

遅角（°） - - - - -

流速(cm/s) - - - - -

流向(°） - - - - -

遅角（°） - - - - -

長軸

短軸

主要４分潮 恒流
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沿岸に接岸することもある。春が近づき、沿岸から見渡せる海域に占める流氷の割合が 5 割以

下となり、かつ船舶の航行が可能になると「海明け」が宣言される。 

流氷は、オホーツク海を中心に出現・接岸する。そのため、このような海域においては、特

に浮体式洋上風力発電は海面付近の係留策・送電ケーブル等を浮体内部に収納すること等がで

きない限り、導入が困難と考えられる。 

 

 

 
   

図Ⅲ.2.1-12 2013 年 2 月 15 日における流氷分布図 

（気象庁 HP：http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/seaice/archive/c_1/okhotsk_ 
monthly/2013/02/okhotsk_monthly.html） 
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(3) 海洋生物 

風力発電は、温室効果ガス排出量の削減のための効果的な手段の一つであるが、一方で事業

の実施に伴う動植物等への影響が懸念されている。図Ⅲ.1-1 で示した【H】環境影響評価手続に

おいて、配慮書手続は、事業の計画段階の手続として、重大な環境影響の回避・低減のために

適切に配慮すべき事項について検討を行うものであり、方法書以降の手続は、事業計画がある

程度固まった段階の手続として、環境影響の予測・評価とともに環境保全措置等の検討結果と

併せて取りまとめるものである。 

 洋上風力発電事業の計画段階では、有望海域が藻場、干潟、サンゴ礁等の高自然度環境にあ

るのか、あるいは絶滅危惧種、希少種等の海洋生物または鳥類が生息しているのか等に関して

調査し各種項目に関する工事および事業による影響の程度について予測・評価して、事業実施

の是非を見極める必要がある。一例として、北海道北部沿岸海域の藻場の分布図および魚類の

レッドリストを、それぞれ図Ⅲ.2.1-13 と表Ⅲ.2.1-11 に示す。藻場は、魚介類の産卵場や稚仔魚

の生育場として利用されているので、その分布海域における開発行為は慎重に検討する必要が

ある。レッドリストに絶滅危惧種、希少種としてあがっている生物についても、有望海域にお

ける生息状況を精査する必要がある。 

導入が進んでいる海外でも、洋上風力発電によって海洋を生息の場としている魚介類、海棲

哺乳類、鳥類等に重大な影響を及ぼしたという報告例は見られない。しかし導入を円滑に進め

るためにも、専門家等の助言を受け、関係機関とも協議・調整を重ねて環境影響の調査・予測・

評価を行うことが重要である。 

 

 
図Ⅲ.2.1-13 北海道北部稚内沿岸域の藻場の分布 

（海上保安庁海洋台帳 HP：http://www.kaiyoudaichou.go.jp/） 

 

 

 

 

 

 



- 100 - 

 

表Ⅲ.2.1-11 北海道の魚類のレッドリスト（北海道環境生活部，2001 年 5 月 10 日改訂） 

 

 

 

【豆知識Ⅲ.2.1-1】 

● 生物保護へ重要海域選定（中国新聞・夕刊,2014.5.9 より） 

環境省の有識者会議は、日本の領海および排他的経済水域（EEZ）を対象として生物学や生

態学の観点から重要な場所を「重要海域」として選定した。これは全体の面積の 8.3%に相当す

る。 

なお、領海は水深 200m より浅い場所を「沿岸域」、その他を「沖合表層」と「沖合海底」に

分類するとともに、8 項目の選定基準（例、「固有種が分布」、「絶滅危惧種が生息」、「日本を代

表する生態系が存在」等）から海域を抽出した。その結果、沿岸域の重要海域は 280 箇所、沖

合は表層・海底を合わせて 50 箇所が選定された。 

また、風況の良好な沿岸域（北海道宗谷岬周辺、山形県飛島、千葉県安房小湊沿岸、静岡県

御前崎・遠州灘沿岸、島根県隠岐海峡南部、徳島県由岐沿岸、鹿児島県吹上浜、沖縄県沖縄島

等）があげられており、今後、海域の具体的な区域や特徴等について公開される予定 

である。 



- 101 - 

２.２ 社会条件 

風力発電事業にとって も重要な基本的条件は、風況である。しかし好風況海域であっても

有望海域の利用に制限が課せられている場合もあることから、社会条件に関する調査が必要で

ある。ここでは、社会条件として関連法規と系統連系を取り上げた。 

 

(1) 関連法規 

 有望海域を対象として、洋上風力発電の導入に係る法的な規制あるいは他の社会的制約につ

いて、関係機関へのヒアリングと併せて検討するとともに、海域利用の許認可の可能性を確認

しておくことが重要である。 

 海域は、領海（約 43 万 km2；内水面を含む離岸距離 12 海里（約 22.2km）までの水域）お

よび排他的経済水域（約 405 万 km2；接続海域を含む海域で、離岸距離 12 海里から 200 海里

（約 370km）まで囲まれた水域）に分類される＊。 

領海においては、海域により管理する官庁が以下のように異なっている。 

 

 ・国土交通省：都市計画に含まれる海域、一般海岸に連なる海域、港湾区域 

 ・農林水産省：漁港区域 

 

一方、排他的経済水域においては、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」では、排他的

経済水域等を設定し、そこにおいても我が国の法律を適用するとされている。しかし、その水

域における開発行為の一元管理体制あるいは手続き等は明らかになっていない。 

洋上風力発電の導入計画を立てるに際して、候補海域が法的にも社会的規則からも条件を満

たすか否かを検討する必要があり、関係法令は表Ⅲ.2.2-1 に示すものである。また風力発電の

建設段階に係る法令を表Ⅲ.2.2-2 に示す。関係法令による規制以外にも気象レーダーや米軍演

習海域等の社会的な制約が存在するため、事業の検討にあたってはそれらの社会的な制約にも

留意する必要がある。 

 

  

                                                                                                                                                            
＊ 沿岸から沖合に向かって、領海（0-12 海里）、排他的経済水域（接続水域（12-24 海里）＋狭義の排他的経済水

域（24-200 海里））に分割される。 
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表Ⅲ.2.2-1 事前計画段階における関係法令の整理 

法令 説明 許可 届出 あて先 

電波法 

（102 条） 

風力発電所の建設予定地が伝搬障害防止区域（重

要無線通信を確保するために総務大臣が指定する

区域。）に指定されており、当該施設の 高部の高

さが地表から 31m を超える建築物その他の工作物

を建築主が建築しようとするときは、敷地の位置、

高さ等の必要な事項を書面により総務大臣に届出

が必要。 

この際、伝搬障害防止区域の範囲や必要となる手

続き等を事前に地方総合通信局等へ十分に確認す

ることが重要。 

― ○ 総務大臣 

文化財保護法 

（93 条） 

周知の埋蔵文化財包蔵地である水中遺跡で土木工

事等を行う場合、着手する 60 日前までに都道府県

教育委員会又は指定都市教育委員会への届出が必

要。 

― ○ 都道府県教

育委員会又

は指定都市

教育委員会 

文化財保護法 

（125 条） 

事業計画段階において、計画地に係る史跡、名勝、

天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保

存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文

化庁長官の許可が必要。 

○ ― 文化庁長官

（都道府県

教育委員会

又は指定都

市教育員会

を経由） 

海岸法 

（7 条、8 条、37 条

の 4、37 条の 5） 

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による

被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整

備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、

もって国土の保全に資することを目的としたもの

で、海域・気象・海象調査を行うにあたり、海岸保

全区域又は一般公共海岸区域内での工作物の設置

占有及び行為に係る許可が必要。 

○ ― 海岸管理者 

海上交通安全法 

（36 条、37 条） 

海上衝突予防法の特別法として船舶交通が輻輳し

ている東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の三海域につ

いて特別の海上交通ルールを定めることにより船

舶交通の安全を図ることを目的としている。東京

湾、伊勢湾、瀬戸内海の法適用海域においては、工

事や工作物の設置を行う場合は許可又は届出が必

要。 

○ 

※1 

○ 

※2 

海上保安庁

長官 

景観法 

（8 条、16 条） 

景観法は、我が国の都市、農山漁村等における良好

な景観の形成を促進するため、景観計画の策定そ

の他の施策を総合的に講ずることにより、美しく

風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環

境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を

図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び

地域社会の健全な発展に寄与することを目的とし

ている。景観計画区域内※3 において、景観法第 16

条第 1 項各号に掲げる行為をしようとする者は、

あらかじめ景観行政団体の長に届出をしなければ

ならない。 

― ○ 景観行政団

体の長 

港則法 

（31 条、43 条） 

海上衝突予防法の特別法として港内における海上

交通ルールを定めることにより、船舶交通の安全

及び港内の整とんを図ることを目的としている。

港則法が適用される港内において、工事又は作業

を行う場合は許可が必要。 

○ 

※4 

― 港長又は海

上保安部長 
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法令 説明 許可 届出 あて先 

港湾法 

（37 条、43 条の 8、

55 条の 3 の 4） 

交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展

に資するため環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩

序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を

開発し、及び保全することを目的としている。港湾

区域内※5または港湾隣接地域内※6での占用等に

は、港湾管理者の許可が必要。開発保全航路※7 又

は緊急確保航路※8 内における水域占用等には国

土交通大臣の許可が必要。 

○ ― 港湾管理者 

国土交通大

臣 

 

排他的経済水域及

び大陸棚の保全及

び利用の促進のた

めの低潮線の保全

及び拠点施設の整

備等に関する法律 

（5 条、9 条） 

排他的経済水域及び大陸棚の保持を図るために必

要な低潮線の保全、低潮線保全区域における海底

の掘削等の行為の規制などの措置を講ずることに

より、排他的経済水域等の保全及び利用の促進を

図り、もって我が国の健全な発展及び国民生活の

安定向上に寄与することを目的としたもので、低

潮線保全区域内において、海底の掘削又は切土、土

砂の採取、施設又は工作物の新設又は改築等を行

う場合、国土交通大臣の許可が必要。特定離島港湾

区域において、水域占用、土砂の採取等を行う場

合、国土交通大臣の許可が必要。 

○ 

 

― 国土交通大

臣 

国土利用計画法 

（14 条、23 条、23

条の 4,7） 

風力発電所建設地が規制区域内の土地で所有権、

地上権、賃借権の移転又は設定の契約（予約を含

む）をする場合には、許可が必要。また、建設地が

一定基準を満たす土地で所有権、地上権、貸借権の

移転又は設定の契約（予約を含む）をする場合には

届出が必要。 

○ 

規制区域 

※9 

○ 

一定基準 

を満たす

土地※10 

都道府県知

事又は指定

都市の長 

自然環境保全法 

（17 条、25 条、27

条、28 条、45 条、46

条、各都道府県で制

定している自然環

境保全条例） 

自然環境を保全することが特に必要な区域とし

て、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都

道府県自然環境保全地域を設定し、工作物の新築

増築や海底の形質変更等、様々な行為の規制を定

めている。海域・気象・海象調査を行う場合は、対

象区域における行為に応じた許可または届出が必

要。 

○ 

特別地区 

※11 

海域特別

地区 

※12 

○ 

普通地区 

※13 

原生自然環

境 保 全 地

域、自然環

境 保 全 地

域：環境大

臣 

都道府県自

然環境保全

地域：都道

府県知事 

自然公園法 

（20 条、21 条、22

条、33 条） 

○自然公園にて海域・気象・海象調査を行う場合

は、行為に応じた許可または届出が必要な場合が

あり、担当部署への確認が必要。 

○国立・国定公園内の特別地域、特別保護地区、海

域公園地区内において、工作物の新築等をしよう

とする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定

公園にあっては都道府県知事の許可が必要。 

○ 

特別地域

※14 

海域公園

地区 

※15 

○ 

普通地域 

※16 

国立公園：

環境大臣 

国定公園：

都道府県知

事 

絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種

の保存に関する法

律 

（37 条、39 条） 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図る

ことにより、生物の多様性を確保するとともに、良

好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国

民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを

目的として定められた法律で、生息地保護区域内

の管理地区もしくは監視地区にて、海域・気象・海

象調査を行う場合は、行為に応じた許認可または

届出が必要。 

○ 

管理地区 

※17 

○ 

監視地区 

※18 

環境大臣 

鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適

正化に関する法律 

（29 条） 

日本国内における鳥獣の保護と狩猟の適正化を図

る目的の法律で、鳥獣保護区内の特別保護地区に

て、海域・気象・海象調査を行う場合は、行為に応

じて環境大臣または都道府県知事の許可が必要。 

○ ― 環 境 大 臣

（国指定特

別 保 護 地

区） 

都道府県知

事（都道府

県指定特別

保護地区） 
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法令 説明 許可 届出 あて先 

漁業法 漁業は、漁業権漁業のほか許可漁業、自由漁業等に

分類される。（漁業権漁業以外であっても社会通念

上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の

利益は漁業に関する権利として扱われる。）風力発

電施設の設置候補海域が想定される早い段階で、

海域を利用する漁業者や漁協等と発電事業者が意

見交換を始め、漁業者等の理解を得る必要がある。 

― ― 漁業関係者 

都道府県の漁業調

整規則 

海域・気象・海象調査や環境調査を行うにあたり、

水産動植物の採捕を行う場合、特別採補許可が必

要。 

○ 

条例の規

定による 

― 都道府県知

事 

環境影響評価法 出力が 7,500kW 以上の風力発電所の設置の事業は

環境影響評価法に基づく手続が必要。（法の規模要

件未満の事業であっても、地方公共団体が定める

環境影響評価に関する条例の対象となる場合があ

る。） 

― ― ― 

国有財産法 

（9 条） 

国は、行政財産を用途又は目的を妨げない限度に

おいて、貸し付け、又は私権を設定することができ

る。一般海域において海域・気象・海象調査を行う

際には、都道府県条例に基づく、占用許可が必要。 

○ 

条例の規

定による 

― 都道府県知

事 

※1 海上交通安全法に規定する航路及びその周辺の海上交通安全法施行令第 8 条で定める海域 

※2 海上交通安全法適用海域のうち、※1、※4 及び※5 以外の海域 

※3 景観行政団体が策定した景観計画において定められる計画の対象となる区域 

※4 港則法第 2 条の海域 

※5 港湾区域：港湾を管理運営するための区域 

※6 港湾隣接地域：港湾区域に隣接する陸側の地域において港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保存す

るための地域 

※7 開発保全航路：港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する

工事を必要とする航路 

※8 緊急確保航路：非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域におけ

る船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとしてその区域を定めた航路 

※9 規制区域：土地の投機的な取引等で適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域 

※10 一定基準を満たす土地：事前届出（監視区域）の場合、都道府県知事等が規則で定める面積以上の土地。

事前届出（注視区域）及び事後届出の場合、市街化区域 2,000m2以上、その他の都市計画区域 5,000m2以

上、都市計画区域外 10,000m2以上の土地。 

※11 特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された区域  

※12 海域特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された海域 

※13 普通地区：自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域 

※14 特別地域：当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、設定した区域 

※15 海域公園地区：当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、設定した海域 

※16 普通区域：国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域 

※17 管理地区：生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認めた地域 

※18 監視地区：生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない地域 
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表Ⅲ.2.2-2 建設段階における関係法令の整理 

法令 説明 許可 届出 あて先 

電波法 

（4 条、6 条） 

無線局を開設する場合には、第 6 条で定められた

免許の申請が必要。 

○ 

 

― 総務大臣 

消防法 

（10 条、11 条） 

風力発電設備が政令にて定められた危険物を指定

数量以上貯蔵する場合は、消防本部及び消防署を

置く市町村の場合は市町村長の、消防本部等所在

する市町村以外は、都道府県知事の許可が必要。 

○ ― 市町村長 

（消防本部

及び消防署

を置く市町

村） 

都道府県知

事（消防本

部等所在市

町村以外） 

国有財産法 

（9 条） 

一般海域において風力発電事業を実施する場合、

都道府県条例に基づく占用許可が必要。 

○ 

条例の規

定による 

― 都道府県知

事 

文化財保護法 

（93 条） 

周知の埋蔵文化財包蔵地である水中遺跡で土木工

事等を行う場合、着手する 60 日前までに都道府県

教育委員会又は指定都市教育委員会への届出が必

要。また、水中遺跡の保護上特に必要があるとき

は、都道府県又は指定都市教育委員会の指示を受

けて、水中遺跡の記録保存調査その他の必要な事

項を講じることが必要。 

― ○ 都道府県教

育委員会又

は指定都市

教育委員会 

文化財保護法 

（96 条） 

風力発電所建設時に水中遺跡や海中考古物等の遺

跡の存在が判明した場合、現状を変更することな

く都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会へ

届出が必要。 

― ○ 都道府県教

育委員会又

は指定都市

教育委員会 

文化財保護法 

（125 条） 

建設段階において、建設地に係る史跡、名勝、天然

記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に

影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁

長官の許可が必要。 

○ ― 文化庁長官

（都道府県

教育委員会

又は指定都

市教育員会

を経由） 

海洋水産資源開発

促進法 

（9 条） 

都道府県は、一定の沿岸海域を沿岸水産資源開発

区域※1 として指定することができる。その開発区

域において海底の形質の変更等の行為をしようと

する者は、都道府県知事に届出が必要。また、都道

府県知事は必要な勧告をすることができる。 

― ○ 

 

都道府県知

事 

海洋水産資源開発

促進法 

（12 条） 

政令で指定される指定海域※2 において海底の掘

削、工作物の設置その他の行為で政令で定めるも

のをしようとする者は、都道府県知事または農林

水産大臣に届出が必要。また、都道府県知事は必要

な勧告をすることができる。 

― ○ 

 

都道府県知

事 

農林水産大

臣 

※3 

漁港漁場整備法 

（39 条） 

漁港区域内の水域や公共空地において、工作物の

建設や土地の一部占用をする場合には、漁港管理

者の許可が必要。 

○ ― 漁港管理者 

水産資源保護法 

（18 条） 

保護水面の区域内において、埋立て若しくは浚渫

の工事等をしようとする者は、当該保護水面を管

理する都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必

要。 

○ － 都道府県知

事 

農林水産大

臣 

※4 

電気事業法 

（27 条の 27） 

発電事業を営もうとする場合は、経済産業大臣に

届出が必要。 

－ ○ 経済産業大

臣 
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法令 説明 許可 届出 あて先 

電気事業法 

（42 条） 

事業用電気工作物を設置する場合は、事業用電気

工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保

するため、保安規程を定め、使用の開始前に設置場

所を管轄する産業保安監督部長（又は経済産業大

臣）に届出が必要。 

－ ○ 設置場所を

管轄する産

業保安監督

部長（2 以

上の管轄地

域をまたぐ

場合は経済

産業大臣） 

電気事業法 

（43 条） 

○事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気

工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督

をさせるため、主任技術者免状を受けている者の

中から主任技術者を選任する。 

○主任技術者を選任、または解任したときに設置

場所を管轄する産業保安監督部長（又は経済産業

大臣）への届出が必要。 

－ ○ 

 

設置場所を

管轄する産

業保安監督

部長（2 以

上の管轄地

域をまたぐ

場合は経済

産業大臣） 

電気事業法 

（48 条） 

○事業用電気工作物の設置又は変更の工事をしよ

うとする者は、その工事の計画について設置場所

を管轄する産業保安監督部長（又は経済産業大臣）

への届出が必要。 

○届出が受理された日から30日を経過した後でな

ければ届出に係る工事を開始してはならない。 

－ ○ 

※5 

設置場所を

管轄する産

業保安監督

部長（2 以

上の管轄地

域をまたぐ

場合は経済

産業大臣） 

電気事業法 

（51 条） 

○発電事業者は、省令で定めるところにより、設備

の使用前に事業用電気工作物について自主検査を

行い、届出をした工事計画内容及び電気設備の技

術基準に適合していることを確認し、その結果を、

記録、保存しなければならない。 

○使用前自主検査の実施体制等について、省令で

定める時期に、経済産業大臣の登録を受けたもの

が行う審査を受けなければならない。 

－ ○ 設置場所を

管轄する産

業保安監督

部長（2 以

上の管轄地

域をまたぐ

場合は経済

産業大臣） 

海岸法 

（7 条、8 条、37 条

の 4、37 条の 5） 

○海岸保全区域（公共海岸の土地に限る。）又は一

般公共海岸区域（水面を除く。）内において、海岸

保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該区域

を占用しようとする場合、海岸管理者の許可が必

要。 

○海岸保全区域又は一般公共海岸区域内におい

て、土石の採取、水面又は公共海岸の土地以外の土

地における海岸保全施設以外の施設又は工作物の

新設又は改築、及び土地の掘削、盛土、切土等の行

為をする場合、海岸管理者の許可が必要。 

○ ― 海岸管理者 

海上交通安全法 

（22 条） 

船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行

する船舶が航路を航行する場合、船長は、当該船舶

の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時

刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令

で定める事項を海上保安庁長官に通報することが

必要。 

○ 

通報 

※6 

－ 海上保安庁

長官 

海上交通安全法 

（36 条、37 条） 

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の法適用海域において

は、工事や工作物の設置を行う場合は許可又は届

出が必要。 

○ 

※7 

○ 

※8 

海上保安庁

長官 

海洋汚染等及び海

上災害の防止に関

する法律 

（18 条の 3） 

当該法律に基づく海洋施設を設置する際には届出

が必要。 

－ ○ 海上保安庁

長官 
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法令 説明 許可 届出 あて先 

航空法 

（51 条、51 条の 2） 

風車のブレード先端が地表または水面から 60m 以

上の高さの場合は、原則として航空障害灯及び昼

間障害標識（赤または黄赤と白の塗色で 7 等分）

を設置しなければならない。また、航空障害灯及び

昼間障害標識の設置後、遅滞なく届出が必要。 

－ ○ 地方航空局

長 

港則法 

（19 条） 

港則法施行規則 

（9 条、21 条 2 項） 

特定港内において、曳航を行うときは、全長が 200m

を超える場合にあっては、許可が必要。 

（注）200m 未満であっても、許可が必要な港もあ

る。 

○ 

※9 

― 港長 

港則法 

（31 条、43 条） 

港則法が適用される港内において、工事又は作業

を行う場合は許可が必要。 

○ 

※9 

― 港長又は海

上保安部長 

航路標識法 

（3 条、13 条） 

灯光、音響又は電波を手段とする航路標識を設置

する場合は許可が必要。灯光、音響又は電波以外を

手段とする航路標識を設置する場合は、届出が必

要。 

○ ○ 海上保安庁

長官 

港湾法 

（37 条、38 条の 2、

43 条の 8、55 条の 3

の 4） 

港湾区域内※10または港湾隣接地域内※11での占

用等には、港湾管理者の許可が必要。臨港地区内に

おいて建設工事等を行う場合、港湾管理者への届

出が必要。開発保全航路※12 及び緊急確保航路

※13 における水域占用には国土交通大臣の許可が

必要。 

○ ○ 港湾管理者 

国土交通大

臣 

各港港湾管理条例 港湾施設（岸壁等）を公共用以外で使用する場合に

は許可が必要。 

○ ― 港湾管理者 

水路業務法 

（6 条、19 条） 

○海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一

部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する

水路測量を実施する場合には、海上保安庁長官の

許可が必要。 

○港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ず

る工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通

報することが必要。 

○ 

水路測量 

○ 

通報 

 

海上保安庁

長官 

船舶安全法 

（2 条、5 条、9 条） 

工作物の曳航作業にて船舶検査証書を持たない浮

体を臨時に航行させる場合には、臨時航行検査に

合格し、臨時航行許可証の受有が必要。 

○ ― 地方運輸局

長等 

道路法 

（32 条、47 条、47

条の 2） 

風力発電所を建設する際に道路を占用する場合、

また、建設時において幅、重量、高さ、長さ又は

小回転半径が「車両制限令」で定める 高限度を超

える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可

が必要。 

○ ― 道路管理者 

道路交通法 

（57 条、77 条） 

 

○風車の運搬及び建設時に、車両の積載物の重量、

大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして

運転する場合には、当該車両の出発地を管轄する

警察署長の許可が必要。 

○設置工事、作業の際に道路を使用する場合には、

当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可が

必要。 

○ ― 風車の運搬

及 び 建 設

時：出発地

警察署長 

設置工事、

作業時：所

轄警察署長 

排他的経済水域及

び大陸棚の保全及

び利用の促進のた

めの低潮線の保全

及び拠点施設の整

備等に関する法律 

（5 条、9 条） 

○低潮線保全区域内において、海底の掘削又は切

土、土砂の採取、施設又は工作物の新設又は改築等

を行う場合、国土交通大臣の許可が必要。 

○特定離島港湾区域において、水域占用、土砂の採

取等を行う場合、国土交通大臣の許可が必要。 

○ ― 国土交通大

臣 

自然環境保全法 

（17 条、25 条、27

条、28 条） 

○原生自然環境保全地域内、あるいは自然環境保

全地域特別地区内／海域特別地区内における工作

物設置には、環境大臣の許可が必要。 

○自然環境保全地域普通地区における工作物の設

置には、環境大臣に届出が必要。 

○ 

特別地区 

※14 

海域特別

地区 

※15 

○ 

普通地区 

※16 

環境大臣 
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法令 説明 許可 届出 あて先 

自然環境保全法 

（45 条、46 条、各都

道府県で制定して

いる自然環境保全

条例） 

○自然環境保全地域特別地区内における工作物設

置には、都道府県知事の許可が必要。 

○自然環境保全地域普通地区における工作物の設

置には、事前の届出が必要。 

※都道府県が条例により、自然環境保全法の規定

による規制の範囲内において必要な規制を定める

こととしているため、都道府県により異なる場合

はある 

○ 

都道府県

の条例に

よる 

○ 

都道府県

の条例に

よる 

都道府県知

事 

自然公園法 

（20 条、21 条、22

条、33 条） 

○特別地域等内において、工作物の新築等をしよ

うとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国

定公園にあっては都道府県知事の許可が必要。（工

作物の新築については、特別保護地区、第 1 種特

別地域、海域公園地区では原則として許可されな

い。詳細は自然公園法施行規則第 11 条参照。） 

○普通地域内において、その規模が環境省令で定

める基準を超える工作物の新築等をしようとする

者は、国立公園にあっては環境大臣に対し、国定公

園にあっては都道府県知事に届出が必要。 

○ 

特別地域

※17 

海域公園

地区 

※18 

○ 

普通地域 

※19 

国立公園：

環境大臣 

国定公園：

都道府県知

事 

自然公園法 

（72 条、73 条、各都

道府県で制定して

いる自然公園条例） 

○特別地域内において、工作物の新築等をしよう

とする者は、都道府県知事の許可が必要。 

○普通地域内において、その規模が条例で定める

基準を超える工作物の新築等をしようとする者

は、都道府県知事に届出が必要。 

○ 

特別地域

※17 

 

○ 

普通地域 

※19 

都道府県知

事 

振動規制法 

（14 条） 

○指定地域内で著しい振動を発生する作業であ

り、政令によって定められた特定建設作業をする

場合、作業開始日の 7 日前までに、市町村長への

届出が必要。 

― ○ 市町村長 

騒音規制法 

（14 条） 

○指定地域内で著しい騒音を発生する作業であ

り、政令によって定められた特定建設作業をする

場合、作業開始日の 7 日前までに、市町村長への

届出が必要。 

― ○ 市町村長 

絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種

の保存に関する法

律 

（37 条、39 条） 

○管理地区の区域内において、工作物の新築、改

築、増築や水面の埋め立て等の行為を行うときに

は、環境大臣の許可が必要。 

○監視地区の区域内において工作物の新築、改築、

増築や水面の埋め立て等の行為を行うときには、

環境大臣の届出が必要。 

○ 

管理地区 

※20 

○ 

監視地区 

※21 

環境大臣 

鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適

正化に関する法律 

（29 条） 

鳥獣保護区特別保護地区内において、建築物その

他工作物の新築及び増改築、水面の埋め立て又は

干拓等を行う場合は、国指定鳥獣保護区にあって

は環境大臣の、都道府県鳥獣保護区にあっては都

道府県知事の許可が必要。 

○ ― 環 境 大 臣

（国指定特

別 保 護 地

区） 

都道府県知

事（都道府

県指定特別

保護地区） 

※1 開発区域：漁業を営む者の経営の状況、その区域内の海域の利用状況等からみて、水産動植物の増殖又は養殖

を推進することにより漁業生産の増大を図ることが相当と認められる区域 

※2 指定海域：開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、海流、餌料生物の分布その他の自然的条件がすぐれて

いるため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域 

※3 指定海域が二以上の都道府県知事の管轄になっているまたは、その管轄が明確ではない場合は農林水産大臣 

※4 保護水面の指定者。都道府県知事の場合は都道府県知事、農林水産大臣の場合は、農林水産大臣 

※5 第 47 条第 1 項の主務省令に定めるものを除く。 

※6 第 23 条にて、海上保安庁長官は、航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するた

め必要と認めるときに航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備等の運航に関し指示できる。 

※7 海上交通安全法に規定する航路及びその周辺の海上交通安全法施行令第 8 条で定める海域 

※8 海上交通安全法適用海域のうち、※7、※9 及び※10 以外の海域 



- 109 - 

※9 港則法第 2 条の海域 

※10 港湾区域：港湾を管理運営するための区域 

※11 港湾隣接地域：港湾区域に隣接する陸側の地域において港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保存

するための地域 

※12 開発保全航路：港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関す

る工事を必要とする航路 

※13 緊急確保航路：非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域にお

ける船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとしてその区域を定めた航路 

※14 特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された区域  

※15 海域特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された海域 

※16 普通地区：自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域 

※17 特別地域：当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、設定した区域 

※18 海域公園地区：当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、設置した海域 

※19 普通区域：国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域 

※20 管理地区：生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認めた地域 

※21 監視地区：生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない地域 

 

表Ⅲ.2.2-3 では、銚子沖と北九州市沖の FS 調査において検討された法律（条例）を併記して

いるが、自然公園指定海域等、海域により該当する場がないこともあり、両サイトで扱った法

令が異なっている。なお、FS 調査時には、風力発電所は環境影響評価法の対象とされていな

かった。2012 年 10 月以降は、出力 1 万 kW 以上の風力発電所の設置の事業（第 1 種事業）は

環境アセスメントを行うことが義務付けられ、出力 0.75 万 kW 以上 1 万 kW 未満の風力発電

事業（第 2 種事業）は、環境アセスメントの必要性について個別に判断される（スクリーニン

グ）。なお、環境影響評価法の規模要件未満であっても、地方公共団体の定める環境影響評価に

関する条例の対象となっている場合がある。 
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表Ⅲ.2.2-3 洋上風力発電の導入に関係する対象法令および実証研究サイトでの検討例 

 

  

分類 関連法規（適用条件/該当条件）

・電気事業法（500kW以上の風力発電所） ● ― ●

・建築基準法
（15m以上の木柱,鉄柱,鉄筋コンクリ―ト製の柱,その他のこれに類
する工作物）

● ― ●

・国有財産法（海域の占有） ●

国土交通省所管
公共用財産管理
規則、使用料及
び手数料

―

・電波法（電波障害防止区域） ● ― ―

・国土利用計画法及び国土形成計画法（海域の利用・保全） ― ― ○

・民法（物件、債権等の条件） ― ― ○

・航路標識法（航路標識の機能障害となりうる建築物） ● ― ●

・海上交通安全法（東京湾/伊勢湾/瀬戸内海の3海域） ○ ― －

・航空法（地表面または水面から60mの高さの物件） ● ― ●

・港湾法（港湾隣接地域を含む） ●

千葉県港湾管理
条例、港湾区域
内及び港湾隣接
地域内における
工事等の規制に
関する規則

●

・港則法（政令で定められた特定港） ○
（特定港）
千葉港,木更津港 ●

・海岸法（海岸保全区域,一般公共海岸区域） ●
千葉県海岸管理
規則 ―

・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海洋施設の設置） ● ― ―

・漁業法（漁業権,許可漁業） ― ●

・漁港漁場整備法（漁港区域） ●
千葉県漁港管理
条例 ―

・水産資源保護法（保護水面の区域,港湾区域を除く） ○
千葉県海面漁業
調整規則 ―

・公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱（漁業権） ○ ― ―

・自然公園法（国立公園/国定公園/都道府県立公園） ●
千葉県立自然公
園条例 ○

・自然環境保全法（原生自然環境保全区域,自然環境保全区域） ○
千葉県自然環境
保全条例 ―

・環境影響評価法（風力発電） ○
千葉県環境影響
評価条例 ○

環境影響評価条
例

・景観法（景観計画区域） ○ ― ○ 景観条例等

・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（生息地
等保護区）

○ ― ―

・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護区）
（現在は、鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律）

○ ― ―

・文化財保護法（保存） ― ― ○

北九州市沖

凡例：●当該海域への洋上風力発電施設の設置に関連する法令、○該当しない法令、―FS調査で検討されていない法令

参考：銚子沖及び北九州市沖の枠内に地方自治体の関連条例、規則等を示す。/洋上風力発電実証研究FS調査の時点では、風
力発電は環境影響評価法の対象外。

一般法規

航行安全

港湾･海岸

水産関連

自然保護・
景観

銚子沖
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参考までに、銚子沖洋上風力発電の工事等に関わる主な法律を以下に示す。 

１．風車と観測タワーの設置 

・建築基準法（風車を支持する工作物について、2014 年 4 月 1 日付けで着床式は電気

事業法（発電用風力設備に関する技術基準に定める省令）へ一元化された） 

・電気事業法（発電用風力設備に関する技術基準に定める省令） 

２．風車、観測タワーおよび海底ケーブルの設置 

・国有財産法（千葉県：国土交通省所管公共用財産管理規則、使用料および手数料） 

・電気事業法（電気設備の技術基準を定める省令） 

３．海底ケーブルの設置 

・港湾法（千葉県：千葉県港湾管理条例、港湾区域内および港湾隣接地域内における

工事等の規制に関する規則） 

・海岸法、海岸法施行令（千葉県：千葉県海岸管理規則） 

・漁港漁場整備法（千葉県：千葉県漁港管理条例） 

・水産資源保護法（千葉県：千葉県海面漁業調整規則） 

・電気事業法（電気設備の技術基準を定める省令） 

４．船舶の航行安全 

  ・航路標識法 

５. 航空障害灯の設置 

  ・航空法 

６. 電波への影響 

  ・電波法 

・電気事業法（電気設備の技術基準を定める省令） 

７. 陸上送電ケーブル、陸上変電所の設置 

  ・港湾法（千葉県：千葉県港湾管理条例、千葉県港湾管理条例施工規則） 

  ・自然公園法 

  ・漁港漁場整備法（千葉県：千葉県漁港管理条例） 

・電気事業法（電気設備の技術基準を定める省令） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豆知識Ⅲ.2.2-1】 

●関係機関との協議先 

 ① 銚子沖 

    ・全般：千葉県（商工労働部,総合企画部,総務部,環境生活部,農林水産部,県土整備

部）、銚子市、旭市、匝瑳市、銚子市商工会議所、銚子市観光協会 

  ・航行安全：国土交通省東京航空局、海上保安庁銚子海上保安部、海上保安庁鹿島海上

保安署、銚子マリーナ、銚子マリンクラブ 

  ・漁業：海匝漁業協同組合、銚子市漁業協同組合、九十九里漁業協同組合、はさき漁業

協同組合、千葉県漁業協同組合連合会 

  ・電力会社：東京電力 

 ② 北九州市 

  ・全般：北九州市（港湾空港局,環境局,産業経済局（水産課）） 

  ・航行安全：海上保安庁若松海上保安部 

  ・漁業：北九州市漁業協同組合脇之浦地区、ひびき灘漁業協同組合 

  ・電力会社：九州電力 
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(2) 系統連系 

 我が国の電力会社別の需要規模と地域間連系線の送電容量を図Ⅲ.2.2-1 に示す。図示してい

るように、電力の需要規模（発電設備容量）は東京電力、関西電力、中部電力等、大都市を要す

る電力管内では大きく、本ガイドブックⅡ.2.2 項で指摘したように風況の良好な地域での設備

容量は小さい。また、電力会社間の連系線の送電容量は小さく、しかも日本では概ねフォッサ

マグナ（糸魚川－静岡構造線）の東西で周波数が異なっており、複雑な電力系統網となってい

る。 

 

 

図Ⅲ.2.2-1 各地域間連系設備の運用容量算定結果（電力広域的運営推進機関,2016） 

 

発電設備容量の小さい電力会社管内に風力発電をはじめとする再生可能エネルギー電源が大

量に導入されると、その出力変動のために需要と供給のバランスが崩れて周波数が変化するた

め、図Ⅲ.2.2-2 に示すような調整が必要となる。 

 

 

図Ⅲ.2.2-2 需給バランス確保に基づく周波数調整（日本風力発電協会,2013） 
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電力会社別電力 大需要量と風力ポテンシャルの関係を、表Ⅲ.2.2-4 に示す。風況の良好な

電力会社管内では需要量が少なく、空容量も少ない。風力発電の導入拡大のためには、既存の

会社間連系線の活用、地域内基幹送電線の新増設等が必要で、将来的には系統側蓄電池・新た

な調整電源の設置、地域間（会社間）連系線、電力貯蔵設備の新増設および気象予測システム

を活用した広域電力系統運用の実施が不可欠である。 

 

表Ⅲ.2.2-4 電力会社別電力最大需要量と風力ポテンシャルの関係 

 

  

洋上
（着床式）

洋上
（浮体式）

陸上 合計

北海道 5.0 86.7 151.9 100.9 339.5

東　北 13.9 23.1 72.7 55.4 151.2

東　京 49.6 15.7 23.6 3.1 42.4

小計 68.5 125.5 248.2 159.4 533.1

北　陸 5.3 0.6 0 3.1 3.7

中　部 24.9 11.6 14.7 5.9 32.2

関　西 25.6 0.4 0.7 9.4 10.5

中　国 10.9 0 0 6.5 6.5

四　国 5.1 0.3 3.6 3.4 7.3

九　州 15.1 6.6 15.6 16.5 38.7

沖　縄 1.5 11.6 17.6 5.7 34.9

小計 88.4 31.1 52.2 50.5 133.8

合計 156.9 156.6 300.4 209.9 666.9 50Hz+60Hz

電力会社
2015年度
大電力需要

(GW=100万kW)

風力発電ポテンシャル   (GW=100万kW)

備　考

50Hz

60Hz

注) 大電力需要：電力需給検証小委員会報告書(総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力需給検証小
委員会,2015.10及び2016.4）

風力発電ポテンシャル：日本風力発電協会（風力発電導入ポテンシャルと中長期導入目標　V4.3）

着床式洋上：年平均風速7.0m/s以上、浮体式洋上：同7.5m/s以上、陸上：同6.0m/s以上(80m高)
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コストパフォーマンスを上げるためには大規模な洋上風力発電施設の導入が望ましいが、風

況の良好な電力会社管内では系統連系の制約もあって厳しい状況にある。そのため、経済産業

省では 2013 年度から前述の地域内送電線の新増設に関する事業（風力発電のための送電網整

備の実証事業）を立ち上げた（豆知識Ⅲ.2.2-2、参照）。これにより、将来、洋上風力発電を含

めて風力発電の導入環境が整備され、大容量の風力発電設備の導入が期待される。 

電力系統への接続に制約が生じる中、2014 年 9 月に一部の電力会社が接続申込みに対する回

答を保留したことを契機に、再生可能エネルギー特別措置法の施行規則が改正された。500kW

未満のものを含む太陽光発電設備または風力発電設備に対して、回避措置を講じたとしてもな

お電力の供給量が需要量を上回ることが見込まれる場合には、太陽光発電設備については年間

360 時間、風力発電設備については年間 720 時間を超えない範囲内で行われた出力制御につい

ては無補償ということになった。また、接続する電力会社が風力発電設備について指定電気事

業者（2015 年 12 月 16 日に北海道電力と東北電力、2017 年 3 月 7 日に中国電力と九州電力、

同年 9 月 19 日に北陸電力が風力発電設備に関する指定電気事業者に指定（2018 年 3 月時点情

報））に指定された場合は、出力制御が年間 720 時間を超えても無補償ということになった。 

出力制御は、年間のうち電力需要が小さい時期・時間帯において、様々な措置を講じても電

力の供給量が需要量を超過することが見込まれる場合に行われるものである。また、需要の状

況や天候により出力制御の必要性は変わる。そのため、必ず毎年上限値の 720 時間まで無補償

出力制御が行われるというわけではないことに留意が必要である。また、指定電気事業者に対

しては、出力制御の見込みを事前に示すことが省令上義務付けられており、それにより事業者

の予見性を担保する仕組みとなっている。 

2015年10月9日に開催された経済産業省総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネル

ギー分科会新エネルギー小委員会第6回系統ワーキンググループで一般社団法人日本風力発電

協会（JWPA）は、出力制御は交代制御（輪番による発電停止）で行うのではなく、一律制御（エ

リア全域を対象にした部分制御）で行うべきという提案を行った（図Ⅲ.2.2-3）。本提案は連系

可能量の拡大、出力制御の削減、系統運用の簡易化等のメリットがあるとしており、同年11月

10日に開催された第7回系統ワーキンググループにおいて了承された。2018年3月現在、発電事

業者及び電力会社は本提案に基づく受給契約の見直しを順次行っているところである。 

 

 

図Ⅲ.2.2-3 従来方式（交代制御）とJWPA提案方式（一律制御）の比較（日本風力発電協会系

統部会,2016） 
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【豆知識Ⅲ.2.2-2】 

●電力系統の広域的運営の推進と電力システム改革 

✓電力システム改革の 3 つの柱のうちの 1 つとして広域系統運用の拡大があげられ、その実

現のために 2015 年 4 月 1 日に「電力広域的運営推進機関」が設立された。 

✓電力広域的運営推進機関の主な業務内容

（https://www.occto.or.jp/koiki/koiki/index.html） 

・需給計画・系統計画を取りまとめ、周波数変換設備、地域間連系線等の送電インフラの

増強や区域（エリア）を超えた全国大での系統運用等を図る。 

・平常時において、各区域（エリア）の送配電事業者による需給バランス・周波数調整に

関し、広域的な運用の調整を行う。 

・災害等による需給ひっ迫時において、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需

給調整を行う。 

・中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務を行う。 

 

●風力発電のための送電網整備実証事業（経済産業省：2013 年度～） 

✓事業概要 

 風力発電の立地には適しているが、送電網が脆弱な地域においては、地域内送電網を強

化することが喫緊の課題である。そのため、北海道・東北の一部を特定風力集中整備地区

と定め、送電網整備を行う民間事業者を支援し、技術課題等の実証を行う。2013 年度か

ら 10 年間を目処に実施する予定となっている。 

✓実証する技術課題の例 

・北海道西名寄地区－再エネ大規模導入地域における周波数維持・リアルタイム出力抑制

技術の開発・実証 

風力発電の出力抑制を 小化し発電の比率を高めるため、電力需給をリアルタイムで観察

し出力をコントロールする技術を実証する。 



- 116 - 

２.３ 候補海域の選定例 

 本ガイドブックⅢ.2 節の立地環境調査の結果を踏まえ、候補海域およびエリアを選定する。

参考までに、現在洋上風力発電事業の検討が進められている秋田港・能代港における候補海域

のエリア抽出結果の例を以下に示す。なお、以下の例は協議会で議論されたエリア海域抽出の

考え方である。その後公募で選ばれた事業者が検討を進めていく中で新たな制約が判明する場

合があるため、抽出エリアは実際の「対象事業実施区域」とは一致しない場合がある。 

 

＜秋田港・能代港サイト＞ 

秋田県は、「港湾における風力発電について－港湾の管理運営との共生のためのマニュアル

－ver.1」の手順に従って、2014年1-3月にかけて「秋田港・能代港再生可能エネルギー導入検

討協議会」を計3回開催し、表Ⅲ.2.3-1のような考え方に基づき秋田港・能代港での洋上風力発

電に適したエリアの抽出を行った（図Ⅲ.2.3-1，図Ⅲ.2.3-2）。 

 

表Ⅲ.2.3-1 秋田港・能代港における適地の考え方 

（秋田港・能代港再生可能エネルギー導入検討協議会,2014 より作成） 

 

 

項目 状況

①港湾区域 秋田港・能代港の港湾区域内に設定する。
②漁業との調整 共同漁業権が設定されていない海域に設定する。
③施設の維持管
理

・維持工事に必要な作業船の作業範囲を確保するため防波堤等の港湾構造物
からは100mの保安距離を確保する。

④航行安全 ・大型船の標準的な航跡ルートを確保する。
・タグボート等は、標準的な航跡の範囲内であることを確認している。
・能代港においては防波堤開口部に小型船が常用する航行ルートに除外区域
を設定する。

⑤重要施設の保
安距離

・航路、泊地や錨地、灯浮標など、重要施設については風車本体より適切な
保安距離が必要と考えられるが、風車の規模、配置、基礎構造等が未確定で
あり、適地設定時点で明確に定めることが困難である。よって、各施設との
保安距離は発電事業者と管理者との今後の検討課題とする。
・能代火力発電所の放水口前面は放流水の拡散に配慮した除外区域を設け
る。

⑥将来計画 ・港湾計画に示された将来計画に応じた適地を設定する。
・事業の進捗に応じて支障となる部分が出る場合は、公募対象区域に反映さ
せる。
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図Ⅲ.2.3-1 秋田港における候補海域の選定結果 

（秋田港・能代港再生可能エネルギー導入検討協議会,2014） 

 

 

図Ⅲ.2.3-2 能代港における候補海域の選定結果 

（秋田港・能代港再生可能エネルギー導入検討協議会,2014） 
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３ 海域・気象・海象調査 

洋上風力発電所設置海域の決定、事業化の検討、設計条件等の基本データを得るために、海

上風や波浪等の実測調査を行う。候補海域の風況、波浪、海潮流等の観測データは、洋上風力

発電のプロジェクト・リスクを低減し、ひいては事業の利益率を上げることにつながるため重

要である（本ガイドブックⅢ.10 節、事業性評価を参照）。また、施設運開後もオンサイトの観

測データを長期にわたって取得することを推奨したい。 

ここでは、気象（風況）、海象（波浪、海潮流）、海底地形・土質に関する調査手法の概要を

示す。 

 

３.１ 風況 

洋上風力発電の事業計画を検討するためには、海上風の風速、卓越風向等の風況特性を把握

し、事業の可否を検討するデータを取得することが重要である。また、設計に関わる極値風速

を推定することも必要である。ここでは、そのための海上風の観測調査と予測方法を示す。な

お、「風力発電導入ガイドブック改訂第 9 版（2008）」も併せて参照されたい。 

 

(1) 海上風の観測調査 

ヨーロッパでは、プロジェクトの融資には現場の風況観測データが必要である。そのために

は多大なコストをかけることになるが、実測データは、上述のように計画から設計、建設、維

持管理等に至るまで、多大な便益を及ぼすことも事実である。海上風の測定設備は「着床式」

および「浮体式」、また測定方法は三杯式風速計と矢羽根式風向計に代表される「直接測定」お

よびドップラーライダ等による「間接測定（リモートセンシング）」に区分される。一方、海上

風の測定要件として次の 2 つをあげることができる（NEDO、日本風力発電協会ら,2007）。 

  ◎測定の正確さが実証されたものであること。 

  ◎測定の不確かさが定量化できるものであること。 

本要件から見れば、海底に設備を固定する「着床式」と「直接測定」による観測方法が も

データの信頼性が高いと考えられる。なお、後述するように、浮体式洋上風力発電を想定した

水深の深い海域における海上風観測手法として、特に海外で浮体式海上風観測システムの検討

が進んでいる。また、浮体式海上風観測の測定機器としてドップラーライダ等が使用されるが、

観測タワー（着床式）においても、実証試験等で研究面から上空の風況特性を調査するために、

ドップラーライダ等を搭載している事例が数多く見られる。 

 

1) 洋上風況観測タワーによる海上風観測方法 

着床式の洋上風況観測タワー＊1による海上風の観測方法について、概要を示す。 

  

                                                                                                                                                            
＊1 洋上風況観測タワーは高額であることから、 近、ドップラーライダによる浮体式洋上風況観測システムが

開発されているが（Ⅲ.3.1(1)5)参照）、現時点ではファイナンスレベルのデータの精度は検証されていない。 



- 119 - 

①洋上風況観測高度 

今後、洋上風車は大型化し、5MW 以上の風車が主流になると考えられるため、後述する海

外の商用洋上ウィンドファームにおける観測タワーの例＊2（表Ⅲ.3.1-10、参照）を参考にして、

観測タワー高度および観測高度を以下のように設定した。 

 ✓観測タワー高度：100m＊2 

 ✓観測高度：3 層 

    ・ハブ高（約 100m） 

    ・ブレード 下端（約 35m） 

    ・両高度の中間（約 70m） 

    ＃中間高度の観測は、風速の鉛直プロファイルやべき指数を検討するためのデータに

利用する。 

 
図Ⅲ.3.1-1 洋上風況観測タワーの高さに係る検討例 

 

②観測項目 

観測項目は、以下に示す通りで、観測データのサンプリング周期は 1-3 秒とし、平均化時間

は原則 10 分間とする。 

    ・平均風速 ・平均風向 ・ 大瞬間風速 ・風速の標準偏差 

     ・気温   ・湿度   ・気圧     ・水温 

 

  

                                                                                                                                                            
＊2 観測タワー高度は、ハブ高さよりも低い事例が多く、観測層は 3 層から 7 層までみられ、3 層の事例が半数

を占めている。英国では、風況観測の 高高度は 低でもハブ高の 2/3 の高度で観測することが推奨されてい

る（SeaRoc,2014）。 

BSF

H

M

L

P

HH

FH = 25m

SH

RD

SD=10

H

L

M

風車定格出力
(MW)

５―６

ロータ直径 (RD:m)
141

(122-160)

ハブ高 (HH:m)
90

(85-95)

海底から基礎天端までの
高さ(FH:m)

25

水深　(SD:m) 10

海面からブレード 先端
までの高さ(SH:m)

174

海面からハブまでの高さ
(H:m)

105

海面からブレードの 下
端までの高さ

(L:m)
34

ハブ高 とブレード 下
端高の中間の高さ

(M:m)
70

注) ロータ直径およびハブ高:おおよその
平均値と 小・ 大の範囲を示す。
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③観測方法 

風況センサ等、観測タワーに取り付ける装置の種類と観測高度を表Ⅲ.3.1-1 に示す。同じ観

測高度に、複数個の三杯型風速計と矢羽根式風向計のセンサを取り付けることとしている。そ

れは、風向きによりセンサがタワーの風下側に位置する場合には、タワーによるウエイクの影

響により信頼性の高いデータが得られないことによるものである。解析にはウエイクの影響が

ないセンサのデータを用いる。事業者による研究要素の少ない観測タワーであることを勘案し、

表中の超音波風向風速計およびドップラーライダの設置は任意としている。なお、気温、湿度、

水温を測るセンサは、大気安定度の影響を捉えるために設置するものとした。 

 

表Ⅲ.3.1-1 観測方法の例 

 
 

 前述のように、風下側のセンサはタワーに影響を受け、風上側のセンサもある範囲内で風速

の減衰が見られる。センサ取り付けブームの長さを設定するために、IEC61400-12-1 では、ス

ラスト係数と許容計測誤差の関係からブーム長を観測タワー幅の何倍離す必要があるか、また、

ブームとセンサ間の距離についてブームの直径から何倍離せばよいのか等についての検討例が

記載されている（いずれもブーム長/ブーム径の 15 倍以上離すことが推奨値）。 

 

④観測期間 

海上風の観測データが維持管理計画等を立てる上で有用な資料となるため、洋上ウィンド

ファームの稼働期間（20 年間）は継続して測定することが望ましい。 

 

⑤観測点 

観測点は、洋上ウィンドファームにおける卓越風向の風上側に設けることとし、観測点数は、

理想的には予定している風車の設置台数、候補海域の範囲および海底地形条件等を考慮して複

数点とすることが望ましい。なお、デンマークの洋上ウィンドファームの Horns Rev（風車設

置基数：70 基）では 3 箇所、同じ Nysted（風車設置基数：70 基）では 4 箇所に風況観測タワー

が設置されている。 

 

  

BSF P L M H

風速計(三杯式) 34 70 105

風向計(矢羽根式) 34 70 105

超音波風向風速計 34 105

ドップラーライダ 15

温湿度計 15 34 105

温度差計 15 105

気圧計 15

水温計 -1 海水面下1m

センサ
観測高度(m)

注)　観測高度の記号は図Ⅲ.3.1-1に対応する。

備　考

各観測層にセンサを2－3個設置

設置は必須ではない。

設置は必須ではない。
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2) 観測データの処理・解析 

風況観測データの処理方法およびデータの解析方法を示す。 

 

① データの処理 

前述したように観測タワーの影響を受けていない風速計、風向計の観測データを解析に用い

ることとし、異常値の確認・処理等の処理を行う。 

a. データの取得率 

観測データの取得率は 90％以上を確保し、連続欠測期間は 1 週間以内であることが望まし

い。条件を満足できない場合は b.の方法で補完を行う。 

b. 欠測データの補完 

高度別観測データの一方をバックアップデータとして利用することが可能な場合、相関法、

あるいは風向別の指数則や風速比を用いて欠測データを補完する。 

②データの解析 

風力発電の導入可能性評価ならびに風車設置地点の選定を行うためのデータの解析内容とし

ては、風況と風力エネルギーに関するものがある。表Ⅲ.3.1-2 に一般的な解析内容を示す。解

析に用いる風向風速のデータは、10 分平均値に基づく 1 時間平均値（風速は算術平均、風向は

ベクトル平均によって算出）を基本データとする。 

 

表Ⅲ.3.1-2 解析内容 

 
  

分類 項　目 期間 目　　的 算　出　方　法

年

月

風速出現率 年間
風速の出現率（頻度分布）から風速の
出現特性を評価する。

風速階級を1 m/s間隔に設定し、各階級の出現率を算出する。

風向出現率 年間 風向の卓越状況を明らかにする。 全風向を16方位に分割し、平均風向を累積する。

風向別平均風速 年間
集合型風車の配列を検討するために、
主風向を明らかにする。

方位ごとに1時間平均風速に基づく算術平均を行う。

風向別風速出現率 年間
集合型風車の配列を検討するために、
主風向を明らかにする。

方位ごとに各風速階級(1 m/s幅)の出現率を算出する。

日間

年間

全風速および方位別風速に対して算出。

乱れ強度 ＝ 風速の標準偏差／平均風速

べき指数は、下式に各観測高度とその風速値を代入し、 小二乗法により算
出する。

V  / V 1 ＝ ( z  / z 1 )
 1 / n

年間

月別

設備利用率
年間

（Capacity Factor)

利用可能率
年間

(Availability)
月別

利用可能率＝

風車の出力曲線と風速出現率に基づき、風速ごとの発電電力量(エネルギー取
得量)を累積する。

風力発電導入の可能性を評価する。 設備利用率 ＝

月別

風速の鉛直分布 年間
実測データのある高度の風速を予測す
るためのべき指数を算出し、実測デー
タと比較する。

風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー

発電電力量
風車によって取得できる風力エネル
ギー量を評価する。

風力発電導入の可能性を評価する。

風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
況

平均風速 風速の概要を評価する。 平均風速＝

風速の時間的変動
風車の運転計画を検討するために、風
速の時間的変動特性を評価する。

時間別に各月の平均風速を算出し、その推移を図表によって明らかにする。

乱れ強度 年間
風速の瞬時の変動特性および風速変動
の大きな風向を明らかにする。

対象期間の全1時間平均値の合計

データ数

対象期間の発電電力量

定格出力×対象期間の時間数

対象期間の時間数-同期間の保守および故障による停止時間数

対象期間の時間数
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3) 評価方法 

風況観測データの解析結果に基づき、候補地点での風力発電の導入可能性に係る評価を行う。

その際の評価の主な目安を以下に示す。 

 

①風況に関する評価 

洋上風力発電に適した風況は、風車のエネルギー取得量の観点から、平均風速が高く、風向

が安定しており、乱れ強度が小さいことである。 

a. 年平均風速 

一般的には事業性評価は、実測あるいはシミュレーションによるハブ高での風速データを

基に発電電量力量を推定し行う。事業を検討する一つの目安として、海面上 70m 高での年平

均風速が 7m/s 以上（Matthies et al.,1995 から推定）であることが望ましい。 

b. 風向出現率 

風軸上の年間風向出現率が 60％以上であれば、風向は安定していると評価できる（図

Ⅲ.3.1-2）。なお、風軸とは 16 方位の風向を対象に、主風向とその隣にある 2 風向およびこ

れらの風向と対称となる風向の合計 6 方位のことを呼ぶ。 

 

図Ⅲ.3.1-2 風配図の例 

 

c. 乱れ強度 

乱れ強度は、風速の標準偏差の平均風速に対する比で、指定の時間内に採取した同一の風

速データセットから求める。10 分間平均風速が 15m/s の時の乱流強度は I15で示される。 

乱れ強度は、陸上では地形条件の影響を大きく受けることから、一概に基準化することは

難しいが、一般的に洋上では概ね 0.12（IEC の Irefカテゴリ C）以下を示すことが多い（洋

上であっても、沿岸海域で陸風が吹く時期には乱れ強度は大きくなる）。乱れ強度が IEC 基

準と比較して大きい場合には、導入海域の再検討を行うか、または機種選定に際して風車メー

カに設計条件を確認することが重要である。 

  

 

風軸が明確な場合
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②風力エネルギーに関する評価 

a. 風力エネルギー密度 

年間の風力エネルギー密度（EP）は、海面上高 70m で 400W/m2以上（Matthies et al.,1995

から推定）あることが望ましい。 

EP  =  
2

1

0T

V3ρ
 

EP ：風力エネルギー密度[W/m2] 

ρ ：空気密度[kg/m3] 

V ：1 時間平均風速[m/s] 

T0 ：対象期間の時間数[-] 

 

b. 風車の設備利用率（Capacity Factor） 

年間設備利用率が 30％以上であることが望ましい。ただし、正味年間発電量の算出にあ

たっては、利用可能率は故障時の修理体制等から 90-95％程度、出力補正係数は 90％を考慮

することが望ましい。 

 

    ＊正味年間発電量（kWh）＝年間発電量×利用可能率×出力補正係数 

     出力補正係数：90%（洋上）、95%（陸上平坦地形）、90%（陸上複雑地形） 

 

c. 風車の利用可能率（Availability） 

利用可能率は、前述のように洋上の場合 90-95％程度が望ましい（陸上風力発電：95-98％）。

参考までに欧州の洋上風力発電のケースでは、80-95%（Becki,2011）、90%（Tavner,2014）

と言われている。 

 

  

年間設備利用率(%) ＝
定格出力(kW)×8760時間

正味の年間発電量(kWh)
×100

 100
年間暦時間

点検時間）暦時間－（故障時間＋年間
　＝　（％）率可能利用



- 124 - 

4) 国内外の洋上風況観測タワー 

NEDO は、洋上風況観測システム実証研究において、銚子沖と北九州市沖に洋上風況観測タ

ワーを設置している。ここでは研究概要を紹介し、詳細は別冊に記載する。 

 

① 銚子沖 

 銚子沖における洋上風況観測タワーは、表Ⅱ.3.2-3 に示した通り、水深 12m、離岸距離 3.1km 

の地点に 2012 年 8 月に設置された（観測開始は 2013 年 1 月）。観測タワーは、海面からの高

さが 100m の三角断面鋼管トラス構造であり、支持構造物は重力式である（図Ⅲ.3.1-3）。表

Ⅲ.3.1-3 には観測計画を示している。気象関係の観測機器は 15m から 95m までの 10 層に設置

され、タワーによるウエイクの影響を考慮して、同じ観測高度に複数個の三杯型風速計と矢羽

根式風向計が取り付けられている（図Ⅲ.3.1-3;表Ⅲ.3.1-4）。 

 

 

図Ⅲ.3.1-3 銚子沖の洋上風況観測施設（左図）と観測機器の設置状況（右図） 

M.S.L.

タ
ワ

ー
高

さ
M

.S
.L

.+
1
0
0
m

自
立

式
三

角
断

面
鋼

管
ト

ラ
ス

PCケーソン基礎

90m →

80m →

70m →

60m →

50m →

40m →

30m →

20m →

15m →
（プラットフォーム）

95m →

M.S.L.

タ
ワ

ー
高

さ
M

.S
.L

.+
1
0
0
m

自
立

式
三

角
断

面
鋼

管
ト

ラ
ス

M.S.L.

タ
ワ

ー
高

さ
M

.S
.L

.+
1
0
0
m

自
立

式
三

角
断

面
鋼

管
ト

ラ
ス

PCケーソン基礎

90m →

80m →

70m →

60m →

50m →

40m →

30m →

20m →

15m →
（プラットフォーム）

95m →



- 125 - 

表Ⅲ.3.1-3 気象関係の観測計画

 

 

表Ⅲ.3.1-4 観測高度別観測機器の設置状況

 

 

② 北九州市沖 

北九州市沖における洋上風況観測タワーは、表Ⅱ.3.2-4 に示した通り、水深 14m、離岸距離

1.4km の地点に 2012 年 6 月に設置された（観測開始は 2012 年 10 月）。観測タワーは、海面

からの高さが 85m の方形断面鋼管トラス構造であり、支持構造物は重力・ジャケットハイブ

リッド式である（図Ⅲ.3.1-4）。表Ⅲ.3.1-5 には観測計画を示している。気象関係の観測機器は

15m から 81.6m までの 8 層に設置され、タワーによるウエイクの影響を考慮して同じ観測高

度に複数個の三杯型風速計と矢羽根式風向計が取り付けられている（図Ⅲ.3.1-4;表Ⅲ.3.1-6）。 

 

計測項目 計測機器 計　測　目　的

三杯型風速計
矢羽根式風向計

超音波式風向風速計

ドップラーライダ ハブ高さ以上の高高度における風況特性の解明

気圧・温湿度・水温

気圧計
湿度計

温度差計
水温計

大気安定度の評価

天候
雨量計
視程計

ドップラーライダの利用可能な環境条件の解明

風向・風速

基本風況特性の把握
（平均風速, 大風速,乱れ強さ,風向出現率等）

海面からの
観測高度(m)

ドップラー
ライダ

気圧計 温湿度計 温度差計 雨量計 視程計

-2～0 ○ 3

15 ○ ○ ○ ○

20 ○ 1 ○ 1

30 ○ 3 ○ 3 ○ ○

40 ○ 3 ○ 3 ○ 1

50 ○ 3 ○ 3 ○

60 ○ 3 ○ 3 ○ 1

70 ○ 3 ○ 3 ○

80 ○ 3 ○ 3 ○ 1 ○

90 ○ 3 ○ 3 ○

95 ○ 1

三杯型
風速計

矢羽根式
風向計

超音波式
風向風速計

水温計
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図Ⅲ.3.1-4 北九州市沖の洋上風況観測施設（左図）と観測機器の設置状況（右図）  

 

表Ⅲ.3.1-5 気象関係の観測計画

 

 

 

計測項目 計測機器 計　測　目　的

三杯型風速計
矢羽根式風向計

超音波式風向風速計

風車性能評価の可能性検討

代替観測手法としての適用性評価

気圧・温湿度・水温

気圧計
湿度計
温度計
水温計

大気安定度の評価

風向・風速

基本風況特性の把握
（平均風速, 大風速,乱れ強さ,風向出現率等）

ドップラーライダ
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表Ⅲ.3.1-6 観測高度別観測機器の設置状況 

 

 

③ 海外の事例 

海外の洋上風況観測タワーについて、特に資料が揃っているドイツを中心に紹介する。ドイ

ツでは、洋上風力開発におけるリスクを減らし、計画的な洋上風力発電の開発を加速させるた

めには、大水深で洋上風力発電施設を建設するために利用できる実測データが不足していると

して、2003 年以降、いくつかの洋上で気象・海象施設の設置が始まった。 

 

 a.ドイツの洋上風況観測タワー 

 ドイツには北海に 3 基、バルチック海に 3 基の計 6 基の気象･海象観測施設があり（表

Ⅲ.3.1-7;図Ⅲ.3.1-5）、このうち、FINO1、FINO2 および FINO3 は国家研究プロジェクトに

より設置されたものである（その他の観測施設は民間デベロッパーが設置）。 

 

表Ⅲ.3.1-7 ドイツにおける気象･海象観測施設の一覧

 

 

 

海面からの
観測高度(m)

ドップラー
ライダ

気圧計 温度計 湿度計 雨量計 水温計

-1 ○

15 ○ ○ ○ ○

20 ○ 1

31.6 ○ 2 ○ 2

41.6 ○ 2 ○ 1 ○ 1 ○ ○

51.6 ○ 2 ○ 2

61.6 ○ 2 ○ 1 ○ 1 ○ ○

71.6 ○ 2 ○ 2

81.6 ○ 2 ○ 1 ○ 1 ○ ○ ○

注）数字はセンサの設置基数。数字のない計器は１基の設置。

三杯型
風速計

矢羽根式
風向計

超音波式
風向風速計

海域
洋上風況観測

タワー
所有者 設置年月

設置水深
(m)

離岸距離
(km)

海面上の
タワー高度

(m)
支持物構造

モノパイル

GL Wind(Germanischer Lloyd Wind Energy)
(風力発電機の認証機関)

Essent Wind/Amrumbank West
(風力発電事業者/E..ON Energyの関連会社)

FH Kiel　GｍｂH
(Kiel大学が株主の民間会社)

GEO ｍｂH
(メンテナンス会社)

Schifffahrtsinstitut Warnemünde
(Wismar大学の研究所)

AWE
(Australian Worldwide Explorations Ltd.)
(石油･ガスの開発会社)

2007.6 20 40 101 モノパイル

Arkona-Becken 2007.3 24 35 95

120 モノパイル

バ
ル
チ
ッ

ク
海

Sky2000 2003 21 13 22 モノパイル

FINO2

ジャケット

Amrumbank West 2005.4 23 35 90 モノパイル
北
海

FINO1 2003.9 28 45 101

FINO3 2008.10 23 80
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図Ⅲ.3.1-5 ドイツにおける気象･海象観測施設の位置図（Rispens et al.,2007） 

 

b.FINO1、FINO2 および FINO3 

FINO1、FINO2 および FINO3 の洋上風況観測タワーの概要を表Ⅲ.3.1-8 に、各施設の外

観図を図Ⅲ.3.1-6 にそれぞれ示す。 

 

表Ⅲ.3.1-8 FINO1,FINO2 および FINO3 の概要 

 

  

Amrumbank West 

Arkona-Becken 

SKY200

項　目 FINO1 FINO2 FINO3

海域 北海 バルト海 北海

位置 54°0.86'N,06°35.26'E 55°0.42'N,06°9.25'E 55°11.7'N,07°9.5'E

水深(m) 30 20 23

離岸距離(km) 約45 約39 約80

稼働年月 2003.9 2007.6 2008.10

支持構造物 ジャケット モノパイル モノパイル

高度(m) 103 101 105

質量(t) 650 434 600

タワー形状 方形断面鋼管トラス 方形断面鋼管トラス 三角断面鋼管トラス

付帯施設
ヘリポート,居住設備,

5tクレーン
小型クレーン ヘリポート

建設費
(M€/億円)

8.5/9.8 4.8/5.5 7.9/9.1

研究プログラム

気象学
水理学
生態学（特に鳥類の渡り
（移動））

気象学
生態学(特に騒音対策)
海上交通

気象学
水理学
生態学（特に鳥類の渡り
（移動）及び騒音対策）

年平均風速
10m/s (100m高）

(2004-2008)
9.7m/s (100m高）
(2007.6-2007.12)

10m/s (100m高）
(2004-2008)

　　　　注）　1€＝115円として換算
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図Ⅲ.3.1-6 FINO1（左）,FINO2（中）および FINO3（右）の外観図 

左右：Kellner（2008） 中：DNV GL 提供 
 

 FINO1 と FINO3 の洋上風況観測タワーは、北海のドイツの EEZ 海域（水深：30m,23m）

に設置されており、両施設で異なる構造として支持構造物（FINO1：ジャケット式、FINO3：

モノパイル式）、観測タワーの形状（FINO1：方形断面、FINO3：三角断面）等をあげるこ

とができる（図Ⅲ.3.1-7;図Ⅲ.3.1-8）。なお、タワーの形状が三角錐であることの特徴として、

①同一観測層の風向計･風速計などのセンサが 3 個で良いこと（3 方向の観測ブーム）、②ス

リムなタワーで軽量化と低コスト化が図られること、等がある。 

 

 

図Ⅲ.3.1-7 FINO1 と FINO3 の洋上風況観測タワーの比較（Kellner,2008） 
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図Ⅲ.3.1-8 FINO3 タワーの形状および観測ブームと卓越風向の関係（Kellner,2008） 

 

FINO1 と FINO3 の洋上風況観測タワーにおける、気象および支持構造物の状態監視

（HMS）に係る観測項目と観測高度（観測水深）を表Ⅲ.3.1-9 に示す。なお、FINO2 につ

いてはこれらの詳細情報が不足しているため、表には載せていない。 

 

表Ⅲ.3.1-9 FINO1/FINO3 の気象および支持構造物の状態監視に係る観測項目と観測高度（水深） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト 分類 センサ

風速計(三杯式) 33 40 50 60 70 80 90 100

風向計(矢羽根式) 33 50 70 90

超音波風向風速計(10Hz) 33 40 50 70 100

温度計 40 60 80 100

湿度計 33 50 100

気圧計 33

放射計 33

紫外線強度計 33

加速度計(タワー) 50 100

加速度計(ジャケット) -15.5 -4 7

歪計(ジャケット) -25 -17 -5

風速計(三杯式) 30 40 50 60 70 80 90 100 106

風向計(矢羽根式) 28 60 80 100

超音波風向風速計(10Hz) 30 60 100

温度計 30 55 95

湿度計 30 55 95

気圧計 23 55 100

雨量計 28 55

放射計 28

温度差計 28 55

加速度計(タワー) 100

加速度計(ジャケット)

傾斜計(タワー) 100

歪計(ジャケット)

  ＊HMS：Health Monitoring Systems

センサ設置高度(m)/水深(m)

F
I
N
O
１

気
象

H
M
S

F
I
N
O
３

気
象

H
M
S
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その他の諸外国における洋上風況観測タワーの概要を表Ⅲ.3.1-10 に示す。商用洋上ウィン

ドファームに併設されている洋上風況観測タワーは1990年代後半から2000年代前半に建設

されており、ドイツの FINO 施設の観測高度と比較して、観測高度が 3-5 層と少ない。

（Vindeby は 7 層） 

 

表Ⅲ.3.1-10 その他の諸外国における洋上風況観測タワーの概要

 

 

5) 浮体式洋上風況観測システム 

 洋上風力開発として対象とした洋上風況観測タワーの建設は、水深が深い海域では建設コス

トも非常に高額で、設備の建設は非現実的であると言える。そのため国内外で比較的安価で観

測可能な浮体式洋上風況観測システムの技術開発が進んでおり、今後、観測精度の高いシステ

ムの構築が期待される。 

 Carbon Trust（2018）によれば、浮体式ライダ技術には以下のような利点がある。 

✓CAPEX（設備投資費）の低減：浮体式ライダの製作には 大 100 万ポンド（160 円/￡と

すると、1.6 億円）が必要で、1 日で簡単に設置できる（天候が良好であることが条件）。

したがって、初期費用は既存の風況観測マスト技術と比べてかなり安い。 

✓OPEX（運営費）の低減：浮体式ライダは、欧州の北海海域など、過酷な洋上環境におい

て 6 ヶ月以上メンテナンスフリーで自動運転できるように設計されているため、維持管理

コストは低減されている。 

スウェーデン オランダ

Vindeby Middelgrunden Nysted Horns Rev Lillgrund Egmond aanZee

54°57,98'N
11°7.55'E

55°42.1'N
12°39.45'E

54°32.45'N
11°44.76'E

55°28.77'N
7°41.39'E

55°30.01'N
12°45.6'E

52°16.43'N
4°17.77'E

2～5 4 8 5 3 16～22

1.3 2.1 12 18.6 12 10

1993.5
1997.1－2000.12

( 2001.1船舶が衝突し
て破壊.撤去)

1999.5 1999.6 2003.8 2004

モノパイル ? ? モノパイル モノパイル モノパイル

48 51 51 62 65 116

三角断面鋼管トラス 三角断面鋼管トラス 三角断面鋼管トラス 方形断面鋼管トラス 三角断面鋼管トラス 三角断面鋼管トラス

風速計(三杯式) 48/43/38/29/20/15/7 50/30/10
50/30/10
(30は2基)

62/58/45/30/15
65/62.5/40/25
(40/25は2基)

116/70/21
(各3基)

風向計(矢羽根式) 43/20 30 47/28 60/58/43/28 61/23.5
116/70/21
(各3基)

超音波風向風速計 45/18/6 ― ― 40 ― 116/70/21

温度計 10 49/10 50/10 ― 8 116/70/21

温度差計 24-10 49-10 50-10 ― 61-8 ―

湿度計 ― ― ― ― ― 116/70/21

気圧計 ― ― ― ― 5 20

雨量計 ― ― ― ― ― 70(2基)

風車メーカ Bonus B35/450 Bonus B76/2000
Bonus B82/2300

Siemens SWT-2.3-82
Vestas V80-2.0   Siemens SWT-2.3-93 Vestas V90-3.0

定格出力(kW) 450 2,000 2,300 2,000 2,300 3,000

ロータ直径(m) 35 76 82 80 93 90

ブレード 先端高(m) 52.5 102 110 110 114.5 115

ハブ高(m) 35 64 69 70 68 70

ブレード 下端高(m) 17.5 26 28 30 21.5 25

観測開始年月

支持構造物

高度(m)

タワー形状

セ
ン
サ
設
置
高
度

(

m

)

風
車

国名 デンマーク

洋上風力発電施設名

位置

水深(m)

離岸距離（km)
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✓風況観測の範囲の拡大：風況観測マストの設置は水深の浅い場所に限られている。そのた

め、風況観測もその範囲に限定される。これとは対照的に、浮体式ライダはサイトの周囲

を移動できるため、風力資源データをカバーできる範囲がその分広い。 

✓風況観測マストと同等のデータ品質：浮体式ライダは、風況観測マストと同等の品質の風

速・風向データを供給することができる。 

 

 浮体式洋上風況観測システムの課題として、以下の 3 つをあげることができる。 

  ◎ドップラーライダの精度・信頼性 

  ◎動揺補正機能を有するドップラーライダの開発 

  ◎低動揺性・耐環境性の浮体構造の開発 

 初に掲げた「ドップラーライダの精度・信頼性」については、EU の NORSEWInD プロ

ジェクトで提案された許容誤差に対して、三杯型風速計（IEC/JIS の標準風速計）を基準とし

たライダによる測定精度の評価が行われている。また、NEDO の「次世代風力発電技術研究開

発（基礎・応用技術研究開発）」において、平坦地形と複雑地形のライダ計測値の比較が行われ、

平坦地形条件下ではライダによる計測の有効性、複雑地形条件下では測定誤差が大きいこと等

が示されるとともに、複雑地形下における測定値の補正方法について言及されている。 

 洋上では新たに動揺補正を施して測定誤差を低減させる必要があり、これは今後の研究課題

である。一方、海外でも動揺補正機能を有するシステムは確立されていないが、以下に示すよ

うに、一部の業者による浮体式洋上風況観測システムが販売されている。 

 なお、Carbon Trust（2014）は、DNV GL が気象マストと FLiDAR の風況データについて

比較し、良好な検証結果を得たことから、浮体式ドップラーライダ技術が商業化に向けて一歩

踏み出したとしている。 

 

①SeaZephIR 

a.開発者：DNV/ ZephIR 

b.風況観測機器：ZephIR 

c.浮体方式：スパー型、ディスク型、バージ型、TLP 型（ 近、開発された方式） 

d.平均測定誤差（波高 5m のケース） 

 スパー型：－1.0％、ディスク型：－2.0%、バージ型：－0.2% 

【特長】 

・長期設置型 

【開発状況】 

2009 年 6 月より実証試験開始。 初の商用機がニュージャージー州の Deep Water Wind

計画に採用され、2011 年 4 月に設置されたが、数日で転倒。現在、TLP 型の浮体構造物が

開発されている。 
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 スパー型（Rogers et al.,2011） TLP 型（Pears,2014） 

 

②FLIDAR（floating LIDAR） 

a. 開発者：3E/OWA 

b. 風況観測機器：WINDCUBE（測定高 40-200m） 

c. 浮体方式：ブイ型 

【特長】 

・1 日で移設可能 

【開発状況】 

ベルギー海域で実証試験が行われている。 
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ブイ型（Coppye et al.,2011） 

 

③WindSentinel 

a. 開発者：Grand Valley State University（MAREC：Michigan Alternative and Renewable 

Energy Center）and University of Michigan（Phoenix Energy Institute） 

b. 風況観測機器：Vindicator（測定高 30-150m まで 6 層,特別仕様の場合は 250m まで可能） 

c. 浮体方式：船型 

d. 係留方式：WindSentinel 法（NOMAD ブイ・プラットホーム;アンカー質量 5t） 

e. コスト：150 万$（1.5 億円; 100 円/$） 

f. その他：50t の船舶を使用して曳航可能 

【特長】 

・簡易、低コスト 

 

【開発状況】 

2009 年にカナダで実証試験を実施。本方式に搭載されたライダによる計測値は、陸上のラ

イダの計測値と比較して 2%以下の精度が確認されている（データ取得率：85%）。 大風速

22m/s 以上、波高 8m で、破損しなかった。 
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船型（Boezaart et al.,2011） 

 

Carbon Trust（2018）によれば、日本の事業者には、欧州のサプライヤーの既存技術を活用

し、独自の検査、特に台風への抵抗力に関する検証試験を行うという機会が開かれているとし

ている。また、浮体式ライダが商用化されれば、様々な環境で詳細な風況観測ができるように

なり、水深の深い日本の海底地形では、特に重要な技術と言えるとも述べている。 

一方 NEDO では、大林組と大森建設に委託し、2013-2016 年度に洋上風況観測技術開発を

実施した。本技術開発は、ドップラーライダを搭載した浮体構造物や防波堤上の風況観測タワー

等を活用して高精度・低コストで簡易に風況を観測できるシステムを開発することを目的して

おり、能代港や北九州市沖で実証観測を行った。 

 

  【豆知識Ⅲ.3.1-1】 

 ●NEDO による浮体式風況観測システムの研究 

 「新エネルギーベンチャー技術革新事業」 

   中小企業等（ベンチャーを含む）が保有している風力発電等の潜在的技術シーズを基に

した技術開発を実施する。 

    ・着床式洋上風力発電事業のための高所風況観測用低動揺ブイ式プラットホームの開

発（2013 年度～2014 年度：ゼニライトブイ,大阪府立大学） 

 

 

 

＊経済産業省/環境省では、浮体式洋上風力発電実証事業において浮体式の構造物に風

況センサを搭載し、洋上風況観測を行っている。 
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 (2) 海上風の予測方法 

海上風の平均風速と極値風速を取り上げ、その予測手法を紹介する。 

 

1) 平均風速の予測 

平均風速の予測方法として、「風況観測データに基づく方法」と「気象シミュレーションに基

づく方法」の 2 つの方法を紹介する。参考までに、風況予測手法の分類を表Ⅲ.3.1-11 に示す。 

 

表Ⅲ.3.1-11 風況予測手法の分類（NEDO ら,2007 を一部改変）

 

 

①風況観測データに基づく方法 

風況観測データを基に候補海域の海上風を予測するため、風況予測モデルが用いられる。そ

のモデルとしては、流れの運動方程式中の非線形項を線形化して解く方法（線形モデル：

WAsP,AVENU 等）や非線形項をそのまま解く方法（非線形モデル：LAWEPS, MASCOT, 

LOCALS, RIAM-COMPACT 等）がある。 

本モデルの入力データとして、陸上で測定された風況データ（ 低 1 年間のデータ）を用い

て候補海域における海上風を予測するケースが多いと思われるが、 寄りの気象官署のデータ

と比較・検討して平年補正をする等、代表性の検討を踏まえた風況データを入力データとして

用いる。また、予測結果は、近傍の気象官署等のデータを用いて比較・検証する。 

風況の予測精度が以下に示す平均風速の比、変動風速の比、相関係数の比等の統計量の範囲

を満たせば、予測値は妥当と判断する（NEDO,2003）。 

     平均風速の比  0.85 1.15 

         変動係数の比   0.85
/

/
1.15 

         相関係数の比  ∑
∑

∑ ∑
0.8 

ここで、添え字 x、y はそれぞれ風況観測およびシミュレーションのデータを表している。

ＵxとＵyは当該地点の風況観測およびシミュレーションによる評価期間内の平均風速（m/s）、

σx とσy は風況観測およびシミュレーションの観測期間内標準偏差（m/s）、uxi と uyi は風況

観測およびシミュレーションによる 10 分あるいは 1 時間平均風速をそれぞれ表す。 

分類 細分類 入力データ シミュレーションモデル

LAWEPS(1-3次)

ANEMOS

MM5,RAMS等

GPVデータ＋風況観測データ LOCALS

MASCOT

RIAM-COMPACT

LAWEPS(4-5次)

LES

風況観測データ WAsP,AVENU等

注) GPV:Grid Point Valueの略号で、客観解析値または数値予報値が用いられ、日本ではデータは気象
庁から配信されている。

非線形

気象モデル
（メソスケール）

GPVデータ

工学モデル
（マイクロスケール）

風況観測データ、シミュレーション結果

　線形
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②気象シミュレーションに基づく方法 

風況観測データを用いる場合には、 低でも 1 年間のデータが必要であるが、そのデータが

ない場合は観測をしなければならない。気象シミュレーションに基づく方法は、風況観測デー

タによらない予測手法であり、時間の短縮化につながる。メソスケール気象モデルとマイクロ

スケール工学モデルを用いて海上風を予測する方法は、図Ⅲ.3.1-9 の通りである。 初に全球

モデルの客観解析値を初期・境界条件として、メソスケール気象モデルを用いて 1 年間の気象

シミュレーションを行う。その結果から水平距離 1km 程度の解像度を有する 1 年分 10 分ごと

の平均風速の時系列データを得る。このデータを基に統計処理を行って、海上風の風速の風向

別出現頻度、風速階級別出現頻度を求める。次に、マイクロスケール工学モデルにより水平解

像度 1km 以下の微細地形等の影響を取り入れて、候補海域における地域海上風を実際の風況

に合致した局所海上風に変換・予測する。 

 

 

図Ⅲ.3.1-9 気象シミュレーションに基づく風況予測の流れ（石原ら,2005 を一部改変） 

 

予測結果は、近傍の気象官署等のデータと比較・検証することとし、前述の通りNEDO（2003）

の判断基準に基づいて風況予測の精度を検証する。 

気象シミュレーションによる風況予測の例として、石原（2005）の結果を示す。石原は、銚

子沖を中心とする房総海域を対象海域として取り上げ、洋上風況を気象モデル RAMS により

試算し、水面高 60m における年平均風速を求めている（図Ⅲ.3.1-10）。 

広域地形データ
広域粗度データ

海表面水温データ

全球モデル
客観解析

詳細地形データ
詳細粗度データ

候補海域の海上風の予測

メソスケール気象モデル
による年間時系列解析
（水平約1kmの解像度：
10分平均風速,1年分）

統計処理による地域海上風の解析
（風速の風向別出現頻度,
風速階級別出現頻度）

マイクロスケール工学モデル
による局所海上風変換
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図Ⅲ.3.1-10 関東沿岸における年平均風速の分布（石原,2005） 

 

2) 極値風速の予測 

極値荷重の算出基礎となる 大風速の 50 年再現期待値（極値風速）の予測方法として、

Gumbel（ガンベル）と台風シミュレーション（モンテカルロシミュレーション）による 2 つ

の方法がある。石原ら（2011）は、日本のように温帯低気圧と熱帯低気圧による強風が存在す

る場合にはそれぞれの成因別の確率分布を評価し、確率分布を合成することで、精度良く極値

風を予測できるとした。ここではその手法の概要を紹介する。 

 

①Gumbel による方法 

温帯低気圧（非台風時）による 大風速の非超過確率がガンベル分布に従うとし、積率法に

より 大風速を基準化変数に対応させて、年 大風速の確率分布を求める手法である。 

図Ⅲ.3.1-11 に長年の観測データのある気象官署における非台風時の年 大風速から候補海

域における非台風時の 50 年再現風速を求めるフローを示す。 

 

 
図Ⅲ.3.1-11 Gumbel による候補海域における 50 年再現風速（非台風時）の算出フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象官署における非台風時の 

年 大風速の長期データ 

気象官署における非台風時の 

50 年再現期待風速 

候補海域における非台風時の  

50 年再現期待風速 

Gumbel 分布 

＊風速比：風況シミュレーションから 

求めた気象官署と候補海域のハブ高 

における年平均風速値の比 

風況シミュレーションに基

づく風速比＊ 
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Gumbel 分布では、非超過確率 F、極値変量ｚおよび再現期間 T は以下の関係にある。 

 

       F(z) = exp(-exp-z) 

       z = -ln(-ln( 1- 1/T ))   

 

図Ⅲ.3.1-12 に非台風時における年 大風速の確率分布を示す。本手法は、非台風時（温帯低

気圧等による 大風速の出現時）のケースでは良好な評価ができると言われている。 

 

図Ⅲ.3.1-12 非台風時における年最大風速の確率分布の例（石原ら,2011） 

 

②台風シミュレーションによる方法 

熱帯低気圧（台風時）による年 大風速の算定フローを図Ⅲ.3.1-13 に示す。解析手順は以下

の通りである。 

1. 過去の台風データ（候補海域を中心に半径 500km を通過した台風）から、候補海域に

対して気圧場を表す変数（中心気圧低下量、 大地衡風速半径、進行速度、進行方向、

接近距離）および年発生頻度の確率分布をモデル化する。 

 

2. 作成した確率分布に従って、モンテカルロシミュレーション手法により 100 年分の台風

（985hPa 以下）を 100 回、通算 10,000 年分の台風を発生させ上空風を求め、べき法則

より平坦地形の地上風速を求める。 

 

3. これを基に局所風況予測モデルを用いて実地形風速、平坦地形風速を求め、これらの風

速比から割増係数を算出する。地形による平均風速の割増係数E は、台風シミュレー

ションの結果に基づき次の式により求める。 
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max
, ,

, ,
, 1.0  

 

ここで、U x, y, H は実地形上の風車建設地点のハブ高さH での年 大風速であり、

U x, y, H は地表面粗度区分 P の平坦地形上のハブ高さにおける年 大風速である。ま

た、 照査対象風向θ はU x, y, H に対応する風向である。 

 

4. 候補海域における年 大風速を昇順に並べて確率分布を求める。 

 

 
 

図Ⅲ.3.1-13 熱帯低気圧（台風時）による年最大風速の算定フロー 
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図Ⅲ.3.1-14 に台風時における年 大風速の確率分布を示す。本手法は、台風時のケースでは

良好な評価ができると言われている。 

 

図Ⅲ.3.1-14 台風時における年最大風速の確率分布の例（石原ら,2011） 

 

③混合気候における方法 

 混合気候における方法とは、温帯低気圧と熱帯低気圧による強風が存在する地域において、

これまでに概要を紹介した成因別（Gumbel による方法と台風シミュレーションによる方法）

の確率分布を合成して予測する方法である。 

 温帯低気圧に起因する年 大風速UEと熱帯低気圧に起因する年 大風速UFが独立して起こ

る事象であると仮定すると、温帯低気圧による年 大風速の非超過確率 FE（uE）と熱帯低気圧

による年 大風速の非超過確率 FT（uT）を合成した混合気候における合成確率分布 FCは次式

で表される。 

           FC ＝ FE(uE)×FT(uT) 

 

 図Ⅲ.3.1-15 は合成確率分布を示す。本図から広い範囲の再現期間において観測値と良く合致

していることが認められ、本手法の有効性が評価されている。 

 

図Ⅲ.3.1-15 合成確率分布の例（石原ら,2011） 
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３.２ 波浪・海潮流 

 波浪および海潮流に関する実証研究サイトにおける現地観測調査の概要を取りまとめる。 

 

(1) 波浪調査 

波浪調査は、波浪を測定して波浪の性質や作用等の実態を把握するもので、工事や維持管理

の工程計画の立案に有益な情報を得ることができる。また設計に生かすため、極値波浪の推定

を行う。 

沿岸波浪の観測は、通常周期 1-30 秒程度の波浪を対象としている。測定点を進行する不規則

な海面の変動を、海面水位の時間変化あるいは波浪によって生じる水圧変化や水粒子運動とし

て、直接あるいは間接的に測定する。取得したデータを処理して波浪の諸元（波向、波高、周

期）やスペクトル等を求めるものである。 

波浪調査の手法を分類すると、目視観測、計測機器（水圧式波高計、超音波式波高計、ブイ

式波浪計、レーダー波高計等）に分けられる。調査では、自記式（メモリー式）の水圧式波高

計、超音波式波高計およびこれらに電磁流速波向計を組み合わせた多機能型海象観測装置等が

適用される。 

【観測期間】 

・1 年以上（代表的な季節変化を把握できる期間）であるが、維持管理時の波浪情報を得る

ためには継続して観測することが望ましい。 

【サンプリング方法】 

・1 時間あるいは 2 時間ごとに 1 回、長さ 20 分間（通常は正時を挟む±10 分間）、サンプリ

ング間隔はその海域の波浪特性によって変える（内湾など周期が短い地点では、長さ 10

分間） 

【測点数と配置】 

・候補海域において代表的な測点で実施する。 

【測器の特徴】 

・水圧式波高計 

 水深約 10m 程度の海底に設置し、圧力センサにより、波浪によって生ずる水中圧力の時

間変化を測定する（図Ⅲ.3.2-1）。 

 

・超音波式波高計（海底設置型） 

 海底 9-50m 深に設置し、表面波形（水位変動）を直接測定する（図Ⅲ.3.2-2）。 

 

・多機能型海象観測装置 

 水深 12-50m の海底に設置し、表面波形（水位変動）、水圧波、3 成分水粒子を計測し、

その結果から波高、周期、波向、流況、潮位を同時に解析するものである（図Ⅲ.3.2-3）。 
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図Ⅲ.3.2-1 水圧式波高計（INFINITY-WH） 

（JFE アドバンテック提供） 

 

 

図Ⅲ.3.2-2 超音波式波高計（WAVE HUNTER08） 

（アイオーテクニック WAVE HUNTER08 取り扱い説明書：

http://www.iotechnic.co.jp/products/wh08/manual/to080187Wh08WH-403Manual-05.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.3.2-3 超音波ドップラー波高波向流速プロファイラー（NORTEK AWAC） 

（NORTEK ジャパン提供）  
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1) 実証研究サイトの波浪概要 

①銚子沖 

銚子沖の洋上風力発電実証研究における波浪観測（2010 年 1 月～2014 年 8 月）より得ら

れた、月別平均有義波高と月別平均有義波周期をそれぞれ図Ⅲ.3.2-4 と図Ⅲ.3.2-5 に示す。

全期間の平均有義波高は 1.2m で、月別に見ると春季と台風シーズンの波高が大きい傾向に

ある。また、全期間の平均有義波周期は 7.9 秒で、年間を通じて 7 秒以上となっており、特

に冬季の平均有義波周期が長い。なお、2010 年 1 月から 2014 年 10 月までの観測期間中に

測定された 高波高は、台風 1326 号により 2013 年 10 月 16 日 13 時に発生した 9.52m で

あった。 

 

 図Ⅲ.3.2-4 平均有義波高の月別変化 図Ⅲ.3.2-5 平均有義波周期の月別変化 

 

低有義波高の四季別・階級別平均継続時間を表Ⅲ.3.2-1 に示す。低有義波高の平均継続時

間は夏季が も長いが、有義波高が 1.0m 以下となる継続時間は四季ともに 10 時間未満であ

る。なお、1.0m 以下の状態が 10 時間以上継続するのは春季で 11%、夏季で 15%程度となっ

ている。 

 

表Ⅲ.3.2-1 低有義波高の四季別・階級別平均継続時間 

 

 

 

 

 

 

  

有義波高 春季 夏季 秋季 冬季

Ｈ1/3≦0.5m 0.9hrs. 0.9hrs. 1.1hrs. 1.3hrs.

Ｈ1/3≦1.0m 5.0hrs. 9.8hrs. 7.4hrs. 8.3hrs.

Ｈ1/3≦1.5m 13.8hrs. 20.9hrs. 12.9hrs. 20.1hrs.

Ｈ1/3≦2.0m 26.7hrs. 40.0hrs. 26.0hrs. 32.1hrs.
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②北九州市沖 

 北九州市沖における洋上風力発電実証研究で得られた有義波高の時系列図を図Ⅲ.3.2-6 に、

波浪シミュレーションより求めた計算値および実測値との BIAS（平均誤差）等の解析結果を

図Ⅲ.3.2-7 に示す。シミュレーション結果は以下の通りである。 

 ・年間の BIAS は 0.06m   ・偏りは冬季に大きい傾向（ 大 0.16m） 

  ・年間の相関係数は 0.936  ・高波高の頻度は過大評価の傾向 

 

図Ⅲ.3.2-6 有義波高の時系列図（2012 年 10 月～2013 年 9 月） 

 

図Ⅲ.3.2-7 有義波高の計算結果と実測値との関係 

0%

5%

10%

15%

20%

0.0‐0.1 0.5‐0.6 1.0‐1.1 1.5‐1.6 2.0‐2.1 2.5‐2.6 3.0‐3.1 3.5‐3.6 4.0‐4.1

頻
度

[%
]

有義波高 [m]

観測

計算

y = 0.7214x + 1.186

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12 14

計
算

[s
]

観測 [s]

y = 0.961x + 0.0874

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4

計
算

[m
]

観測 [m]

0.65 

0.92 
1.04 

0.88  0.81 
0.67 

0.79 

0.42 
0.33 

0.45  0.41 
0.54 

0.66 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2
0
12
1
0

2
0
12
1
1

2
0
12
1
2

2
0
13
0
1

2
0
13
0
2

2
0
13
0
3

2
0
13
0
4

2
0
13
0
5

2
0
13
0
6

2
0
13
0
7

2
0
13
0
8

2
0
13
0
9

全
期

間

有
義

波
高
[m

]

平均有義波高

0.04 
0.09  0.12  0.16  0.12  0.09 

0.03  0.03  0.02  0.05 

‐0.03 

0.02 
0.06 

‐0.5
‐0.4
‐0.3
‐0.2
‐0.1

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

2
0
1
21
0

2
0
1
21
1

2
0
1
21
2

2
0
1
30
1

2
0
1
30
2

2
0
1
30
3

2
0
1
30
4

2
0
1
30
5

2
0
1
30
6

2
0
1
30
7

2
0
1
30
8

2
0
1
30
9

全
期

間

B
IA
S[
m
]

BIAS



- 146 - 

同様に、北九州市沖の波浪観測結果から、有義波周期の時系列図（図Ⅲ.3.2-8）、波浪シミュ

レーションより求めた計算値および実測値との BIAS（平均誤差）等の解析結果を図Ⅲ.3.2-9

に示す。シミュレーション結果は以下の通りである。 

 ・年間の BIAS は－0.2 秒         ・年間の相関係数は 0.867 

  ・高周期の頻度は過小評価の傾向 

 

図Ⅲ.3.2-8 有義波周期の時系列図（2012 年 10 月～2013 年 9 月） 

 

 
図Ⅲ.3.2-9 有義波周期の計算結果と実測値との関係 
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2) 極値波浪の予測 

種本・石原（2013b）が指摘しているように、洋上風力発電設備の設計波高を評価するために

は 50 年再現期間の極値波高を求める必要がある。極値波高を推定する手法として観測値に基づ

く推定手法があげられ、この手法では長期波浪観測データの年 大波高から極値統計を用いて極

値波高を推定することができる。しかし、長期観測データが利用できる場所は限られており、新

たな観測箇所の設置には、建設コストやデータ蓄積の時間を要する。そのため、シミュレーショ

ンによる推定手法が波浪観測に代替できれば、より低コストで短期間での洋上風力発電設備の導

入が期待できる。 

数値シミュレーションによる熱帯低気圧に伴う極値波浪予測手法の概要を図Ⅲ.3.2-10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.3.2-10 熱帯低気圧に伴う極値波浪予測手法の概要 

 

 ①熱帯低気圧に伴う風速場の予測 

メソスケールモデルによる風速場と台風モデルによる風速場を合成することにより、熱帯低気

圧に伴う風速場の予測モデル（合成風速場）を構築する。 

 

ⅰメソスケールモデル 

メソスケールモデルによる風速と風向の予測には、WRF（Weather Research and Forecasting）

等の気象シミュレーションモデルを使用する。計算期間は解析対象海域近傍の気象測候所におけ

る熱帯低気圧の 接近時から数日間、計算領域は気象測候所を中心とした 2,000km×2,000km

（水平解像度は 10km×10km）等とする。  

 

  

メソスケールモデル
（ＷＲＦ）

台風モデル 合成風速場

極値波高および極値波周期の推定

熱帯低気圧に伴う風速場の予測　　　　　　　　　　

風速場の検証 海面境界条件

熱帯低気圧に伴う極値波浪の予測
波浪シミュレーション

（ＷＷ３）
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ⅱ台風モデル 

台風モデルによる風速と風向の推定には、石原ら（1996）により提案された半理論式を用いる。

このモデルでは、一様粗度の平坦地形上における地上高さ zでの風速uT (z) および風向偏角 γT (z) 

が、以下に示す式から求められる（種本・石原,2013a）。 

 

 

 

 

                                                                      

 

ここで、αuは平均風速のべき指数、zgは傾度風高さ、γsは地表面における風向偏角であり、熱

帯低気圧の大気境界層の特性量、傾度風 ug、地表面粗度 z0から半理論的に与えられる（詳細は、

石原ら（1996）を参照されたい）。傾度風 ugは、次式により求め、熱帯低気圧のパラメータであ

る Rm、P∞は、前述の WRF から求めた海面気圧の予測値から同定する（詳細は、種本・石原（2013a）

を参照されたい）。 
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ここで、  は大気密度である。 

 

ⅲ合成風速場 

風速場の合成は、大澤（2005）の手法によることとし、合成した風速場 uC は次式により求め

る。 

                                    
 
ここで、uTと uMはそれぞれ台風モデルとメソスケールモデルにより求めた風速場を示す。W は

重み関数であり、次式により表される。式中の指数 n には、熱帯低気圧による風速の観測値と予

測値の誤差が も小さい n = 0.5 が採用されている（種本・石原,2013a）。 

 

                            

 

図Ⅲ.3.2-11 にメソスケールモデル、台風モデルおよび合成風速場の一例を示す。メソスケール

モデルの予測風速は、熱帯低気圧の中心付近で台風モデルより小さい値を示す。一方、台風モデ

ルでは中心から離れるほど予測風速が小さくなる。また、合成風速場では中心付近で台風モデル、

中心から離れるとメソスケールモデルの風速場が採用される結果となっている。 
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図Ⅲ.3.2-11 メソスケールモデル、台風モデルおよび合成風速場により予測された風速場の 

比較（種本・石原,2013a） 

 

②風速場の検証 

上記に掲げた各予測手法の精度検証を行うために、種本・石原（2013a）は銚子海域において

2000 年から 2009 年の 10 年間を対象として、銚子気象台から半径 500km 以内を通過し中心気圧

が 985hPa 以下となった熱帯低気圧の風速場を予測し、気象台における風観測データとの比較を

行っている。 

図Ⅲ.3.2-12 は、銚子地方気象台における観測風速とメソスケールモデル、台風モデルおよび合

成風速場により予測された風速の時系列の一例である。同図に示すように、銚子ではメソスケー

ルモデルは熱帯低気圧による風速を若干過小評価するが、風速のピークを捉えている。また、台

風モデルは熱帯低気圧による風速の 大値をよく再現しているが、熱帯低気圧の通過後の風速を

過小評価している。一方、合成風速場は熱帯低気圧による風速の時系列変化を精度よく予測して

いることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.3.2-12 銚子地方気象台における風速の予測値と観測値の比較（種本・石原,2013a） 

 

③熱帯低気圧に伴う極値波浪の予測 

前述の風速場の検証結果から明らかなように、熱帯低気圧に伴う波浪推算では、合成風速場を

海面境界条件として、WW3（NOAA/NCEP（National Oceanic and Atmospheric Administration/ 

National Center for Environmental Prediction）により開発）等の波浪推算モデルにより有義波

高と有義波周期を求める方法が推奨される。以下参考までに、メソスケールモデル、台風モデル

および合成風速場の 3 種類の風速場を海面境界条件に用いた WW3 波浪推算モデルにより、有義

波高と有義波周期を求めた時系列結果の一例を示す（図Ⅲ.3.2-13）。本図から、海面境界条件と
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して合成風速場を用いた波浪推算結果が、熱帯低気圧に伴う風波とうねりの波高、周期ともに全

ての時刻において観測値を精度良く再現できていることが認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.3.2-13 波浪シミュレーション結果と観測値の比較（種本・石原,2014） 

 

④極値波高および極値波周期の推定 

極値波高および極値波周期を推定するために、解析対象海域を中心とした半径 1,000km 以内を

通過し、強風半径を持つ熱帯低気圧を全て（20 年以上が望ましい）取り上げ、波浪シミュレーショ

ンを行って各年の極値を算出し、その結果を昇順に並べて確率分布から 50 年再現期待値を求め

る。なお、有義波周期の極値は観測値の年 大有義波高とそれに対応する有義波周期との関係か

ら、例えば、年 大有義波高と対応有義波周期の関係式（次式）から求める。ここで、 小二乗

法により係数 a および b を同定する。 

1/3 1/3
bT aH  

 

極値波高の解析結果の一例として、鹿島港（茨城県）と中城湾（沖縄県）における予測値と観

測値から求めた年 大有義波高の極値分布を図Ⅲ.3.2-14 に示すとともに、50 年再現期待値を表

Ⅲ.3.2-2 に示す。表に示されているように、波浪シミュレーションにより予測した有義波高の 50

年再現期待値と観測値との誤差は、合成風速場が台風モデルおよびメソスケールモデルによる誤

差と比較して も小さく 5%程度であり、観測値から求めた有義波高の 50 年再現期待値を良く再

現していることが分かる。 
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海域 観測値
台風
モデル

メソスケール
モデル

合成風速場

8.7ｍ 7.0ｍ 7.9ｍ

＋14.8％ -7.1％ ＋4.8％

14.9ｍ 12.7ｍ 14.1ｍ

＋10.8％ -5.7％ ＋5.3％

鹿島港 7.4m

中城湾 13.5m

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図Ⅲ.3.2-14 観測値と予測値の年最大有義波高の極値分布（種本・石原,2013b） 

 

 
表Ⅲ.3.2-2 観測値とシミュレーションによる極値波高と対応する極値波周期 

（種本・石原,2013b） 
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(2) 海潮流調査 

海潮流調査では、調査対象海域の建設予定海域の基礎的な現況を把握するため、流速、流向

を観測する。そのデータは設計や環境影響評価に活用される。 

調査手法は、流速計（ドップラーライダ/ドップラーソーダ等のリモートセンシング機器も含

む）を用いた手法、浮標追跡による手法、衛星リモートセンシング手法に大別されるが、この

うち本調査には、流速計を用いた手法が一般的である。 

流速計には、ペラ・ローター型流速計、電磁流速計、超音波流速計、ドップラー流速計等の

種類がある。 

【観測期間】 

・一般に 15 日（代表的な潮流状況を把握できる期間）であるが、支持構造物の海底上の洗

掘の情報を得るためには継続して観測することが望ましい。 

【定点観測】 

・観測には、候補海域全体をカバーする面的観測があるが、ここでは定点観測とし、時間的

な流動変化を把握するために実施する。 

【測点数と配置】 

・候補海域において代表的な測点で実施する。 

【観測層】 

・観測層は、 低でも表層（風波の影響が小さい海面下 2-3m）と海底上 1-2m の計測とする

（後述する ADCP は、 大 128 層まで計測できる）。 

【サンプリング方法】 

・定点観測の場合、データのサンプリング間隔を 10 分にすると、15 昼夜の計測で約 2,000

個のデータが取得でき、調和分解（10 分潮）の解析に供することができる。 

【測器の特徴】 

・ペラ・ローター型流速計（図Ⅲ.3.2-15 の(a),(b)） 

従来から も普及しているタイプである。ペラまたはローターの回転数を記録し流速を

定める。ベーンと呼ばれる羽根により、本体を流向に対して常に直角に向かせ、内蔵の磁

気コンパスの位置を記録し流向を求める。 

 

・電磁流速計（図Ⅲ.3.2-15(c)） 

電磁誘導の原理を利用し、直角な 2 成分の流速を計測し、流速と流向を求めるものであ

る。直角に交わった 2 対の電極の周りに磁場を形成させ、磁界に対し、まわりの海水（導

体）が運動すると誘起電圧が発生するというファラデーの法則を利用している。また、電

極をさらに鉛直方向に 1 対追加した、3 次元の流速を測定できるものも開発されている。 

 

・超音波流速計/ドップラー流速計（ADCP：Acoustic Doppler Current Profiler）（図Ⅲ.3.2-15

（d）） 

3 個または 4 個の送受信機から超音波パルスを発信させ海中の微小な浮遊物に反射して

戻ってくる音波の周波数の変位（ドップラー効果）をそれぞれの送受信機で測定し、その
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位相から流向・流速を求める。この流速計の特色は、鉛直的に 大 128 層の 3 次元データ

を同時に観測できることである。 

 

 

 
図Ⅲ.3.2-15 流向・流速計の種類（田口・田畑,2001） 

 

1) 銚子沖 

銚子沖洋上風力発電実証研究サイトでは、実証研究地点（調査点 A2;洋上風車と洋上風況観

測タワーの間）、その比較対象として研究地点と等深帯で卓越流の上流側の地点（調査点 A1）

および岸側の浅海域の地点（調査点 A3）の計 3 地点で海潮流調査（夏季と冬季にそれぞれ事

前・稼働中の 2 回（30 日））が行われている（図Ⅲ.3.2-16）。 

(a) ペラ型流速計 (b) ローター型流速計 

(c) 係留式電磁流速計 (d) 海底型 ADCP 
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図Ⅲ.3.2-16 銚子沖洋上風力発電実証研究サイトの海潮流調査 

 

【恒流（平均流）】 

流速は、冬季調査よりも夏季調査で事前と稼働中ともに沖合で速く、流向については、い

ずれの地点も東流が顕著である。また、事前と稼働中の流向・流速に明瞭な変化は認められ

ない。一例として、図Ⅲ.3.2-17 に夏季調査における事前と稼働中の恒流（平均流）の分布図

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上図：事前調査（2010.8.7-9.6）、下図：稼働中調査（2013.8.6-9.5） 

図Ⅲ.3.2-17 夏季における恒流（平均流）の事前調査・稼働中調査結果の比較 

単位:cm/s 

単位:cm/s 



- 155 - 

【海潮流】 

夏季調査：流向については、流向・流速頻度分布および流速頻度分布から 3 調査地点とも

に汀線に沿った東流が卓越し、流速は沖合の調査地点（A1,A2）で速い傾向を示

すことがうかがえる。また、事前と稼働中の流向・流速に明瞭な変化は認められ

ない。図Ⅲ.3.2-18 に事前と稼働中の調査結果を対比して示す。 

冬季調査：流向については、3 調査地点ともに汀線に沿った東流と西流が卓越しているも

のの、地点による流速、事前と稼働中の流向・流速の傾向は夏季調査と変わらな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事前調査（2010.8.7-9.6）   左上図：流向・流速頻度分布、左下図：流速頻度分布 
稼働中調査（2013.8.6-9.5）  右上図：流向・流速頻度分布、右下図：流速頻度分布 

図Ⅲ.3.2-18 夏季における海潮流調査結果の事前調査・稼働中調査結果の比較 

 

３.３ 海底地形・土質 

風車の設置位置や規模の設定、支持構造物の選定、海底ケーブルの敷設ルート等の計画に反

映させるために、海底の地形や土質を把握する調査を行う。 
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（1） 海底地形調査 

海底地形調査では、候補海域における海図、海の基本図等の既往調査資料を参照の上、現地

測量等を行って海底地形の形状を把握することが必要である。調査範囲は、地形形状と風力発

電システムの規模に応じて検討し、実施する。 

以下、観測機器、測定手法等については、海洋調査協会（2003）および海洋調査技術学会（2004）

を参照して取りまとめた。 

測深では、音波を用いて行う音響測深法が主流である。音響測深法は、送受波器（以下、素

子とする）から発射した音波が海底に反射して、再び戻ってくるまでの時間を測定して正確な

水深を得る方法である。測深の方法は、送受波器の数によって単素子音響測深（シングルビー

ム音響測深：線的な測深、図Ⅲ.3.3-1（左図））、マルチビーム音響測深（面的な測深、図Ⅲ.3.3-1

（右図））に分けることができる。その他、海底地形の画像を写真のように得ることができるサ

イドスキャンソナーを用いる方法があるが、測深はできない。 

水深については、観測時の潮位データにより補正して海底地形図を作成し、洋上風力発電施

設の平面計画策定の資料とする。 

 

 
図Ⅲ.3.3-1 音響測深機の一例（海洋調査協会,2003;海洋調査技術学会,2004） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.3.3-2 サイドスキャンソナーC3D-LPM（泉ら,2008） 
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【測定方法】 

✓音響測深法では、素子を測量船の舷側に装備して調査を行うが、サイドスキャンソナーで

は、船尾から曳航体を曳航する。 

✓音響測深、サイドスキャンソナーともに測線間隔は水深によって決定される。水深が浅い

と音波が海底に達する幅が狭いため測線間隔は狭くなり、多くの測線が必要となる。一方、

水深が深いと音波が海底に達する幅が広いため測線間隔が広くなり、少ない測線で済むよ

うになる。シングルビームはビーム幅が 6°であり、水深 10m の海底で測深可能な範囲は

半径 0.52m の円内となる（水深 20m の海底では半径 1.04m、水深 30m の海底では半径

1.56m）。 

【観測水深】 

✓音響測深機で用いられる音波の発振周波数は、音波の減衰率の関係から可測深度に応じた

周波数とする。 

・単素子音響測深機（PDR-1300）：測深は水深 250m まで可能で、使用周波数 200kHz 

・マルチビーム音響測深機:高精度な計測が可能な水深と周波数の関係は、水深 100m まで

は 450kHz、300m までは 200kHz、3,000m までは 50kHz、11,000m までは 12kHz と

なっている。 

・サイドスキャンソナー：浅海用、深海曳航用、広域探査型がある。着床式洋上風力発電

を対象とした浅海用（KLEIN 5400）では、探査深度 150m までは周波数 455kHz を使

用する。 

 

（2）土質調査 

土質調査の目的は、設置予定海域における海底土質、地質構造、土質柱状図（ボーリングデー

タ）等の既存調査資料の収集および地質・土質調査を行い、地盤の性状および構造等を把握す

ることである。 

前述のサイドスキャンソナーにより海底表層の底質の判別は可能であるが、支持構造物の検

討には海底下の本格的な土質調査が必要である。調査地点、調査間隔および地盤調査の深度は、

設置予定点の推定される地盤状況および風車規模、支持構造物の種類に応じて決定する。地質

柱状図の既往調査資料がない場合には、ボーリング調査（図Ⅲ.3.3-3；SEP 船からコアサンプ

ラーを垂下して行う）を実施する。地盤の状況に応じて原位置試験（標準貫入試験,透水試験等）、

室内試験（土粒子の密度試験,圧縮試験等）、貫入試験を行い、支持力・沈下特性ならびに基礎

工事の施工に必要な地盤の性質を求める。また、改正建築基準法の施行に伴い、孔内水平載荷

試験、PS 検層等時刻歴応答解析を行うための調査も行う。 

海底土質調査に関して IEC61400-3 の 12.15 では、調査にあたっては 1 箇所以上のボーリン 

グ調査と室内土質試験の実施が必要で、基礎ごとの土質調査が望まれるとしている。日本では

N 値による設計法が一般的であるが、欧州では CPT（Cone Penetration Test）等の比較的経

済的な土質調査法が普及している。したがって、CPT とバイブロコアーにより収集した試料の

室内土質試験と併用し、1 箇所のボーリング試験とのキャリブレーションを実施検証すること

で、高額のボーリング試験を補えるとされている。 
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図Ⅲ.3.3-3 ボーリング調査の例 

（大和探査技術提供）  
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【豆知識Ⅲ.3.3-1】 

●ボーリングデータの例 

支持基盤を N=30 以上とした場合、海底面下 5.15m 以深で支持基盤または支持基盤に近い

層が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

出典：茨城県土木部 
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４ 基本設計 

風況調査、経済性検討、地域住民との調整等を踏まえ、候補海域において風車の導入を計画

した場合、事前調査として風車設置点の決定や施設規模の設定等の基本設計を行う。基本設計

の手順は以下の通りである。 

 

１．風車設置点の決定 

２．風力発電施設規模の設定 

３．風車の機種選定 

４．支持構造物の選定 

５．経済性の検討 

 

なお、系統連系については、導入の可否および経済性に大きく影響する可能性があるため、

設置点、機種、施設規模等がある程度固まった段階で、電力会社へ系統連系について事前協議

の依頼および相談を行っておくことが必要である。 

 

４.１ 風車設置点の決定 

風車設置点については、風況調査結果、海底地形・土壌条件、海底ケーブルの経路・距離、系

統連系する陸上変電所の位置・距離、海生生物の生息状況、漁業従事者の意見等を考慮して、

経済性も含めて最適な位置を決定する。 

 

４.２ 風力発電施設規模の設定 

以下の手順により、最適な風車を設定して風車配置計画を立てる。 

a. 風車設置基数の想定 

候補海域における設置可能面積、風車の定格出力に基づき風車の設置基数の想定を行う

（Ⅲ.4.6(2)1)a.ウエイクの影響、参照）。 

b. 総出力規模（容量）の想定 

調達可能予算、系統連系容量等を基に風車の総出力規模を想定する。 

c. 概略の経済性評価 

b.の想定、輸送・設置費、系統連系および環境影響調査等の諸費用に基づき概略コストを

算出するとともに、発電量を推定し、これより発電原価を算出して概略の経済性評価を行

う。 

d. 最適施設規模の設定および風車配置 

概略の経済性評価が満足できる結果となるよう a.～c.を繰り返すことにより、最適な風

力発電施設規模を設定し、風車配置計画を立てる。 

 

また、「港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン【案】」では、港湾管理者が設

定した「再生可能エネルギー源を利活用する区域」において事業者が洋上風力発電事業の計画



- 161 - 

を立案する上での留意事項を整理している。この内容は港湾での洋上風力発電事業を対象とし

ているが、一般海域において事業規模や配置計画を検討する際にも参考になる。その概要をま

とめたものを表Ⅲ.4.2-1に示す。 

 

表Ⅲ.4.2-1 「再生可能エネルギー源を利活用する区域」において事業者が洋上風力発電事業を

計画する際の留意事項（国土交通省,2015 より作成） 

 
 

４.３ 風車の機種選定 

風車の機種選定は、想定している定格出力の発電機を販売しているメーカ数社の見積書、風

力発電システムの仕様および年間発電電力量等を参考に行う。見積仕様書には実測（予測）し

た 1 年間の風況データを提出して年間発電電力量の提示を受けるようにするのが望ましい。 

機種の選定にあたって比較表を作成して数値評価する方法もあるので、その項目と留意点の

一例を以下に示す。 

a. 見積金額：資金調達と返済方法を考慮して、経済性を評価する。 

内容
洋上風車のロータの範囲が「再生可能エネルギー源を利活用する区域」の外側
に突出することがないようにする。
【解説】
洋上風車のロータは風向に合わせてその向きを変えるため、ロータの向きが変
わっても稼働中の洋上風車の範囲が「再生可能エネルギー源を利活用する区
域」の外側に突出することがないようにする必要がある。そのため、区域境界
からタワー中心までの距離Ｒ（ヨー旋回範囲の半径）以上を離して計画する。

離隔の
確保

航路や泊地、防波堤などの港湾施設等と十分な離隔距離をとって配置する。
【解説】
洋上風力発電施設の事故や被災に起因する港湾施設等の被害を軽減するため、
洋上風力発電施設と港湾施設等は十分に離隔をとる必要がある。

水域施
設等と
の離隔

航路等の水域施設等に対して、洋上風力発電施設が倒壊した場合でも水域施設
等には直接の影響が及ばない離隔及び風車後方の乱流範囲の影響を考慮した離
隔の両者を満足するよう、離隔距離を確保する。
【解説】
洋上風力発電施設と水域施設等との離隔は、洋上風力発電施設の破壊モードを
考慮した倒壊影響距離Hｆ及び風車後方の乱流範囲2D（D＝ロータ径）の離隔の
うち、洋上風力発電施設が水域施設等からより遠くに設置されるものを設定す
る。

外郭施
設等と
の離隔

防波堤等の外郭施設、あるいは離岸堤や潜堤などの海岸保全施設に対して、洋
上風力発電施設が倒壊しても直接の影響が及ばない離隔距離を確保する。
【解説】
洋上風力発電施設と防波堤等の外郭施設との離隔距離は、洋上風力発電施設が
倒壊した場合でも、基礎マウンドを含む外郭施設に、直接の影響が及ばないよ
う、洋上風力発電施設の破壊モードを考慮した倒壊影響距離Hｆ以上を確保す
る。
施工中の事故を防止するよう適切に対策をとる。洋上風力発電施設等の設置工
事やその他の関連工事に使用する水域が周辺の航路等の水域施設等を超え、船
舶の航行安全に著しい影響を及ぼさないよう、あらかじめ工事区域も考慮した
配置計画及び施工計画を策定する。
具体的な配置計画の策定に際して、船舶交通に影響を及ぼすと懸念される場合
は、その影響の度合いを評価し、必要に応じて影響を軽減する措置を講じる。

洋上風力発電施設が船舶操船時において他の船舶、地形、航行援助施設、その
他の物標等の捕捉・識別を阻害する可能性に配慮して配置する。

洋上風力発電施設の設置及び運用が舶用レーダーその他の電子航海機器に支障
を与える可能性に配慮して計画する。

洋上風力発
電施設の配
置

洋上風力発電
施設と港湾施
設等との離隔

船舶交通へ
の配慮

項目

「再生可能エネルギー
源を利活用する区域」
と洋上風車

施工中の安全確保

船舶交通に与える影響
の評価

洋上風力発電施設が操
船者の視覚等に及ぼす
影響

船舶用レーダー等の機
器に及ぼす影響
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b. 風車の仕様と諸元：定格出力、発電機形式、出力制御方式、ハブ高さ、ブレード直径等の

仕様と諸元。 

c. 風車の出力特性：提示した風況データに基づく発電電力量と調達価格から、経済性を評価

する。発電電力量には h.に示す利用可能率、出力補正係数等の性能保証項目を考慮する。 

d. 自然条件への対策：洋上風車においては、パワートレインの塩害・湿度対策、ブレードの

過回転・着氷対策、制御機器・電装品の落雷対策、停電時対策、強風対策等の仕様。 

参考までに、NEDO 洋上風力発電実証研究で使用されている風車の、塩害等の対策の概要

を示す。 

「銚子沖：三菱重工製 MWT92/2.4, 2.4MW」 

・除塩対策：ナセルの密閉化および除塩フィルターの設置 

・漏油対策：LO 熱交換器および水冷クーラー 

・翼の劣化対策：翼材エロージョン材（No.1,フッ素系塗料；No.2,ポリウレタン系塗料

A；No.3,ポリウレタン系テープ＋ポリウレタン系塗料 B） 

「北九州市沖：日本製鋼所製 J82-2.0, 2.0MW」 

・除塩対策：給気口の装備（防塵・塩害フィルター）、タワーマンドアの気密性向上、

開閉可能型発電機冷却排気口、ナセル内/タワーベースへの除湿器設置 

・温度対策：冷却ファン容量アップ、ラジエター熱交換効率の向上、排気口カバー形

状の変更 

・錆対策：重耐塩塗装 

・湿度対策：発電機の耐吸湿レベルの向上 

・漏油対策：生分解性グリスの採用 

e. 系統連系：系統連系に伴う電力会社の工事金額は機種によらず同額と仮定するが、系統の

容量、発電機型式によっては電圧調整用の機器等が必要になることもあり、その場合は経

済性の項で考慮する。 

f. 記録・計測監視設備：運転監視（CMS：Condition Monitoring Systems/SHM Structural 

Health Monitoring）に必要な記録・計測設備の他に、メーカまたはメンテナンス会社で遠

隔監視が可能な装置を販売している（利用可能率の向上等）。 

g. メンテナンス：年間の交換部品を含む定期修理費用や故障時の対応体制の他に、例えばお

およそ 10 年目のブレードの簡易補修、塗装費用等の大掛かりなメンテナンス費用。 

h. 機械保証・性能保証：機械保証の期間および性能に係る検証の方法と性能保証内容（検証

は利用可能率と出力補正係数を考慮して発電電力量を算定）。 

正味年間発電電力量（kWh）＝年間発電電力量×利用可能率×出力補正係数 

 
出力補正係数：洋上 95%、陸上平坦地形 95%、陸上複雑地形 90% 

i. 販売実績：同一機種の国内外実績（特に洋上風力発電）。実績が多いほどメンテナンスに習

熟し、予備品等の在庫が充実している。 

 100
年間暦時間

点検時間）暦時間－（故障時間＋年間
　＝　（％）率可能利用
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j. 故障・事故事例：同一機種の国内外における故障・事故および対策に係る事例を参考にす

る（洋上風力発電に関する主要な故障・事故例を表Ⅲ.4.3-1 に示す）。風車メーカによる既

往の故障・事故内容等に関する情報の開示が必要である。 

 

表Ⅲ.4.3-1 洋上風力発電に関する主要な故障・事故例 

  
  

洋上風力発電施設

（国名）

2001 変圧器の絶縁不良

2002 増速機にクラック発生

Yttre Stengrund(SE) NEG-Micon/2,000kW 2002 ナセル焼損（配線ミス（変圧器⇔発電機））

Tjareborg(DK)
VESTAS/2,000kW

(試験機)
2002 ブレードの崩壊（配線ミス）

Blyth(UK) VESTAS/2,000kW 2003 ブレードの折損

Nysted(DK) BONUS/2,300kW 2004 高速および中間速シャフトベアリングの交換 （72機全てのタービン）

Horns Rev(DK) VESTAS/2,000kW 2004 発電機の故障/変圧器の絶縁不良

Middelgrunden(DK) BONUS/2,000kW 2004 増速機にクラック発生（20基中の14基）

Scroby Sands(UK) VESTAS/2,000kW 2005 増速機（ベアリング；30基全ての風車）、発電機（4基）の不具合

Kentish Flats(UK) VESTAS/3,000kW 2006 増速機の不具合（30基中12基の風車)

Egmond Aan Zee(NL) VESTAS/3,000kW 2009 増速機の不具合（36基中36基の風車)

Egmond Aan Zee(NL) VESTAS/3,000kW 2009
グラウト接合(トランジションピースと支持構造物の接続部)の不具合
（36基中36基の風車)

Burob Bank(UK) Siemens/3,600kW 2010 翼旋回輪軸受ボルト穴の腐食（全25基の軸受交換：予防保全)

Inner Dowsing(UK) Siemens/3,600kW 2010 翼旋回輪軸受ボルト穴の腐食（全27基の軸受交換：予防保全)

Lynn(UK) Siemens/3,600kW 2010 翼旋回輪軸受ボルト穴の腐食（全27基の軸受交換：予防保全)

Gunfleet Sands(UK) Siemens/3,600kW 2011 翼旋回輪軸受ボルト穴の腐食（全48基の軸受交換：予防保全)

Rhyl Flats(UK) Siemens/3,600kW 2011 翼旋回輪軸受ボルト穴の腐食（全25基の軸受交換：予防保全)

Alpha Ventus(DE) AREVA/5,000kW 2011 滑り軸受の温度上昇(全6基の風車)

Teesside(UK) Siemens/2,300kW 2013 タワーの振動(全27基)

Bard1(DE) BARD/5,000kW 2014 送変電トラブル(全80基,長期停止)

Kentish Flats（UK） VESTAS/3,000kW 2014 雷撃によるブレードの損傷

Horns Rev1(DK) VESTAS/2,000kW 2016 風車ナセル焼損（80基中2基）

Tanet（UK） VESTAS/3,000kW 2016 エクスポートケーブルの送電不良（ケーブル内部での短絡発生）

注)　DK:デンマーク、SE:スウェーデン、UK:イギリス、NL:オランダ、DE:ドイツ

風車/定格出力
発生/修繕

年
故障事故内容

Middelgrunden(DK) BONUS/2,000kW
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・洋上風力発電に係る故障事故の発生部位：海底ケーブル関係の事故が 54%を占め、その

中でも建設時のアレイケーブル＊事故（32%）が最も多く、それ以外の部位ではブレード

の故障事故とグラウチング＊の接続欠陥が同じ 8%、その他 15%とある（図Ⅲ.4.3-

1:Sharma,2011）。 

 

 

図Ⅲ.4.3-1 洋上風力発電に係る故障事故の部位別発生割合（Sharama,2011） 

 

・パワートレイン関連の故障事故：オランダの洋上風力発電機の故障事故に関する停止時間

の集計では、ブレード（34%）、発電機（32%）、増速機（21%）が主なもので、この 3 種類

の部位で停止時間は全体の 87%に達する（図Ⅲ.4.3-2:Dewan,2014）。 

 

図Ⅲ.4.3-2 オランダの洋上風力発電機の故障事故の部位別発生割合（Dewan,2014） 

 

                                                                                                                                                            
＊ アレイケーブル：風力発電機間あるいは風力発電機と洋上変電所を結ぶ海底ケーブル。 
＊ グラウチング：トランジションピースとパイルの隙間に充填剤を注入・充填すること。 

停止時間に対する割合 

制御 
    2% 

電気システム 
    5% 

増速機 
    21% 

発電機 32% 

ブレード 
  34% 

ピッチ制御 

    2% ヨーシステム 

    2% 

主軸/ベアリング 
  1% 

インバータ 1% 

ブレーキ 0% 

サイドブレーキ 0% 
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k. 納品時期：風車、風車タワー、ナセル、ブレード、ボルト、吊冶具等の納品時期。 

l. 経済性：見積金額に対する借入金の返済方法、年間発電電力量と調達価格。メンテナンス

費用の他に電気主任技術者の委託費用、損害保険費用、各種税金、撤去費用等を考慮して

事業期間を通じた収益等で比較する。 

 

なお、自治体等が機種選定を行う際に、機種選定委員会を開催し、評価項目に重みを付け（例

えば、経済性は 40 点、メンテナンスは 20 点等）、評価項目ごとに機種別に採点（優＝5、良＝

4、可＝3、不可＝1 等）を行い、重み付けと採点を乗じて機種ごとに合計する方法があり、定量

的な評価例である。採点方法は、機種選定委員会全体として項目ごとに委員の意見を聴取して

一つにまとめる方法と、委員各位が採点して合計する方法等が考えられる。また、採点と内容

の確認を行うために、選定委員会を開催して総得点の高い上位数社に対しヒアリングを行い、

さらに最終評価上位の 2 社に対して詳細ヒアリング等を実施し、不明な点を確認し更なる提案

を受け、最終的に機種を選定する方法もある。 
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４.４ 支持構造物の選定 

 海底地形・土質調査結果を踏まえて、候補海域における水深、海底地形、底質・土質等から

着床式洋上風力発電の支持構造物を選定する。コストの観点から着床式の限界水深は 50-60m

と言われていることから（Dolan,2004；図Ⅱ.1.2-2 参照）、ここでは限界水深を 60m として、

水深（30m 以浅/30-60m）、海底地盤（軟弱地盤:泥,砂泥/硬質地盤:固い砂,礫,岩）、海底地形

（傾斜/平坦）の 3 つの要素から支持構造物を選定するフローを図Ⅲ.4.4-1 に示す。図中の番号

は支持構造物を表しており、以下に選定結果の概要を示すとともに、それぞれの特徴を表

Ⅲ.4.4-1 に示す。 

 

 
図Ⅲ.4.4-1 支持構造物を選定するフロー 

 

【水深：30m 以浅】 

 １．海底地盤（軟弱地盤）/海底地形（傾斜） 

    ①モノパイル、②ドルフィン、③小型ジャケット 

 ２．海底地盤（軟弱地盤）/海底地形（平坦） 

    ①モノパイル、②ドルフィン、③小型ジャケット、④サクション 

 ３．海底地盤（硬質地盤）/海底地形（傾斜） 

    該当なし（掘削し平坦化やならしが考えられるが、コスト増） 

 ４．海底地盤（硬質地盤）/海底地形（平坦） 

    ⑤重力、⑥PC 重力、⑦ハイブリッド（重力＋ジャケット/モノパイル） 

【水深：30-60m】 

 １．海底地盤（軟弱地盤）/海底地形（傾斜） 

    ⑧ジャケット、⑨トリポッド、⑩トリパイル、⑪Twisted Jacket 

 ２．海底地盤（軟弱地盤）/海底地形（平坦） 

    ⑧ジャケット、⑨トリポッド、⑩トリパイル、⑪Twisted Jacket 

 ３．海底地盤（硬質地盤）/海底地形（傾斜） 

    該当なし 

 ４．海底地盤（硬質地盤）/海底地形（平坦） 

    該当なし 

支持構造物の選定

水深
30m以浅

海底地盤
(軟弱地盤)

水深
30m-60m

海底地盤
(硬質地盤)

海底地盤
(軟弱地盤)

海底地形
傾斜

海底地形
平坦

海底地形
傾斜

海底地盤
(硬質地盤)

海底地形
平坦

①
②
③

①
②
③
④

該当なし
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪

該当なし 該当なし

海底地形
傾斜

海底地形
平坦

海底地形
傾斜

海底地形
平坦

⑧
⑨
⑩
⑪
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表Ⅲ.4.4-1a 支持構造物の特徴 

 
 

  

プラス面 マイナス面

①モノパイル
（1本の杭を支
持層に設置し
て外力に抵抗
する形式）

・原則的に建設時に海底の整備が不要であ
る。
・構造的にシンプルでコスト(製作,建設)も
安価である。
・支持物に使用される鋼材量が少なく、重量
が小さい。
・海上での施工期間は短い。

・大径パイルの打ち込みに大型油圧ハンマ/
バイブロハンマが必要である。
・油圧ハンマによるパイル打ち込み時に海洋
生物に一時的に影響する騒音問題が発生す
る。
・グラウト接合あり。
・海潮流流速が速い海域では洗掘対策が必要
である。
・撤去（土中のパイル）が困難である。
・支持構造物の固有振動数は、発電時のロー
タ回転との共振を避けるため、種々の外部条
件を踏まえ、ある範囲に収める必要がある。

・60mを超える水深に
設置可能なモノパイル
が開発中である。
長さ:>80m
直径:>9m
重量:>1,050t
(EEW Special Pipe
Costruction GmbH)

②ドルフィン
（複数の直杭
または斜杭を
支持層に設置
し、杭上部の
天端（コンク
リート）で一
体化した形
式）

・原則的に建設時に海底の整備が不要であ
る。
・日本では瀬棚港/酒田港で実績があり、構
造的にシンプルでコスト(製作、建設)も安価
である。

・構造的に上部のコンクリ―トのプレキャス
ト化はタワーの設置精度上、困難である。
・突出性の高い杭基礎の場合には、直杭のみ
では水平変位量が大きく、斜坑を採用する
ケースもある。その場合、全方向の作用力に
対応するため杭の数が増える(海上での施工
期間が長くなりコスト増）。
・大径パイルの打ち込みに大型油圧ハンマ/
バイブロハンマが必要である。
・油圧ハンマによるパイル打ち込み時に海洋
生物に一時的に影響する騒音問題が発生する
(打ち込みパイル数 4本または8本)。
・海潮流流速が速い海域では洗掘対策が必要
である。
・撤去（土中のパイル）が困難である。

③小型ジャ
ケット
（ジャケット
と基本的には
同じ形式であ
るが、より小
型化された形
式）

・モノパイルに比して剛構造であり、地盤か
らの影響や波浪等の外力を受けにくい。
・風や波がもたらす水平荷重や曲げモーメン
トに効果的に抗する。
・軽量化が可能である。
・主要な鋼構造部は陸上で製作できる。

・構造が複雑で、特殊な施工技術が必要であ
る。
・テンプレートを要する先行杭方式等を考慮
すると施工期間は比較的長い。

④サクション
（底板のない
鋼製またはRC
の円筒状の
ケーソン内の
海水を強制排
出することに
より発生する
基礎内外の水
圧差を利用し
て、海底地盤
中に根入れす
る形式）

・基本的には建設時の海底整備が不要であ
る。
・騒音問題は少ない。
・基本的には保守点検作業が少ない。
・モノパイルに比較して鋼材量が25%減とな
る。
・捨石マウンド,床掘・置換が不必要なため
構造断面が小さくでき工期が短縮化される。
・根入れにより基礎座面の地盤の摩擦力と基
礎背面の土圧が抵抗力となって、滑動に対す
る抵抗力が十分に確保可能である。
・グラウト接合なし。
・設置作業はリフト1基あるいは台船により
可能である。
・撤去は比較的容易である。
・打ち込み用パイルは不要である。
・洗掘の問題はほとんどない。

・海底地盤の制約を受ける(岩質は不向き)。
・洋上風力発電の建設工法としては実績が少
ない。

・Fred Olsen & Co
（ノルウェー）

支持物構造物 備　考
特　　　　徴
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表Ⅲ.4.4-1b 支持構造物の特徴 

 

プラス面 マイナス面

⑤重力
（構造物を支
持層へ沈設す
ることによ
り、上部の構
造物に作用す
る外力を地盤
に伝える形
式）

・支持構造は陸上で製作されるので、設置期
間が短い(海底面の前準備は時間を要す）。
・保守点検作業が少ない。
・材料の利用可能な範囲が広い。
・撤去が可能である。
・適切なかぶり厚等を設計し施工すれば海洋
におけるコンクリートの耐久性は高いので、
長寿命である。
・水深の深い場所や大型風車の利用に適して
いる。
・岩の多い海底や砂地や泥などの海底にも設
置が可能である。
・地震に対する耐久性が強い。
・コンクリートの世界市場が鉄鋼の世界市場
と比べ安定しているため、価格が比較的安定
している。

・海底の平坦度を確認するための調査・整備
が必要である。
・浚渫、捨石、根固等による海底マウンドの
製作が必要である。
・マウンド製作のために陸上ヤードが必要と
なる。
・重量/大きさが大のため輸送が困難であ
る。
・油圧ハンマと比較して騒音問題は少ない
が、海底面のマウンド製作時には騒音があ
る。
・設計のコンセプトにばらつきがあり、標準
化が遅れている。

・深海用(水深50m)の
重力式(バラストチャ
ンバー付)が研究され
ている。
(Mathis,2006/2007)

⑥PC重力
（重力式と基
本的には同じ
形式である
が、コンク
リートが引張
力の大きいPC
構造である形
式）

・支持構造は陸上で製作されるので、設置期
間が短い(海底面の前準備は時間を要す
る）。
・保守点検作業が少ない。
・材料の利用可能な範囲が広い。
・PC重力はRC重力に比し、引張力が大きい。
・撤去は可能である。

・海底の平坦度を確認するための調査・整備
が必要である。
・浚渫、捨石、根固等による海底マウンドの
製作が必要である。
・マウンド製作のために陸上ヤードが必要と
なる。
・重量/大きさが大のため輸送が困難であ
る。
・油圧ハンマと比較して騒音問題は少ない
が、海底面のマウンド製作時には騒音があ
る。

⑦ハイブリッ
ド重力
（重力式のマ
ウンド構造物
上にジャケッ
トを固定した
組合わせ形
式）

・剛構造であり、地盤からの影響や波浪等の
外力を受けにくい。
・重力式に比較して軽量化が可能である。
・重力とジャケット一体支持構造は陸上で製
作されるので、設置期間が短い(海底面の前
準備は時間を要す）。
・陸上でのプレキャスト化による海上作業の
短縮化が可能な重力式と波荷重の低減が期待
できる。
・撤去は比較的容易である。

・海底の平坦度を確認するための調査・整備
が必要である。
・浚渫、捨石、根固等による海底マウンドの
製作が必要である。
・マウンド製作のために陸上ヤードが必要と
なる。
・重量/大きさが大のため輸送が困難であ
る。
・油圧ハンマと比較して騒音問題は少ない
が、海底面のマウンド製作時には騒音があ
る。

重力とジャケットのハ
イブリッド

⑧ジャケット
（鋼管トラス
を鋼管杭で海
底に固定する
形式）

・モノパイルに比して剛構造であり、地盤か
らの影響や波浪等の外力を受けにくい。
・風や波がもたらす水平荷重や曲げモーメン
トに効果的に抗する。
・主要な鋼構造部は陸上で製作できる。

・構造が複雑で、特殊な施工技術が必要であ
る。
・製造コストは比較的高い。
・テンプレートを要する先行杭方式等を考慮
すると施工期間は比較的長い。

⑨トリポッド
（モノパイル
とジャケット
のハイブリッ
ド形式）

・モノパイルと比べて、部材の直径が小さく
済む。

・海底の整備が必要である。
・構造が複雑である。
・製造コストが比較的高い。
・施工期間が長い。

⑩トリパイル
（モノパイル
の発展形で、3
本の杭を支持
層に設置する
形式）

・原則的に、建設時に海底の整備が不要であ
る。

・大径パイルの打ち込みに大型油圧ハンマ/
バイブロハンマが必要である。
・支持物に使用される鋼材量が多く、重量が
大きい。
・油圧ハンマによるパイル打ち込み時に海洋
生物に一時的に影響する騒音問題が発生する
（打ち込みパイル数 3本）。
・グラウト接合あり。
・海潮流流速が速い海域では洗掘対策が必要
である。
・撤去（土中のパイル）が困難である。

⑪Twisted
Jacket
（ジャケット
の発展形で、3
本の斜杭を支
持層に設置す
る形式）

・モノパイルに比して剛構造であり、地盤か
らの影響や波浪等の外力を受けにくい。
・風や波がもたらす水平荷重や曲げモーメン
トに効果的に抗する。
・軽量化が可能である。
・コストとリスクの低減化が図られる。
・施工期間が短い(作業員が少ない、テンプ
レートが不要)。

・構造が複雑で、特殊な施工技術が必要であ
る。

・Keystone
Engineering Inc.
(アメリカ)

支持物構造物
特　　　　徴

備　考
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 我が国における着床式洋上風力発電施設は、2017 年 2 月現在、6 箇所存在するが、支持構

造は 4 種類である。すなわち、北海道瀬棚港（風海鳥）と山形県酒田港（JRE 酒田風力発電

所、旧サミットウィンドパワー酒田発電所）の「ドルフィン式」、茨城県鹿島港（ウィンド・

パワーかみす第 1 洋上発電所/ウィンド・パワーかみす第 1 洋上発電所）の「モノパイル式」、

NEDO 洋上風力発電実証研究の銚子沖の「重力式」および北九州市の「ハイブリッド重力

式」である。ここでは、これら支持構造の概要を示す。 

 

「ドルフィン式」 

 ドルフィン式は、北海道瀬棚港（風海鳥）と山形県酒田港（JRE 酒田風力発電所）に建設

されている洋上風力発電施設の支持構造である。ここで設置されたドルフィン式支持構造物の

特徴を以下に掲げるとともに、その概観図を図Ⅲ.4.4-2 に示す。 

「支持構造物の特徴」 

 ✓瀬棚港 

・直杭は 4 本（長さ 27m、直径 1.1m、肉厚 14mm） 

・上部コンクリ―ト（幅または径 10m、厚さ 2m） 

 ✓酒田港 

・直杭は 8 本（長さ 27m、直径 1.0m、肉厚 14mm） 

・上部コンクリ―ト（幅または径 12m（八角形）、厚さ 2.5m） 

 

 

図Ⅲ.4.4-2 ドルフィン式支持構物 

（せたな町 HP：http://www.town.setana.lg.jp/kazamidori/article30.html） 
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「モノパイル式」 

 モノパイル式は、茨城県鹿島港（ウィンド・パワーかみす第１洋上発電所/ウィンド・パ

ワーかみす第 2 洋上発電所）に建設されている洋上風力発電施設の支持構造である。ここで設

置されたモノパイル式支持構造物の特徴を以下に掲げるとともに、その概観図を図Ⅲ.4.4-3 に

示す。 

「支持構造物の特徴」 

  ・モノパイルの仕様は直径 3.5m、肉厚 44mm、長さ 24.5m（重量;約 100t）。 

  ・ジョイントスリーブ（トランジションピース）の長さは 8m で、タワー（直径 4.2m）

と 60 N のグラウド接合。 

  ・ジョイントスリーブ上部の応力の最小位置に電源ケーブル用の開孔。 

  ・ジョイントスリーブ下部はモルタル流出防止のためのゴムリングを設置。 

 

 

図Ⅲ.4.4-3 モノパイル式の概念図（青木,2009）と写真（小松﨑都市開発,提供） 
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ケーソン重量：2,300t
完成時：5,400ｔ

「重力式」 

重力式は、NEDO 洋上風力発電実証研究の銚子沖に建設されている洋上風力発電施設の支持

構造である（本方式の採用理由はⅢ.6.2 節（1）基礎工事 2）重力式を参照）。ここで設置された

重力式支持構造物の特徴を以下に掲げるとともに、その概観図を図Ⅲ.4.4-4 と図Ⅲ.4.4-5 に示

す。 

「支持構造物の特徴」 

  ・三角フラスコ形状による波力の低減 

  ・プレストレスト鉄筋コンクリート壁によるひび割れ防止と耐久性向上 

  ・躯体の軽量化による起重機船を用いた急速施工 

 

「使用材料の特徴」 

  ・高比重中詰材（銅水砕スラグ：23kN/m3）  

  ・摩擦増大マット（アスファルトマットμ=0.75） 

 

 
図Ⅲ.4.4-4 銚子沖サイトにおける重力式支持構造物 

 

 
図Ⅲ.4.4-5 銚子沖サイトの風車（左図）および観測タワー（右図）の重力式支持構造物 

 

風車 観測タワー 
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「ハイブリッド重力式」 

 ハイブリッド重力式は、重力式とジャケット式を組み合わせたもので、NEDO 洋上風力発

電実証研究の北九州市沖に建設されている洋上風力発電施設の支持構造である（本方式の採用

理由はⅢ.6.2 節（1）基礎工事 2）重力式を参照）。ここで設置されたハイブリッド重力式支持

構造物の特徴を以下に掲げるとともにその概観図を図Ⅲ.4.4-6 と図Ⅲ.4.4-7 に示す。なお、風

車用と観測タワー用の支持構造物の仕様は同一である。 

「支持構造物の特徴」 

・波荷重の低減、設置にあたっての海上作業の縮小化および構造の靭性の確保 

（陸上でのプレキャスト化による海上作業の短縮化が可能な重力式と波荷重の低減，構造

の靭性の向上が可能なレグ材を CFT 構造（コンクリート充填鋼管構造）としたジャケット

構造の採用） 

・施工方法は、重力式と変わらない。 

 
図Ⅲ.4.4-6 北九州市沖サイトにおけるハイブリッド重力式支持構造物 

右図は底板コンクリートの打設状況 

 

 
図Ⅲ.4.4-7 北九州市沖サイトにおけるハイブリッド重力式支持構造物設置断面図 
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４.５ 経済性の検討 

建設コスト、運転保守費等から発電原価を算出し、概略の経済性評価を行う。 

 

（1） 建設コストと運転保守費 

1） 建設コスト 

洋上風力発電システムの建設に必要なコストは、風車本体、電気設備、土木工事（海底地盤

の造成、支持構造物等）、風車据付工事、電気工事の費用等から構成される。また、連系する系

統の状況によっては、別途、電力会社への工事費負担金が必要となる。 

ヨーロッパでは、洋上風力発電の建設コストは陸上のそれと平均しておおよそ 2 倍であるが

（Duwind,2001）、近年、施設の大規模化、遠距離化により建設コストは上昇傾向にある。建設

コストには一般的にかなりの幅があるが、その原因としては、以下の項目等があげられる。 

・導入規模の違い 

・設置海域の立地条件（水深,離岸距離）の違い 

・支持構造物の違い 

・インフラ設備（特殊作業船,港湾等）の違い 

今後、市場の拡大、設計ツールの整備、情報の普及等により競争原理が働く環境が整い、導

入規模が拡大すれば、建設費のコストダウンは可能と考えられる。 

2） 運転保守費 

運転保守にかかる費用としては、風車本体の点検費用、電気設備関係の点検費用、損害保険

料、税金等がある。風車本体の点検費用はメーカ（設置業者）あるいはメンテナンス会社等と

の保守契約の費用で、設置台数、立地条件によっても大きく異なる。我が国では沖合での洋上

ウィンドファームの実績がないことから運転保守費を示すことは難しいが、一つの参考例とし

て、2014 年 3 月 7 日に行われた調達価格等算定委員会で示された運転管理費（運転維持費）は

2.25 万円/kW/年となっている。 

 

（2） 発電原価と経済性 

1）発電原価の算出法 

キャッシュフローにより詳細に検討する必要があるが、基本設計の段階では発電原価により

洋上風力発電の概略の経済性評価を行う（キャッシュフローによる評価はⅢ.10.1 項を参照）。 

一般的に、発電原価は年間経常費を年間発電量で割ったもので算出される。年間経常費は、

固定費と運転保守費等の変動費とから成り、固定費の算出方法には、資本回収法によるものと、

減価償却費および平均金利等の和として求める方法とがある。以下では、資本回収法による算

出方法について述べる。 

資本回収法では、固定費は建設コストと年経費率の積で表され、発電原価は次式で計算され

る（税金は考慮していない）。 

 

 

 

 



- 174 - 

 

発電原価（円/kWh）＝ 
建設コスト×年経費率＋運転保守費 

正味の年間発電電力量 

年経費率 ＝ 
n-) + (1 - 1 r

r
  r：金利、 n：耐用年数 

Ⅲ.4.3 項に示しているように、上式の「正味の年間発電電力量」は、年間発電電力量、利用可

能率（Availability）および出力補正係数（発電電力量のロス割合）から導かれる。年間発電電

力量は、1 年間の時別風速データと風車のパワーカーブ（性能曲線）から算出されるもので、い

わゆる理論発電電力量である。利用可能率と出力補正係数もⅢ.4.3 項の通りであるが、利用可

能率は風車メーカから提示があるもので、洋上風力発電の場合の実績値は 80-95%の間にある

と言われている（Becki,2011;Tavner,2014）。また、出力補正係数は、以下の a.から i まで掲げ

た発電量の損失項目を勘案した係数で、洋上の出力補正係数が陸上の平坦地形のそれと同じと

みなせば、0.95 となる（NEDO,2008）。 

なお、洋上風力発電事業者においては、風車の故障・事故による停止時間に対して、当該海

域の波浪、風速等の条件を踏まえた作業船や大型起重機船等の稼働率について十分に検討・精

査し、適正な利用可能率を設定することが重要である。 

 

a. ウエイクの影響 

風車の風下に形成される風況の乱れをウエイクという。風車を複数台設置する場合には、

風況観測で得られた卓越風向や方位別エネルギー取得率を考慮し、ウエイクの影響が少なく

なるような配置をベースとする。ウエイク領域に風車を設置した場合、エネルギー取得量は

大きく減少する。風車で生じるウエイク効果を総合的に理解しておくことが、以下にあげる

点において極めて重要である。 

◎アレイ内の風車のレイアウトを最適化し、アレイからのエネルギー収率を最大化する。 

◎ウィンドファームの事業者によるエネルギー出力の予想精度を高め、それによって事業

のリスクを減らし、バンカビリティを高める。  

NEDO風力発電導入ガイドブック（2008年2月改訂第9版）では、ウエイク領域を勘案し

て、卓越風が顕著に出現する地域に対して10D（風下方向）×3D（風向と直角方向）の風

力発電施設間隔を目安に配置することが多いとしている（図Ⅲ.4.5-1）（D：ロータ直径）。

洋上風車の最適配置を最終決定する際には風況シミュレーションを実施することが多いが、

上記の目安は概略の配置計画を検討する上で有効である。 

ウエイク効果のモデリングは複雑であり、正確にモデリングを行うことは難しい。ウエイ

ク効果の様々な側面を計算するために、多数の流れモデルがある。わずか数秒で実行できる

単純な分析モデルから、実行に数週間を要し大変高額な費用がかかるモデルまで、その複雑

さにはかなりの幅がある。 
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図Ⅲ.4.5-1 風車の配置方法の例（NEDO,2008） 

 

b. 風速の推定誤差 

候補海域において、洋上風況観測タワーを設置し、海上風速の実測値をもとに発電電力量

を推定することが望ましいが、それには大きなコストがかかる。そのため、浮体式の観測施

設や風況シミュレーションにより海上風速を求めた場合には、推定誤差を検討する必要があ

る。 

c. 風速の経年変動 

風速は経年変化するため、1 年間だけの風況観測データに基づいて推定される年間発電電

力量は、近傍気象官署等の 10 年以上の長期データから推定される年平均風速からの発電量

とは異なる。そこで、近傍の気象官署等の風況観測を行った年の風況と長期データとを比較

して、風況観測データを事業期間を通じた準平年風速に換算して、年間発電電力量を推定す

るのが望ましい。さらに、予測誤差や近傍の気象官署等との相関が低い場合等は、気象官署

等の年平均風速の標準偏差から超過確率1を設定して事業性を評価することもある。 

d. ハブ高の風速への換算誤差 

ハブ高よりも低い高度で計測された風況データは、ハブ高への換算のために複層観測に基

づく n 値で換算する方法やシミュレーションを行って考慮する必要があるが、誤差が含まれ

るので注意を要する。 

  

                                                                                                                                                            
1 超過確率 50％の風速とは、その地点で将来 50％の確率でその値以上になる風速で、準平年風速がその風速とな

る。例えば、超過確率 75％の年平均風速は将来 4 年に 3 回（確率 75％）は上回るが 1 回は下回る風速で、準平年

風速と標準偏差から求めることができ、準平年風速より低い風速となる 
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e. 発電ロス・所内ロス・送電ロス 

風力発電システムのヨー制御やピッチ制御機器の運転や系統連系の電気設備、送・配電線

のロスにより、発電量は低減する。制御設備のモータの容量や変圧器の仕様、送・配電線の

ケーブル太さや距離等の設備仕様により、ロスを推定する必要がある。 

f. 風向変動に伴うヨー制御 

風向変動はヨー制御を行う時間間隔より短周期で起こることもあるので、ブレードが風向

に対して最適な方向に向いていないときには、発電量は低下する。 

g. ブレードの劣化やキズ･汚れ 

塩分等の付着によるブレードの経年劣化やキズ･汚れに伴い、ブレード表面に風の乱れが生

じるために発電量が低減するので、考慮する必要がある。 

h. 強風の発生 

カットアウト風速以上の強風の出現に伴い風車の運転は停止するので、発電量が低減する。

出力曲線ではカットアウト風速として考慮されるが、風車によってはカットアウトの条件が

短期間の突風等による場合や、停止頻度を抑えるために復帰風速を低く設定している場合も

ある。そのため、仕様上のカットアウト風速より低い 10 分平均風速でも停止していることが

ある。 

i. 電力会社からの解並列依頼 

電力会社の送・配電線および変電所等の工事に伴う電力会社からの系統連系の解・並列依

頼や系統の事故により発電できない期間が発生するので、電力会社に工事実績や今後の工事

計画等を確認して、年間の停止時間として考慮するのが望ましい。 

なお、本損失項目は風車メーカから提示される利用可能率に織り込まれている場合がある。 

 

2） 経済性 

経済性試算の検討条件の一例を表Ⅲ.4.5-1 に、また、本条件で計算した年平均風速と発電原

価の関係を図Ⅲ.4.5-2 と図Ⅲ.4.5-3 にそれぞれ示す。この仮定の場合、調達価格（売電単価）を

36 円/kWh とすれば、洋上風力発電の損益分岐点としては、建設コスト 50 万円/kW で年平均

風速約 6.7m/s、建設コスト 70 万円/kW で年平均風速約 7.7m/s が一つの目安と言えるが、風車

の出力特性、風速出現率分布、金利等の条件で採算性は変わるため、個別に詳細な検討が必要

となる。 

上述のように、洋上風力発電の導入の目安として、年平均風速が概ね 7m/s の海域では建設コ

ストが 50 万円/kW と試算されたが、そのためには欧州のような洋上風力発電のコスト低減に

向けた様々な方策を参考に、我が国でも洋上風力発電の経済性が成り立つよう官民をあげて取

り組む必要がある※1。 

                                                                                                                                                            
※1 Ⅱ.3.1 項(2)で記したように、イギリスの 2010 年時点における洋上風力発電の発電原価は 149～191￡/MWh
（19.4～24.8 円/kWh;130 円/￡（2016 年 11 月のレート））で、我が国の洋上風力発電の調達価格を下回っている。

しかしイギリスでは、今後、洋上風力発電の導入海域はさらに沖合に展開する計画となっているため、発電原価の

低減が大きな課題となっている。その対策として、「技術革新の加速」および「サプライチェーンの構築」が掲げ

られている。菊地・石原（2014）によれば、我が国でのコスト低減に寄与する大きな要因は、建設船及び港湾の

整備とともに、風車の大型化、支持構造物の最適化、運転維持管理費の低減であるとされているが、最も基本的な

条件は風況の良好な導入サイトの選定である。 
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表Ⅲ.4.5-1 経済性の試算条件 

 
 

 
図Ⅲ.4.5-2 年平均風速と発電原価の関係（例） 

 

図Ⅲ.4.5-3 建設コストと発電原価の関係（例） 

項　　目 試算条件

風車(定格出力) 2,500kW

年平均風速 4m/s～10m/s (1m/s間隔)

建設コスト 30万円/kW、50万円/kW、70万円/kW

運転保守費
(撤去・解体費を含む)

6,250万円/年

金利 4%

耐用年数 17年

利用可能率 90%

出力補正係数 90%
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５ 実施設計 

洋上風力発電に係る設備設計、工事設計および工事計画の概要を示す。なお、実施設計にあ

たっては、洋上風力発電事業期間における地球温暖化による気象・海象条件の変化や地震も考

慮した検討が必要である。 

 

５.１ 設備設計 

(1) 洋上風力発電システム設計 

導入風車の仕様に対して、国内の法的基準を満たすように、材料の強度や許容範囲、電力会

社との系統連系、必要な設備に関する以下の事項について照査、検討を行う必要がある。 

 

・一般仕様に関する事項：風力発電システム仕様､規格摘要､環境条件 

・運用計画に関する事項 

・運用･保守･管理に関する事項：遠隔監視制御装置・表示盤仕様 

・安全装置に関する事項 

・保証に関する事項 

 

従来、発電用風力発電設備のうち、高さが 15m を超える風車を支持する工作物については、

建築基準法および電気事業法それぞれにおいて安全規制が課されていた。しかし風力発電の導

入促進を図るために、建築基準法令と同等の規制が課されることを前提に、2014 年 4 月に建築

基準法の規制対象から除外され、電気事業法での安全規制に一本化されることとなった。それ

に伴い、発電用風力設備の技術基準の解釈が改正され、建築基準法の安全規制が取り込まれた。

そのため、それ以降に設置する風車は電気事業法における構造安全性確保に関する審査を受け

る必要がある。 

なお、建築基準法に基づく特定支持物に対する構造強度に係る基準を満足する民間規格であ

る土木学会「風力発電設備支持物構造設計指針・同解説」（2010 年版）の規定についても取り

込まれており、当土木学会指針に基づき適切に施設される一般的なものについては、構造上安

全であるとみなされている。 

概要は本節(4)項「省令で定める技術基準」を参照のこと。 

 

(2) 電気設備設計 

洋上風力発電設備工作物の電気設備は、陸上風力発電と同様に以下の法規や基準が適用され

る。 

・電気事業法             ・電気事業法施行令 

・電気事業法施行規則         ・電気設備に関する技術基準 

・発電用風力設備に関する技術基準   ・電気設備に関する技術基準の解釈 

・発電用風力設備に関する技術基準の解釈 

・電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン 

・その他関係法令、条例および規格 
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風力発電システムの電気設備には、電気事業法の定めにより電気設備の保安確保のため、

低限の維持基準として「電気設備に関する技術基準」、「発電用風力設備に関する技術基準」等

の省令が公布されている。なお、系統に連系することを可能とするために必要となる要件のう

ち保安確保に係る部分は、「電気設備の技術基準の解釈」に盛り込まれている。また電圧、周波

数等の電力品質を確保していくための事項および連絡体制等についての考え方は、「電力品質確

保に係る系統連系技術要件ガイドライン（平成 25 年改訂）」にて整理されている。上記の法令

や基準を補足するものとして以下の規程や指針があり、これらについても十分配慮して設備設

計を進めることが重要である。 

・発変電規程（JESC E0003（2017））    ・風力発電規程（JESC V0001（2011）） 

・高圧受変電設備規程（JESC E0013（2014）） 

・系統連系規程（JESC E0019（2016））および追補版（2017 年、2018 年） 

・変電所等における電気設備の耐震設計指針（JESC E0001（2010）） 

 

(3) 電気事業法 

洋上風力発電システムは発電設備となるので、陸上風力発電と同様に、発電事業・電気事業

に係る規制や電気工作物（一般用および事業用）の定義や保安規程を定めている電気事業法に

基づかなくてはならない。また、風力発電設備建設に必要な手続きについても「電気事業法」、

「電気事業法施行令」および「電気事業法施行規則」に定められている。条文の概要および許

認可について表Ⅲ.5.1-1 に示す。なお、電力システム改革の 3 本柱（①広域系統運用の拡大/広

域的運営推進機関の設立、②小売及び発電の全面自由化、③法的分離の方式による送配電部門

の中立性の一層の確保）それぞれに係る電気事業法改正法案が成立している（2013 年 11 月 13

日、2014 年 6 月 11 日および 2015 年 6 月 17 日）。 
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表Ⅲ.5.1-1 電気事業法の関連条文と許認可に関する一覧  

 

 

(4) 省令で定める技術基準 

電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 39 条第 1 項および第 56 条第 1 項に規定された技

術基準には以下のものがあり、事業用電気工作物の設置者は技術基準に適合するように維持す

る義務がある（一般用電気工作物については、使用する電気を供給する電気供給者に、一般用

電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査を義務づけている）。発電用風力設備に関

する技術基準に定める省令と解釈の概要を、表Ⅲ.5.1-2 に示す。 

・発電用風力設備に関する技術基準を定める省令（電気設備は対象外） 

・発電用風力設備に関する技術基準の解釈 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

・電気設備に関する技術基準の解釈 

 

これらの技術基準は、主に陸上風力発電システムを前提に規定されているが、洋上風力発電

システムについても基本的には、これらの技術基準を遵守することが求められる。「電気設備に

許認可申
請/届出

許認可権者 備考

法第3条
事業の許可

一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければなら
ない。

○
○

（経済産業
大臣）

当該経済産
業局に申請
/届出

法第28条の11
加入義務等

電気事業者は、電力広域的運営推進機関（以下、推進機関という）にその会員
として加入しなければならない。
第2条の2の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第3条の許可を受けて
一般送配電事業を営もうとする者、第27条の4の許可を受けて、送電事業を営も
うとする者、第27条の13条第1項の届出をして特定送配電事業を営もうとする者
及び第27条の27第1項の届出をして発電事業を営もうとする者は、その登録、許
可の申請または届出に先立って、推進機関に加入する手続きをとらなければな
らない。

電力広域的
運営推進機
関への加入
手続き

法第38条
則第48条
電気工作物の区分

一般用電気工作物…他の者から電気供給を受ける需要設備で受電電圧が600V以
下のもの
事業用電気工作物…一般用電気工作物以外の電気工作物
自家用電気工作物…電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以
外の電気工作物

法第39条
事業用電気工作物の維持

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術
基準（電気設備、発電用風力設備)に適合するように維持しなければならない。

法第42条
則第50条、第51条
保安規程

事業用電気工作物を設置する者は、工事、維持及び運用に関する保安を確保す
るため、保安規程を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に、主務大臣に届
け出なければならない。

○
○

（経済産業
大臣）

当該経済産
業局に申請
/届出

法第43条
則第52条～第55条
主任技術者

・事業用電気工作物及び2,000kW以上の自家用電気工作物である風力発電所の
工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者の選任
の届け出が必要となる（2,000kW未満でも可）。
・20kW以上2,000kW未満の自家用電気工作物である風力発電所の工事、維持及
び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業大臣（事業場が一の産業保
安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督
部長)による電気技術者の外部委託承認を行うべきである。

○
○

（経済産業
大臣）

当該経済産
業局に申請
/届出

法第47条、第48条
則第62条、第65条
工事計画

500kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事をしようとする者は、工事の計画
を主務大臣に届け出なければならない。

○
○

（経済産業
大臣）

当該経済産
業局に申請
/届出

法第51条
則第73条の2～9
使用前安全管理検査

500kW以上の風力発電所を設置する者は、その使用の開始前に当該事業用電気工
作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければなら
ない。使用前自主検査を行う時期に、使用前自主検査の実施に係る体制につい
て、経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。

○
○

（経済産業
大臣）

当該経済産
業局に申請
/届出

法第53条
則第87条・第88条
自家用電気工作物の使用
の開始

自家用電気工作物を設置する者は、使用開始後遅滞なく、主務大臣に届け出な
ければならない。(工事計画を届け出た場合は不要)

○
○

（経済産業
大臣）

当該経済産
業局に申請
/届出

電気事業法（及び電気事業法施行規則)

注）　着床式：建築基準法における安全性確保に関する審査は「発電用風力設備の技術基準の解釈」に取り込まれ、電気事業法上の審査に一本化
              されたが、 内容的には従来通りのものが網羅されている。

　　　浮体式：支持構造物である浮体施設及びタワーについては、船舶安全法における「浮体式洋上風力発電施設技術基準」により安全性を確
              保する。
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関する技術基準」については洋上風力発電システムにも適用できるよう、経済産業省（電力安

全課）において見直し・検討が進められている。 

 

表Ⅲ.5.1-2a 発電用風力設備に関する技術基準に定める省令と解釈の概要  

 
 

条　項 概　要 条　項 概　要

第一条
適用範囲

風力を原動力として電気を発生するため
に施設する電気工作物（一般用電気工作
物及び事業用電気工作物）について適用
する。

― ―

風力発電所を施設するに当たっては、取
扱者以外の者に風車が危険である旨を表
示するとともに、当該者が容易に接近す
るおそれがないように適切な措置を講じ
なければならない。

発電用風力設備に設置する場所には、当該場所に取扱者以外の者が立
ち入らないように、「柵、塀、立入禁止表示板、施錠装置」等いずれ
かの措置を講じること。ただし、人が立ち入るおそれのない箇所は、
この限りではない。

発電用風力設備が一般用電気工作物であ
る場合には、前項の規定の内、「風力発
電所」は「発電用風力設備」、「当該者
が容易に」は「当該者が容易に風車に」
と読み替えて適用する。

一般用電気工作物である発電用風力設備を設置する場所には、取扱者
以外の者が容易に風車に接近しないように、「風車を接近のおそれな
い場所に設置、接触防止カバー、柵、塀）等いずれかの措置を講じる
こと。

第３条
風車の構造

令第４条第１号の「負荷を遮断したときの 大速度」とは、非常調速
装置が作動した時点より風車がさらに昇速した場合も回転速度を含む
ものをいう。

第４条
風車の構造

令第４条第２号の「風圧」とは、発電用風力設備を設置する場所の風
車ハブ高さにおける現地風条件（極値風及び三方向（主方向、横方
向、上方向）の乱流を含む）による風圧が考慮されたもので、「風車
の受風面の垂直投影面積が 大の状態下の 大風圧」、「風速・風向
の時間的変化による風圧」をいう。
発電用風力設備が一般用電気工作物である場合の「風圧」とは、風車
の制御の方法に応じて風車の受風面の垂直投影面積が 大となる状態
において、風車が受ける 大風速を含むものをいい、前項の規定は適
用しない。

第５条
風車の構造

省令第４条第三号に規定する「風車に損傷を与えるような振動がない
ように施設する」とは、風車の回転部を自動的に停止する装置を施設
することを含むものをいう。

第６条
風車の構造

省令第４条第四号に規定する「取扱者の意図に反して風車が起動する
ことがないように施設する」とは、風車の回転部を固定できるよう施
設することを含むものをいう。

発電用風力設備に関する技術基準に定める省令 発電用風力設備の技術基準の解釈

第三条
取扱者以外の
ものに対する
危険防止措置

第２条
取扱者以外の
者に対する侵
入防止措置

第四条
風車

風車は次の各号により施設しなければな
らない。
1. 負荷を遮断した時の 大速度に対し
構造上安全であること。
2. 風圧に対して構造上安全であるこ
と。
3. 運転中に風車に損傷を与えるような
振動がない様に設置すること。
4. 通常想定される 大風速においても
取扱者の意図に反して風車が起動するこ
とのないように施設すること。
5. 運転中に他の工作物、植物等に接触
しないように施設すること。

注）詳細は以下を参照（表Ⅲ.5.1-2b、表Ⅲ.5.1-2cも同様）
・発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
（http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409M50000400053）
・発電用風力設備の技術基準の解釈について
（http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/fuugikaishaku2.pdf）
・発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
（http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/fuugikaishakukaisetsu.pdf）
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表Ⅲ.5.1-2b 発電用風力設備に関する技術基準に定める省令と解釈の概要 

 

  

条　項 概　要 条　項 概　要

令第５条第１項に規定する「安全かつ自動的に停止するような措置」
及び「安全な状態を確保するような措置」とは、次の各号に掲げる措
置を含むものをいう。
一 単一故障（従属要因による多重故障を含む。）が発生した場合に
おいても、風車を制御可能な状態が確保できるような措置
二 常用電源が停電した場合においても、非常用電源の保持等によ
り、風車を制御可能な状態が確保できるような措置
三 調速装置及び非常調速装置が繰り返し作動した場合においても、
耐久性を有する適切な材料を調速装置及び非常調速装置に使用するこ
とにより、風車を制御可能な状態が確保できるような措置

令第５条第１項第一号に規定する「回転が著しく上昇した場合」と
は、非常調速装置が作動する回転速度に達した場合をいう。

令第５条第１項第二号に規定する「風車の制御装置の機能が著しく低
下した場合」とは、風車の制御用圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空
気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合をいう。

令第５条第２項に規定する「安全な状態」とは、風車の構造に応じて
停止または回転速度の減速その他の措置を行い、人体に危害を及ぼし
または物件に損傷を与えない状態をいい、「安全状態を確保するよう
な措置」とは、機械的及び電気的な保護機能の双方又は一方を用いて
風車を安全な状態に維持することをいう。

令第５条第２項において適用する同条第１項第二号に規定する「風車
の制御装置の機能が著しく低下した場合」とは、風車の制御用圧油装
置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著
しく低下した場合その他制御装置の機能が著しく低下した場合をい
う。

高部の地表からの高さが20mを超える
発電用風力設備には、雷撃から風車を保
護するような装置を講じなければならな
い。ただし、周囲の状況によって雷撃が
風車を損傷するおそれがない場合におい
て、この限りでない。

令第５条３項に規定する「雷撃から風車を保護するような措置」と
は、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
・発電用風力設備を設置する場所の落雷条件を考慮し、次に掲げる地
域の区分に応じ、次に定める要件を満たすこと。
（イ～ハ／詳細は省略）
・風車を支持する工作物の高さが20mを超える部分を雷撃から保護す
るように、次のイ、ロの要件のすべてを満たすこと。
イ．雷撃によって生ずる電流を風車を支持する工作物に被害を及ぼす
ことなく安全に地中に流すことができる避雷設備として、日本工業規
格A4201-2003に規定する外部雷保護システムに適合する構造である
こと。
ロ．避雷設備の雨水等により腐食の恐れのある部分にあっては、腐食
しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じた
ものであること。
・令第５条第３項に規定する「周囲の状況によって雷撃が風車を損傷
するおそれがない場合」とは、当該風車を保護するように避雷塔、避
雷針その他の避雷設備がある場合を含むものをいう。

第六条
圧油装置及び
圧縮空気装置
の危険の防止

発電用風力装置として使用する圧油装置
及び圧縮空気装置は次の各号により施設
しなければならない。
1. 圧油タンク及び空気タンクの材料及
び構造は、 高使用圧力に対して十分に
耐え、かつ安全なものであること。
2. 圧油タンク及び空気タンクは耐食性
を有すること。
3. 圧力が上昇する場合において、当該
圧力が 高使用圧力に到達する以前に当
該圧力を低下させる機能を有すること。
4. 圧油タンクの油圧又は空気タンクの
空気圧が低下した場合に圧力を自動的に
回復させる機能を有すること。
5. 異常な圧力を早期に検知できる機能
を有すること。

第８条
圧油装置及び
圧縮空気装置

の施設

電気設備の技術基準の解釈について（平成25年3月14日制定）第40条
第2項（第二号ロを除く）及び第3項の規定は、発電用風力設備とし
て使用する圧縮装置及び圧縮空気装置にて準用する。
この場合において、同条第2項中「開閉器及び遮断器に使用する圧縮
空気装置」とあるのは「発電用風力設備として使用する圧縮装置及び
圧縮空気装置」と、「空気圧縮機」とあるのは「油ポンプ及び空気圧
縮機」と、「空気タンク」とあるのは「圧油タンク及び空気タンク」
と、「圧縮空気を通ずる管」とあるのは「圧油及び圧縮空気を通ずる
管」と読み替える。

第五条
風車の安全な
状態の確保

第７条
風車の安全な
状態の確保

風車は、次の各号の場合に安全かつ自動
的に停止するような措置を講じなければ
ならない。
1. 回転速度が著しく上昇した場合
2. 風車の制御装置の機能が著しく低下
した場合

発電用風力設備が一般用電気工作物であ
る場合には、前項の「安全かつ自動的に
停止するような措置」は「安全な状態を
確保するような措置」と読み替えて適用
する。

発電用風力設備に関する技術基準に定める省令 発電用風力設備の技術基準の解釈
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表Ⅲ.5.1-2ｃ 発電用風力設備に関する技術基準に定める省令と解釈の概要 

  

条　項 概　要 条　項 概　要

第９条
風車を支持す
る工作物の構

造耐力

令第7条第1項に規定する「自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地
震その他の振動及び衝撃」とは、風車を支持する工作物に作用する自
重。積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに風車の運転によ
る振動並びに当該設置場所において通常想定される地震その他自然の
要因により風車を支持する工作物に作用する振動及び衝撃（次項にお
いて「外力」という）をいう。
令第7条第1項に規定する「構造上安全」とは、風車を支持する工作
物のタワー、基礎及びタワーと基礎の定着部が、工作物に作用する外
力に対して安全であることを含むものをいう。
発電用風力設備であって 高部の地表からの高さ（以下「風力設備全
体高」という）が15mを超える発電用風力設備を支持する工作物（以
下「特定支持物」という）について、第8条及び第9条に掲げる全て
の要件の全てを満たす場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該
当するときは、当該特定支持物については、令第7条第１項に規定す
る「構造上安全」であるものとみなす。
・第10条に掲げる要件の全てを満たすものであること
・風力設備全体高が60m以下の特定支持物であって、第11条から第13
条に掲げる要件のすべてを満たすものであること。

第１０条
特定支持物の

構造等

・特定支持物の構造等に係る要件（一～九／詳細は省略）

第１１条
特定支持物の

基礎

・特定支持物の基礎（鉄筋コンクリート造のものに限る）に係る要件
（一～九／詳細は省略）

第１２条
特定支持物に
係る構造計算
（風力設備全
体高が60ｍを
超える特定支
持物に対する

規定）

・特定支持物の構造計算に係る要件（一～六／詳細は省略）
ただし、次条から第１３条に掲げる要件の全てを満たす場合はこの限
りでない。
・前項各号の構造計算及び確認を行うに当たっては、構造上主要な部
分の断面に生ずる長期、短期及び極めて稀に発生する地震時の各応力
度を別表第３に掲げる式によって計算すること。
第１項各号の構造計算及び確認を行うに当たっては、次に掲げる許容
応力度、許容せん断応力度及び材料強度を用いること。（一～十三／
詳細は省略）

第１３条
風力発電設備
全体高が60m以
下の特定支持
物に係る構造

計算

・特定支持物（風力発電設備全体高が60m以下の場合に限る。以下こ
の条から第１３条までにおいて同じ）の構造計算に係る要件（一～三
／詳細は省略）

第１４条
風力発電設備
全体高が60m以
下の特定支持
物の構造上主

要な部分

・特定支持物（鉄骨造のものに限る）の構造上主要な部分に係る要件
（一～八／詳細は省略）

第１５条
風力発電設備
全体高が60m以
下の特定支持

物の基礎

・特定支持物の基礎に係る要件（一～四／詳細は省略）

第１６条
風力発電設備
全体高が60m以
下の特定支持

物の基礎

・第７条３項の規定にかかわらず、特定支持物は建築基準法の工作物
に適用される同法に基づく構造強度に係る各規定に適合するものであ
ること。
・風車を支持する工作物（船舶安全法第２条第１項の規定を受けるも
のに限る）は、同項の規定に適合するものであること。

第１７条
風車を支持す
る工作物の施

設制限

・風車を支持する工作物は、支線を用いてその強度を分担させないこ
と。
・発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は
適用しない。

発電用風力設備が一般電気工作物である
場合には、風車を支持する工作物に取扱
者以外の者が容易に登ることができない
ように適切な措置を講じること。

― ―

第八条
公害等の防止

・電気設備に関する技術基準を定める省
令（平成９年通商産業省令第５２号）第
１９条第８項及び第１０項の規定は、風
力発電所に設置する発電用風力設備につ
いて準用する。
・発電用風力設備が一般電気工作物であ
る場合には、前項の規定は、同項中「第
１９条第８項及び第１０項」とあるのは
「第１９条第１０項」と、「風力発電所
に設置する発電用風力設備」とあるのは
「発電用風力設備」と読み替えて適用す
る。

― ―

風車を支持する工作物は、自重、積載荷
重、積雪及び風圧並びに地震その他の振
動及び衝撃に対して構造上安全でなけれ
ばならない。（表Ⅲ.5.1-2bの続き）

第七条
風車を支持す

る工作物

風車を支持する工作物は、自重、積載荷
重、積雪及び風圧並びに地震その他の振
動及び衝撃に対して構造上安全でなけれ
ばならない。

発電用風力設備に関する技術基準に定める省令 発電用風力設備の技術基準の解釈
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５.２ 工事設計 

(1) 電気工事設計 

洋上風力発電システムの電気工事には、陸上風力発電と重複するものが多く、本ガイドブッ

クⅢ.5.1(2)および(3)項で述べた法令・規程類の他に、以下の法規や基準が適用される。 

・電気工事業法   ・建設業法 

・その他関係法令、条例および規格 

 

(2) 土木・建築工事設計 

洋上風力発電システムの土木・建築工事には、以下の法規や基準等が適用される（本ガイド

ブックⅢ.2.2 項の社会条件に関する記述を参照）。 

・海岸法          ・海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律 

・港湾法          ・海上交通安全法 

・港則法          ・航路標識法 

・水路業務法        ・自然環境保全法 

・船舶安全法        ・自然公園法 

・漁業法          ・水産資源保護法 

・海洋水産資源開発促進法  ・漁港漁場整備法 

・排他的経済水域および大陸棚の保全および利用の促進のための低潮線の保全および拠点

施設の整備等に関する法律  

・各港湾管理者が定める条例 

・道路法＊ 

・道路交通法＊ 

・航空法 

・コンクリート標準示方書（土木学会） 

・共通仕様書（土木工事共通仕様書） 

・電気事業法・同施行令 

・建築基礎構造設計指針（日本建築学会） 

・鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（日本建築学会） 

・建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事（日本建築学会） 

 

５.３ 工事計画 

(1) 一般論 

洋上風力発電設備の建設に関連する海底地盤整備、支持構造物の設置、風車の据付、海底の

送電ケーブル、アレイケーブル、洋上変電所等の諸工事が工期内に支障なく安全に行われるよ

うに、工事計画、工事工程表を立案・策定する必要がある。 

表Ⅲ.5.3-1 には、洋上風力発電施設の設置以外の段階における使用船舶も示しているが、設

置段階においては種々の船舶が必要となる。したがって、建設工事の母港となる港湾における

                                                                                                                                                            
＊ 陸上で工事車両を通行させる場合に限る（建設場所付近の港湾または沿岸まで）。 
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様々な作業船、クレーン、資材置き場等の利用ができるように、利用岸壁の長さ・水深、ストッ

クヤードのスペース、岸壁、荷捌き地等の地耐力確保等に関する港湾管理者との協議を早目に

終えておくことが重要である。また、洋上風力発電建設海域の近傍港湾であれば、施設稼働後

も風車や支持構造物の維持管理のために継続して港湾を利用することも考えられることから、

入念な検討を要する。 

 

 

風車や支持構造物の設置には、主として SEP 船（自己昇降式作業台船）が使用されるが、近

年、洋上風力発電の風車は大型化し、5,000kW（5MW）クラスの超大型風車が設置される事例

が増え、今後もさらに大型化する傾向にある（付属資料Ⅱを参照；SEP 船についてはⅢ.6.2 項

（3）および付属資料Ⅳを参照）。参考までに、風車と支持構造物の概略の諸元を、表Ⅲ.5.3-2 と

表Ⅲ.5.3-3 にそれぞれ示す。支持構造物も大型構造物となっている。日本船舶技術研究会（2013）

は、7MW クラスの風車を視野に入れて、将来の SEP 船の概略スペックを以下のように取りま

とめている。 

 ◎対応水深： 低でも 60m（望ましくは 80-100m） 

 ◎運航速度：7-8kt 

 ◎デッキ面積：3,000m2前後 

 ◎ 大有義波高： 低でも 2m、できれば 2.5m 

         （うねり（Tp：≧10sec）への対応も必須） 

 ◎クレーン能力：1,000t 超 

  ◎クレーン吊り高さ：150m 以上 

 

我が国における SEP 船には、現在、「くろしお」、「むつ」、「あそ」等が存在するが、一番大

きい「くろしお」でもクレーン能力（積載可能なクローラークレーン）は 750t である。例え

ば 5MW 風車（海面からハブ高までの高さ：105-110m）を設置する場合、この高さに吊り揚

げるためには SEP 船の甲板を海面から 20m 高にセットする必要があり、そのときのクロー

表Ⅲ.5.3-1 着床式洋上風力発電に関連する船舶（日本船舶技術研究会,2013 を一部改変）

 

船　種 設置 試運転 維持管理 撤去

はしけ ○ ○

重量物運搬船 ○ △ ○

クレーン船/ＳＥＰ船（自己昇降式作業台船） ○ △ ○

タグボート ○ ○

アクセス船 ○ ○ ○ ○

ケーブル敷設船 ○ ○

ＲＯＶ（遠隔無人探査機）搭載船 ○ ○

潜水作業支援船 ○ ○

監視・警戒船 ○ ○

保守管理作業船 ○

沖合移住施設（母船） △

風車撤去作業船 ○
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ラークレーン 97m ブーム、R（作業半径）=20m の吊荷重性能は 187t が限度となる。表

Ⅲ.5.3-2 に示すように 5MW 風車のナセル重量は 200t を超えると見込まれるため、この吊荷

重性能では 5MW 風車の設置は難しい。 

 
洋上風力発電施設工事の計画策定にあたっては、事前に次のことに留意しなければならない。 

・前述のように、港湾管理者とは十分な協議を行って協力を得ておくこと。特に、岸壁、荷

捌き地等の地耐力確保については、留意しなければならない。 

・工事の開始前には各種許認可（開発許可、建築確認申請、工事計画届他）があり、関係す

る法律により提出時期、取得までの期間が異なるため、工事工程に組み込んでおくこと。 

・SEP 船、ケーブル敷設船、ハンマー、クレーン等の手配をしておくこと。 

・支持構造物、風車、ケーブル等の各サプライヤーとは供給契約を締結しておくこと。 

・施設の撤去計画も併せて検討しておくことが必要である。詳細は「Ⅲ.8 撤去」に記載し

ている。 

 

主要な建設工事の概要は以下の通りである。 

◎支持構造物（基本形はモノパイル、重力、ジャケット）の設置 

事前に海底地盤の整備を行い、その後、SEP 船等により海底に支持構造物を据え付ける

（支持構造物の種類により工事内容は異なる。Ⅲ.6 節を参照）。 

◎系統連系 

風車を支持構造物に据え付ける前に送電ケーブル（洋上変電所と陸上変電所間の送電線）

および陸上変電所の工事を完工させ、陸上から洋上変電所まで送電線を繋いでおく。 

◎風車 

支持構造物、送電ケーブルおよび陸上変電所の完工前から SEP 船を使用して風車を支持

構造物に据え付ける工事を行う。別途、並行して行っていたアレイケーブル（洋上変電所

と風車間の送電線）の敷設工事を完工させ、風車に送電線を連系して 終的な試験検査を

実施して工事を完了する。 

諸元 支持構造物 水深 諸元 重量

5,000kW 直径：6.5-8.0m

116m-139m 板厚：≦150mm

55m-67m 長さ1：44m-82m

3枚 直径(天端)：～6m

90m-120m 直径(底面)：～25m

5.3m 厚み：≦300mm

ブレード(1枚) 約16t 長さ：≦40m

ロータ(含む,ハブ) 約112t 天端断面幅(長さ):～6m

ナセル(除く,ロータ＋ハブ) 約235t 底面断面幅(長さ):～19m

タワー(3-4分割可) 約355t 鋼管肉厚：≦30mm

注）仕様は複数の風車の概算値 長さ2：～30m-70m

長さ1：海底下のパイルおよびトランジションピースの長さを含む

20-60m ～550t-1,650t

長さ2：海面上の長さを含む

モノパイル 20-40m ～550t-1,400t

重力 ≦40m
～2,700t-3,000t
(水深:27-30m)

ジャケット

ブレード数

ハブ高

タワー外径

質
量

項　目

定格出力

ロータ直径

ブレード長

表Ⅲ.5.3-2 5MW 風車の概略諸元 
表Ⅲ.5.3-3 5MW 機対応の支持構造物の概略諸

元（MECAL,2013） 
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このように、複数の工事がある程度並行して進むために、他の工事のスケジュールを十分考

慮する必要がある。また、工事ごとに仕様書で示されている事項についても十分に留意する。 

GL Garrad Hassan（2010）を参考に、洋上ウィンドファームの建設工事の工程を検討した

（図Ⅲ.5.3-1）。設置海域を太平洋側と想定し、100-200MW（5MW 風車×20-40 基）程度のウィ

ンドファームを建設する概略のスケジュールである。作業船の稼働率を考慮し、海洋工事期間

は春季から夏季の間と仮定し、全体の工期を概ね 3 年間としている。 

実際の施工においては作業限界値以下の気象・海象条件が数時間以上継続することが求めら

れる。菊地ら（2015）は、気象・海象シミュレーションを利用して施工稼働率を算定し、銚子

沖洋上風力発電所の施工稼働率の実績と比較してその予測精度を検証した。風速の時系列デー

タを得るためにメソスケールモデル WRF（Weather Research and Forecasting）Ver3.4.1 を、

波高および波周期の時系列データを得るために WW3（Wave Watch Ⅲ）Ver3.4.1 を用いてい

る。気象データの観測値から予測された施工稼働率は実績値とおよそ一致し、また気象・海象

シミュレーションによる予測値を用いて評価した施工稼働率は観測値を用いて評価した施工稼

働率をよく再現したことから、銚子沖洋上風力発電所の施工稼働率を精度よく評価することが

できたとしている。当シミュレーションはメンテナンスの際に用いるアクセス船の稼働率を評

価する際にも有用であると考えられる。 

 

 
図Ⅲ.5.3-1 洋上ウィンドファームの工事工程の例－最上図は EWEA（2011）から引用－ 
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上
変
電
所

海底地盤整備

支
持
構
造
物

試験検査(現場）

運搬・設置

試験検査(現場）

実施設計

製造・組立

運搬・設置

製造・組立

試験検査(現場）

実施設計

製造・組立

実施設計

製造・組立

試験検査(現場）

運搬・設置

注）　送電ケーブル：洋上変電所と陸上変電所間の送電線　　　　アレイケーブル：洋上変電所と風車間の送電線

陸
上
変
電
所
・

系
統
連
系

実施設計

製造・組立

運搬・設置

試験検査(現場）

実施設計

製造・組立

設置

試験検査(現場）

風
車

送
電
ケ
ー

ブ
ル
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(2) NEDO 洋上風力発電実証研究事例（工事計画） 

1) 銚子沖 

銚子沖における工事の全体工程を表Ⅲ.5.3-4 に示す。表に示されているように、2010 年度の

第 4 四半期から観測タワー、風車、ケーソン基礎等の製作を開始したが、2011 年 3 月 11 日の

東日本大震災の影響により現場作業は 1 年間延期された。 

表Ⅲ.5.3-5 はケーソンの製作から設置までの概略の工事工程である。震災後、ケーソンの製

作は兵庫県東播磨で行われたため、運搬にも時間を要し、東播磨でのケーソンの製作から銚子

沖に設置されるまで約 1 年間かかっている。観測タワー用および風車用のケーソンの設置は同

時期に行われ、観測タワーは 2012 年 8 月 21 日、風車は 2012 年 10 月 6 日に設置されている。 

 

表Ⅲ.5.3-4  銚子沖における工事の全体工程 

 

 

表Ⅲ.5.3-5 銚子沖におけるケーソン工事の工程 

 
  

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

観測タワー

風車

ケーソン基礎

浚渫工・基礎工

基礎運搬・据付

観測タワー設置

風車設置

電気通信設備

変電所

海底ケーブル

震災 作業を1年
間シフト

   : ケーソン設置（平成 24 年 7 月下旬） 
 
   : 観測タワー設置（平成 24 年 8 月 21 日） 
 
     : 風車設置（平成 24 年 10 月 6 日） 

当初
場所 平成２３年

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

鹿嶋 ｹｰｿﾝ製作 ｹｰｿﾝ進水

銚子 基礎工 ｹｰｿﾝ設置・風車及びﾀﾜｰ設置

変更
場所 平成２３年 平成２４年

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

鹿嶋 ｹｰｿﾝ製作 中断 ｹｰｿﾝ進水

東播磨 中断 ｹｰｿﾝ製作 陸揚 ｹｰｿﾝ製作 仮置き 積込

銚子 基礎工 準備 基礎工 ｹｰｿﾝ設置・風車及びﾀﾜｰ設置 片付

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ回航ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ回航

平成２２年

平成２２年

平成２５年
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2) 北九州市沖 

 北九州市における観測タワーと風車の工事工程を表Ⅲ.5.3-6 と表Ⅲ.5.3-7 に、それぞれ示

す。 

観測タワーおよび支持構造物の製作後、約 2 週間経った 2012 年 6 月 30 日に観測タワーが設

置されている。なお、海底ケーブルが敷設され、観測タワーと陸上間に送電されたのは 2012 年

8 月 9 日であった。 

 風車用の支持構造物は 2012 年 9 月中旬に完成し、支持構造物の据付は 10 月 5 日（完成か

ら据付まで約 20 日間）で、その後、ブロック据付工事があり 10 月 15 日に設置が完了してい

る（風車への通電工事が完了したのは 10 月 26 日）。表Ⅲ.5.3-6 中に示す海上鉄塔は、海底

ケーブルを陸上の変電所に系統接続するために護岸前面に設置された施設である。本工事は海

底工事から鉄塔据付まで約 1 ヶ月間で完了している。 

 

表Ⅲ.5.3-6 北九州市沖における観測タワーの工事工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工　　　　種

観測塔

基礎捨石(1)投入

支持構造物＋観測塔(1)据付

洗掘防止マット敷設

基礎捨石(2)投入

基礎捨石(1)表面整理

観測塔(1)製作

基礎捨石(2)表面整理

4月 5月 6月
平成24(2012)年度

7月 8月11月
平成23(2011)年度

～
9月

観測塔(2)据付

付帯工

観測装置設置

3月

支持構造物製作

ブロック据付

観測塔(2)製作

ブロック製作

観測システム

基礎捨石（Ⅱ）

根固ブロック

支持構造物

鉄塔（1～4F）

⇒観測塔(1)

⇒観測塔(2)

基礎捨石（Ⅰ）

D.L.-12.0m

D.L.-9.0m
被覆ブロック

鉄塔（5～16F）

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

連結固定・足場撤去等

10 20

6/17

6/30

5/10 ｼﾞｬｹｯﾄ＋観測塔(1)接合

4/20

6/20

6/14
11/1 3/5

4/18

5/17

7/28

6/286/17

6/30

8/1
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表Ⅲ.5.3-7a 北九州市沖における風車の工事工程 

 
 

表Ⅲ.5.3-7b 北九州市沖における風車の工事工程

 

6月

平成25(2013)年度

風車本体据付

海上鉄柱＋支持構造物据付

ブロック製作(風車・海上鉄柱)

ブロック据付

海上鉄柱

洗掘防止マット敷設

基礎捨石(1)投入

基礎捨石(1)表面整理

4月 5月 6月 7月 8月

平成24(2012)年度

10月9月工　　　　種

発電システム

支持構造物据付

洗掘防止マット敷設

基礎捨石(2)投入

基礎捨石(1)表面整理

基礎捨石(2)表面整理

風車

3月 4月 5月
～

2月

基礎捨石(2)表面整理

海上鉄柱＋支持構造物製作

基礎捨石(1)投入

ジャケット製作(陸上ﾔｰﾄﾞ)

支持構造物製作(FD上)

ブロック据付

海底ケーブル

基礎捨石(2)投入

Ⅰ期工事

Ⅱ期工事

調査工

海底ケーブル敷設・固定

調整・試験

陸上開閉所

10/15

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

10/5

7/10 ｼﾞｬｹｯﾄ据付（陸上ﾔｰﾄﾞ⇒FD）

10 20 10 20

現地組立

10 20 10 20 10 20

風車内電気工事、調整・試運転、諸検査

系統受電 運転開始

7/3

陸上～観測塔 観測塔～風車

系統受電(9/3)

陸上鉄柱基礎・据付 機器設置

機器設置

5/26

6/15

7/67/4

6/30

7/9

9/8

6/30

5/24

4/5 6/14

4/3
4/24

6/5 7/31 9/3

8/1 8/9

8/23 8/29

1/28 3/23

10/15 10/26

3/11 3/19

1/28 3/25

4/4

10 20

4月 5月

陸上

海上

平成25年（2013年）

風車設置（SEP台船上での作業）

風車部材のSEP台船への積込・固縛

3月1月 2月

海底ケーブル接続・試験 海上

陸上

工　　　　種

陸上

陸上風車タワー（海上輸送）

SEP台船艤装

被覆ブロック等一時撤去・復旧

施工
場所

準備工事

風車等設置工事

陸上

海上

6月

海上

風車ブレード・一体型ナセル（海上輸送）

風車内電気工事、調整・試運転、諸検査

風車作業

陸上開閉所（Ⅱ期）設置工事

20 10 20 10 20 10 20 10 20

運転開始

10 2010

1/28搬入 2/14引取

1/28 3/25

2/5 2/6

一時撤去

2/4くろしお入域

2/19搬入

2/28くろしお出域

復旧

3/11

3/19

2/5あそ入域

3/9あそ出域

3/6 3/12 3/17 3/23

3/19

4/4

SEP台船曳航 4/44/5

3/6  ：ボトムタワー、ミドルタワー据付

3/12：トップタワー、一体型ナセル据付

3/17：ブレードNo.１据付

3/19：ブレードNo.２据付

3/23：ブレードNo.３据付
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６ 建設工事 

洋上風力発電に係る建設工事について、契約、施工（基礎工事、風車設置工事、電気工

事）および試運転・検査の概要を示す。 

 

６.１ 契約 

洋上風力発電事業を計画する事業者にとって風況はもちろんであるが、20 年の長期にわ

たり洋上風力発電システムを維持・管理することが前提であり、そのためには建設の契約

段階から風車メーカと十分打合せを行うことが重要である。 

ここでは、洋上風車の故障や事故・定期点検に伴うリスクを低減するために、発注段階

における契約書に対して考慮すべき項目と留意点を記す。 

契約書には、従来の商習慣によって名称は異なるが建設から試運転・引渡しまでを規定

した「建設請負契約書（通称 EPC 契約書）」と、事業期間を通じた「運転・保守、補修契

約書（通称 O&M 契約書）」がある。各契約時に事業者が機器供給者、工事請負業者および

メンテナンス・サービス業者等と契約を締結する際には、以下のような点に注意して契約

交渉を実施することが望ましい。 

「運転・保守、補修契約書（通称 O&M 契約書）」に関してはⅢ.7 節の「運転・保守」の

中で留意点を示すが、建設請負契約時に取り決めておくことが望ましい。  

 

「建設請負契約」 

・ EPC 契約書にて、工事請負会社、機器供給会社と事業者間の作業範囲、責任範囲の

明確化 

・ 保証期間の明示、保証内容の確認、保証期間開始日の確認、残工事の評価 

・ 準拠すべき国内法の確認（海外法規との整合性、差異の把握と対応） 

・ 保証期間中の保証内容、保証範囲、保証のための条件設定（利用可能率保証の有無、

性能確認方法の有無）、遺失利益補償の有無とその条件の明確化 

・ 保証期間中に補修作業を実施した場合の再保証期間の設定方法（瑕疵担保期間） 

・ 保証期間中の定期点検の有無、定期点検中の機器供給者と事業者の業務・費用分担

の明確化 

「費用の支払い」 

・ EPC 契約書で明記、為替変動による価格変動の取り扱いの明確化（為替変動を反

映または反映しない契約等） 

・ 輸入品の場合の公租公課、手数料の支払い分担  

「保険」 

・ 火災保険、工事組立保険、請負業者賠償責任保険、企業賠償責任保険、供給部品に

対する期限、費用負担者、保険の範囲 

・ 外航貨物海上保険（FOB/CFR/CIF）、内航貨物海上保険、運送保険 

・ 一般的に風力発電所建設に必要となる保険の種類の確認 
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６.２ 施工 

 洋上風力発電の施工は、基礎工事、風車設置工事および電気工事に大別される。これら

の施工に際して、安全・品質・工程および経済性を十分に検討し、施工計画を立てること

が重要である（図Ⅲ.6.2-1）。施工計画の主な要点は以下の通りである。 

 

✓施工条件：気象・海象条件を踏まえた施工計画（案）の設計書と現地調査結果の確認・

照合をするとともに、現地調査においては一般船舶航行安全対策に配慮した運搬経路

や避難港、支障物等に関しても 終確認をしておく。また、これらの検討結果を踏ま

えて、施工条件として材料仕様、施工時荷重、工程等を設定する。 

✓施工方法の選定：施工条件を満たす、複数の安全・確実な施工方法を抽出し、作業船

の調達、仮設計画、工程計画の検討と併せて、施工方法を選定する。 

✓総合評価：選定された工法について工事費を見積もるとともに、安全・品質・工程・経

済性等を総合的に評価する。 

 

           

図Ⅲ.6.2-1 施工計画作成フロー 

現地調査

施工方法の選定
///////

作業船の調達計画
主要資材の調達計画

工程計画仮設計画

工事費の見積

施工計画書

施工計画(案）

施工条件

施工方法の抽出

総合評価
(安全・品質・

工程・経済性)
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(1) 基礎工事 

支持構造物の基本形である「モノパイル式」、「重力式」および「ジャケット式」の 3 種

類の施工方法を示す。 

 

1) モノパイル式 

図Ⅲ.6.2-2 にモノパイル式の洋上風力発電施設例を示す。モノパイル式は、単杭を海底

支持層に設置して、外力に抵抗する基礎形式である（港湾・沿岸域における風力発電推進

研究会,2005）。一般的には水深 30m 以浅で比較的堅牢な傾斜地形に適用されるもので、欧

州では施工実績が も大きな割合（約 74%；2013 年末）を占めている。 

定格出力 3-4MW 級の風車のモノパイルは、一般的に長さ 45m、直径 4.5m、重量 300t

程度である。パイルの厚みは、種々異なるが平均して 60mm 程度であり、通常、水深と風

力発電機の大型化に伴いこれらの寸法も増加する（The Crown Estate,2010）。5MW 級風

車を対象とした水深別のトランジションピースを含むモノパイルの質量とともに、口径等

の寸法を表Ⅲ.6.2-1 に示す。製造は簡単で、圧延加工と管の溶接以外にはほとんどないが、

より大きなモノパイルの設計では、風力発電機構造全体の固有振動数を波の周波数より高

く維持するため、剛性が重要となる。トランジションピースは、ガードレール付きプラッ

トフォームともなり、人員のタワーへのアクセス、J チューブ等の支持構造となる。また、

直径 6m のモノパイルでは、洗掘防止材（一般的には岩石）の範囲は直径 25m に及ぶ。 

 

 

 

図Ⅲ.6.2-2 モノパイル式の洋上風力発電施設例（Jakobsen and Davidson,2012） 

トランジションピース 

J チューブ 
(電源ケーブル） 

洗掘防止工 

アクセス用梯子 
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表Ⅲ.6.2-1 5MW 級のモノパイルの諸元 

 

 

①施工方法 

 モノパイル式の施工の流れを図Ⅲ.6.2-3 に示す。図示しているように概略の工程は、海

底の整備→モノパイルの運搬→モノパイルの打設→トランジションピースの取付け・グラ

ウチング→風車取付けとなる。日本船舶技術研究協会（2013）では、欧州におけるモノパ

イルの実勢設置所要日数として、3.6MW 機で 2.5-3 日、5MW 機で 3-3.5 日としている。 

 

 
 

図Ⅲ.6.2-3 モノパイル式の施工の流れ 

水深
(m)

モノパイル＋トラジションピース
重量（ｔ）

寸 法

20 550

25 750

30 900

35 1,100

40 1,400

口径：～4.5-8.0m
肉厚：≦150mm
長さ：～44-82m(土
中＋トラジション・
ピースを含む長さ)

出典：MECAL(2014)

接続

モノパイル打設

・ハンマー

・振動ハンマー

トランジション

ピース取付け

グラウチング

風車据付

海底ケーブル

の敷設

海底整備

・転石等の除去

モノパイル

運搬

電気防食
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◆ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所における実例 

 ウィンド・パワーかみす第 1 洋上風力発電所（2010 年稼働、2MW×7 基、水深 3-5m、

離岸距離 40-60m；表Ⅱ.3.2-2 を参照）におけるモノパイルの施工例を、牛腸ら（2010）、

吉田ら（2010）から引用して以下に示す。図Ⅲ.6.2-4 にウィンド・パワーかみす第 1 洋上

風力発電所の施工フローを、表Ⅲ.6.2-2 に工程表をそれぞれ示す。なお、波浪が高く杭打ち

の施工可能日数が年間 9 日程度しか確保できないため、工事は陸上に設置したクローラク

レーンにより行われた。 

 

 
 

図Ⅲ.6.2-4 ウィンド・パワーかみす第 1 洋上風力発電所のモノパイル施工フロー 

（牛腸ら,2010） 
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表Ⅲ.6.2-2 工程表（牛腸ら,2010） 

 
  注)破線:計画、実線:実績 

 工程表に示すように、海域工事は 2009 年 4 月から 10 月までの約 7 ヶ月間行われた。防食工、片付工

を除いて、いずれの工事期間も実績の方が計画よりも短い結果となっている。 

 

 a. 海底整備 

 基本設計の段階で海底土質調査を実施しているが、ここでは転石等を除去し、モノパイ

ル打設の位置決めを行う工事のことを説明する。 

 

◆ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所における実例 

 ウィンド・パワーかみす第 1 洋上風力発電所では、モノパイル打設前に、地盤中に存在

する消波ブロック片や玉石等の障害物に関する探針調査が行われた。探針とは、H 鋼をバ

イブロハンマで打設することにより障害物の有無を確認することで、導枠の設置による詳

細な探針とともに、導坑を利用した面的な探針も行われた。その結果障害物が確認された

（潜水夫の確認作業も実施）ため、障害物マップを作成し、施工位置の検討が行われてい

る。 

 障害物の撤去方法として、施工性および確実性が高く、工期に与える影響の少ないダウ

ンザホールハンマ工法が採用されている。ハンマのケーシング内部のシャフト先端にビッ

トが取付けられており（図Ⅲ.6.2-5）、この回転により障害物を破砕する。消波ブロック片

は 30 分以内の時間で処理できたものの、玉石類は硬質のため撤去に 2 時間程度を要して

いる。 
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図Ⅲ.6.2-5 ダウンザホールハンマの先端部（牛腸ら,2010） 

 

 b. モノパイルの運搬 

 モノパイルは、製造工場専用港湾もしくは洋上風力発電設置海域の 寄りの港湾から海

上運搬される（図Ⅲ.6.2-6）。 

 

 

図Ⅲ.6.2-6 モノパイルの運搬状況（Ballast Nedam,2011） 

 

 c. モノパイルの打設 

 港湾・沿岸域における風力発電推進研究会（2005）によれば、打設方法には、油圧ハン

マ打撃工法、振動式杭打ち工法、プレボーリング工法リーバス式および中堀り工法全旋回

式がある。以下、同報告書から各工法の使用上の留意点を要約して示す。なお、これらの

工事は SEP 船を用いて行われる（Ⅲ.6.2 項の(3)を参照）。 

✓油圧ハンマ打撃工法は、油圧ハンマを用いて鋼管杭を直接打撃する工法である（図

Ⅲ.6.2-7）。ハンマの選定は鋼管杭の形状、寸法、重量、根入れの長さ、土質、気象・海

象を十分に考慮し、かつハンマの特性を把握した上で行う。大口径（≧5.2m）のモノ

パイルの打設には拡径ピース、あるいは大口径打込み可能なハンマを用意する必要が
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ある（プレボーリング工法/中堀り工法も同様）。なお、ハンマの能力が過大であると、

杭の頭部が座屈を起こす原因となるので留意が必要である。 

✓振動式杭打ち工法は、バイブロハンマ（複数軸にそれぞれ偏心重錘が取付けられてい

る）により鋼管杭に振動（偏心重錘が互いに同位相で反対方向に回転して、杭に 10-40

サイクル/秒の上下振動）を与えて打設する工法である（図Ⅲ.6.2-7）。バイブロハンマ

は地盤と杭に発生する動的摩擦力に対して十分な起振力を有し、かつ杭先端での抵抗

力に対して杭とバイブロハンマの全装備質量が上回らなければならない。なお、油圧

ハンマよりも騒音や振動による海生生物に与える影響が緩和されるため、バイブロハ

ンマの方が推奨されている。 

✓プレボーリング工法リーバス式は、硬質地盤の場合に事前にボーリングを行い、鋼管

杭を建て込む工法である（図Ⅲ.6.2-8）。掘削時に静水圧を加えることにより孔壁を保

護するとともに、泥水中の粘土・シルトの微粒子を壁面に浸透付着（マッドフィルム）

させることにより崩壊を防ぐ。なお、作業中が も不安定な状態になるため、荒天対

策に十分に留意する。 

✓中堀り工法全旋回式も硬質地盤の場合に適用されるケースで、鋼管杭本体に先端ビッ

ドを取付け、ケーシングパイプとして内部を掘削しながら回転圧入する工法である。

本体杭をケーシングパイプに使用するため、杭長によっては継ぎ杭になる場合もある。

なお、作業中が も不安定な状態になるため、荒天対策に十分に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.6.2-7 油圧ハンマとバイブロハンマの外観 

・油圧ハンマ：左図（Ballast Nedam,2011） 
・バイブロハンマ：右図（Dieseko Group,2016） 
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図Ⅲ.6.2-8 掘削機の外観 

Lic Engineering A/S 資料 

 

Carbon Trust（2018）によれば、 近の技術革新では、モノパイル方式の基礎設置に、

ハンマ杭打ちではなくバイブロドライビングを用いる設置方法の開発が中心となっている。

この手法には、次の利点が考えられる。 

✓設置時間の短縮：槌打ち※と比べて設置が 3-4 倍早い（Carbon Trust, 2014）。ダイレク

ト・クランピングを用いれば杭の処理が容易になり、ハンマのプレーシング／位置合

わせの手順を設置プロセスから省くことができる。 

✓コスト削減：杭の設置にバイブロハンマを使うと、エネルギーと時間を節約でき、コス

トを約半分にカットできる（Carbon Trust, 2014）。 

✓撤去が容易：インパクトハンマとは異なり、バイブロハンマは杭を完全に撤去すること

が可能である。 

✓生物多様性に与える影響の緩和：杭打ち中に発生する騒音が大幅に低減される。300-

1,250Hz の音が低減するので、バイブロハンマを使用すると、海棲哺乳類の可聴領域

に含まれる騒音が大幅に低減する。 

✓大型のモノパイルを設置可能：バイブロハンマには、複数機を連結することで打設力が

大きくなるというユニークな特性がある。この特性により、大口径モノパイルの設置

を可能とする。 

※槌打ち：ハンマ内を落下させるラムの質量を利用して杭を打撃すること。 

 

◆ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所における実例 

ウィンド・パワーかみす第 1 洋上風力発電所におけるモノパイルの概要図を図Ⅲ.6.2-9

に示す。支持構造物は、直径 3.5m、厚さ 44mm、長さ 24.5m のモノパイルと、タワー本

体と接続するための直径 3.8-4.2m、厚さ 28mm、長さ 8.0m のジョイントスリーブ（いわ

ゆる、トランジションピースのこと）から構成されている。 

 設計は、「建築基礎構造設計指針」等の建築基準に準拠するとともに、波力の算定は「港

湾の施設の技術上の基準・同解説」に従って実施されている。また、グラウト接合は「DNV-
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OS-J101（Design of Offshore Wind Turbine Structures,Oct.2007）」に準拠した設計が行

われている。 

 モノパイルの打設は、陸上に設置された 750t のクローラクレーン（施工能力 100t）に

取り付けた 500tf・m 級の油圧ハンマー（S-500）により行われた（図Ⅲ.6.2-10）。 

 

 

  図Ⅲ.6.2-9 モノパイルの構造       図Ⅲ.6.2-10 陸上から作業中のクローラク 

（吉田ら,2010）                   レーン（岡野,2010） 

                          

 施工は、モノパイルの鉛直精度を確保するために、導杭を打設し架台を取り付けてモノ

パイルを固定し、ヤットコ（モノパイルの径と S-500 のスリーブ部分の径を合わせる調整

治具）をモノパイルの上に載せて打設するやり方で行われている（騒音防止の観点から土

曜日と日曜日の打設は行っていない）（図Ⅲ.6.2-11、図Ⅲ.6.2-12）。打設精度（鉛直度）は、

管理値±1.5°に対して、 大 1.2°、平均 0.6°であった。 

打設回数は一基当たり約 1,500 回（3-4 時間）、準備・打撃・移動等のサイクルとしては

1 基当たり 5 日を要している。なお、かみす第１洋上風力発電所の工事は、前述のように

陸上に設置されたクレーンにより行われているものの、ヨーロッパにおけるモノパイルの

洋上施工日数は 2.5-3.0 日（風車：3.6MW）と 3.0-3.5 日（風車：5MW）とされており（日

本船舶技術研究協会,2013）、SEP 船を使用した施工であってもヨーロッパの方が施工に要

する所要日数が短く済んでいる。 

また、ウィンド・パワーかみす第 2 洋上風力発電所の基礎工事の一部では、SEP 船（く

ろしお、あそ）を使用してモノパイルの打設が行われている。 
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【豆知識Ⅲ.6.2-1】 

●モノパイルの技術開発 

洋上風力発電設備支持構造物の中で、モノパイルは も多く導入されている構造形式

である。これは製造・運搬が容易で、コストも安価なことによる。本方式は、これまで

水深 30m 程度までが適用水深とされていたが、EEW Special Pipe Construction GmbH

（ドイツ）は直径 9m 超のパイルの製造に成功し、数年後には水深 60m 超の海域へ適用

できるとされている。 

Carbon Trust（2018）によれば、洋上風力発電の技術革新で欧州において 近焦点と

なっているのは、設計基準、製造能力、および設置設備の開発を通じてモノパイル方式

の 適化を図ることである。これにより非常に大きな直径を持つモノパイル方式の構造

物の設置が可能になり、水深の深いサイトにも適用できる。業界は直径 10m のモノパイ

ルの実現が近いとみている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.6.2-11 導杭打設状況（岡野,2010）  図Ⅲ.6.2-12 モノパイル打設状況（岡   

野,2010） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 2008 2009 2012 2014 2015 2018?

Horns Rev 1
Lynn,

Inner Dowsing
Horns Rev 2 London Array Baltic 2 Gode Wind Ⅱ ?

2.0 3.6 2.3 3.6 3.6 5.0 8.0

<14 <18 <17 <25 <50 <60 <60+

長さ(m) 34 45 45 68 74 80 >80

直径(m) 4.0 4.7 3.9 5.7 6.5 8.5 >9.0

重量(tons) 160 350 210 650 930 1050 >1050

年

洋上ウィンドファーム

風車の定格出力(MW)

水深(m)

モ
ノ
パ

イ
ル

出典：EEW Special Pipe Construction GmbH：
http://a2seanews.editionmanager.com/2013/11/11/siz
e-matters/ 
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 【豆知識Ⅲ.6.2-2】 

●穿孔モノパイル（Drilled Monopile）の概要 

 穿孔モノパイルは、コンクリート製のパイルを使用する。その利点は以下の通り。 

✓コンクリートは、鋼鉄と比較して安価で、価格変動も小さい。 

✓コンクリート市場においては、産業基盤が広く製造会社が多い。 

✓コンクリートを使用した穿孔モノパイルでは、鋼鉄製の打込みモノパイルよりも水

中騒音の低減が図られる。 

✓本工法は、様々な海底土質に適用可能である。 

(1) 穿孔モノパイルの仕様 

 「3.6MW 機」 外径 6.5m、層厚 50cm、パイル長 61m、質量 1,450t 

 「5.0MW 機」 外径 6.9m、層厚 70cm、パイル長 64m、質量 2,200t 

 

(2) 穿孔モノパイルの構造と設置方法 

 穿孔モノパイルは、プレキャスト強化コンクリートリングを繋ぎ合わせたものである。

中には鋼鉄製の掘削機が入っており、先端は固化剤（液体）で満たされている。穿孔モ

ノパイルは洋上風力発電施設の建設サイトまで浮かべて運搬され、ガイド枠内の海底に

置かれた後に、モノパイル内に掘削機（径は伸縮可能で、丸石を砕くことができるよう

に 2 方法に掘削できる）が挿入され、所定の海底土壌深度まで掘削・設置される。そし

て、 後にコンクリート製（アイスコーン形状）もしくはモノパイル形状の風車接続部

（トランジションピース）が据え付けられる。 

 

(3) コスト 

 128 基の洋上ウィンドファームを想定した場合のコスト 

・3.6MW 機:500,000€/MW（5,750 万円/MW）/5.0MW 機:400,000€/MW（4,600 万円

/MW）（115 円/€） 

 

出典：von der Veen et al.（2011） 
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 d.トランジションピースの取付け・グラウチング 

 モノパイルと風車の接続装置（トランジションピース）を取付け、モノパイルに対する

垂直性を確保するためにグラウチング（セメントミルク、モルタルを空隙に充填）を行う。

本装置は、風車の荷重をモノパイルに伝達するための十分な強度と剛性を有する構造と

なっており、風車の高さや傾きを調整するためのアジャスタ機能もある（図Ⅲ.6.2-13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.6.2-13 トランジションピースの運搬と設置 

左図・中図：JUMBO HP（https://www.jumbomaritime.nl/en/offshore/trackrecord/2014-
butendiek/）、右図：Ballast Nedam（2011） 

 

 風車タワーとモノパイルの間の接続部分は、「トランジションピース（前記のかみす第 1

の例ではジョイントスリーブと称されている）」と呼ばれている（上図のオレンジ色の部分）。

トランジションピースとモノパイルの固定は、構造物の隙間にセメント等を注入する方法

（グラウチング）によっている。2006 年に設置されたオランダの Egmond aan Zee ウィン

ドファームにおいて、トランジションピースとモノパイルの接続に不具合が生じ、風車の

傾斜あるいは沈下の現象が起こった。その対応策として、隙間に剪断キーを取り付けるこ

とや円錐形のトランジションピースにして、グラウチングすることがあげられている（図

Ⅲ.6.2-14）。後者の方法は London Array ウィンドファームで採用され、DNV によって認

可されている。 

 ウィンド・パワーかみす第 1 洋上風力発電所で使用されたジョイントスリーブでは、グ

ラウト材の漏れ防止として、スリーブ先端にゴムリングが取り付けられており（図Ⅲ.6.2-

15）、モノパイルには鉛直精度 1/1000 以下で設置されている。グラウト材には、1 基当た

り約 6m3 の水中不分離性高流動無収縮モルタル（マックス AZ）が注入されている。また、

中詰めコンクリートは、配合 40-18-20BB のレディミクスコンクリートにより打設されて

いる（図Ⅲ.6.2-16）。 
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図Ⅲ.6.2-14 グラウチングとトランジションピースの構造（Garrad Hassan,2009） 

 

 

図Ⅲ.6.2-15 スリーブ先端のゴムリング（牛腸ら,2010) 

 

 

 
図Ⅲ.6.2-16 スリーブ先端のゴムリング（岡野,2010 を一部改変） 

モノパイル 

トランジション

ピース 

トランジション 
ピースの内側構造 

グラウチング 

海中部：電気防食 
アルミインゴット 

（3 箇所/基） 

空中部：耐候塗装 
（重防食塗装） 
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②施工精度 

 港湾・沿岸域における風力発電推進研究会（2005）は、モノパイルの施工精度に関して

港湾施設における出来形基準を参考に、以下のように取りまとめている。 

   ✳杭頭中心位置：10cm 以下 

   ✳天端高：±5cm 

   ✳傾斜：直杭 2 度以下 

      （打設精度（鉛直度）の管理値±1.5°（かみす第 1 洋上風力発電所） 

 

 

【豆知識Ⅲ.6.2-3】 

●トリパイル式 

トリパイルは、モノパイ

ルの発展形と言われてい

る支持構造物である。本支

持構造物は、 2008 年に

BARD 社の 5MW 機の実証

研究で採用された。その

後、ドイツの北海における

水深 40m、離岸距離 99km

の海域に、 2012 年から

2013 年にかけて建設され

た BARD OffshoreⅠ-Ⅳの

洋 上 ウ ィ ン ド フ ァ ー ム

（400MW：5MW×80 基）

で採用されている。 

 

youris.com HP：http://www.youris.com/Energy/Gallery/Gone-With-The-Wind-Farms--
Six-Of-The-WorldS-Top-Offshore-Arrays.kl 
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2) 重力式 

図Ⅲ.6.2-17 に重力式の洋上風力発電施設例を示す。重力式は、円錐状、箱状等の構造物を支

持層に沈設させ、上部の構造物に作用する外力（波,風等）を地盤（支持層）に伝える支持構造

物である（港湾・沿岸域における風力発電推進研究会,2005）。 

一般的には、水深 30m 以浅で比較的堅牢な地盤の平坦地形に適用されるもので、欧州では施

工実績はモノパイル式に次ぐ順位にあるが、その割合は約 14%（2013 年末）と少ない。ただし、

結氷するデンマーク等では耐氷性能の点でアイスコーン型が採用されるケースもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.6.2-17 重力式の外観図（EWEA,2011） 

 

5MW 級風車を対象とした重力式構造物の重量とともに、直径等の寸法を表Ⅲ.6.2-3 に示す。

欧州では、浅海で海況がそれほど厳しくない場合にコンクリート製の重力式が使用されている。

コンクリートとバラストの使用によりコストは高くなるものの、鋼材費に比べて材料費の流動

性がかなり低いため、鋼価格が高い時はコンクリート価格が低い場合が多い（The Crown 

Estate,2010）。 

 

表Ⅲ.6.2-3 5MW 級の重力式支持構造物の諸元 

 

 

水深
(m)

重 量
（ｔ）

寸 法

≦40m
～2,700－3,000t
(水深:27-30m)

直径(天端)：～6m
直径(底面)：～25m
厚み：≦300mm
長さ：≦40m

出典：MECAL(2014)
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① 施工方法 

 重力式の施工の流れを図Ⅲ.6.2-18 に示す。図示しているように概略の工程は、海底掘削・マ

ウンド形成→支持構造物の運搬→支持構造物の設置・中詰投入→支持構造物の上部工→風車据

付となる。日本船舶技術研究協会（2013）では、欧州における重力式の実勢設置所要日数とし

て、3.6MW 機で 3-5.5 日、5MW 機で 3.5-6 日としている。 

     

図Ⅲ.6.2-18 重力式の施工の流れ 

 

a. 海底掘削・マウンド形成 

 マウンドの形成は、海底掘削、割石投入、敷き均し等を通して地盤を改良し、重力式支持構

造物を設置する重要な工程である。本工程の主目的は、「海底の十分な支圧強度を得ること」お

よび「風車を垂直に建てるために海底の水平度を確保すること」である（Ismael Ruiz de 

T.Alonso,2013）。 

✓掘削：バージ船に載せたバックホウ掘削機やスリット式ホッパーバージ船により掘削が行

われていたが、現在では比較的水深の深い海域でも適応可能なホッパードレッジャー（底

開き浚渫船）が使用される（図Ⅲ.6.2-19）。掘削された土砂は、重力式構造物の中詰材料（充

接続

海底掘削

割石投入・均し

マウンド形成

支持構造物据付

中詰投入

洗掘防止工

海底ケーブル

の敷設

風車据付

支持構造物

運搬
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填物）として利用される場合がある。浚渫深度は、水深、岩石の性状、地質構造、地盤特性

等によって異なるが、大体 0.5-10m 以上の範囲である。 

 
図Ⅲ.6.2-19 海底の掘削（Patrick Mengé, Nathalie Gunst,2008） 

 

✓マウンドの形成：浚渫後、マウンド作りとなる（図Ⅲ.6.2-20）。その方法は、 

ⅰ）鋼鉄製の枠を沈め、ダイバや GPS を使って中心の位置決めを行う。 

ⅱ）海底面の清掃 

ⅲ）枠内に砂利、砕石等を投入する。 

ⅳ）ダイバが鋼鉄製の枠の上部に付いている可動ブームにより海底部を水平にする。 

ⅴ）フレームの回収 

である。もしマウンドを固めるのであれば、セメントグラウト注入を行う場合もある。 

 

 
図Ⅲ.6.2-20 支持基盤層の整備 

 

濾過層（Filter layer）と砂利層（Gravel layer）の粒径に関して、前者は 0-63mm、後者は

10-80mm と設定され、広く用いられている。ベルギーの洋上ウィンドファーム（Thornton Bank）

では全層厚 2.2m のうち、1.5m が濾過層、0.7m が砂利層となっている。マウンドの表面は、

平均±3-5cm の誤差で水平度を保持することが重要である。なお、欧州ではマウンド工事は１

基礎当たり 3 日間とされている（Danish Energy Agency,2013）。 

  



- 209 - 

b. 支持構造物の運搬と据付  

いくつかの重力式支持構造物の主な寸法を、以下に示す。支持構造物は風車の大型化、水深

の増加に伴い巨大な構造物になっている。 

✓Tunoe knob（デンマーク:5MW 0.5MW×10 基,平均水深 5m/1995 年設置） 

   底面径:14m   

   高さ:6.5-7.8m   

   質量:約 500t（充填砂込み:約 1,000t） 

（Madsen,1996） 

 

 

 

 

✓Middelgrunden （デンマーク:40MW 2MW×20 基,平均水深 4m/2000 年設置） 

   底面径:12.5m  高さ:10m  

   質量:約 1,500t（充填砂込みか否か不明） 

（CopenhagenEnvironment and  

Energy Office,2003） 

 

 

 

 

 ✓Lillgrund （スウェーデン:110.4MW 2.3MW×48 基,平均水深 4m/2007 年設置） 

   底面径:17m  高さ:8.6m 

   質量:約 1,200t（充填砂込み:約 2,500t） 

（Vattenfall,2008） 

 

 

 

 

 

 ✓Thornton BankⅠ（ベルギー:30MW 5MW×6 基,平均水深 10.5m/2008 年設置） 

   底面径:23.5m 高さ:42m 

   質量:約 2,700-3,000t 

   （充填砂込みか否か不明） 

（Peire et al.,2009） 
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 本ガイドブックⅢ.4.4 節に記したように、銚子沖の洋上風車用の重力式の仕様は、底面径 21m、

高さ 22m、質量約 5,400t（中詰材（銅水砕スラグ）を除くと約 2,300t）である（図Ⅲ.4.4-5 を

参照）。上記のベルギーThornton BankⅠの重力式支持構造物の高さは、水深の深い海域に設置

されるため高いが、その底面径は銚子沖のそれとほぼ同じようなスケールとなっている。この

相違は、主に波力の違いによるものと考えられ、銚子沖の波荷重は Thornton Bank のそれと比

べて厳しいものと推察される。 

重力式構造物は、「陸上」、「ドライドック」および「フローティングドック」で製造し、現地

に運搬する方法がある。図Ⅲ.6.2-21 は、Middelgrunden のドライドックにおける製造例、図

Ⅲ.6.2-22 は Lillgrund のポンツーンを使った製造例である。後者では、7-8 ヶ月で 49 基の支持

構造物を製作し、コスト削減が図られたとの報告がある（Mathis,2006）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
図Ⅲ.6.2-21 重力式構造物のドライドック 
             における製造（Copenhagen       
             Environment and Energy 
             Office,2003） 

Middelgrunden 

図Ⅲ.6.2-22 重力式構造物のポンツーン上にお

ける製造と運搬

（Vattenfall,2008） 

Lillgrund  
 

支持構造物の運搬方法として、図Ⅲ.6.2-23 に示すようにバージやポンツーンに数基の支持構

造物を載せて運搬する方法や、クレーン船（起重機船）により運搬する方法がある。 
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図Ⅲ.6.2-23 重力式構造物のバージ（左図:Lindvig,2009）と起重機船（右図:Lindvig,2011） 

による運搬 

 

 支持構造物の据付では、フローティングクレーンや起重機船から図Ⅲ.6.2-24 に示すような専

用の吊り下げフックを用いて着底させる（図Ⅲ.6.2-25）。 

 

 

図Ⅲ.6.2-24 吊り下げフック（Lindvig,2010） 
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図Ⅲ.6.2-25 フローティングクレーンによる重力式支持構造物の据付 

左図：Middelgrunden（Copenhagen Environment and Energy Office,2003） 

右図：Lillgrund（Vattenfall,2008） 

 

Carbon Trust（2018）によれば、重力式は基礎構造の設置場所への輸送方法によって 2 種類

に分けられる。 

✓浮沈構造方式：この技術は、大きな容積で浮力のある構造物を使うものである。つまり、比

較的安価なタグボートを使って洋上のサイトまで基礎を運ぶことができ、大型運搬船を必

要としない。サイトまで運ばれれば、水を注入して構造物を海底にバラストで安定させ、

砂か砂利で恒久型バラストにして据え付ける。 

✓リフティング方式：このシステムは、サイズが比較的コンパクトで済むというメリットがあ

る（通常、必要なコンクリートの量が少ない）。しかしながらこの方法は、重量物吊上げク

レーンやバージを組み合わせたような輸送船に多額の投資が必要となる。 

 

また、基礎構造が洋上ウィンドファームで単独で設置されるか、陸上で風力発電機と一緒に

設置されるかによっても分類される。 

✓基礎構造単独：基礎構造のみを洋上ウィンドファームまで輸送する。 

✓統合輸送：基礎構造、タワー、およびローター・ナセル・アセンブリ（RNA）を陸上で組み

立て、一緒に洋上ウィンドファームまで輸送する。 

 

c. 中詰投入・洗掘防止工 

重力式支持構造物の据付後には、中詰として浚渫砂等を投入するが（図Ⅲ.6.2-26）、構造物の

不等沈下を起こさないように十分に注意して行う。そして、構造物の周囲には洗掘防止工を施

して据付工事は完了となる（図Ⅲ.6.2-27）。 
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図Ⅲ.6.2-26 重力式支持構造物の中詰作業手順（Patrick Mengé, Nathalie Gunst,2008） 

 

 
図Ⅲ.6.2-27 Thornton BankⅠにおける洗掘防止工の例（Peire et al.,2009） 

  

1.砕石による濾過層（Filter layer）と鎧層（armour layer） 
2.天頂部の直径 

  濾過層：44-58m   鎧層：48.5-62.5m 
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② 施工精度（管理値） 

<マウンド> 

・±3-5cm （Ismael,2013） 

・±5cm （東京電力:銚子沖） 

・0.3°未満、方向のズレ 1°未満 （電源開発:北九州市沖） 

 

<重力式支持構造物> 

・洋上風車：傾斜 0.82°以内、中心位置±3.3m （東京電力:銚子沖） 

・観測タワー：傾斜 0.95°以内、中心位置±3.3m （東京電力:銚子沖） 

・洋上風車・観測タワー：0.3°未満、方向のズレ 1°未満（電源開発:北九州市沖） 

 

 なお、港湾・沿岸域における風力発電推進研究会（2005）は、ケーソンの施工精度に関して

港湾施設における出来形基準を参考に、以下のように取りまとめている。 

  <ケーソンの据付> 

   ✳法線に対する出入：±20cm（＜2,000t）、±30cm（≧2,000t） 

   ✳目地間隔：±20cm（＜2,000t）、±30cm（≧2,000t） 
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3) ジャケット式 

図Ⅲ.6.2-28 にジャケット式の洋上風力発電施設例を示す。ジャケット式は、鋼管トラスを鋼

管杭で海底に固定する構造形式である。鋼管トラスにより下部構造の水平剛性を高めるととも

に、上部の構造物に作用する外力をトラス骨組により杭を介して地盤（支持層）に伝える支持

構造物である（港湾・沿岸域における風力発電推進研究会,2005）。 

一般的には、水深 60m 以浅で比較的軟弱な地盤の傾斜地形に適用されるものである。世界に

おける施工実績の割合は約 5%（2015 年）と少ないが、今後、洋上風力発電施設の建設が水深

の深い海域に計画されていることや、我が国のように地震の多い所ではその粘り強さのために、

ジャケット式の施工数は増加するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.6.2-28 ジャケット式の外観図（EWEA,2011） 

 

5MW 級風車を対象としたジャケット式構造物の重量とともに、直径等の寸法を表Ⅲ.6.2-4 に

示す。ジャケット式の製造工程は、モノパイルに比較して非常に多く、それが高コストの要因

の一つとなっている。水深 30m ではジャケットの重量は約 800t となるものの、モノパイルは

それよりもはるかに重いことから、水深がそれ以上になるとジャケット式がモノパイル式に代

わってコスト競争力に優れることとなる（The Crown Estate,2010）。 

 

表Ⅲ.6.2-4 5MW 級のジャケット式支持構造物の諸元 

 
 

水深
(m)

重 量
（ｔ）

寸 法

20-60m ～550－1,650t

天端断面幅(長さ)：～6m
底面断面幅(長さ)：～19m
鋼管肉厚：≦30mm
長さ：～30－70m(海面上のトラ
ンジション・ピースを含む長さ)

出典：MECAL(2014)
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① 施工方法 

ジャケット式の施工の流れを図Ⅲ.6.2-29 に示す。図示しているように施工方法には、杭先行

方式およびジャケット先行方式の 2 方式がある。両方法の違いは、本杭の打設をジャケットの

据付の前後に行うか否かである。杭先行方式における概略の工程は、海底整備→支持構造物の

運搬→杭打ち型板設置→杭の打設→支持構造物の据付→風車据付となる。日本船舶技術研究協

会（2013）では、欧州における重力式の実勢設置所要日数として、3.6MW 機で 4- 6 日、5MW

機で 4.5-6.5 日としている。 

以下、杭先行方式を取り上げて、その施工方法の概要を示す。 

 

 

図Ⅲ.6.2-29 ジャケット式の施工の流れ 

 

a. 海底整備 

基本設計の段階で海底土質調査を実施しているが、ここでは転石等を除去し、ジャケット設

置の位置決めを行う。 

  

接続

ジャケット先行方式杭先行方式

＊：設置精度を高める場合には仮受け杭打設
：：を行う(必須ではない）。

杭打ち型板設置

レベル合わせ

杭の打設

杭打ち型板撤去

杭のレベルチェック

ジャケット据付

グラウチング
海底ケーブル

の敷設

仮受け杭打設＊

ジャケット据付

杭打設

グラウチング

風車据付

海底整備

転石等の除去

支持構造物

運搬

電気防食
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b. 支持構造物の運搬 

ジャケットの構造材は鋼管製で、工場内で製作される。図Ⅲ.6.2-30 は、2006 年に英国北部

スコットランドのモレー湾（水深 45m）に設置された Beatrice 洋上風力発電施設（10MW；

5MW×2 基）のジャケットと天頂部のトランジションピースの製作状況である。重量は、ジャ

ケットが 600t、トランジションピースが 150t とされている（MacLeny,2006）。ジャケットと

トリポッド（モノパイルとジャケットのハイブリッド形と位置づけられている。本ガイドブッ

クⅡ.1.2 項を参照）の鋼材量の比較表を表Ⅲ.6.2-5 に示す。ジャケットの重量は、5MW 機、水

深 40m の場合、杭用の鋼材を含めて 1,000t 程度であるが、トリポッドは約 1,300t と、ジャ

ケットよりも約 3 割も重い推計となっている。 

 

  

図Ⅲ.6.2-30 ジャケット（左図）とトランジションピース（右図）の製作状況

（Robertson,2008） 

 

表Ⅲ.6.2-5 ジャケットとトリポッドの鋼材量の比較表 

 

 

ジャケットの運搬状況の例として、工場の岸壁に集められたジャケット、単機の運搬（横置

き、縦置き）、複数機の運搬を図Ⅲ.6.2-31 に示す。陸上クレーンあるいは起重機船によりジャ

ケットを台船に積み込み、曳航して設置海域に向かう。海上運搬にあたっては、気象・海象条

3.0-3.5 3.6-4.4 4.5-6.0 3.0-3.5 3.6-4.4 4.5-6.0 3.0-3.5 3.6-4.4 4.5-6.0

360 420 550 110 120 140 470 540 690

350 480 640 160 210 260 510 690 900

450 520 780 130 140 160 580 660 940

470 665 920 200 240 280 670 905 1,200

― 650 880 ― 160 180 ― 810 1,060

― 815 1,090 ― 270 300 ― 1,085 1,390

― ― 960 ― ― 200 ― ― 1,160

― ― 1,230 ― ― 320 ― ― 1,550

20

30

40

50

　注）　基礎構造：ジャケット式(上段）、トリポッド式（下段）

　出典) Mitzlaff and Kahle(2007)

水深
(m)

鋼材重量（ｔ）
ジャケット式(上段)/トリポッド式(下段)

杭用鋼材重量（ｔ）
ジャケット式(上段)/トリポッド式(下段)

総鋼材重量（ｔ）
ジャケット式(上段)/トリポッド式(下段)

風車の定格出力(MW) 風車の定格出力(MW) 風車の定格出力(MW)
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件および現場条件を考慮して、台船の安定、引き船の所要馬力等を検討し、適切な船団を選定

する必要がある（港湾・沿岸域における風力発電推進研究会,2005）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ジャケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        トリポット                 トリパイル 

図Ⅲ.6.2-31 ジャケットの運搬状況(Lindvig,2010) 

 

c. 杭打ち型板設置・杭の打設 

杭打ちは、杭打ち専用船、起重機船、クレーン船等を用いて行うが、杭先行方式では杭打ち

精度を確保するために杭打ち型版を使って行う。打設には、打込み・引抜き可能なバイブロハ

ンマーの使用や導材を設置する方法が有効である（港湾・沿岸域における風力発電推進研究

会,2005）。 

 

d. 支持構造物の据付 

ジャケットは、起重機船あるいは SEP 船（本節の(3)を参照）で吊り上げて据え付ける。以

下、港湾・沿岸域における風力発電推進研究会（2005）の報告書に起重機船による据付作業の

詳細が掲載されているので、その主要な部分を引用する。 

起重機船シフトを行った後に、台船を起重機船に接舷してジャケットレグの固縛材をガス切

断により外す。あらかじめ起重機船の主フックに吊りワイヤーを所定本数分だけ取り付けてお

き、固縛解除後に吊りワイヤーの端部数箇所をシャックルにてジャケット本体の吊環に取り付

ける。同時に、ジャケットの振止め用のタガーライン 2 本をジャケット上部に取り付ける。次



- 219 - 

に、起重機船のフックを巻き上げるが、このとき、複数のフックを使用する場合には荷重負荷

が同等となるように、吊り荷重を暫時増加して、最後に吊り上げる（図Ⅲ.6.2-32（左図））。そ

して、ジャケットを吊り上げ、旋回後に台船を離舷・出域させる。ジャケットを杭の上方まで

吊り下ろしたら、潜水士等によりジャケットの位置を確認して杭頭に預ける。このとき、荷重

負荷をジャケット水中重量の 20%程度に残しておくと良い。再度杭との接触状況を確認して、

支障がなければ吊り荷重を完全に解放し、据付位置（平面位置、高さ）の計測結果が許容値の

範囲内であれば、吊り具を解除する（図Ⅲ.6.2-32（右図））。なお、杭先行方式では杭の設置精

度の影響が大きいので、事前に吊り上げ状態でのジャケットの変位を計算し、吊り治具の調整

方法を確認しておく必要がある。 

ジャケットと杭の接合には、グラウド結合と溶接接合の 2 つの方法があるが、洋上風力発電

の場合には、前者のジャケットレグと杭の空隙にグラウト剤（セメント、モルタル等）を充填

するケースが多い。 

参考のために、杭先行方式によるジャケットの据付の手順を図Ⅲ.6.2-33a,b に示す。 

 

  

図Ⅲ.6.2-32 ジャケットの吊り上げ（左図：Ballast Nedum,2011）と 

据付（右図：Robertson,2008）状況 
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図Ⅲ.6.2-33a 先行杭方式によるジャケットの据付工事のプロセス（Robertson,2008） 

 

 

① 杭打ち型板（テンプレート）の位置決め 

② 杭打ち型板の海底設置・レベル合わせ 

④ 全杭の打設 

⑤ 杭のレベルチェック 

③ 最初の杭の位置決め 
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図Ⅲ.6.2-33b 先行杭方式によるジャケットの据付工事のプロセス（Robertson,2008） 

 

⑥ 杭打ち型板の撤去・杭の 

レベルチェック 

⑦ 杭打ち型板の撤去・杭の 

レベルチェック 

⑧ 杭上のジャケットレグの位置決め 

⑨ ジャケット設置完了 

  （グラウト工完了） 
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② 施工精度 

港湾・沿岸域における風力発電推進研究会（2005）は、ジャケットの施工精度に関して港湾

施設における出来形基準およびジャケット工法技術マニュアルを参考に、以下のように取りま

とめている。 

<杭の打設> 

 ✳杭頭中心位置：10cm 以下 

 ✳天端高：±5cm 

 ✳傾斜：直杭 2 度以下 

<ジャケットの据付> 

 ✳法線に対する出入：単体±30cm、複数 1 基目±30cm、複数 2 基目±10cm 

 ✳天端高：±15cm 

 ✳傾斜：±1/50 
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(2) 風車の設置工事 

風車本体の支持構造物への取付けは、タワー、ナセル、ロータの順で行われる。取付け工事

は現場の気象・海象条件に制約されるため、計画時に稼働率を推定するとともに、傭船の可能

性や回航費を勘案し、クレーン船や建機を選定する。一例として、図Ⅲ.6.2-34 に洋上ウィンド

ファーム建設時の風車の運搬・設置状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上図：デンマークの Nysted（165.6MW:2.3MW×72 基,2003 年稼働） 
                                     （Dong Energy et al.,2006） 
中図：イギリスの Beatrice Demonstraion（10MW:5MW×2 基,2006 年稼働） 

                               (MacAskill,2007) 
下図：オランダの Egmond aan Zee（108MW:3MW×36 基,2006 年稼働） 

                                 (van Kuik et al.,2006) 
図Ⅲ.6.2-34 風車の運搬・設置状況 
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図Ⅲ.6.2-35 は、モノパイル式の支持構造物に風車を設置する模式図で、左図はモノパイルの

吊り下ろし、中図はタワーの組み立て、右図はブレードの取付けである。支持構造物や風車本

体の取付けには、全旋回デリックバージ等が使われていたが、最近では波浪の影響の少ない自

己昇降式作業台船（SEP 船：本項の(3)を参照）が用いられることが多い。参考までに、近年洋

上風車として導入実績の多い代表的なメーカのカタログから、風車の部位別重量を表Ⅲ.6.2-6に

示す。 

 

表Ⅲ.6.2-6 代表的な洋上風車の部位別重量（Lindvig,2010 より作成） 

 

 

 
図Ⅲ.6.2-35 風車の設置工事の模式図（Garrad Hassan,2009） 

 

デンマークの Horns Rev（160MW:2MW×80 基,2002 年稼働）、イギリスの Robin Rigg

（174MW:3MW×58 基,2010 年稼働）およびデンマークの Middelgrunden（40MW:2MW×

20 基,2000 年稼働）における風車の設置工事の概要を、それぞれ図Ⅲ.6.2-36、図Ⅲ.6.2-37 お

よび図Ⅲ.6.2-38 に示す。 

 

 

風車 部位 重量(t) 風車 部位 重量(t) 風車 部位 重量(t)

ハブ 32.3 ハブ 40 ハブ 62

ブレード 9.2 ブレード 9+ ブレード 49.5

ハブ＋ブレード 60 ハブ＋ブレード 67+ ハブ＋ブレード 111.5

ナセル 82 ナセル 70 ナセル 233

タワー 130 タワー 110 タワー 200

全体 246 全体 247+ 全体 544

ハブ 42.4 ハブ 45 ハブ 84

ブレード 17.2 ブレード 11 ブレード 72

ハブ＋ブレード 95 ハブ＋ブレード 78 ハブ＋ブレード 156

ナセル 125 ナセル 80+ ナセル 316

タワー 180 タワー 130 タワー 285

全体 400 全体 288+ 全体 757

Multibrid 5M

REpower 6M

Vestas V90, 3MW

Vestas V112, 3MW

Siemens 2.3MW

Siemens 3.6MW
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工事の順序:上左図→上右図→下左図→下右図 

図Ⅲ.6.2-36 Horns Rev における風車の設置工事（Japan Ocean Development Construction 

Association,2002; 下右図のみ Garrad Hassan,2009） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の順序:上左図→上右図→下左図→下右図 

図Ⅲ.6.2-37 Robin Rigg における風車の設置工事（Vestas Wind Systems A/S,2007） 
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工事の順序：上左図→上右図→下左図→下右図 
図Ⅲ.6.2-38 Middelgrunden における風車の設置工事（Copenhagen Environment and Energy 

Office,2003） 

 

これまでに示した図に見られるように、ナセルに取り付けるブレードの本数は風車メーカある

いは風車の大きさによって異なっている。図Ⅲ.6.2-39 に示すように、風車メーカの Vestas は安

定度の高いブレード 2 枚付きのナセルをタワーの上部に取り付けた後で、残りの 1 枚を現場で装

着する方法を採用している。また、3 枚のブレードをナセルに装着して吊り上げる風車メーカは

Siemens（2.3MW）と REpower（5.0MW）であるが（図Ⅲ.6.2-40）、3.6MW の Siemens 社の風

車についてはナセルをタワーに載せた後で、ブレードを 1 枚 1 枚取り付ける方法が採用されてい

る（図Ⅲ.6.2-41）。 

 

 

 
図Ⅲ.6.2-39 風車（Vestas:2.0MW/3.0MW）のナセル設置工事（Lindvig,2011） 

 



- 227 - 

 

図Ⅲ.6.2-40 風車（左図 Siemens2.3MW/右図 REpower5.0MW）のナセル設置工事

（Lindvig,2011） 

 

 

図Ⅲ.6.2-41  Siemens 風車（3.6MW）のナセル設置工事（Lindvig,2011） 

 

Mortensen et al.（2011）等により、洋上において風車を安全に設置するための研究開発が行

われている。これまでは、船上でロータを水平に置いて吊り上げてナセルに取り付けていた方

法であったが、新しい方法ではクレーンとマストを使って個々のロータとハブ、あるいはロー

タ・ナセルの一体型を吊り上げて作業を行う（図Ⅲ.6.2-42）。本方式により、作業時の限界風速

が 8-10m/s から 15m/s にまで引き上げられ、稼働率の増加が見込まれるとしている。 
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図Ⅲ.6.2-42 従来型（上図）と新提案（下図）の風車設置方法（Mortensen et al.,2011） 

 

一方、海上での作業時間を短縮するため、陸上で風車を組み立て一体化して起重機船を使用

して運搬・設置する方法がイギリスの Beatrice（5MW 機）で試みられている（図Ⅲ.6.2-43）。

風車一体型の運搬・設置方法は、気象・海象条件の悪い海域での適用が難しいが、建設コスト

を抑えることのできる工法のひとつである。 

 

 

図Ⅲ.6.2-43 Beatrice における風車の設置工事 

sse HP：http://sse.com/media/113127/AllBoards2010.pdf 
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〈参考〉ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所 

 ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所における洋上風車は、第 1 洋上風力発電所、第 2 洋

上風力発電所ともに陸上から重機を使って据え付けられている（図Ⅲ.6.2-44）。なお、ウィンド・

パワーかみす第 1 洋上風力発電所における洋上風車の据付には、450t クローラクレーン（SHL

型）が使用された。 

 ウィンド・パワーかみす第 1 洋上風力発電所およびウィンド・パワーかみす第 2 洋上風力発

電所の完成時の状況を、図Ⅲ.6.2-45 と図Ⅲ.6.2-46 にそれぞれ示す。 

 

 

 

     上左図：モノパイルへのボトルタワーの接続 上右図：ナセルへのハブの据付 

     下中央図：ブレードの据付 

図Ⅲ.6.2-44 ウィンド・パワーかみす第 1洋上風力発電所における洋上風車の据付状況 

（ウィンド・パワーいばらき資料） 
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図Ⅲ.6.2-45 ウィンド・パワーかみす第 1洋上風力発電所の完成時の状況 

（ウィンド・パワーいばらき資料：

http://www.komatsuzaki.co.jp/windpower/kamisu1.php） 

 

 

図Ⅲ.6.2-46 ウィンド・パワーかみす第 2洋上風力発電所の完成時の状況 

（ウィンド・パワー資料：http://www.komatsuzaki.co.jp/windpower/kamisu2.php） 



- 231 - 

(3) 自己昇降式作業台船（SEP 船） 

洋上風力発電施設の建設にあたって、支持構造物や風車本体の据付には起重機船や自己昇降

式作業台（SEP：Self Elevating Platform）船が使用される。自己昇降式とは、昇降可能な脚に

よって着底し、作業台本体を海面に持ち上げて高波浪域での作業を容易に、かつ精度よく行う

ことができる装置である。なお、SEP 船は自昇式ジャッキアップとも称されるが、ここでは自

己昇降式作業台船と称することとする。世界には洋上風力発電施設の建設用として 50 隻以上

の SEP 船が存在しているが（付属資料Ⅳを参照）、そのうち日本には 7 隻あり、洋上風力発電

施設の建設工事に使用可能な船舶は 4 隻である（表Ⅲ.6.2-7）。いずれも台船のような非自航船

である。 

近の情報として、五洋建設が自社の HP で、5-6MW 級の風車の設置が可能な 800t 吊全旋

回式クレーンを搭載し、水深 50m 程度における建設作業も可能な自己昇降式作業台船の建造計

画（2018 年 9 月頃に完成・引渡し）を発表している。 

 

表Ⅲ.6.2-7 日本における洋上風力発電施設建設に使用可能な SEP 船

 

 

 SEP 船の昇降機構は、昇降方法によって「盛替式」と「連続式」に大別されるとともに、レ

グの固定方法によりそれぞれ細分化され、計 5 種類に区分される（表Ⅲ.6.2-8a,b）。同表に取り

まとめている方式が代表的なもので、ここで取り上げた以外に「デロング方式」、「フリクショ

ンリング方式」等があるが、適用例は少ない。 

 「盛替式」 

レグを保持装置から作動用装置、作動用装置から保持装置とサイクルを繰り返して昇降さ

せる方法。 

  A リングパット方式 

    レグの円形断面の凸部に、リング状の固定フレームを固定し昇降。 

  B キャッチビーム方式 

    レグの四角断面の凸凹部を設け、凹部にキャッチバーをはめ込み固定し昇降。 

  C ピン挿入方式 

    レグに設けた穴に固定ピンを挿入して固定し昇降。 

 

  

くろしお むつ あそ 星都

第一建設機工 第一建設機工 第一建設機工 横山基礎工業

外洋型SEP(NK) 通常型SEP(JG) 通常型SEP(NK) 通常型SEP(NK)

2012 2010 1992 1993

48×25×4.2 35×22×3.2 34×22×3.0 33×22×3

形式 リングパット方式 リングパット方式 リングパット方式 リングパット方式

保持力/脚
(t)

900 400 400 400

30 20 20 20

1.25 0.75 0.75 0.75

昇降水深(m)

作業限界波高(m)

SEP船

船主

種別(船級）

建造年

船体寸法(m)

ジャッキアップ
装置
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 「連続式」 

   レグを連続的に昇降させる方法。 

  D ラック＆ピニオン方式 

    レグに設置したラック（線形歯車）をピニオン（円形歯車）に噛み合わせて昇降。 

  E ワイヤロープ方式 

    レグに設置したシーブとポンツーンに固定設置されたウインチによりワイヤロープを

使って昇降。 

 

表Ⅲ.6.2-8b SEP 船昇降装置の一覧表 
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付属資料Ⅱに記載している通り洋上風車は年々大型化しており、それに伴い SEP 船も大型化

し（表Ⅲ.6.2-9）、自航（DP）船も増加している。2013 年以降に建造された、あるいは建造中の

SEP 船の中で、イギリスの ROUND3 の候補海域（水深の深い沖合海域）においても建設可能

な 大水深で 65m、 大有義波高で 2.5m の能力を保有する船も出現している。 

 

表Ⅲ.6.2-9 2003 年から 2012 年までの建造船と 2013 年以降（建造中を含む） 

に建造された SEP 船 

  

 

 SEP 船から支持構造物に風車を設置する場合、既に(2)で述べたように風車の組立てには種々

のケースが見られる。例えばⅰ「ナセル＋ロータ＋ハブ」と「ブレード」、ⅱ「ナセル＋ロータ」

と「ハブ＋ブレード 3 枚」、ⅲ「ナセル＋ロータ＋ハブ＋ブレード 2 枚」等である。 

 表Ⅲ.6.2-6 に示したように、風車が 5MW 級になるとナセル＋ロータで 200t を超える重量物

となる。ここで風車の定格出力別の、設置工事に必要なクレーンの能力を表Ⅲ.6.2-10 に示す。 

 

表Ⅲ.6.2-10 洋上風車の設置工事に必要なクレーンの能力 

 
 

 

 

平均 大 平均 大

クレーン 大吊上げ
重量(t)

702 1,500 991 1,500

大水深(m) 44 65 53 65

大有義波高(m) 1.9 2.5 2.1 2.5

船長×船幅(m) 97×36 148×42 129×43 156×50

デッキ面積(m
2
) 2,100 3,600 3,700 5,000

船速(kt) 9.3 12.5 11.3 13.0

2003年-2012年
2013年以降

(建造中を含む）仕　様

出典:DNV GL ASら（2014)

風車の定格出力
(MW)

SEP船搭載クレーン
（ｔ）

クローラークレーン(CR)
搭載ケース（ｔ）

2 300 650

3-4 400-600 800-1,200

5 800-1,000 使用不可能
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 以下、SEP 船の外観図を図Ⅲ.6.2-47～図Ⅲ.6.2-53 に示す。図Ⅲ.6.2-53 は 2001 年に建造さ

れた SEP 船で、ジャッキアップ装置はワイヤロープ昇降方式となっており、セミジャッキアッ

プ船と呼ばれている。 

 

 

図Ⅲ.6.2-47 「くろしお」の外観図             図Ⅲ.6.2-48 「あそ」の外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図Ⅲ.6.2-49 「Zaratan」の外観図      図Ⅲ.6.2-50 「Bold Tern」の外観図 

船主：第一建設機工（日本） 建造年：2012 年    

寸法：48m×25m×4.2m 

ジャッキアップ装置の形式：リングパット方式 

デッキスペース：― 

クレーン能力：900t（搭載可能な CR） 

出典：第一建設機工 HP http://www.dai1-sep.co

m/marine.html#sep_kuroshio 

船主：第一建設機工（日本） 建造年：1992 年    

寸法：34m×20m×3.0m 

ジャッキアップ装置の形式：リングパット方式 

デッキスペース：― 

クレーン能力：400t（搭載可能な CR） 

出典：第一建設機工 HP  http://www.dai1-sep.co

m/pdf/daiichi05_aso.pdf 

船主：Seajacks International（イギリス/日本）  

建造年：2012 年   寸法：81m×41m×7m  

ジャッキアップ装置の形式：ピン挿入方式 

デッキスペース：2,000m2 

クレーン能力：800t 

出典：Seajacks 提供 

 

船主：Fred Olsen Windcarrier（ノルウェー）  

建造年：2012 年   寸法：132m×39m×9m  

ジャッキアップ装置の形式：ピン挿入方式 

デッキスペース：3,250m2 

クレーン能力：800t 

出典：GustoMSC 提供 
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   図Ⅲ.6.2-51  「Seafox5」の外観図          図Ⅲ.6.2-52  「Sea Installer」の外観図 

 

 

 

図Ⅲ.6.2-53 「Sea Power」の外観図 

  

船主：Workfox BV（オランダ） 建造年：2012 年 

寸法：115m×50m×9.75m 

ジャッキアップ装置の形式：ラック＆ピニオン方式 

デッキスペース：3,750m2 

クレーン能力：1,200t 

出典：Seafox HP http://www.seafox.com/en/webf

olio/fleet/Seafox-5/e/pm/76/

船主：A2SEA（デンマーク） 建造年：2012 年  

寸法：132m×39m×5.3m 

ジャッキアップ装置の形式：ピン挿入方式 

デッキスペース：3,350m2 

クレーン能力：900t 

出典：A2SEA 提供 

船主：Karadeniz Holding（トルコ）（以前は A2SEA（デ

ンマーク））  建造年：2001 年    

寸法：91.76m×21.6m×4.25m  

ジャッキアップ装置の形式：ワイヤロープ 

デッキスペース：1,020m2 

クレーン能力：230t         

出典：A2SEA 提供  
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【豆知識Ⅲ.6.2-4】 

●洋上風車建設の黎明期 

初期の頃は、SEP 船が少なかったことにより、台船をセミフロートの状態にするため、アンカー

を併用した作業船が使われた。SEP 船のように波浪による動揺は回避できないけれども、水平動揺

（sway、surge、yaw）を小さくする効果があったと言われている。洋上風車建設初期の作業船の数

例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●SEP 船を使わない設置方法の開発 

  

出典：Japan Ocean Development Construction 
Association（2002） 

欧州委員会（Horizon2020 の研究プログラム） 

「SEP 船不要の自己据付型の重力式基礎の実証研究」 

スペインカナリア諸島で 5MW 機の据付を実証（中空のドーナツ状のコンクリ浮

体で風車を浮かせて運搬・現地で注水して着底。低重心化のためタワーは折畳式） 

  （http://cordis.europa.eu/news/rcn/126526_en.html） 
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(4) 海底ケーブルの敷設 

洋上風力発電施設における海底ケーブルの敷設に関して取りまとめた。 

 

1) 敷設ルートの設定方法 

通常、海底ケーブルの敷設ルートの設定にあたっては、図Ⅲ.6.2-54 に示す検討を踏まえる必

要がある。 

 

 
図Ⅲ.6.2-54 海底ケーブル・ルート選定の手順 

 

①候補ルートの選定 

 机上検討による予備調査では、海図、水路誌、地図等の既往調査資料を基に、海底地形、水

深、水温、海潮流、潮汐等の自然条件、船舶航行、漁業実態、自然公園等の社会条件について、

ケーブルの敷設・埋設を考慮して、以下の観点から検討し、いくつかの敷設候補ルートを選定

する。なお、海底ケーブルの計画・施工に係る許認可手続きは、Ⅲ.2.2 項で示した表Ⅲ.2.2-1～

表Ⅲ.2.2-3 に掲げた該当する法律に基づき行う。 

  ✓自然条件 

   ・海底地形：平坦で急傾斜や起伏の少ない海域であることが望ましい（漂砂による地形 

変化の少ないこと）。 

   ・底質：低Ｎ値地層であることや埋設深さ以上に安定して堆積していることが望ましい

（岩盤・転石が少ないこと）。 

   ・水深：ケーブルの保守作業の点から浅海が望ましい。 

   ・水温：月別・水深別水温の年変化を把握し、送電容量を検討資料とする。 

   ・海潮流：ケーブルの施工、管理等の面から低流速で、流向変化の少ない海域が望まし

い。 

工法の検討

ルートの設定

コストの検討

机上検討
・自然環境
・社会環境

候補ルートの選定

現地調査
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   ・波浪：海岸部のケーブルの立ち上がり部分の設計資料となる。 

   ・潮汐：海岸部のケーブルの立ち上がり部分の設計資料となる。 

✓社会条件 

・船舶の航行：投錨等の少ない海域が望ましい。 

・漁業活動：特に網漁業の少ない海域が望ましい。 

・自然公園指定地域等：国立公園、国定公園等の指定海域は避けることが望ましい。 

・障害物：既設の海底ケーブル・海洋構造物、沈船等が存在しない海域が望ましい。 

・将来計画：埋立て・浚渫等の計画がある海域は避けることが望ましい。 

 

②現地調査 

敷設ルート選定後に、主として海底の測量調査を行い、線路長はできるだけ短く、水深は浅

く、海底起伏の少ない良質な土質のルートを選定する。なお、洋上風力発電施設の基本設計段

階における海底地形・土質調査で敷設ルートにおけるデータがあれば、本調査は省略される場

合もある。以下、参考までに主要な調査内容を示す。 

✓水深：音響測深器による水深図の作成。 

✓地層：音波探査機による堆積層厚図の作成。 

✓底質：採泥器、ドレッジ等による底質（泥,砂,礫,岩等）分布図の作成。 

✓障害物：サイドスキャナー、磁気探査機等による表層・土中の障害物の把握。 

 

③ルートの設定 

現地調査結果を基に、海底ケーブルの敷設工法、埋設工法、防護工法を検討するとともに、

経済性を考慮してルートを設定する。 

 

2) 海底ケーブル構造の検討 

海底ケーブルの種類を表Ⅲ.6.2-11 に示すとともに、図Ⅲ.6.2-55 にケーブル断面図を示す。図

示しているケーブルは、3 芯架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（CV ケーブル）で、電食による損

傷を考慮して一重目は FRP 鎧装、二重目は亜鉛メッキ鉄線鎧装となっている（本図は通信線を

複合したケーブルではない）。 

図Ⅲ.6.2-55 に示すように、架橋ポリエチレンの絶縁層は薄肉厚でも高電圧に耐え、優れた絶

縁性能を有する。しかし海中敷設の場合、長期的には吸湿による絶縁劣化を招くので、3 芯コア

の外部には鉛合金による押出し被覆層を設け、十分に防湿する必要がある。鉛被の外部にはさ

らに防水、防食性に優れたポリエチレン被覆層を設ける。また、海底ケーブルには特に漁具や

投錨による外傷事故が発生しやすいため、通常、ケーブルの 外部には鉄線を円周方向に密に

配し、これを長手方向にロングピッチに螺旋巻きした鎧装鉄線を設ける。それでも耐外傷性は

十分とは言えないため、通常は海底部に埋設する工法が広く採用されている。また、直流ケー

ブルは同じ容量の交流ケーブルと比べて軽重量で敷設費が安価となり、長距離送電の場合に無

効電力がないため電力の損失が小さい。しかし 80km 以上の送電距離がなければコストメリッ

トはないと言われている（The Crown Estate,2010）。 
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表Ⅲ.6.2-11 海底ケーブルの種類 

 

 
           図Ⅲ.6.2-55 ケーブル断面図（古堅ら,2002） 

 

なお、図Ⅲ.6.2-56 に示すように、洋上変圧施設（洋上変電設備）から陸上変圧施設（陸上変

電設備）につながっている海底ケーブル（図では 72～245kV のケーブル）が送電ケーブル

（Export cable）、個々の風車から洋上変圧施設につながっている海底ケーブル（図では 24～

72kV のケーブル）がアレイケーブル（Array cable）と区分される。 

 

 
図Ⅲ.6.2-56  洋上風力発電施設における電力系統ライン（日本産業機械工業会,2010） 

  

規格 種　類 備　考

線芯数
・単芯
・3芯

・線芯数は電圧、送電容量、慧座性等を考慮して決定
・製造上の制約から送電容量の小さい系統では3芯ケーブ
ル、容量の大きい系統では単芯ケーブルが選定される。
・直流ケーブルは一般的には単芯ケーブルである。

絶縁

・架橋ポリエチレン
(クロスリンクポリエチレン(XLPE)；CV)
・エチレンプロピレンゴム(EPR)
・高粘度絶縁油

・導体は水密構造となっている。

鉄線鎧装
・一重
・二重

・岩盤部では、一重と防護管、あるいは二重を使う場合
がある。
・電気設備基準では6mm以上の鉄線鎧装の使用が規定され
ている。
・電食による腐食防止のために、鉄線をFRPや亜鉛メッキ
鉄線とする例もある。
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 ①送電ケーブル 

大規模洋上風力発電施設の場合、送電ケーブルは、洋上変電設備から陸揚げ点までの長距離

海底ルートに敷設するケーブルである。多数の風力発電機からアレイケーブルで洋上変電設備

に集合した電力を昇圧し、1 回線ないし 2 回線で送電する基幹線路となる。集合した電力の総

容量によって、ケーブルの送電電圧および導体断面積の適正なレベルが決まる（表Ⅲ.6.2-12；

系統アクセスルール（東京電力））。例えば、5 万 kW 以上 10 万 kW 未満の洋上風力発電所の場

合、66kV 送電線 2 回線か、154kV 送電線 1 回線による接続となる。なお、送電ケーブルは事

故等で海上に引き揚げて修理を行うこともあるので、余裕線路を設けておく。 

 

表Ⅲ.6.2-12 契約受電電力・発電機容量と公称電圧との関係

 

 

 ②アレイケーブル 

アレイケーブルは、個々の風力発電機からの出力を洋上変電設備まで送電する比較的短距離

の海底ケーブルで、風車タワー上の発電機から引き出し線でタワー下部の変圧器まで送られた

低圧電力を昇圧し、ここから変電設備までの送電に用いる。Carbon Trust（2018）によれば、

商用事業用アレイケーブル・システムの定格は通常 33kV であるが、欧州の R&D では、コスト

削減のためにアレイ間電圧を 66kV に上げることに集中的に取り組んでいる。 

いくつかの研究では、アレイ間のケーブル電圧を 66kV に上げることの有効性が確認されて

いる。電圧を 66kV に上げたケーブルでは、従来使用されてきた 33kV のケーブルと比べて、

小さな横断面と低い電流で大きな電力容量が可能になる。  

Carbon Trust（2018）によれば、高圧ケーブルに切り替えることで、コスト削減につながる

以下のような利点が得られるとしている。 

✓ケーブル長の短縮：66kV のケーブルは、33kV のケーブルと比べてケーブルの数量が 3 分

の 1 で済む（DNV-GL,2015）。著名なケーブル製造業者からの情報によると、66kV 湿式

ケーブルの価格は種類と直径が等しい 33kV ケーブルよりも 10～20%高いが、送電容量が

倍になる。さらに66kVケーブルを使用すると、総ケーブル長が短くて済む（DNV-GL,2015）。 

✓アレイケーブルの電気損失の低減：アレイケーブルの数量が低減することで、送電ケーブル

の無効電力（電気消失）が低減し、送電損失も低減する。また、変電所周囲のケーブルの

量が低減することで、その場所での送電損失が低減する。また、ケーブルの数量が低減す

ることで、損傷するリスクも低減し、電気インフラの信頼性を高め、減収の可能性を 小

化してくれる。 

契約受電電力・発電機容量 公称電圧 ケーブルサイズ

2,000kW未満 6.6kV 3芯（外径:約81mm,重量:約16kg/m）

2,000kW以上10,000kW未満 22kV 3芯（外径:約119mm,重量:約30kg/m）

10,000kW以上50,000kW未満 66kV 3芯（外径:約159mm,重量:約60kg/m）

50,000kW以上 154kV ―

注)ケーブルサイズはメーカ、仕様によって異なる。
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✓風車のレイアウトの 適化：アレイシステムの電圧を 66kV に高めることで、アレイ内の風

車の放射状配置ではなく、リング状配置が可能になる。  

✓施工性の向上：ケーブルの数量が低減することで、施工時間が短縮される。 

 

③洋上変電設備 

風力発電機から出力される送電電圧は、陸上まで送電するには低くて送電ロスが大きい。こ

のため、図Ⅲ.6.2-57 のようにヨーロッパの既設の洋上風力発電施設では、洋上変電設備を 1 箇

所設けて、ここに各風車の電力を集めて昇圧し、陸上まで送電する方法が取られている。した

がって、風車の配置に際しては、海底地形や主風向等の他に、洋上変電設備の位置や各風車か

ら洋上変電設備までのアレイケーブルの敷設ルート等を考慮した検討が必要と思われる。なお、

The Crown Estate（2010）によれば、一つの変電設備で 500MW 規模のウィンドファームから

の入力を処理できるが、送電の安全性を高めるため、二つ以上の変電設備が設置される場合も

あるという。 

洋上変電設備の主な構成要素は、以下の通りである（The Crown Estate,2010）。 

・定格 300kW 程度の補助ディーゼル発電機：送電ケーブルからの電圧損失時に変電所へ電 

力を供給する。また、ウィンドファームの試運転時にも使われる。 

・スイッチギア：変電所に接続されるアレイケーブルと送電ケーブルをそれぞれ絶縁する。 

・変圧器（AC の場合）：送電に備え昇圧する。通常の洋上変電設備は、利用可能率を向上さ

せるため複数の変圧器を備えている。変圧器は油冷却され、防火・防爆装置を備えている。 

・コンバータ（DC の場合）：送電に備え DC に変換する. 

・リアクトル：系統安定性を向上する。 

・接地材：電気機器と変電設備構造体を電気的に接続する。 

・その他：パネル、ケーブルトレイ、通路、留め金および電気機器の保護用の支持。 

 

 

図Ⅲ.6.2-57 洋上変電設備の例 

Siemens HP：http://www.siemens.co.uk/en/news_press/index/news_archive/2013/greater-

gabbard-offshore-wind-farm-opened-by-michael-fallon.htm 
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変電設備の重量は、100MW 級（交流）で 1,000t 以下、200MW 級（交流）で 1,500t、300MW

級（交流）で 2,000t、400MW 級（高圧直流）で 3,000t、1,000MW 級（高圧直流）で 7,000t

と言われている（日本産業機械工業会,2010）。300MW 級の設備は、プラットフォームの高さ海

面上約 25m、面積は約 800m2 の規模で、ほとんどの変電設備はヘリポートを備えているもの

の、現場作業用の主たるプラットフォームになる場合は少ない（通常、僅かに機器（物品昇降

用に 2.5t 程度のクレーン）を備えつけた作業場は存在する）。なお、海岸から遠く離れた地点に

変電設備が建設される場合、避難所や、デンマークの Horns Rev2 ウィンドファームのように

（Ⅲ.7.3 項を参照）、滞在型居住区等の追加機能を備える場合がある（The Crown Estate,2010）。 

参考までに、我が国の「浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業」において、福島沖の水

深約 120m、離岸距離約 22km の海域に世界初の浮体式洋上変電設備（ふくしま絆）が設置さ

れている。 

 

3) 海底ケーブルの敷設方法 

海底ケーブルの敷設は、一般的には以下の手順により行われる。 

 

①船積み・回航 

ケーブル製造工場に近接する出荷用バースからケーブルを敷設専用船に積み込み、所定海

域まで回航する（図Ⅲ.6.2-58）。敷設専用船には自航型と非自航型（曳航型）がある。 

 

 
図Ⅲ.6.2-58 海底ケーブルの積み出し状況（日本産業機械工業会,2010） 

 

②揚陸部敷設 

現場海域では、まず敷設船を揚陸地点沖に係留し、ケーブルにブイを取り付けながら揚陸

部まで牽引する（図Ⅲ.6.2-59）。陸上の終端地点までケーブルを敷設した後、海上部のケーブ

ルはブイを切り離して沈設する。 
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図Ⅲ.6.2-59  沿岸部における海底ケーブル敷設状況（日本産業機械工業会,2010） 

 

③海底ケーブル敷設 

海底ケーブルの敷設あるいは埋設は、砂泥質等の比較的柔らかい地盤においてプローや

ジェット水流機により海底を掘削し、予めトレンチを造成しておく（図Ⅲ.6.2-60）。その後、

敷設専用船をケーブル敷設ルートに沿って走行させ、船上のケーブルの巻き取り設備（ター

ンテーブル）を回転させてケーブルを巻き戻しながら海底に落とし込む（図Ⅲ.6.2-61）。敷設

船が自航型でない場合は、予め船の前方から海底にアンカリングしたワイヤを巻き取りなが

ら前進させ、さらにアンカーを打ち直しては船の前進を繰り返す。 

 

 

プロー式機械装置                        ジェット水流機の噴出孔 

図Ⅲ.6.2-60 海底ケーブルの埋設機械（日本産業機械工業会,2010） 

 

 
図Ⅲ.6.2-61  海底ケーブルの敷設状況（日本産業機械工業会,2010） 
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④ケーブル立ち上げ 

風力発電機に先の揚陸方法と同様の作業で送電用海底ケーブルを敷設し、現地で終端部を

組み立て、変電機器に接続する。各洋上発電機間を結ぶアレイケーブルも同様の手順で敷設

作業を行う。 

図Ⅲ.6.2-62 は、洋上風力発電機と陸上変電施設間の海底ケーブルの敷設に関する一連の作

業の概念図である。 

 

 

 
①船積み・回航 

 
布 設 船

ウインチ

 
②揚陸部敷設 

 

 
③海底ケーブル敷設 

 
④ケーブル立ち上げ 

 

図Ⅲ.6.2-62 海底ケーブル敷設概念図（NEDO ら,2007b） 

 

  

ケーブル

進行方向
布設台船

布設船
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4) 海底ケーブルの防護方法 

ケーブルの損傷に係る主要因を表Ⅲ.6.2-13 に示す。陸上部では、ネズミ、白蟻等による生物

的損傷も大きな要因であるが、海域では船舶の投錨、漁具（底曳網による引っかけ・断線）等

の他、浅海部では潮流以外に砕波、“うねり”による損傷（潮流、波浪等によりケーブルが振動・

移動し、摩耗現象を引き起こす）、水深 30m 以深の海域では潮流による損傷があげられる。海

外における洋上風力発電に係る海底ケーブルの損傷は、漁業活動が全体の 52%、次いで錨によ

る損傷が 18%で、この 2 つが海底ケーブル損傷の主たる要因となっている（日本産業機械工業

会,2010）。 

表Ⅲ.6.2-13 区域別のケーブル損傷要因 

 

 

これらの損傷要因から、ケーブルを防護する基本は埋設である。埋設方法には表Ⅲ.6.2-14a,b

に示す各方法があり、通常はこれらを組み合わせた工法が採用されている。なお、ケーブルの

メンテナンス方法の例として、3年に 1回程度の潜水士による埋設深度調査の実施事例がある。 

 

表Ⅲ.6.2-14a  海底ケーブルの防護方法（NEDO ら,2007b） 

名  称 工法の概要，特徴 

        機械埋設工法 

 

プロー式機械装置等（図Ⅲ.6.2-52、参

照）により埋設する方法で、ケーブル

敷設時と同時に埋設する工法と後埋

設工法がある。 

埋設深度を自由に設定でき、大水深で

も作業効率に優れる。 

      事前トレンチ工法 

 

ケーブル敷設前に海底にトレンチを

掘削し、ケーブルを敷設した後埋め戻

す方法で、底質が岩盤で固い場合や深

い埋設深度を要する場合に適用され

る。 

 

人為的な
掘削

生物
(ネズミ,
白蟻等)

塩害
船舶の

投錨・走錨
漁具 潮流

砕波,
ウネリ,潮流

陸上部 ○ ○ ○

汀線～浅海
(0-30m)

○ ○ ○ ○

深海
(30m以深)

○ ○ ○

区域

損傷要因

 出典) 港湾・沿岸域における風力発電推進研究会(2005)を改変

進行方向
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表Ⅲ.6.2-14b  海底ケーブルの防護方法（NEDO ら,2007b） 

名  称 工法の概要，特徴 

ダイバー埋設工法 

 

海底にケーブルを沈設した後、潜水士

によりジェット水流で埋設する方法

で、海底が砂質で 30m 以下の浅い水

深に適用可能である。 

 

防護管防護工法 

 

海底にケーブルを沈設した後、潜水士

により鋳鉄製の防護管をケーブル上

に取り付ける。30m 以下の浅い水深

で埋設が困難な岩礁地帯や、船舶によ

る投錨の恐れがない場合に適用可能

である。 

 

〈参考〉ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所 

ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所は、第 1 洋上発電所、第 2 洋上発電所ともに、離岸

距離 40-60m の汀線近傍に設置されており、洋上風車には護岸から管理橋が渡されている。電

力ケーブルは、各風車のジョイントスリーブから連絡橋下部に設けられたケーブル収納箱に

FEP 管を通して配置され（図Ⅲ.6.2-63）、連絡橋の陸上側の架台に設置された変電設備で 22kV

に昇圧されて（第 2 洋上発電所の変電設備は風車タワー内に設置）、内陸部の連系変電所（66kV

に昇圧）につながっている。 

 

 

図Ⅲ.6.2-63  ウィンド・パワーかみす第 1洋上風力発電所の電気設備 

（岡野,2010） 

  

Ａ旗

潜水士船
ジェットポンプ

ジェットリフト

海底ケーブル

潜水士

潜水士船

海底ケーブル潜水士
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【豆知識Ⅲ.6.2-5】 

●海底ケーブルと洋上風車のインターフェイス（Ｊチューブ/I チューブ） 

チューブは、その中にアレイケーブルを通して、支持構造物、風車へとケーブルを導くもので、

波と潮流による作用から脆弱な場所に敷設されたケーブルを保護するものである。 

  ケーブルの取り入れには、下図に示すように何種類かの方法がある。(e)はチューブの取付け

がないケース、他は(c)のＩチューブを除いて J チューブで、これらは外装（固定(a)/可動(b)）
および内装(d)で区分される。 

   適な引き込み方策は、「風・流れ・波の荷重」、「船舶着岸時の保護」、「チューブとケーブルの

位置関係」、「局所的な応力集中の位置」、「チューブ内の空気・水交換と関連する腐食率」等を考

慮して選定される。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｊチューブの海底に対する角度と海底からの高さの関係（DNV,2014） 

  45°－ 2.5m±0.5m    30°  2.0m±0.3m  45°  1.2m±0.2m 

 

以下、The Crown Estate（2010）から J チューブに関する記述を取りまとめる。 

✓一般に直径 300mm 程度の鋼管を使う。その長さはトランジションピースのプラットフォーム

取付け位置から海底上 2m 程度まで及ぶ。通常、ケーブル引入れ後にシールされる。 

✓J チューブ両端の J チューブシールは、J チューブ内への海水浸入を防ぐ。受動的シールは、

J チューブ内へ引き上げられる一連のディスクで構成される。能動的シールは、J チューブ内

へ引き入れた後に膨張させる必要があり、遠隔操作ビークル（ROV）が必要となる。シールし

た J チューブは、侵食抑制剤で満たす場合がある。ただし、シールは毎回使われることはない。 

✓曲がり止めは、過度の曲がりによる損傷を防ぐ。 

✓ケーブル補強材も防護目的に使う。鋼製ならば、送電ケーブルへの効果的な重しとなる。 

✓ケーブル同士が交差し埋設できないようなケーブル露出部では、ケーブルマットを使う。マッ

トは通常コンクリート製かポリウレタン製である。 

✓ある供給業者は、モノパイル基礎の場合、J チューブを使わずにクランプによりケーブルをモ

ノパイルの引込穴へ導く。 

DNV(2014) 
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【豆知識Ⅲ.6.2-6a】 

●石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 

  （1972 年 12 月 25 日通商産業省・運輸省・自治省令第二号） 

  （ 終改正:2011 年 12 月 21 日総務省・経済産業省・国土交通省第一号） 

 石油パイプライン事業用施設の技術上の基準に関して、洋上風力発電の海底パイプラインの敷設

に参考となる部分を示す。 

 

第二章 導管等  第一節 導管等の材料、構造等  

（材料） 

第四条 導管、管継手および弁（以下「導管等」という。）の材料は、告示で定める規格に適合す

るものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。 

  

（導管等の構造）  

第五条 導管等の構造は、輸送される石油の重量、導管等の内圧、導管等およびその附属設備の

自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重ならびに風荷重、雪荷重、温度変

化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪および潮流の影響、設置時

における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重（以下この条において「主荷重等」という。）

によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。  

2 導管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。  

 一 主荷重等によつて生ずる導管（鋼製のものに限る。以下この項において同じ。）の円周方向

応力度および軸方向応力度が当該導管の許容応力度をこえるものでないこと。  

二 導管の内圧によつて生じる当該導管の円周方向応力度が当該導管の規格 小降伏点（導管の

規格に 小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点と

する。ただし、当該降伏点が、当該導管の材料の規格に定める引張強さの 小の値に〇・六を

乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。）の四十パーセ

ント以下であること。 

三 主荷重等によつて生じる導管の円周方向応力度、軸方向応力度および管軸に垂直方向のせん

断応力度を合成した応力度が当該導管の規格 小降伏点の九十パーセント以下であること。 

四 橋に設置する導管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。 

五 導管の 小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方

法により破損試験を行なつたとき破損しないものは、この限りでない。  

3 前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度およ 

び許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」および「許容圧縮応力度」と

は導管の規格 小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値（告

示で定める場合にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める割増係数を乗じた値）、「許

容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応

力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。 
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【豆知識Ⅲ.6.2-6b】 

●石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 

4 前三項に規定するもののほか、導管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。 

  

（伸縮吸収措置）  

第六条 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害

な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。 

 

（防しよく被覆）  

第九条 地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、か

つ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐しよくを防止するための措置を講じなければ

ならない。  

2 地上または海上に設置する導管等には、外面腐しよくを防止するための塗装を施さなければな

らない。  

 

（電気防しよく）  

第十条 地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を

講じなければならない。  

 

  第二節 導管の設置方法 

（海底設置）  

第十八条 導管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。  

一 導管は、埋設すること。ただし、投錨等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その

他やむをえない場合は、この限りでない。  

二 導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。  

三 導管は、原則として既設の導管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。  

四 二本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないような措

置を講ずること。 

五 導管の立上り部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、けい船浮標にいたる立

上り部の導管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。  

六 導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋めも

どしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該導

管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面（当該しゆんせ

つ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。）下〇・六メートルを海底面

とみなすものとする。 

七 洗掘のおそれがある場所に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずるこ

と。  

八 掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと。  

九 導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底

面をならすこと。  
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【豆知識Ⅲ.6.2-6c】 

●石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 

十 導管が浮揚または移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚または移動を防止す

るための措置を講ずること。  

 

（道路横断設置）  

第二十条 道路を横断して導管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、

地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切

な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。  

2 道路を横断して導管を埋設する場合は、導管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設

置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導

管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでな

い。  

3 道路上を架空横断して導管を設置する場合は、当該導管および当該導管に係るその他の工作

物ならびにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の 下部と路面との垂直距離は、五メー

トル以上としなければならない。  

4 道路を横断して導管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第十四条（第一号および

第二号を除く。）および第十七条（第一号を除く。）の規定を準用する。  
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(5) 電気工事 

洋上風力発電所は、事業化の観点からも大規模施設が想定され、特別高圧にて連系する場合

が多いと考えられる。特別高圧と連系する場合は、電力会社に事前検討の申込みを行い、十分

な協議を経て電力会社の停電工事に合わせてつなぎこみ工事を行うことになる。系統連系の区

分を表Ⅲ.6.2-15 に示すが、特別高圧連系の引込工事について以下に記す。 

 

表Ⅲ.6.2-15 系統連系の区分 

  

 

特別高圧連系の場合は、風車発電機と連系点の距離が離れる。変電所と発電所間の電力ケー

ブルの事故検出を行うため、洋上に変電設備を設けるか、陸上の連系点近傍に変電所を設置す

るケースが多い。この場合、高圧連系の電柱と同様に施工が必要であるが、22kV（33kV）以上

の配電規定に従い施工を行う。 

支線は「電気設備の技術基準」解釈第 63 条に準じて必ず施設する。特別高圧架空電線路の

ケーブル間隔は、電気施設の技術基準第 128 条に準じ一定以上設ける。また、ケーブルと他の

電線路は「電気設備の技術基準」第 127 条に準じて一定の間隔を確保し、通信経路等へのノイ

ズ障害対策にも留意する。架線する際には、電線にキンク（折り曲げ）、ねじれ等のくせを作ら

ないように延線し、張線器を用いて、たるみのないように張線する。 

特別高圧連系の配線工事は、タワー内発電機、電力変換器盤より風車発電機内に設置してい

る変圧器に配線接続を行う。変圧器にて特別高圧電圧に昇圧し、変電所まで配線し、変電所機

器である変圧器、GIS へ配線接続を行う。配線は電線接続図に従い、特別高圧ケーブル、電線

の端末処理を行う。 

  

連系の区分 発電機の種類 1需要家当たりの電力容量 逆潮流有無

逆変換装置を用いた発電設備 あり・なし

交流発電設備 なし

高圧配電線
逆変換装置を用いた発電設備、

又は、交流発電設備
原則として、2,000kW未満 あり・なし

スポットネットワーク
配電線

逆変換装置を用いた発電設備、
又は、交流発電設備

原則として、10,000kW未満 なし

特別高圧電線路
＊） 逆変換装置を用いた発電設備、

又は、交流発電設備
原則として、2,000kW以上 あり・なし

低圧配電線 原則として、50kW未満

＊）35kV以下の配電線に連系する場合、高圧配電線への連系技術要件に準拠可能。
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６.３ 試運転・検査 

全ての工事完了の目処が付いたら、正常に作動し十分な性能を発揮するか、表Ⅲ.6.3-1 に掲

げる検査および試験（電気事業法に基づく使用前自主検査）を行う。 

試運転に際しては、風力発電システムの営業運転開始後の運転資料として運転データの収集

を行うことが望ましい。収集データ項目は、風車の状態、風速、風向、発電電力量、積算電力

量、系統電流、系統電圧、系統力率、故障発生時の故障原因等で、サンプリング周期を 10 秒以

下とし、10 分間平均値に加工して評価する。さらに、風車の状態を、待機・運転・停止・カッ

トアウト停止・故障状況・系統遮断状況等にまとめておくと有効に活用できる。 

 

表Ⅲ.6.3-1 試運転時の検査・試験項目 

番号 項目 検査方法等 

1 外観検査 電気工作物の設置状況について、工事計画に従って工事が行われ基準に適合している

ことを目視で確認。 

2 接地抵抗測定 風力発電所各サイトの接地抵抗値が規定値以下で、必要な箇所に所定の接地が行われ

ていることを確認。 

3 絶縁抵抗測定 電路の絶縁抵抗測定を JIS で定められた絶縁抵抗計で行い、大地及び他の電路と絶縁

されていることを確認。 

4 絶縁耐力試験 電力回路や機器の使用電圧に応じた試験電圧を 10 分間加え、絶縁に異常のないこと

を確認。 

5 保護装置試験 電気設備技術基準で規定される保護装置ごとに､関連継電器を動作して正常に動作す

ることを確認。 

6 遮断器関係試

験 

①操作用駆動源の付属タンクの容量試験、②駆動力発生装置自動始動停止試験、③駆

動力発生装置付属タンク安全弁動作試験を実施して動作に異常がないことを確認。 

7 総合インター

ロック試験 

発電設備を負荷運転し、総合インターロックが作動する電気的および機械的要素のそ

れぞれについて事故を模擬し、保護継電装置を動作させ、プラントが自動的かつ安全

に停止すること、関連する警報・表示等が正常に動作することを確認。 

8 制御電源喪失

試験 

発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに、過渡変化する主要のパラメーター

を測定し、異常がないこと、遮断機、開閉器が正常に動作すること、警報・表示が正

常に出ることを確認。 

9 負荷遮断試験 発電設備の出力の 1/4 負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことの確認したあと、

4/4 負荷運転で試験をし、負荷遮断時に過渡変化するパラメーターの変動が制限値内

にあり、プラントが安全に規定の状態へ移行すことを確認。 

10 遠隔監視制御

試験 

発電制御所にて、主機の自動始動停止操作、必要な遮断器等の開閉操作や運転に必要

な制御開閉器類の制御操作を遠隔で行い、当該機器が正常に動作すること、および主

機の状態変化が発電制御所または技術員駐在所に表示されることを確認。 

11 負荷試験（出力

試験） 

発電設備を可能な限り定格運転を保持して、機器各部の温度上昇が飽和状態になるま

で連続運転し、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等がないこと、高調波の

測定機器の警報がないこと等、各装置の定格が工事計画書どおりであり、異常が認め

られないことを確認。 

12 騒音測定 騒音規制法にて規定された特定施設をもつ発電所を指定地域内に設置する場合、JIS

で定められた方法で騒音を測定し、規制基準に適合していることを確認。 

13 振動測定 振動規制法にて規定された特定施設をもつ発電所を指定地域内に設置する場合、特定

工場等において発生する振動に関する基準に規定する方法で測定し、規制基準に適合

していることを確認。 

出典：電気事業法施行規則第 73 条の 4 に定める使用前自主検査の方法の解釈より作成 
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７ 運転・保守 

運転・保守・補修・損害保険等の契約手続きをはじめ、稼動後には運転監視、電気設備およ

び風車設備本体の保守点検を行う。 
 

７.１ 運転監視、保守、補修契約 

メーカあるいはケースによって異なるが、風力発電機の最初の 2-5 年間にはメーカ保証があ

り、その期間はメーカにより維持管理が行われる。この期間を過ぎると、事業者が自分で維持

管理を行うか、メーカとメンテナンス契約を結んで維持管理を継続する、あるいは専門のメン

テナンス会社と契約して実施することになる。なお、近年、洋上風力発電機に対して 15 年の長

期間にわたって保証するケースも認められる。 
風力発電の事業期間を通じて、風力発電機の高い稼働率を確保するためには保守点検が必要

不可欠で、日々の運転監視や、定期・不定期の保守、機器の改造・改修を伴う保守があげられ

る。日々の運転監視は日常点検と併せ早期の不具合発見に寄与する。保守・補修契約では機器

の安定・安全運転を目的とする。また、風力発電機はフェールセーフ ＊の思想で設計されてお

り、停止後の速やかな対応を行うことが高稼働率を維持するために必要である。なお、一般的

にはメンテナンスは定期点検を、サービス作業は不定期に発生した故障・障害等の原因調査と

復旧業務を意味している。 
参考として、風力発電機の日々の運転監視やサービス作業発生時の連絡フローを図Ⅲ.7.1-1に

示す。 
 

 
図Ⅲ.7.1-1 サービス作業発生時の連絡フローの例（NEDO,2008） 

                                                                                                                                                             
＊ フェールセーフ：部品やシステム等の故障が確実に安全側のものとなること、あるいは少なくとも

ほぼ確実に安全側のものとなる（すなわち、危険側の故障の可能性が極めて低い）ことを意味する。

工学分野ではそのような設計思想（信頼設計）の下で製造されている機器は多い。 

 

 

障害連絡 

対応報告 

作業報告 
（対策検討） 

トラブル発生 

サービス作業指示部門 

部品・工具 

サービス作業 

現地復旧対応 

顧 客 

監 視 

対応指示 

監視センター 

(24 時間対応) 

監 視 

監 視 

風力発電機  
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これら運転・保守に関する契約は、経済性評価をする上で重要な要素であることを認識し、

事業者が機種選定する際に十分な検討を行うべきである。また、各業務の契約に際しては専門

性の高い作業であることを考慮し、納入メーカまたはメンテナンス専門会社等と表Ⅲ.7.1-1 に

示す点を考慮し、その点に注意して交渉を行うことが望ましい。 
 

表Ⅲ.7.1-1 運転監視、保守、補修契約に際しての考慮、注意点

 

 

項　目 考慮、注意すべき点

・監視が必要な項目、内容、報告事項、頻度の明確化

・監視員に必要となる資格、条件等の明確化

・監視員の職務、勤務条件、監視範囲の明確化

・遠方、直接など監視方法の明確化

・緊急時対応体制および監視員が行う一次対応、復旧対応内容の明確化

・事業者に対する定期報告：間隔（週・月・年等）、項目、報告方法、データ開示範囲の確認

・対象設備範囲（風車本体、電気設備、付帯設備）、実施内容、点検間隔、費用、必要な助勢の有無、旅
費、移動手段と費用負担の明確化

・作業完了条件の明確化

・点検部分に対するメンテナンス契約上の保証条件

・サービス員、機材等をアクセス可能とするための船舶確保とその責任分担確認

・契約の解除、更新条件の明確化

・メンテナンス契約者が機器供給会社と異なる場合、期間費用負担、保証条件、瑕疵担保範囲と条件、予備
品・消耗品の納入可否・期間等の明確化

・サービス作業の対象範囲（製品、作業、運搬等）、実施内容、実施時期、費用、必要な助勢の有無、保証
内容等の明確化

・大型機器不具合発生時の作業船、重機手配、通行、部品調達を考慮した補修期間の設定

・サービス実施の手順（誰の要請で、いつまでに、誰が、何を）

・故障対応時のサービス員、機材等をアクセス可能とするための道路確保とその責任分担確認

・改造、改修の目的、効果、期間、費用の明確化

・改造、改修結果に対する保証範囲、期間、内容の明確化

・改造、改修に伴う重機等のアクセス路の確保要否とその責任分担の明確化

・改造、改修が機器供給会社と異なる場合、機器供給会社の保証範囲、条件の変更要否の明確化

・改造、改修が機器供給会社と異なる場合、事業者からの情報開示条件、範囲の明確化

・消耗品、交換部品、交換周期、価格等の明確化

・事業者保管予備品、消耗品の陳腐化、モデルチェンジ等に対する補充・交換の要否、費用負担の明確化

・事業者側準備品の供給範囲、費用、補償等の明確化

・業者側準備品の範囲、費用（損料）の明確化

・特殊冶工具の有無、購入可否、費用、使用方法等の明確化

アクセス権 ・事業者から運転監視、メンテナンス、サービス業者への風力発電システムアクセス権の開示

・機器供給会社から事業者の教育：内容、期間と操作限界の明確化

・一次対応のための事業者側技術者へのトレーニング：内容と費用の明確化

・事業者から運転監視会社への教育：内容、期間と操作限界の明確化

・事業者からメンテナンス会社への教育：内容と操作範囲の明確化

・事業者からサービス会社への教育：内容と操作範囲の明確化

・供給者が事業者の同意なく機器を改造、交換した場合：生じた不具合に対する供給者の責任と費用負担

・事業者が供給者の同意なく改変した場合：生じた不具合に対する事業者の責任と費用負担

・メンテナンス契約解除、損害補償請求内容の明示

トレーニング

債務の制限

運転監視契約

保守契約
(定期点検)

保守契約
（不定期点検）

補修契約
（改造、改修）

部品

冶具、工具
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７.２ 損害保険、賠償責任保険 

通常、風力発電システム等に係る損傷、損壊等の損害を補うものとして損害保険があり、損

害保険としては民間保険会社、共済問わず大多数が「火災保険」または「動産総合保険」で引

き受けられている。「動産総合保険」は「火災保険」に比べ、盗難、取り扱い上の事故（修理、

清掃作業中における作業上の過失による機器損傷・損壊を含む）等の損害を補償するオールリ

スク補償型となっているため、目的に応じて、引き受け保険を選択する必要がある。 
また、風力発電設備の所有、使用および管理上の事故によって企業が負担する賠償責任を補

うものとして、賠償責任保険がある。風力発電機の所有・使用・管理に起因して、第三者の身

体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を被った場合が対象となっているため、風力発

電システムの設置場所によっては、これらの保険の付保も検討する必要がある。 
しかし、洋上風力発電システム等の損害保険・賠償責任保険の特徴として、一度事故が発生

すると損害額（修理額）・賠償額が非常に大きくなることがあげられる。今後洋上風力発電シス

テムの導入を考える際には、損害保険・賠償責任保険に関する補償内容、保険料等についても

事前に検討しておく必要がある。この場合、洋上風力発電システムに関わる損害保険・賠償責

任保険について十分な知識を有する保険会社等を通じて、保険の安定的供給を確保する必要が

ある。また、保険を付保したからといって、全てが保険で賄えるわけではない。あくまでリス

クを軽減する手段の一つであり、洋上風力発電システム導入に際しては、そのことも踏まえて

検討する必要がある。 
洋上風力発電システムに対する保険については欧州が先行しており、建設作業期間、商業稼

働期間ともに風力発電設備全体をパッケージで対応するような保険となっている。従来日本で

は、建設作業段階では工事工程ごとに保険が手配され、商業稼働段階では海上保険や財物保険

が手配されてきた。保険の加入漏れの防止や事業管理の効率性の観点から、最近では欧州型の

パッケージ化された保険が登場してきている。 

 
７.３ 運転・保守の概要 

風力発電事業者は、運転・保守を風力発電施設の資産運用、資産管理として位置づけ、その

ためにメンテナンスを効率化してコスト低減を図る、あるいはメンテナンスにより停止時間を

少なくして発電電力量を増やし、収益を上げることを第一義的に考えている。 
洋上風力発電の運転・保守は、陸上風力発電のそれと比べて十分に成熟していないことに加

え、気象・海象状況によってはサイトへのアクセスに制限があるため、コストとアクセシビリ

ティの問題や故障検知が重要である。後述の図Ⅲ.7.3-8 に示しているように、洋上風力発電の

運転・保守費用はライフサイクルコストの 20-30%を占めるため、ライフサイクルを通した資

産管理が必要である。そのためには洋上風力発電施設の故障・事故等の不具合の原因が業界全

体で共有され、周到な事業計画を立てることができるような環境整備が重要である

（Wills,2014）。 
機械設備の管理活動は、運転・保守計画活動（Plan）→運転・保守実行活動（Do）→実績管

理活動（Check）→修正･改善活動（Act）の管理のサイクルを回しながら運転・保守の目標を目
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指すものとされ、設備の性能を低コストで維持することが求められている（日本プラントメン

テナンス協会 機械保全技能ハンドブック編集委員会編,1999）。 
なお、電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正が 2016 年 9 月 23 日に行われ、サ

イバーセキュリティに関する規定が盛り込まれた。一部の電気工作物について、運転を管理す

る電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれお

よび一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセ

キュリティを確保しなければならないとされている（電気設備の技術基準を定める省令第 15 条

の２）。 
 

(1) 運転・保守の方法 

運転・保守方法の考え方は、図Ⅲ.7.3-1 および表Ⅲ.7.3-1 に取りまとめているように 3 つに分

類される。予防的なメンテナンスに属するもののうち、一つはコンディション・モニタリング・

システム（CMS）を重視した遠隔監視制御システムによる方法(a)、もう一つは定期的に検査を

行い、不具合が検出されたら修理を行う方法(b)である。また(c)に示す方法は、修理整備が主体

で特に常時メンテナンスを行わない方法である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅲ.7.3-1 風力発電施設に対する運転・保守方法の相違（DET NORSKE VERITAS,2012） 

 
 
 
 

(a) 

(b) 

(c) 

故障レベル 

閾値(アラーム) 

＊:故障 
 
＊:修理 
 
●:検査 
   (未検出) 
 
○:検査 
  (検出) 
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表Ⅲ.7.3-1  運転・保守の基本的な考え方

 

 
Tavner（2014）によれば、風車の創成期には、修理メンテナンス（壊れるまで使う）が行わ

れていたが、80-90 年には熟練者による予防メンテナンス（定期検査）、90 年代はオフラインの

状態監視が主体となり、現在はオンライン状態監視の時代となっている。 
陸上風力発電施設の運転・保守では、この方法により以下の 4 種類の対応が行われている。 
 ・日常的な運転状態と保守状態の管理 
 ・定期点検（半年ごとが一般的） 
 ・長期計画メンテナンス（5 年,10 年ごと） 
 ・故障時の修理 
一方、洋上風力発電施設において故障事故が発生した場合、陸上に比べ現地補修作業の費用

が割高になり、その修復により多くの時間を要し設備利用率の低下を招くため、洋上風力発電

の事業性に大きな影響を及ぼす。したがって、風力発電設備を洋上に設置する場合、陸上に設

置する場合とは運転・保守面で以下の相違がある。 
a. 洋上の設置環境が発電設備・受変電設備に対して与える特有の環境により、発電設備・受

変電設備自体に陸上とは異なった運転・保守を要する（湿度、塩害対策等）。 
b.洋上用受変電設備を必要とし、これの運転・保守を配慮する必要がある（海底ケーブルや洋

上変電所用の支持構造物等）。 
c. 洋上設置のためアクセスが困難になることに起因して、運転・保守上特別の配慮を要する。 

 作業員のアクセス性が困難になる。 

・メンテナンス作業員が風力発電機の外面にアクセスする際の手段が限られる（ブ

レードやタワー外表面の点検時等）。 
・メンテナンス作業員の発電設備・受変電設備への到達が困難となる（時化による

アクセス船の欠航等）。 
 メンテナンス作業用物品の輸送・吊り上げ・交換が陸上より困難となる。 

・作業員が、風力発電機に既設の設備を利用して運搬や保守作業を行う場合に、タ

ワー内エレベータやナセル内クレーン設備等が必要である。 

内容

CMS
(図Ⅲ.7.3-1(a))

CMSからのアラーム(データ)により風力発電施設の
状態が、ある閾値を超えた場合に検査をし、不具
合が検出されたら修理を行う方法(修理が先送りで
きる場合には定期検査時に修理)。

定期検査
(図Ⅲ.7.3-1(b))

定期検査をベースに一定間隔で検査し、風力発電
施設の状態に、故障に結び付く兆候が検出された
ら修理を行う方法。

風力発電施設において故障が起きた時点で修理を
行う方法。

運転・保守の方法

予防的メンテナンス

修理メンテナンス
(図Ⅲ.7.3-1(ｃ))
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・大物部品の交換等でタワー内エレベータやナセル内クレーン設備が使えない場

合、大型起重機船等の特殊船舶を必要とする。 
 

このため、洋上風力発電は陸上風力発電に比べ運転・保守に特段の配慮を要する。2000 年以

降、オンライン状態監視技術（CMS）が進展し、海外の洋上風力発電では CMS の装着が DNV
（Det Norske Veritas）等の認証制度のひとつとなっている。 
日本においても、アクセスや作業効率の劣る洋上風力発電には CMS を中心とする予防的メ

ンテナンスの導入が必要であるが、警報を出す閾値の設定の難しさがあるため、現状では定期

検査と抱き合わせた CMS によるメンテナンスが推奨される。なお、NEDO は 2014 年度から

2017 年度までスマートメンテナンス技術開発（疲労予測等）を実施している。ここでは CMS
に基づくメンテナンス手法を確立し、事故の未然防止、早期補修によるメンテナンスコストの

低減、停止時間の削減による発電電力量の最大化を図って、安全で費用対効果の高い施設の運

転を確保することを目指している。 
 Tavner（2014）は、従来型の監視制御システム（SCADA: Supervisory Control and Data 
Acquisition）と CMS あるいは SHM（Structural Health Monitoring）を組み合わせたシステ

ムの構築を提案している（図Ⅲ.7.3-2）。SCADA は、従来から風力発電機には装着されている

システムで、発電電力量、風向・風速、ブレードのピッチ角、ヨー角等、種々のデータが取得さ

れている。一方 CMS は、主軸、増速機、発電機等に振動計、ひずみ計等を取り付けて、運転パ

ラメータの遠隔モニタリングを可能にしたシステムである。なお、ドイツ風力エネルギー協会

の調査によると、海外の洋上風力発電施設における CMS によるモニタリングも同様の主軸、

増速機、発電機で実施されている事例が多い（表Ⅲ.7.3-2）が、ドイツの Alpha Ventus および

Bard Offshore 1 では、ブレードも併せてモニタリング（SHM）が行われている。 
 

 
図Ⅲ.7.3-2 風力発電施設のモニタリングシステム（Tavner,2014 より作成） 

 

発電機
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コンディション
モニタリング
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システム
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支持構造物 主軸 発電装置 警報
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表Ⅲ.7.3-2 海外の洋上風力発電施設におけるモニタリング部位 

 
 
(2) 運転・保守の実状 

洋上風力発電所へのアプローチは、時化時を除けば山岳地よりも容易であるとの期待もある

が、洋上での運転・保守の条件は陸上と異なる場合が多い。事実、陸上風力発電の availability
（利用可能率:ある期間における全暦時間から保守、故障等の停止時間を差し引いた値の全暦時

間に対する割合）は 95-98%であるが、洋上風力発電のそれは 80-95%（Becki,2011）、あるいは

90%（Tavner,2014）であると言われている。このように、洋上風力発電は陸上風力発電よりも

停止時間が長く、風車の稼働停止による利益の損失は重大である。20 年程度の風車の供用期間

を考えると、利用可能率の尺度も取り入れて運転・保守費用（最適運転・保守費用：最小コス

トの理論的ポイント）を評価し、初期段階で適切な運転・保守計画を立てることが肝要である

（図Ⅲ.7.3-3）。 
 

 
図Ⅲ.7.3-3 運転・保守コストと利用可能率の関係（Kotsonis,2010 を改変） 

項　目 Alpha Ventus(ドイツ) Bard Offshore 1(ドイツ) THORNTON BANK(ベルギー) HORNS REVⅡ(デンマーク)

運営機関
DOTI(Deutsche Offshore

Testfeld-und Infrastrukture
GnbH & Co. KG)

BARD Engineering for
SudWest-Strom Windpark GmbH

& Co KG and WV Energie
Frankfurt

C-Power NV DONG Energy（現Ørsted）

風車メーカ Areva Wind BARD REpower Siemens

設置基数 6 80 6 91

機種 M5000 BARD 5.0 REpower 5M SWT-2.3-93

総出力(MW) 30 400 30 209.3

設置開始年 2007(海底ケーブル) 2009 2008 2009.3(風車1号機の設置)

系統連系年月日 2009.11.1 2010 2008 2009.5.1

海域 北海 北海 北海 北海

離岸距離(km) 45 89 30 27－35

水深(m) 30 39-41 17-23 9－17

CMSによるモニタリング
部位

ロータベアリング、発電機、
増速機、ブレード

発電機、増速機、ブレード等
発電機、増速機、
メインベアリング

ベアリング、増速機、発電機

出典）German Wind Energy Association(BWE)(2010):OFFSHORE Service & Maintenance Wind Energy Market Special
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風力発電システムは、一般に各種保護装置を有しており無人自動運転が可能であることから、

監視や巡回については基本的には一部の監視制御方式を除いて制限はない（風力発電規程

（JEAC-5005-2011）の第 4-2 条にある監視制御方式の適用条件で、陸上用の NEDO 風力発電

導入ガイドブックを参照）。 
しかし、法的には事業用電気工作物と定義され、設置者による自主的な保安の確保（保安規

程を定めるとともに、電気主任技術者を選任し、経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届

け出ねばならない）が義務づけられており、風力発電設備を安定かつ効率よく運転を行うため、

技術員（運転に必要な知識および技能を有する者）による巡視、点検等が必要である。また、

「電気設備の技術基準」では、最低限、技術員が随時巡回することを義務づけている。しかし、

陸から遠く離れた洋上風力発電施設では、日常巡視を行うことは困難であると思われる。 
また、保安規程に基づく点検が必要で、陸上風力発電の場合、目視による外観点検等を月に

1 回以上実施することと規定されている（平成 15 年経済産業省告示第 249 号）。さらに、部位

ごとの点検周期（半年～2 または 3 年）に応じて、定期事業者検査を行う必要がある（電気事

業法施行規則第 94 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 号の定める定期事業者検査の方法の解釈）。定

期事業者検査は、風力発電設備の定期点検指針（JEAG5005-2017）に基づいて行うこととなる。

なお上記の解釈では、「同各号に規定する定期事業者検査の十分な方法は、この解釈に限定され

るものではなく、同各号に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、

同各号に適合するものと判断することとする。」としており、洋上風力発電に則した技術基準、

各種規定等の整備が必要であると考えられる。 
風力発電機は機械的な可動部分が多く、潤滑油の補給や消耗品の交換等、定期的な点検の他、

支持構造物や海底ケーブルの定期点検も実施する必要がある。洋上風力発電設備の定期点検項

目の一例を表Ⅲ.7.3-3 に示す。 
 

表Ⅲ.7.3-3 洋上風力発電設備の定期点検項目の一例（NEDO ら,2007b） 

 

部　位 維持管理 検　討　項　目

風力発電機
(ナセル、
ロータ、ブ
レード)

定期点検

・点検箇所：制御盤、発電機/ロータ、メインシャフト、ベアリング、ギア
ボックス、重電機器、その他補助機器類等
・点検項目：外観の異常確認、計器類、コネクター、バッテリーの電圧、オ
イルの交換/補充、ナット/ボルトの緩み、グリース補給、発錆の点検/清
掃、機器類の作動チェック、消耗品の交換等
・点検頻度：1～2回/1年
・付帯設備：遠隔監視システム、ナセル内クレーン、ヘリポート等

タワー 定期点検

・点検箇所：タワー等
・点検項目：外観の異常確認、ナット/ボルトの緩み、発錆の点検/清掃等
・点検頻度：1～2回/1年
・付帯設備：タワー内エレベーター、通船接岸部等

支持構造物
部

定期点検

・一次点検：共通して生物付着(設計厚に達していないか)調査
・コンクリート構造：基礎材質の状況の目視観察(コンクリートのひび割
れ･剥離･剥落、鉄筋の腐食･露出･破断等)
・鋼構造：被覆防食（塗装や有機、金属ライニングの変状、鋼材等の錆の発
生、部材のへこみ等の変形点検
・点検頻度：1回/1年
・二次点検：共通して基礎の周りの洗掘（点検頻度は約5年に1度程度）
・コンクリート構造：反発硬度法によるコンクリートの強度試験
・鋼構造：電位測定による鋼材腐食試験等
・点検頻度：1回/2年
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なお、風力発電設備の事故が近年多発しており、今後の風力発電設備の導入拡大を踏まえ、

風力発電設備のメンテナンス体制を整備する必要性から、2017 年 4 月より出力 500kW 以上の

風力発電設備を対象に定期検査制度が義務付けられた。2017 年度は風力発電設備を 10 基以上

保有している発電所を対象とし、2018 年度は 3 基以上の発電所、2019 年度はそれ以外の発電

所の風車を対象としている。電気事業法施行規則第 94 条の 3 第 1 項第 1 号および第 2 号に定

める定期事業者検査の方法の解釈の一部改正（平成 29 年 3 月 31 日施行）では、以下の設備に

対して検査方法や検査周期等を示している。 
✓ブレード 
✓ロータ 
✓ナセル 
✓タワー 
✓基礎 
✓非常用電源装置 
定期事業者検査を 3 年に一度実施することにし、事業者の保安力の水準を 2 段階に分け、そ

の水準に応じて定期安全管理審査の受審の時期を最大 6 年まで延伸することができるように

なっている。この制度は、事業者がそれぞれの保安力を高めるインセンティブになっている。

具体的な方法については電気事業法施行規則第 94 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 号に定める定

期事業者検査の方法の解釈（平成 29 年 3 月 31 日施行）を参照されたい。 
海外の状況に関して、表Ⅲ.7.3-2 と同じドイツ風力エネルギー協会の調査結果であるが、4 箇

所の洋上ウィンドファームの運営機関へのヒアリングによると、洋上風力発電の点検頻度と点

検項目は表Ⅲ.7.3-4 の通りで、Horns Rev2 を除き頻度は風車 1 基 1 年当たり 1 回となってい

る。なお、Horns Rev2 はウィンドファーム内の洋上変電所近傍に宿泊施設が設置されているの

で、点検頻度は多いものと思われる。また、Alpha Ventus では点検項目は細かい部位が記述さ

れているが、他のサイトでは具体的な内容の記述はない。他のサイトではメンテナンス計画や

仕様に基づいて実施されているようである。 
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表Ⅲ.7.3-4a  海外の洋上風力発電施設におけるモニタリング状況

 

 
表Ⅲ.7.3-4b  海外の洋上風力発電施設におけるモニタリング状況 

 

  

項　目 Alpha Ventus(ドイツ) Bard Offshore 1(ドイツ)

運営機関 DOTI(Deutsche Offshore Testfeld-und Infrastrukture GnbH & Co. KG)
BARD Engineering for SudWest-Strom

Windpark GmbH & Co KG and WV Energie
Frankfurt

風車メーカ Areva Wind BARD

設置基数 6 80

機種 M5000 BARD 5.0

総出力(MW) 30 400

設置開始年 2007(海底ケーブル) 2009

系統連系年月日 2009.11.1 2010

海域 北海 北海

離岸距離(km) 45 89

水深(m) 30 39-41

風車1基・1年当たりの
メンテナンスの間隔

1回 1回

メンテナンス箇所

・安全センサ　　・火災報知器/消火システム　　・無停電電源装置    ・非常
電源　　・避雷器システム　　・ブレード　　・ピッチ制御機器　　・ロータ
ロック　　・ロータハブ　　・ロータベアリング　　・ロータブレーキ
・増速機と給油システム　　・発電機　　・ナセルクレーン　　・冷却システム
・スイッチキャビネット　　・ヨー制御機器　　・ヨーベアリング　　・ヨーブ
レーキ　　・油圧アセンブリ　　・ナセルハウジング/ノースコーン
・タワー　　・吊り上げアクセスシステム　　・アクセスプラットホーム
・空調　　・中電圧コンバータ　　・外部プラットホーム　　・安全器具

メンテナンス計画に従って実施。

項　目 THORNTON BANK(ベルギー) HORNS REVⅡ(デンマーク)

運営機関 C-Power NV DONG Energy（現Ørsted）

風車メーカ REpower Siemens

設置基数 6 91

機種 REpower 5M SWT-2.3.93

総出力(MW) 30 209.3

設置開始年 2008 2009.3(風車1号機の設置)

系統連系年月日 2008 2009.5.1

海域 北海 北海

離岸距離(km) 30 27－35

水深(m) 17-23 9－17

風車1基・1年当たりの
メンテナンスの間隔

1回
HORNS REVⅡはファーム内に宿泊施
設があり、最大24名が交代で常駐す
る最初の洋上風力発電施設である。

メンテナンス箇所 メンテナンス仕様を参照

消耗品の付け替え、サービス巻き上
げ機と安全装置、増速機と潤滑油の
検査を含む、要求仕様書に準じた作
業。

出典）German Wind Energy Association(BWE) (2010):OFFSHORE Service & Maintenance Wind
。。。Energy Market Special
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洋上ウィンドファーム 1 年当たり平均して 5-6 回の定期検査と計画外の保守作業が行われて

いるとのことである（DET NORSKE VERITAS,2012）。また、Hamilton（2011）によれば、

定期検査は 2 回/年、修理メンテナンスを含めば平均して 5 回/年、大規模メンテナンスは 1 回/5
年とのことである。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

【豆知識Ⅲ.7.3-1】 
 ●海外の洋上ウィンドファームの点検に係る関連情報 
 ・定期検査に要する時間：40-80 時間/基 
 ・大規模メンテナンスに要する時間：100 時間/基 
 ・作業員数：0.3 人/MW（100MW 程度のウィンドファーム）、0.2 人/MW（100MW 以上） 
 ・作業要員の構成：技術員（全体の 40%）、残りはスーパーバイザー、安全/環境要員、管理

部門（船舶クルー）、支援部門 <要員は設備容量が 2 倍になると、約 50%増加> 
 ・洋上風力発電の維持管理費は、陸上風力発電のそれと比較しておおよそ 2-4 倍。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：Hamilton,2011） 

（出典：German Wind Energy Association（BWE）,2010） 
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 洋上風力発電機の故障・事故の発生確率と修理レベルを表Ⅲ.7.3-5 に示す。同表に示すよう

に、電気制御機器関連の不具合が最も多いが、メンテナンスに要する船舶もボートで良いこと、

また前述のようにこれらの部位は停止時間も短いことから、多大な修繕費用を要しない。しか

し、表のメンテナンスタイプの C や D となると、起重機船や SEP 船が必要となり、傭船費用

も嵩み、必然的に停止時間も長くなる。よって、大規模メンテナンスあるいは定期検査時にお

いて、これらの部位については CMS の活用も含めて入念な検討が必要であろう。 
 

表Ⅲ.7.3-5 洋上風力発電機の故障・事故の発生確率と修理レベル（Dewan,2014 を改変） 

   

部　位 故障率(回/年/基)
メンテナンスタイプ

のクラス

電気制御機器 0.008203073 B

変圧器 0.003388375 D

風速計 0.003018165 C

油圧ポンプ 0.002525134 B

発電機 0.002341027 D

ブレード 0.001786619 D

温度計 0.001786011 D

油圧シリンダ 0.001170057 C

発電機ベアリング 0.000800697 C

空力ブレーキ 0.000800492 C

ヨーモータ 0.000677304 B

電磁継電器(リレー) 0.000554166 B

ブレーキパッド 0.000551420 B

発電機ブラシ 0.000431113 C

主軸 0.000430994 D

増速機ベアリング 0.000369468 C

増速機 0.002093950 D

制輪子(ブレーキシュー) 0.000184719 B

油圧パイプ 0.001477980 B

継ぎ手(カップリング) 0.000123177 C

ハブ 0.000123144 D

振動スイッチ 0.000121400 B

高速シャフト 0.000061600 C

ブレード・ボルト 0.000010000 C

発電機 巻線 0.000010000 C

出力センサ 0.000010000 B

ギアーシャフト 0.000010000 C

ブレーキディスク 0.000010000 B

ヨーベアリング 0.000010000 C

A:予備品不要＋アクセス船＋乗組員(2名）　＊目視（巡視）

B:予備品＋アクセス船（ボート）＋乗組員(3名）
<ナセル内のクレーンを使用>

C:予備品＋起重機船＋アクセス船(ボート）＋乗組員(6名）

D:予備品＋SEP船＋アクセス船(ボート）＋乗組員(6名）
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風力発電設備の故障・事故の一つに、火災がある。風力発電設備においては、火災は大きな

損害をもたらすリスクとして認識する必要がある。風力発電設備の主要機器の多くが密閉され

たナセル内に隣接して収容されていることが多いため、ナセル内で火災が発生すれば、短時間

でナセル全体に広がり大きな損害につながる。さらにブレードへの延焼、ブレード落下、部品

飛散という事態にもつながりかねない。特に洋上では、消防艇でも消火することができないた

め、消化対策が取られていなければそのまま燃え尽きるのを待つしかない。 
火災の発生に備え、信頼性の高い火災検知器が必要である。火災検知器は、火災の発生をい

ち早く検知しアラームを発信し、自動消火装置を発動させることができる。ナセル内に消火器

が設置されていたとしても、風車の稼動中には人がおらず火災発生時にはほとんど役に立たな

いため、初期消火には、自動消火装置が唯一の有効設備と言える。 
火災原因としては、落雷による過電流、過電圧により、各機器から出火するケースが多い。

アーク放電（発電機、変圧器等、二つの電極間の放電）により可燃物に引火したり、強風によ

る過回転防止のために稼働した制動機の摩擦熱から出火したりする事例もある。また、メンテ

ナンス状況が十分でない風車では、機器からの油漏れが延焼につながる場合もある。メンテナ

ンスにより変圧器の絶縁材として用いているガスや油、電気設備を確認することで火災の発生

を予防することができることから、火災予防の観点からもメンテナンスは重要である。 
以下、NEDO 洋上風力発電実証研究における運転・保守の概要を取りまとめた。また、当実

証研究にて開発された主要な最新技術も記載した。詳細は別冊に記載する。 
 

1) 銚子沖 

  ①点検項目 

風力発電施設および風況観測タワーの巡視（目視確認）は、原則として 1 回/月（1-2 日/回）

行われる（表Ⅲ.7.3-6）。 
 

表Ⅲ.7.3-6  巡視（目視確認）に係る事項 

 
 
  ②新たなメンテナンス技術 

銚子沖においては周年に亘って有義波高が高く、交通船を使用して洋上施設へアクセス（通

常、有義波高 1m 以下が条件）できる頻度が少なく、点検・補修の稼働率が約 33%と低いこと

が課題であった。その稼働率の向上を目指すため、日本で初めて設計・製造されたメンテナン

スのためのアクセス船（表Ⅲ.7.3-7、図Ⅲ.7.3-4）を 2016 年 1 月より適用し、性能評価を行っ

た。その結果、有義波高 1.5m 以上での安全なアクセスが可能となり（図Ⅲ.7.3-5）、運転・保守

の稼働率が 63％以上を達成することができた。ちなみに、風速に関する作業条件は、10m/s 以

下としていた。なおアクセス船一般についてはⅢ.7.3(4)1)で紹介する。 

大項目

（対象設備）

中項目

（設備）

小項目
（巡視内容）

工数（目標）

風車 10 ５５ 0.5  日

観測タワー ８ ３６ 0.25 日

変電設備 １１ ４１ 0.25 日
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表Ⅲ.7.3-7  銚子沖で使用している新アクセス船の諸元 

 
 

 
図Ⅲ.7.3-4  銚子沖で使用している新アクセス船 

 

 
図Ⅲ.7.3-5  風車へアクセスできたときの有義波高と有義波周期の比較 

  

項目 諸元
船名 PORTCAT ONE号
船主 東京汽船株式会社
総トン数 19トン
最大搭載人員 旅客12名、船員2名
最大貨物積載量 1t
推進装置 ウォータージェット2基
最大速力 29.2kt
最大押付力 6.5t
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2）北九州市沖 

  ①点検項目と頻度 

主要な洋上風力発電設備ごとの点検頻度を表Ⅲ.7.3-8 に示す。 
 

表Ⅲ.7.3-8 主要な洋上風力発電設備ごとの点検頻度 

 

注) 当該点検頻度は実証研究中のもので、今後回数については、合理化を前提に減少を含む見直しをする 
 
  ②新たなメンテナンス技術 

海中構造物を安全かつ効率的に点検することを目的として、水中メンテナンスロボットを開

発し、2016 年 8 月と 11 月に風車や観測タワー、鉄柱を調査対象域として実証海域で計測作業

を行った（図Ⅲ.7.3-6）。図Ⅲ.7.3-7 は計測作業においてロボットが所得した画像である。根固

ブロックの高さの計測では、設計値とロボットによる計測結果が一致した。 
 

  
図Ⅲ.7.3-6  水中メンテナンスロボット（左：性能確認試験状況、右：海域への投入状況） 

  

項目 連系用開閉設備 配電設備
風力発電設備：

風力発電機
風力発電設備：

風車支持物
風力発電設備：
6.6kV受電盤

観測鉄塔（観測塔）：
観測鉄塔

観測鉄塔（観測塔）：
ディーゼル発電機

観測鉄塔（観測塔）：
6.6kV受電盤

随時点検
　点検名 月例点検 （洋上風車および観測塔）

支持物他点検
月例点検 月例点検 月例点検 月例点検 月例点検 月例点検

　点検対象設備 ｢陸上開閉所｣内の6.6kV設備
（保護柵など付属設備を含
む）
※海上鉄柱は及び6.6kV架空
線
　は対象外

陸上開閉所　陸上鉄柱～風
車　間の架空線および海底
ケーブルおよび海上鉄柱
（埋設部含む）

風車、発電機、制御盤、変
圧器など

風車　タワー、基礎など 6.6kV受電盤（高圧遮断器
盤）

観測塔　タワー、基礎、観
測室など

ディーゼル発電機および制
御盤、筐体など

6.6kV受電盤（機器室1階）

　点検頻度 2回／月 2回／年
H25年度は、1回とする。

１回／月 １回／月 １回／月 １回／月 １回／月 １回／月

定期点検
　点検名 陸上開閉所　定期点検 随時点検と同じ。

実施該当年において、点検
項目を追加することで対応
する。

風車　定期点検 風車　定期点検あるいは、
月例点検

風車　定期点検
実施該当年において、点検
項目を追加することで対応
する。

（洋上風車および観測塔）
支持物他点検あるいは、月
例点検

観測塔　定期点検 観測塔　定期点検

　点検対象設備 随時点検に準じる 随時点検に準じる 随時点検に準じる 随時点検に準じる 随時点検に準じる 随時点検に準じる 随時点検に準じる 随時点検に準じる

点検頻度／
次回点検期日

6年毎、
次回期日は平成30年6月24日

6年毎、
次回期日は平成30年6月24日

架空線の測定試験：12年
毎、
次回点検は平成36年6月24日
なお、架空線の測定につい
ては、検査の前倒し計画は
「可」とする。

運開後2年間に5回、
3年目以降は1回／年

H25年に2回実施済み。
次回以降は、H26年春秋､H27
年春秋に実施予定。
H28年以降は1回／年で実施
予定

運転開始後、2年間に5回、
3年目以降は1回／年

6年毎、
次回期日は平成30年6月24日

１回／年 6年毎、
次回期日は平成30年6月24日

6年毎、
次回期日は平成30年6月24日

架台

ソナー
+カメラ
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図Ⅲ.7.3-7  水中メンテナンスロボットの取得画像 

 
 (3) 運転・保守費用 

 本ガイドブックⅡ.3.3 節（1）コストの低減において、運転保守費（OPEX）に関する概観

を行っているが、運転保守費（OPEX）はライフサイクルコスト（発電原価）の概ね 20-30%
を占めると指摘されている（EWEA.2009；Perkins and Everett,2011）。運転保守費

（OPEX）に関する別の資料（Nordex,2011）からも同様に発電原価の 23%のシェアであるこ

とが示されており（図Ⅲ.7.3-8）、運転保守費（OPEX）に関しては概ね妥当な概算値と言え

る。 
 

 
図Ⅲ.7.3-8 発電原価の構成比（Nordex,2011） 

 
運転保守費（OPEX）の実績値について、Faulstich et al.（2011）は平均 76.5€/kW/年（34.2-

147.4€/kW/年）<8,798 円/kW/年,3,933-16,951 円/kW/年;115 円/€>（表Ⅱ.3.3-4 を参照）、その

他、発電電力量単位では平均 12.5￡/MWh/年（7.9-22.34￡/MWh/年）<1.6 円/kWh/年,1.0-2.9
円/kWh/年;130 円/￡>があるように、運転保守費（OPEX）は洋上ウィンドファームによってバ

ラツキがみられる。後者の発電電力量単位当たりの運転保守費（OPEX）は、availability（利

用可能率）の相違に帰する。その主たる要因は風車の信頼性、気象・海象の条件、船舶アクセ

17%

23%

OPEX

Installation
14%

Electrical

Foundation

16%

WTG

31%

南側
西側

東側
北側

根固ブロック

被覆ブロック

ターゲット

海底

高さ計測結果：1.6m
設計値 ：1.6m
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スの難易度等に依存するが、これは一方で、発電原価に直接関連することである。「風車の信頼

性」に係る対策として、近年、洋上風力発電では直結式の発電形式（永久磁石＋ギア）が増え

てきているが（付属資料Ⅱを参照）、ここでは運転・保守の視点から発電原価の低減について取

り上げる。 
 図Ⅲ.7.3-9 は、洋上風力発電の運転保守費（OPEX）の推移とその内訳を調べたものである。

本図から運転保守費（OPEX）の特徴として、風車の設置から年を経るごとに増加傾向が見られ

ること、運転保守費（OPEX）の主要因は修理メンテナンス費（Corrective Maintenance）で、

20 年を超える風車はそれが運転保守費（OPEX）のおおよそ 2/3 を占めること、また、海上輸

送（Water Transport）も稼働年数による漸増傾向は見られないが、大きな費用構成要素である

こと等をあげることができる。 

 

図Ⅲ.7.3-9 洋上風力発電の運転・保守費用の推移とその内訳（Hamilton,2011） 

 
 修理メンテナンス費の低減策として、前述の CMS/SHM に基づき、それぞれの部品ごとにラ

イフタイム分析を行って適切な運転・保守計画を保有することや、修理用部品や交換機材の保

管庫の共有、重要交換部品の陸上 O&M センターへの保管等があげられる（Hamilton,2011）。 
海上輸送費は、輸送手段や気象・海象条件等と関連するもので、アクセスの問題である。こ

の費用には、船舶の固定費あるいは傭船費、燃料油等の運航費用等があげられるが、気象・海

象に起因する待機時間の増加は稼働率の減少、ひいては運転保守費（OPEX）の増加につながる

（我が国の主要な港湾における波浪特性（稼働率）を付属資料Ⅴに示す）。 
 洋上風力発電施設の運転保守費（OPEX）は、前述のように発電原価の 20-30%を占めるため、

事業の採算の良し悪しに深く関わるものである。今後、洋上ウィンドファームが大型化し、よ

り沖合に展開することを考えると、新しいロジスティック・ソリューションズが要求される

（Garrad Hassan,2013）。 
 
(4) アクセスの方法 

アクセスの方法は、主に洋上風力発電施設までの離岸距離に基づき、次の 3 種類に区分され

る（図Ⅲ.7.3-10）。離岸距離を考えると、コスト的にも①と②の方法はそれぞれの領域で最適な

解、また遠距離の③は最も現実的で経済的な方法であるとされている。なお、近距離であって
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も風車の設置基数が増えると、①は②もしくは③に移行するものと推察されている（GL Garrad 
Hassan,2013）。 
 ①港湾を基地とした作業船による方法（約 12NM（約 22km）以内） 
  ②ヘリコプターの支援を受けた作業船による方法（約 12-約 40NM（約 22-約 74km）） 
  ③洋上宿泊設備（母船）を基地とした作業船による方法（約 40NM（約 74km）以遠） 
    ドイツにおいても離岸距離が 80km 以上の遠距離の場合には母船方式が考えられている

（Hobohm et al.,2013）。 
 ※1NM（海里）=1.852km 
 

 

図Ⅲ.7.3-10 港湾（基地）からの距離と運転保守費（OPEX）との関係（GL Garrad 

Hassan,2013） 

 
上記の 3 つの方法の運転保守費（OPEX）（1 年 1 基当たりの費用）は、図Ⅲ.7.3-11 に示して

いるように、作業船のみによるケース（①）では約 260,000￡/基/年（約 3,380 万円/基/年;130
円/￡）、ヘリコプターの支援を受けた作業船（②）では約 390,000￡/基/年（約 5,070 万円/基/
年;130 円/￡）および洋上宿泊設備を基地とした作業船（③）では約 470,000￡/基/年（約 6,110
万円/基/年;130 円/￡）となって、②は①の 1.5 倍、③は①の 1.8 倍の費用負担となる。なお、運

転保守費（OPEX）の内訳では風車メンテナンス費と海上輸送費が大きな割合を占めており、特

に②と③のケースでは海上輸送費の割合が大きくなっている。 
 

 
図Ⅲ.7.3-11 3 つの輸送方法による運転保守費（OPEX）の比較（GL Garrad Hassan,2013） 
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 ③の洋上宿泊施設は高額ではあるが、港から作業船で 2 時間以上（約 40NM（約 74km））離

れたウィンドファームでは必要かもしれない。宿泊施設には、固定式と浮体式の 2 つのタイプ

がある。 
・固定式：海底油田・ガスのプラットホームと同じコンセプトで、風車へは作業船やヘリコ

プターを使用する。デンマークの Ørsted 社（旧 Dong Energy 社）は、Horns Rev 2 に

おいて洋上変電所から 15m 離れた場所（洋上変電所とは橋で連結）に 24 名収容できる

宿泊施設（Poseidon）を設けて、作業員が常駐し施設の運転・保守にあたっている（図

Ⅲ.7.3-12）。 
 

 

図Ⅲ.7.3-12  Horns Rev2 における固定式宿泊施設（GL Garrad Hassan,2013） 

 
・浮体式：SeaEnergy 社は、洋上風力発電施設の大型化、遠距離化のトレンドを受けて、マ

ザーシップ（母船）コンセプトを発表している。母船には作業船やアクセス装置が完備

される計画で、これにより天候の良いときには作業船を展開できる。悪いときには宿泊

施設から直接、上下の動揺に強い洋上アクセス装置を活用できるという大きなメリット

がある（図Ⅲ.7.3-13）。ベルギーの Belwind 洋上ウィンドファームでは、離岸距離 46km
のサイトに 2013 年末の時点で 6MW 機が 1 基設置されているが、今後、55 基の洋上風

車が展開される計画である。ここでは浮体式宿泊施設が風車の運転・保守方策として導

入されることとなっている（DNV,2012）。 

 【豆知識Ⅲ.7.3-2】 
 ●Thoronton Offshore Wind Farm（ベルギー）のアクセスシステム（DNV,2012） 
   ✓人員輸送 
    ・定期保守/不定期保守のための作業船利用→制限波高 1.5m 
    ・不定期保守のためのヘリコプター利用→制限風速 17m/s 
    ・主要機器交換のためのジャッキアップ船の利用→制限波高 2.5m/制限流速 2kt 
     ✓材料輸送 
    ・定期保守/不定期保守のための作業船利用→重量<1.5t 
    ・不定期保守のためのヘリコプター利用→重量<0.5t 
    ・主要機器交換のためのジャッキアップ船の利用→重量>3.5t 
     ・定期保守/不定期保守のための連絡船利用→重量>1.5-3.5t 
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図Ⅲ.7.3-13  浮体式宿泊施設（GL Garrad Hassan,2013） 

 
1) アクセス船 

洋上風車へのアクセスは、基本的には船舶によることが多く、「安全性」と「経済性」が重要

である。日本船舶技術研究会（2013）および DNV GL ら（2014）によれば、アクセス船とは、

風力発電施設サービス船（WFSV：Wind Farm Service Vessel）、乗組員輸送船（CTVs：Crew 
Transfer Vessels）あるいは作業員輸送船（PTVs：Personnel Transfer Vessels）と呼ばれ、施

設の運転・保守を中心に洋上風車の設置・試運転・撤去等、幅広く利用される船舶である。今

日、既存の船の利用も含めて欧州で操業中の作業船は 300 隻以上にのぼり、さらに多くの船舶

が洋上風力用の専用船として設計・建造されている。 
アクセス船による作業限界波高（有義波高 H1/3/スペクトル有義波高 Hs）は 1.0-1.5m である

が、波周期もアクセスと関連性があり、一般的にアクセスが困難となるのは波長の長い、いわ

ゆる、“うねり”が卓越する海域である（Twidell and Gaudiosi,2009）。実際、銚子沖の NEDO
実証研究海域では“うねり”が卓越することから、北九州市沖のサイトと比較して稼働率が低

いことは前述した通りである。 
アクセス船に共通する特徴は、高速で、プッシングが効き、高い操舵性を有することであり、

作業員の輸送時には効率性と快適性の両立が求められている。Carbon Trust（2018）によれば、

アクセス船の開発では以下のことが主眼に置かれてきた。 
✓洋上風車へのアクセスに要する時間を短縮するために、船舶の速度を上げる。 
✓アクセス船の稼働可能日数を増やす。 
✓燃費を改善する。 
✓船舶のパフォーマンスを改善し、乗客快適性と安全性を高める。  

  
Twidell and Gaudiosi（2009）を参考に、洋上風力発電所の運転・保守用船舶として代表的

な単胴船（MONOHULL）と双胴船（CATAMARAN）の特徴を以下に示す。 
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  ≪単胴船≫ 
 ［長所］ 
   ・市場から容易に調達が可能で、用途に応じて既存の設計を容易に変更できる。 
   ・値段が安価である。 
   ・運用費が安価である。 
   ・種々のアクセス装置に対して使用が可能である。 
 ［短所］ 
   ・悪天候下では動揺（ヒーブ、ロールおよびピッチ）が大きく、作業が制約されるこ

とがある。 
   ・一般的に船速が遅く、アクセスに時間がかかる。 
≪双胴船≫ 
 ［長所］ 
   ・悪天候下でも安定している。 
   ・広いデッキスペースが確保され、安定性に優れた設計となっている。 
   ・高速航行が可能である。 
 ［短所］ 
   ・単胴船に比較して高価である。 
   ・アクセス装置から荷重を吸収するための特殊な設計が必要である。 

 
現在は、上記の単胴船や双胴船のアクセス船が主体であるが、今後、より安定性の高い三胴

船（TRIMARAN）、喫水が深く復原性の良い小型半没水双胴船（SWATH：Small Waterplane 
Area Twin Hull）、ホーバークラフト型の双胴船（Wavecraft SES）、船体部分を浮体部とデッ

キ部とに 2 分割し浮体とデッキ部の連結部分にサスペンションを組み込み、動揺を抑える双胴

船（Nauti-craft 2Play）等の新型アクセス船が計画されている。これらの新しいアクセス船に

より作業限界波高（有義波高）1.5m が波高 3m に改善された場合、年間の稼働日数は 200 日か

ら 310 日に増加し、利用可能率は 4%増えるとされている（図Ⅲ.7.3-14）。ただし、これら新型

アクセス船の欠点は高額であることである。表Ⅲ.7.3-9 に種々のアクセス船の概要を取りまと

めて示すとともに、主にヨーロッパのアクセス船のリストを付属資料Ⅵに示す。 
 

 

図Ⅲ.7.3-14 許容有義波高の違いによる稼働日数の変化（Brown,2011） 



- 275 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【豆知識Ⅲ.7.3-3】 
 ●日本初の洋上風力発電専用アクセス船-JCAT ONE（ジェーキャットワン）（東京汽船） 
  洋上風力発電施設へのアクセス専用船（送迎・乗降用交通船） 
 
   竣工：2013 年（オランダの造船所で新造） 
   船級：NK 
   航行区域：沿海区域 
   主な要目：全長（LOA）19.40m,型幅 7.00m,喫水 1.00m 
                船型・船質 オフショアーカタマラン・アルミ合金 
        総トン数 96G/T、馬力 1,960ps（980ps×2 基）、主機 MTU8V2000M72-2 
                推進器 ウォータージェット Hamilton Jets HM571 
                速力 軽荷状態 26.3kt 満載状態 24.7kt 
                定員 船員 3 名、旅客 12 名 
   特徴：欧州の洋上風力発電設備へのアクセス専用船として開発建造された船舶で、 
      速力性能と燃費性能に優れ、航走時の安定性、洋上風力発電設備への接舷時 
      の高い操縦性能を有する。メスルーム（食堂）・ギャレー（厨房）・トイレ・シャ

ワーを装備した居住性にも配慮した専用船である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JCAT ONE の福島沖での接舷状況 
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2) アクセス装置 

波浪の高い状況下でアクセス船から風車に乗り移るには、危険を伴うものである。DNV GL
ら（2014）が指摘しているように、現在多くの洋上風力発電施設では、Bollard Tube 把持スラ

イド方式という、支持構造物に取り付けてある梯子の外側の Bollard Tube にアクセス船の船首

を押し付けて作業員が乗り移る方式が行われている。これは、船舶の推進力によって船舶を安

定に保つ方法で、有義波高 1.5m 以下の波高条件に限定されるものの、波高以外に波の周期や

波長、海潮流流速、風向・風速等の諸要因がアクセス性の良し悪しに関係する。 
アクセス船から洋上風車へ乗り移る方法として、Twidell and Gaudiosi（2009）の記述から

分類すると、おおよそ「鉛直梯子に乗り移り方式」および「水平乗り移り方式」の 2 つに大別

される。前者は最も一般的な方法で、作業員は船のデッキから前向きに鉛直梯子に乗り移り、

風車のマンハッチ（出入口）がある下部構造プラットホームまで登る（帰還時は後ろ向きに梯

子から船のデッキまで降りる）。後者は船から洋上風車に渡した通路を通って行き来する方法で、

作業員の安全面に配慮されたものである。 
Twidell and Gaudiosi（2009）は、支持構造物の種類（モノパイル、重力、ジャケット）に

よって乗り移り方式の問題点を抽出している。海氷対策として負の傾きを有する重力基礎（砕

氷コーン）は、船首が接岸時に砕氷コーンのリップの下に潜り込んで大きな損傷を受けないよ

うに、アクセスポイントを支持構造物の高い位置にする必要があるとし、運転・保守には比較

的大型船の使用が望ましいと指摘している。 
荒天時におけるアクセス性と安全性を高めるために、主として「水平乗り移り方式」による

アクセス装置が実用化あるいは開発中である（表Ⅲ.7.3-10a,b）。これらのアクセス装置は、作

業員の安全確保にとって重要であるだけではなく、作業効率を高め、運転保守費（OPEX）の低

減に貢献するものである。 
参考までに、オランダのデルフト工科大学で開発された AMPELMANN（シミュレータ機構

ペデスタル水平保持方式）とイギリスの OSBIT POWER 社の MaXccess-T18（福島沖浮体式

洋上風力発電のアクセス船（JCAT ONE）に装備）の外観を図Ⅲ.7.3-15 に示す。 
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図Ⅲ.7.3-15  アクセス装置の外観 

上左図、上右図：Ampelmann 提供 
中左図：MaXccess-T18  Osbit 提供 
下左図：MaXccess-T18  http://www.osbit.com/equipment/access-systems/ 
下右図：JCAT ONE に装備された MaXccess-T18（福島沖浮体式洋上風力発電施設で撮影） 
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間

の
接

続
に

回
転

機
構

を
有

す
る

関
節

を
複

数
配

置
し

て
、

ア
ー

ム
先

端
位

置
・

姿
勢

を
6
自

由
度

の
動

作
で

可
能

と
し

、
制

御
す

る
機

構
・

制
御

方
式

。
海

上
船

舶
上

に
設

置
し

、
波

の
影

響
を

検
知

し
、

各
回

転
軸

の
回

転
角

を
演

算
・

動
作

さ
せ

て
波

・
潮

流
の

影
響

を
吸

収
し

ブ
ー

ム
先

端
に

設
置

し
た

マ
ン

ケ
ー

ジ
で

搬
送

す
る

方
式

。

波
に

よ
り

動
揺

す
る

船
舶

上
に

設
置

さ
れ

た
ア

ク
セ

ス
装

置
の

先
端

部
と

、
固

定
さ

れ
て

い
る

洋
上

構
造

物
間

を
連

結
し

、
左

記
移

動
機

構
の

ア
ー

ム
上

を
歩

廊
と

す
る

方
式

。
海

上
船

舶
上

に
設

置
し

、
波

の
影

響
を

検
知

し
、

各
回

転
軸

の
回

転
角

を
演

算
・

動
作

さ
せ

て
波

・
潮

流
の

影
響

を
吸

収
す

る
。

適
用

実
績

の
多

い
、

連
絡

橋
を

ブ
ー

ム
上

に
配

置
し

た
タ

ワ
ー

旋
回

起
伏

式
連

絡
橋

を
船

上
に

設
置

し
、

海
上

構
造

物
間

に
接

続
す

る
方

式
。

船
舶

の
位

置
・

姿
勢

の
変

化
に

対
応

し
、

連
絡

橋
の

長
さ

・
傾

斜
を

テ
レ

ス
コ

ピ
ッ

ク
機

構
お

よ
び

起
伏

シ
リ

ン
ダ

操
作

に
よ

り
変

化
さ

せ
修

正
。

船
舶

の
位

置
・

姿
勢

を
常

時
検

知
し

、
構

造
物

へ
架

橋
す

る
ま

で
の

操
作

を
ア

ク
テ

ィ
ブ

に
制

御
し

、
設

置
後

は
パ

ッ
シ

ブ
制

御
す

る
方

式
も

開
発

さ
れ

て
い

る
。

装
置

を
設

置
し

て
い

る
船

の
位

置
・

姿
勢

の
変

化
を

常
時

測
定

し
、

6
本

の
支

持
シ

リ
ン

ダ
を

ア
ク

テ
ィ

ブ
制

御
す

る
こ

と
に

よ
り

、
装

置
の

旋
回

ベ
ー

ス
の

絶
対

座
標

を
あ

る
範

囲
以

内
に

保
持

し
、

歩
廊

先
端

の
相

対
変

位
を

減
少

す
る

こ
と

が
出

来
る

。
本

機
構

は
フ

ラ
イ

ト
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
と

し
て

実
用

化
さ

れ
て

お
り

、
海

上
構

造
物

と
の

接
続

の
他

、
船

同
志

間
の

連
絡

歩
廊

と
し

て
も

有
効

な
シ

ス
テ

ム
。

歩
廊

の
追

随
機

構
は

テ
レ

ス
コ

ピ
ッ

ク
機

構
に

よ
る

。

画
像

の
出

典

M
e
r
i
a
u
r
a
 
H
P
：

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
e
r
i
a
u
r
a
.
f
i
/
f
i
l
e
s
/
2
4
9
/
W
i
n

d
_
S
e
r
v
a
n
t
_
b
r
o
c
h
u
r
e
.
p
d
f

各
種

資
料

を
元

に
作

成
A
m
p
e
l
m
a
n
n
 
H
P
：

h
t
t
p
:
/
/
p
d
f
.
n
a
u
t
i
c
e
x
p
o
.
c
o
m
/
p
d
f
/
a
m
p
e
l
m
a
n
n
/
a

-
t
y
p
e
/
6
4
6
4
1
-
8
8
9
6
7
.
h
t
m
l

　
　

　
<
方

式
概

要
>

機 構 概 要 図

m
o
m
a
c
提

供

風
車
ポ
ー
ル

ア
ク
セ
ス
船
船
首
部

ポ
ー
ル
設
置

j-t
ub

e

①

①

上
下
滑
動

回
転

①

旋
回

軸

回
転

軸

④

回
転

軸

③

②

旋
回
軸

回
転
軸

①

③

④

⑤

②

①

③
旋

回

ブ
ー
ム
伸

縮

ブ
ー
ム
起

伏

上
向

き
配

置
時

②

旋
回

軸
下

向
き
配

置
時

ブ
ー
ム
伸
縮

ペ
デ
ス
タ
ル

支
持

部
昇

降

旋
回

③ ①

②
④

<
適

用
例

>

ア
ク

セ
ス

船
直

接
接

舷
方

式
バ

ス
ケ

ッ
ト

移
動

連
絡

船
舶

か
ら

船
舶

間
連

絡

ア
ク

セ
ス

船
の

船
首

に
、

j
-
t
u
b
e
キ

ャ
ッ

チ
ャ

ー
を

設
置

し
直

接
風

車
ポ

ー
ル

ラ
ダ

ー
へ

ア
ク

セ
ス

す
る

。
シ

ス
テ

ム
本

体
に

桟
橋

は
な

い
。

多
関

節
ア

ー
ム

先
端

に
取

付
け

た
マ

ン
ケ

ー
ジ

に
乗

り
込

み
、

任
意

の
座

標
に

移
動

す
る

。

船
舶

・
海

上
構

造
物

間
連

絡
と

比
較

し
、

船
舶

間
の

た
め

双
方

の
位

置
姿

勢
を

検
知

し
連

絡
橋

を
変

化

j
-
t
u
b
e
把

持
ス

ラ
イ

ド
方

式
多

関
節

ア
ー

ム
マ

ン
ケ

ー
ジ

方
式

多
関

節
ア

ー
ム

屈
折

桟
橋

方
式

歩
廊

ブ
ー

ム
起

伏
伸

縮
方

式
船

舶
か

ら
船

舶
間

連
絡

A
 
t
y
p
e

E
　

t
y
p
e

歩
廊

長
さ

－
－

－
M
a
x
2
1
m

M
a
x
2
2
m

M
a
x
2
7
m

各
方

式
に

よ
る

歩
廊

ス
ト

ロ
ー

ク
0

鉛
直

3
.
2
m

5
m
（

タ
ー

ゲ
ッ

ト
）

6
m

6
m

3
m

各
方

式
に

よ
る

歩
廊

幅
－

－
－

8
0
0
m
m

不
明

不
明

各
方

式
に

よ
る

歩
廊

起
伏

角
－

鉛
直

－
±

1
5
°

各
方

式
に

よ
る

許
容

荷
重

－
1
5
0
k
g

1
5
0
k
g

3
0
0
k
g

歩
廊

上
1
人

1
0
0
k
g
（

貨
物

）
各

方
式

に
よ

る

装
置

重
量

－
3
,
8
0
0
k
g

7
,
5
0
0
k
g

－
不

明
不

明
各

方
式

に
よ

る

駆
動

－
電

動
モ

ー
タ

電
動

モ
ー

タ
油

圧
シ

リ
ン

ダ
ー

油
圧

シ
リ

ン
ダ

ー
油

圧
シ

リ
ン

ダ
ー

各
方

式
に

よ
る

波
高

H
s
2
.
5
m

H
s
2
.
5
m

H
s
3
.
5
m

H
s
2
.
5
m

H
s
3
.
0
m

H
s
3
.
0
m

各
方

式
に

よ
る

M
e
r
i
a
u
r
a
 
H
P
：

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
e
r
i
a
u
r
a
.
f
i
/
f
i
l
e
s
/
2
4

9
/
W
i
n
d
_
S
e
r
v
a
n
t
_
b
r
o
c
h
u
r
e
.
p
d
f

E
N
G
I
E
提

供

仕 様

±
1
8
°

（
作

業
員

通
行

）
、

 
M
a
x
4
5
°

(
貨

物
輸

送
時

)

画
像

の
出

典
m
o
m
a
c
提

供
A
m
p
e
l
m
a
n
n
提

供

事
例

　
(
M
O
T
S
5
0
0
:
バ

ス
ケ

ッ
ト

)
(
M
O
T
S
-
G
:
歩

廊
タ

イ
プ

)

分
類

船
舶

・
海

上
構

造
物

間
連

絡

留
意

点
波

・
潮

の
影

響
を

受
け

る
船

舶
は

6
自

由
度

（
前

後
、

左
右

、
上

下
、

ロ
ー

ル
、

ピ
ッ

チ
、

ヨ
ー

）
で

絶
え

ず
位

置
・

姿
勢

を
変

化
さ

せ
て

い
る

た
め

、
静

止
し

て
い

る
海

上
構

造
物

間
の

連
絡

橋
は

、
船

舶
の

位
置

・
姿

勢
を

検
知

し
標

的
デ

ッ
キ

の
水

平
を

保
持

す
る

よ
う

、
連

絡
歩

廊
の

方
向

・
仕

様
（

長
さ

、
勾

配
等

）
を

ア
ク

テ
ィ

ブ
あ

る
い

は
パ

ッ
シ

ブ
的

に
追

随
・

変
化

さ
せ

る
。

適
用

方
式

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

機
構

ペ
デ

ス
タ

ル
水

平
保

持
方

式
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B
o
l
l
a
r
d
 
T
u
b
e
把

持
ス

ラ
イ

ド
方

式
ポ

ー
ル

固
定

昇
降

踏
板

方
式

歩
廊

ブ
ー

ム
屈

折
伸

縮
方

式
タ

ワ
ー

鉛
直

制
御

ブ
ー

ム
伸

縮
方

式

ア
ク

セ
ス

船
船

首
部

甲
板

に
油

圧
ク

ラ
ン

プ
 
シ

ス
テ

ム
を

設
置

す
る

。
2
本

の
油

圧
ク

ラ
ン

プ
が

マ
ウ

ン
ト

さ
れ

て
い

る
油

圧
腕

と
、

船
首

接
舷

部
の

フ
ェ

ン
ダ

ー
部

に
お

い
て

、
風

車
ポ

ー
ル

に
設

置
さ

れ
て

い
る

垂
直

バ
ー

（
B
o
l
l
a
r
d

T
u
b
e
）

の
周

り
を

揺
動

す
る

機
構

よ
り

構
成

さ
れ

る
。

2
本

の
油

圧
シ

リ
ン

ダ
ー

で
風

車
ポ

ー
ル

の
B
o
l
l
a
r
d
 
T
u
b
e
を

キ
ャ

ッ
チ

し
引

き
寄

せ
る

。
船

体
の

す
べ

て
の

動
揺

に
対

し
、

船
体

姿
勢

を
保

持
す

る
。

他
の

ア
ク

セ
ス

シ
ス

テ
ム

が
、

ア
ク

セ
ス

船
側

に
波

に
よ

る
船

体
の

動
揺

を
吸

収
す

る
機

構
を

設
置

す
る

の
に

対
し

、
本

シ
ス

テ
ム

は
船

体
の

上
下

動
に

追
随

し
、

風
車

ポ
ー

ル
の

j
-
t
u
b
e
側

に
渡

り
板

を
上

下
す

る
機

構
を

設
置

す
る

方
式

で
あ

る
。

小
さ

な
力

で
踏

み
板

を
上

下
す

る
カ

ウ
ン

タ
ー

ウ
エ

イ
ト

を
設

置
し

て
い

る
。

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

機
構

ベ
ー

ス
部

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
、

上
下

左
右

移
動

す
る

ヒ
ン

ジ
機

構
の

桟
橋

部
か

ら
構

成
さ

れ
る

。
固

定
さ

れ
た

ベ
ー

ス
部

は
、

船
舶

の
動

揺
を

打
ち

消
す

よ
う

に
各

々
の

シ
リ

ン
ダ

を
制

御
し

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
を

水
平

に
保

つ
。

他
船

舶
航

行
の

際
発

生
す

る
航

跡
波

に
よ

る
船

舶
動

揺
に

対
し

、
桟

橋
部

の
連

結
構

造
が

上
下

左
右

方
向

に
動

く
ヒ

ン
ジ

機
構

で
は

制
御

で
き

な
い

動
揺

を
吸

収
す

る
。

構
造

は
甲

板
上

か
ら

鉛
直

に
保

持
さ

れ
て

い
る

タ
ワ

ー
部

と
、

ほ
ぼ

水
平

に
設

置
さ

れ
る

伸
縮

歩
廊

部
に

よ
り

構
成

さ
れ

る
。

船
の

位
置

・
姿

勢
の

変
化

を
常

時
測

定
し

、
2
本

の
ア

ウ
ト

リ
ガ

を
ア

ク
テ

ィ
ブ

制
御

す
る

こ
と

に
よ

り
、

タ
ワ

ー
の

鉛
直

度
を

保
持

し
、

歩
廊

先
端

の
相

対
変

位
を

減
少

す
る

こ
と

が
出

来
る

。
貨

物
の

搬
入

に
は

、
タ

ワ
ー

に
沿

っ
て

設
置

さ
れ

る
鉛

直
エ

レ
ベ

ー
タ

と
歩

廊
部

の
傾

斜
搬

送
ラ

イ
ン

を
乗

り
継

ぐ
。

適 用 イ メ ー ジ コ メ ン ト

ア
ク

セ
ス

船
お

よ
び

j
-
t
u
b
e
の

構
造

に
よ

り
、

キ
ャ

ッ
チ

ャ
ー

ク
ラ

ン
プ

シ
ス

テ
ム

の
容

量
を

選
択

す
る

。
3
0
t
の

ク
ラ

ン
プ

力
に

よ
り

把
持

で
き

る
。

安
定

し
た

位
置

で
あ

れ
ば

 
4
0
t
ま

で
保

持
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

本
シ

ス
テ

ム
（

Z
c
a
t
c
h
）

は
O
W
E
Z
北

海
w
i
n
d

f
a
r
m
に

て
テ

ス
ト

中
。

仕
様

は
未

公
開

Z
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
（

同
社

H
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w
w
.
z
t
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c
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l
o
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e
s
.
n
l
/
z
c
a
t
c
h
.
h

t
m
l

Z
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
（

同
社

提
供

）

東
亜

建
設

工
業

 
 
(
同

社
H
P
：

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
t
o
a
-

c
o
n
s
t
.
c
o
.
j
p
/
c
o
m
p
a
n
y
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e
l
e
a
s
e
/
2
0
1
4
/
1
4
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2
1
9
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h
t
m
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Z
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
（

同
社

提
供

）
開

発
組

織
（

画
像

の
出

典
）

備 　 考　
　

<
開

発
中

>

項
目

機 構 概 要 図 動 作 概 要

作
業
条
件

〇
波
高
：

Hs
3.
5
m

〇
貨
物
搬
送
重
量
：

1
t

ア
ク
セ
ス
船
船
首
部

③①

②

④

ア
ク
セ
ス
船
接
舷
位
置

風
車
ポ
ー
ル

①
ト
ッ
プ
シ
ー
ブ

②
可
動
ス
テ
ッ
プ

③
ガ
イ
ド
レ
ー
ル

④
ウ
エ
イ

ト

①
風

車
ポ
ー
ル

②

⑤
④

③

装
置
全
景

鉛
直
保
持
機
構
部

①
タ

ワ
ー

②
歩

廊
③

タ
ワ

ー
鉛

直
保

持
機

構

④
ア

ウ
ト

リ
ガ

⑤
ベ

ー
ス

部

表
Ⅲ
.
7
.
3
-
1
0
b
 
 
 
 
ア
ク
セ
ス
装
置
（
開
発
中
）
の
概
要
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８ 撤去 

20 年間の洋上風力発電事業実施後には、施設の撤去を行うこととなる。また、観測タワー、

送電線、連系変電所等の撤去も必要となる。 

海洋投棄による海洋の汚染を防止することを目的とした国際条約としては「1972 年の廃棄物

その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（ロンドン条約）」があり、1975 年 8 月

に発効した。その後、廃棄物の海洋投棄等の規制を更に強化することを目的とした「1972 年の

廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の 1996 年の議定書（96 年議定書）」

が採択され、2006 年 3 月に発効している。96 年議定書では、陸上起源の廃棄物その他の物の

海洋（海底下も含む）投棄及び洋上焼却を原則禁止とし、海洋投棄を検討することができる廃

棄物その他のものを同議定書附属書Ⅰに限定列挙するとともに、海洋投棄する場合には環境影

響評価等に基づいて規制当局が許可を発給することを規定している。 

96年議定書附属書Ⅰにおける、海洋投棄を検討することができる廃棄物その他の物は以下の

通りである。 

１．浚渫物 

２．下水汚泥 

３．魚類残渣又は魚類の工業的加工作業から生ずる物質 

４．船舶及びプラットフォームその他の人工海洋構築物 

５．不活性な地質学的無機物質 

６．天然起源の有機物質 

７．主として鉄、鋼及びコンクリート並びにこれらと同様に無害な物質であって物理的な影

響が懸念されるものから構成される巨大な物（ただし、投棄以外に実行可能な処分の方

法がない孤立した共同体を構成する島嶼等の場所においてそのような廃棄物が発生する

場合に限る。） 

８．二酸化炭素を隔離するための二酸化炭素の回収工程から生ずる二酸化炭素を含んだガス 

 

洋上風力発電設備の撤去に関する取り組みについては、欧州が先行している。2011年にはイ

ギリス政府が、業界向けのガイダンス「Decommissioning of offshore renewable energy 

installations under the Energy Act 2004」を公表している。この中では原則として洋上風力

発電設備は全部撤去であるが、海上交通への支障、海洋環境への影響、撤去費用等を勘案し、

一部残置の可否を判断することになっている。またClimate Change Capital（2010）によれ

ば、デンマークやオランダでも洋上風力発電施設の一部残置が事案により許容されている。い

ずれの国も96年議定書の締約国であることから、洋上風力発電設備を同議定書の附属書Ⅰの対

象とした上で一部残置を許容していると考えられる。 

世界で洋上風力発電所の導入が本格化して間もないこともあり、世界で撤去されたウィンド

ファームの事例は少ない。近年撤去された事例として 2 つ取り上げる。1 つ目の事例では設備

の一部が残置され、もう 1 つの事例では設備が完全に撤去された。 

一部残置の事例は、スウェーデンの Yttre Stengrund wind farm である。当発電所は 2016

年 1 月に撤去されている。この発電所はモノパイル式の 2MW 風車 5 基からなっており、沖合
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2km の水深 6-8m の海域で 2001 年に運転を開始している。事業者によれば、採算性や技術面

を考慮すると、設備を更新して事業を継続するよりも撤去した方がよいという判断になったと

いうことである（Vattenfall 社 HP：https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-

releases/2016/the-first-decommission-in-the-world-of-an-offshore-wind-farm-is-now-

complete/）。施設の撤去にあたっては、基礎は海底面の位置で切断されて海底面下の基礎部分

はそのまま残置されている。 

完全撤去の事例は、オランダの Lely Wind Farm である。この発電所はモノパイル式の

500kW 風車 4 基からなっており、Ijssel 湖の水深 3-4m の水域で 1992 年に運転を開始してい

る。2016 年 9 月に撤去工事が開始され、ケーブルを含め全ての設備が 3 週間以内に撤去され

た。モノパイルはバイブロハンマを利用して引き抜かれている

（http://www.offshorewind.biz/2016/12/07/lely-wind-farm-fully-decommissioned-video/）。 

上述の英国政府の業界向けガイダンスのような、洋上風力発電設備に特化した撤去の国内の

指針・基準は、現在のところ日本にはない。基礎構造物等の海洋投棄については、96年議定書

を受けて改正された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止法）」およ

び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」が適用される。海洋汚染防止法で

は海域に設けられる工作物である「海洋施設」そのものを海洋に投棄することを原則として禁

止しているが、同法で規定されている基準を満たせば例外として海洋への廃棄が許可される。

洋上風力発電施設は同法で規定している「海洋施設」に該当すると考えられることから、基礎

構造物等の一部残置が認められるためには同法に規定されている基準を満たす必要がある。 

しかし日本では、そもそも一部残置を行った海洋施設の撤去事例自体が少なく、石油施設の

事例が数例あるのみである。また洋上風力発電所の場合ある範囲の海域に数十基もの施設が設

置されるため、残置による影響が石油施設の場合と大きく異なることから、石油施設の残置の

考え方が洋上風力発電所にそのまま当てはまるわけではないことに留意が必要である。 

一方港湾区域においては、「港湾区域等に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準

等の参考指針」の中で、港湾管理者が占用等の許可を行う上での留意事項として「事業の廃

止、占用許可の期間満了時等に風力発電施設を撤去し、原状回復すること。」があげられてい

る。「港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針Ver.1」では、「洋上風力発電施設

にかかる占用許可期間が満了した場合、撤去することが基本となるため、当該施設の撤去の方

法や撤去に係る費用を売電収入等から積み立てる計画を示す必要がある旨を公募占用指針に示

しておくことが必要と考える。」としている。 

洋上風力発電設備を完全撤去する場合、その方法は、Ⅲ.6.2 項に取りまとめた組立作業とは

逆の手順となると考えられる（図Ⅲ.8-1）。風車本体およびタワーは、組み立て時と同様に SEP

船（自己昇降式作業台船）を使用して解体する。支持構造物も、SEP 船を使ってジェット工法

により海底土中部を攪乱し周辺摩擦抵抗を軽減させた後、起重機船の吊り上げ荷重やバイブロ

ハンマの起振力を利用して回収し、洋上風力発電事業区域の現状復帰を図ることとなる。 

撤去工事は設置工事と同様に海象のよい時期に行い、現場で各設備を切り離して順次陸揚げ

する。陸上部には仮置場や解体ヤードを設ける必要があるため、それらにどの程度の広さが必

要かをあらかじめ調べておく必要がある。 
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図Ⅲ.8-1 風力発電施設の撤去施工手順の概要（モノパイルの場合の例） 

  

起重機船回航

支持構造物の撤去

運搬・解体処分

・支持構造物
（ジェット工法による摩擦抵抗の軽減）

ＳＥＰ船回航

洋上風力発電施設の撤去

・ブレード

・ナセル/ハブ

・タワー
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【豆知識Ⅲ.8-1】 

●撤去が簡便な支持構造物の形式 

支持構造物のサクション形式は、重力式、モノパイルとサクションアンカー技術の利点を

併せ持つハイブリッド設計で、海底地盤中に挿入した支持構造物スカート内の水を抜いて内

部を減圧することで、上部に作用する水圧差（サクション）を利用してスカートを貫入させ

る工法である（イギリスの Carbon Trust による Offshore Wind Accelerator（OWA） 

Programme の中で、商用化に向けた開発が進められている）。反対に、スカート内に空気を

送り込み加圧することで、比較的容易に撤去できる。 

砂質、泥質の海底地盤に適用される工法であるが、大水深まで対応可能であること、モノ

パイルよりも鋼材料が 25%削減可能なこと、グラウト接合は不要なこと、設置時の騒音削減

が期待できること、完全撤去が可能なこと等の利点があるとされている。 

石油ガス開発分野では 1,000m 級の大水深でも使用されている。これまで洋上風力発電に

対するサクションの実績は、図 1 に示す 2003 年に Vestas 3MW 風力発電機の実証試験

（Frederikshavn：デンマーク）のみであったが、2014 年にドイツの Borkum Riffgrund１

洋上ウィンドファーム（312MW：海底地盤は砂質）において、Siemens 3.6MW 洋上風車の

ジャケット式支持構造物の据付に採用された（図 2）。 

その他、サクションは Horns Rev2、Dogger Bank 等における洋上風況観測タワーの実績

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 Frederikshavn のサクション支

持構造物形式 

（Lindvig,2010） 

図 2 Borkum Riffgrund1 のサクション支持構造物形式（Weston,2014) 
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９ 環境影響評価 

環境アセスメントの手続の概要を示すとともに、洋上風力発電の環境影響評価に関して、特

に重要な影響要因を取り上げて取りまとめた。 

 

９.１ 環境影響評価手続 

環境影響評価法において、風力発電の規模要件は第 1 種事業（必ず法に基づく環境アセスメ

ントを行う事業）が出力 1 万 kW 以上、第 2 種事業（法に基づく環境アセスメントが必要かど

うか個別に判定する事業）が出力 0.75 万 kW 以上 1 万 kW 未満と定められている。洋上風力

発電の場合多くの基数を設置することになるため、第 1 種事業に該当する事業が多くなること

が想定される。第 1 種事業の発電所における環境アセスメントの手続は図Ⅲ.9.1-1 に示す通り

である。 

 
図Ⅲ.9.1-1 発電所事業における第 1種事業に係る環境アセスメントの手続（経済産業省商務

流通保安グループ電力安全課,2017） 
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計画段階環境配慮書は、事業実施想定区域を提示して、複数案の計画について重大な環境影

響を受けるおそれのある環境要素と影響要因を勘案して計画段階配慮事項を選定し、それらに

ついて既往文献等により調査を行い、その結果に基づき事業の実施に伴う影響を予測・評価し、

複数案ごとに評価結果を比較検討するものである（環境大臣・主務大臣からの意見提出・住民/

知事等の意見を聴取）。なお、第 2 種事業では配慮書手続の実施は任意とされている。 

①事業実施想定区域の設定 

事業実施想定区域の設定は、発電所アセス省令第 3 条の規定により第一種事業に係る風力発

電設備等の「構造」、「配置」、「位置」、「規模」に関し、複数案を設定して検討する。しかし、地

形・地質条件の制約、風況条件の制約、経済面、技術面等から、複数案の設定が現実的ではな

いケースも考えられる。その場合には、複数案を設定しない理由を明らかにする必要がある。

事業実施想定区域の検討には、地形・地質条件、風況条件等の事業性に関する条件以外にも、

地域の自然的状況及び社会的状況について把握し、自然環境保全上の課題や先行利用等の状況

を調査する必要がある。参考までに、以下に自然的状況および社会的状況に関するデータベー

ス化された資料名を列記する。 

●国土交通省 

 ✓海洋情報クリアリングハウス（愛称：マリンページ） 

 ✓海洋台帳（海洋政策支援情報ツール） 

●環境省 

✓環境アセスメントデータベース（EADAS） 

・全国環境情報 

事業計画の立地環境調査や、環境影響評価手続の配慮書の段階に参照すべき自然環境、

社会環境に関する情報の閲覧。 

・情報整備モデル地区環境情報 

全国から選定した情報整備モデル地区（85 地区、うち洋上 24 地区）において、資料調

査、ヒアリング調査、現地調査を実施して取りまとめられた自然環境、社会環境に関す

る情報の閲覧。 

・参考文献検索 

鳥類への影響に関する文献資料情報および騒音等に関する文献資料情報等の閲覧。 

②計画段階配慮事項の選定 

計画段階配慮事項の選定は、発電所アセス省令第 5 条に基づき、事業特性および地域特性を

踏まえ、事業に伴い環境影響を及ぼすおそれがある要因により、重大な影響を受けるおそれが

ある環境要素について影響の重大性を客観的・科学的に検討するものである。洋上風力発電の

事業特性から、主に重大な影響が生じうる環境要素としては、水中音、バードストライク、景

観等があげられる。これらについて配慮書段階で予測を行うことになるが、可能な限り定量的

に把握すること、困難な場合には定性的に行うことが求められている。 

 

配慮書手続以降の手続としては、環境影響評価方法書の作成、公告・縦覧、環境影響評価の

実施、環境影響評価の結果をとりまとめた環境影響評価準備書の作成、公告・縦覧、それを補

正した環境影響評価書の作成、公告、縦覧が挙げられる。また、工事完了後に 1 回作成するこ
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とを基本とし、環境保全措置の効果や事後調査の結果等をとりまとめた報告書手続を作成、公

表することとされている。段階ごとに主務大臣（風力発電の場合は経済産業大臣）、都道府県知

事（対象事業実施区域が環境影響評価法で定める政令市に該当する場合は市長）、住民等の意見

を聴取する手順を踏む（環境大臣は、発電所の場合配慮書、準備書にのみ意見を述べる）。 

①方法書 

本手続は、スコーピング（アセスの項目・手法の選定）とも言い、対象事業実施区域および

その周辺に与える影響について、調査・予測および評価を行う環境影響評価項目（影響要因、

環境要素）およびその手法を選定し取りまとめる。なお、調査は、選定項目について適切に予

測・評価を行うために必要な程度において、可能な限り定量的なデータを取得する方法で実施

する。 

環境影響評価項目の選定にあたっては、発電所アセス省令の別表五で取り上げられている参

考項目（表Ⅱ.3.3-5 を参照）を勘案するが、環境省総合政策局（2011）及び洋上風力発電所等

に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会（2017）の指摘のように、個々の事業の

事業特性や地域特性を踏まえ、必要な項目についての十分な評価となるよう参考項目の適切な

絞り込みや重点化を図って設定することが重要である。なお、参考項目には取り上げられてい

ないが、事業特性・地域特性に応じて必要な項目の追加等についても検討する必要があり、洋

上風力発電に係る環境影響評価の場合には水中音が重要な環境要素となろう。 

②準備書 

方法書に基づいて可能な限り定量的な調査・予測・評価を実施し、その結果を環境保全措置

の検討結果と併せて取りまとめる。 

③評価書 

大臣勧告、知事意見、住民意見等を踏まえて準備書に記載した事項を修正し、評価書として

確定する。評価書を公告することにより、環境影響評価法における実施制限の適用がされなく

なる。 

④報告書 

工事中に実施した環境保全措置の効果や事後調査結果等についてとりまとめる。なお、工事

中又は供用後において、必要に応じて事後調査や環境保全措置の結果等を公表する物とする。 

 

なお、環境影響評価に要する期間は配慮書から評価書に至るまで、一般的に 3-4 年程度かか

ると考えられる。現在、環境影響評価手続きの迅速化が求められており、環境アセスメントの

手続期間を半減することを目指し、国等の審査期間の短縮化を図るとともに、環境省において

環境基礎情報等をデータベースとして提供する取組が進められている。また、NEDO において

も 2014 年度より現地調査の前倒し実施に関する課題の特定・解決を図るための実証事業（環境

アセスメント調査早期実施実証事業）が実施されている。 

 

９.２ 洋上風力発電の導入にあたって想定される主な環境影響 

発電所アセス省令の別表五の参考項目（表Ⅱ.3.3-4、参照）の中で、着床式洋上風力発電によ

る環境要素は、水質（水の濁り）、地形・地質、動物（水中音、バードストライク）、景観等が考
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えられる。環境省総合政策局（2011）は、アセス図書に関して地域特性を考慮し参考項目（環

境要素）の適切な絞り込みや重点化を図って設定することが重要であると指摘しており、洋上

風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会（2017）において、洋上風

力発電における評価項目の選定の考え方を整理している。 

 ここでは洋上風力発電書の導入に当たって想定される主な環境影響である「水中音」、「動物

（鳥類）」、「景観」を選定するとともに、その他の影響として「蝟集効果」を取り上げてまとめ

た。 

 

(1) 水中音 

1) 水中音の伝播経路とその音圧レベル 

工事中の洋上風力発電設備による水中音の経路は、空中伝播、水中伝播および地中伝播に区

分される。一例として、支持構造のモノパイルの打設時の伝播経路を図Ⅲ.9.2-1 に示す。空中伝

播の場合、水面への入射角が 13°より小さい音圧エネルギーが水中に伝播するため

（Gerjuoy,1947）、水中音に影響を及ぼす空中伝播の大部分は工事近傍海域に限定されるとされ

ている。また、水中伝播と地中伝播は、それぞれモノパイルや海底地盤を介して発生する。水

中音はモノパイルの振動による水中伝播が主体である。地中伝播は地盤の条件によって影響の

大きさが異なる。なお、ジャケットの底面杭打ちでは、伝播経路は水中伝播と地中伝播の 2 経

路となる。 

一方、洋上風力発電設備の稼働に伴う水中音の経路は、工事中と同様に、空中伝播、水中伝

播および地中伝播からなり（図Ⅲ.9.2-1）、その音圧レベル（SPL：Sound Pressure Level）は

風速、風車出力等に依存する。ブレードの風切り音は水面で反射して水中にはほとんど影響し

ないとの報告があるように（Dong Energy et al.,2006）、水中音の多くは水中伝播によるもの

で、発電機、ギアボックス、変圧器の冷却装置等の機械装置に由来し、タワーの振動を通して

水中に伝播すると指摘されている（Nedwell and Howell,2004）。 
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『モノパイルの打設時の騒音経路』 

 
 

『風車稼働時の騒音経路』 

 

図Ⅲ.9.2-1 洋上風力発電の水中音の伝播経路（Nedwell and Howell,2004） 

 

 

＜参考＞ 
  ・水中音圧レベル：20log10（P/Pref.） （dB re 1μPa） 
    P:対象音圧（Pa）、Pref:基準音圧（Pa）=1μPa（水中）、20μPa（大気中） 
     ＊大気中と水中では基準音圧が違う。同じ音圧であっても、水中での音圧レベルは空気中より 26dB 大

きい。  
     ＊音圧 2 倍は 6dB の増加：20log10（2P/Pref.） = 20log102 + 20log10（P/Pref.） = 6+ 20log10（P/Pref.）
  ・音源音圧レベル：音源から 1m の距離の測定値に換算した音圧レベル（単位:dB re 1μPa@1m）で、いわゆ

る、（受信）音圧レベル（単位:dB re 1μPa）とは異なる。 
  ・ピーク音圧レベル：最大音圧レベルを表す（単位:dB re 1μPa peak to peak/ dB re 1μPa@1mpeak to peak）。
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洋上風力発電の各種支持構造の工法による水中音の音源音圧レベルを表Ⅲ.9.2-1 に示す。同

表に示すように、工事に伴う水中音の音圧レベルは支持構造の形式によって異なり、最も音圧

レベルが大きい工法は 252 dB re 1μPa の大型打込みモノパイル式、最も音圧レベルが小さい

工法は 162 dB re 1μPa の穿孔モノパイル式であった。このように、洋上風力発電所に係る水

中音のうち、モノパイルの打設工事による音圧レベルが大きく、そのレベルはモノパイルの直

径にほぼ比例する。この理由は、大きなパイルの打設には、より多くの力を必要とし、また表

面積の増加により伝播効率が上がるためと考えられる。その結果、本来、受信音圧レベルに関

係する水深や地質の伝播に対する影響は相対的に小さくなる（Nedwell et al., 2009）。 

表Ⅲ.9.2-2 は、モノパイル打設工事で実測された音源音圧レベルを示したものである。モノパ

イルの直径 1m と 5m の音圧レベルを比較して、後者は前者の約 1.25 倍のレベルとなってい

る。 

 

表Ⅲ.9.2-1 洋上風力発電の各種支持構造の工法に係る騒音特性 

（Prior and Shrimpton,2009 より作成） 

 

 

表Ⅲ.9.2-2 モノパイルの直径の違いによる音源音圧レベルの相違 （Nedwell et al.,2009） 

  

 

なお、表Ⅲ.9.2-1 にある穿孔モノパイル式（Drilled Monopile）は、本ガイドブックⅢ.6.2 項

の「施工」のモノパイルの説明で記載しているように、コンクリート製のモノパイル内に掘削

機が挿入され、所定の海底深度まで掘削するもので、鋼鉄のモノパイルの打設よりも騒音の低

減が図られる工法である。その他、騒音低減対策として振動打設（Vibrohammer：本ガイドブッ

クⅢ.6.2 項、参照）やエアバブルカーテンによる方法（周波数により異なるが、5-25dB の音圧

低減が測定されている）、またはそれらを組み合わせた対策が提唱されている（Elmer et 

al.,2006）。豆知識Ⅲ.8-1 に示しているような支持構造のサクション形式も、騒音の低減が期待

できる工法である。 

工法
大型打込み

モノパイル式
穿孔モノパイル式

 改良型大型打込み
モノパイル式

 ジャケット式
(小径パイルの打込み)

重力式

水中音の特徴 高 低ー中 中ー高 中 低ー中

水中騒音
の音圧レベル

（ｄB re 1μPa@1m)

 252
(直径4.7mのモノパイル）

（SMRU Ltd.,2007)

        　  162
iii
（Nedwell and Brooker,2008)

    　⒛程度の減
iii
（Nehls,et al .,2007)

 225
(直径1.8mのパイル）
（Talisman,2005)

168-186
(ドレッジ時の測定)

（Cefas,2009)

モノパイル直径 Lp-p

[m] [dB re 1μPa@1m]

4.7 252

4.7 250

4.0 249

4.3 243

4.2 257

2.4 242

1.8 234

0.9 201
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稼働中の風車からの水中音の音圧レベルは、工事中のそれよりも小さいことは明瞭であるが、

風力発電施設の規模、測定時の気象海象条件が異なるため、単純な比較は難しい。既往調査資

料では、風車の大型化とともに大きくなる傾向が見られる（表Ⅲ.9.2-3）。 

 

表Ⅲ.9.2-3 既往調査資料による稼働風車からの水中音の音圧レベル 

 

 

2) 水中音の周波数特性 

モノパイルの打設時における水中音の周波数特性の例を図Ⅲ.9.2-2 に示す。本図は、音圧レ

ベルの RMS（Root Mean Square：二乗平均平方根）値でありピーク値ではないことから、広

範囲の周波数にわたって高い音圧レベルを示していることが分かる。 

 

 
図Ⅲ.9.2-2 モノパイルの打設時における水中音の周波数特性の例（Thomsen et al.,2006） 

 

洋上風車の稼働中の水中音測定は、Westerburug（1999）の報告書に見ることができる。ス

ウェーデンの Nogersund（世界初の洋上風力発電実証研究施設）の 220kW 風車（ハブ高：35m）

から 100m 離れた場所の水中音のピークは 8Hz と 16Hz（風速：12m/s）の 2 つの周波数、風

速 6m/s では 16Hz の周波数にピークが見られる。Degn（2000）は、洋上風力発電施設の Vindeby

（デンマーク）と Gotland（スウェーデン）を対象として、支持構造物から 20m 離れた測点で

騒音測定を行っている。1/3 オクターブバンド周波数分析から両サイトともブレードの回転に

伴う卓越成分（1-2Hz）は認められないが、音圧レベルのピークは前者の Vindeby で 119dB re 

1μPa （25Hz;暗騒音 86dB re 1μPa）、後者の Gotland で 95dB re 1μPa（160Hz;暗騒音 70dB 

デンマーク Vindeby 450 11 119 86（25Hz)

Gotland 550 5 95 70(160Hz)

Utgrunden 1425 7 156.3 ―
　音源音圧レベル
(風速:8m/s)

Lidell(2003)

North Hoyle 2000 30 128 ―

Scroby Sands 2000 30 130 ―

Kentish Flats 3000 30 114 ―

Barrow 3000 30 124 ―

イギリス 音源音圧レベル
Nedwell et
al.(2007)

国 洋上風力発電施設
風車の定格出力

(kW)
風車基数

水中音
（dB re 1μPa）

（dB re 1μPa@1m）

暗騒音
（dB re 1μPa）

測定場所 出典

風車の支持構造物か
ら25m離れた地点

Degn(2000)

スウェーデン
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re 1μPa）と報告している（図Ⅲ.9.2-3）。また、Utgrunden（スウェーデン）と Horns Rev（デ

ンマーク）で測定された結果によると、30Hz から 800Hz までの低周波帯に 2、3 のピークが

観測されている（Dong Energy et al.,2006）。 

このように風車による水中音は、モノパイルの打設時に見られる広域周波数帯における高い

音圧レベルとは特性が異なり、比較的低い周波数帯に音圧レベルのピークが現れる特徴を有す

る。 

 

 

図Ⅲ.9.2-3 2 つの洋上ウィンドファームにおける水中音の測定結果 

                                      （Nedwell and Howell,2004） 

 

3) 水中音の海洋生物への影響 

水中音による影響が懸念される海洋生物として、魚類と海棲哺乳類をあげることができる。 

一般に、図Ⅲ.9.2-4 に示すように、水中音に関して魚類は 1kHz 以下の比較的低い周波数に

敏感であるが、海棲哺乳類はそれとは反対に 1kHz 以上の高い周波数に非常に敏感であると言

われている（Nedwell et al.,2009）。 
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 図Ⅲ.9.2-4 聴力図の例（赤：ネズミイルカ,青：ニシン）（Nedwell et al.,2009）  

 

ここでは、これら 2 種類の海洋生物に係る水中音の影響の予測・評価と事後調査の結果につ

いて、その概要を示す。 

 一般に、水中音による海洋生物への影響に係る予測・評価の手順は、次に示す順序に従って

行われることが多い。 

 

① 水中音シミュレーションモデルによる音圧レベルの予測（工事と稼働時） 

 ✓水中音シミュレーションモデル 

・球面拡散モデル 

・円筒拡散モデル 

・数学モデル 

 

図Ⅲ.9.2-5 の左図で、球面拡散モデル（pherical）と円筒拡散モデル（cylindrical）および

中間モデル（combined）に係る伝搬損失の例を示すとともに、右図で、数学モデルとして、

水中音に係る影響評価基準別に音圧伝搬分布が示されている INSPIRE（Impulse Noise 

Sound Propagation and Impact Range Estimator）の例を示す。 

  



- 294 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.9.2-5 左図：モデルの違いによる伝搬損失（Erbe,2011） 

             右図：INSPIRE の音源レベル伝播分布（Nedwell et al.,2009） 

 

② 水中音圧レベルと生物の反応に関する既往知見 

 ✓魚類 

・損傷レベル（＞210dB）、威嚇レベル（140-160dB）、誘致レベル（110-130dB）非骨鰾

類の聴覚閾値（90-110dB）、骨鰾類の聴覚閾値（60-80dB） （畠山ら,1997） 

・聴覚障害（206dB peak to peak） （Fisheries Hydroacoustic Working Group,2008） 

 ✓海棲哺乳類 

・反応閾値：120dB（ハクジラ亜目/鰭脚亜目/ヒゲクジラ亜目;Wartzok et al.,2012） 

・反応生起：165dB（ハクジラ亜目/鰭脚亜目/ヒゲクジラ亜目の供試個体の半数が反応し

たレベル;Wartzok et al.,2012） 

・PTS 聴覚障害＊：230dB peak to peak（クジラ目;Southall et al.,2007）、218dB peak

（鰭脚亜目;Southall et al.,2007） 

・TTS 聴覚障害＊：160dB （ハクジラ亜目マイルカ科ハンドウイルカ;Nachtigall et 

al.,2004）、195dB （ハクジラ亜目マイルカ科ハンドウイルカ;Finneran et al.,2005） 

（音圧レベルの相違は暴露時間の差による）、212dB peak to peak（鰭脚亜目;Southall 

et al.,2007） 

注) ＊PTS：Permanent Threshold Shift（永久的な聴覚障害で、死亡や聴覚消失を表す） 

＊TTS：Temporary Threshold Shift（一時的な聴覚障害で、時間とともに回復する） 

 

・combined のケース：拡散は、R（水平距離）

=H（水深）=100m までは球面拡散モデル、そ

れ以深では円筒拡散モデル 
・吸収による損失:f=100kHz, f=10kHz のケース 
  （球面拡散モデル） 
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 Nedwell et al.（2007a）は、海洋生物（魚類、海棲哺乳類）への影響度の軽重によって     

評価指標を変えている。 

 ✓致死・障害レベル 

・致死：240dB（peak to peak）または （100Pa.s;Impulse） 

・障害：220dB（peak to peak）または （35Pa.s;Impulse） 

・障害（体重 0.01g 未満の小魚）：210dB（Peak to Peak）または （187Pa2.s;Impulse） 

 ✓回避レベル 

・強い回避行動（全個体）：90dBht（Species） 

・騒音の許容限界：110 dBht（Species） 

・外傷性聴覚障害の可能性：130 dBht（Species） 

* dBht（Species）：Nedwelland Howell（2004）が提唱したもので、生物種ごとの周波

数感度特性を考慮した騒音の感受レベルである。物理的に同じ音圧レベルで暴露され

ても受信者の聴覚特性によって騒音影響が異なると考えられることから、このような

評価方法が提案された。また、Southall et al.（2007）は海棲哺乳類用として、M-

weighted dB を提案している。 

 

海棲哺乳類（ネズミイルカ、ゼニガタアザラシ）は、洋上風車の稼働時に発生する低周波

域の水中音（周波数 80Hz と 160Hz に 128dB re 1Pa2 Hz-1 at 1m のピークレベル）を感知

できることが示されている（Koschinski et al.,2003）。一般的には上記 2 種やハンドウイル

カを含めた海棲哺乳類は、稼働時よりも建設時の水中音に影響を受けるとの指摘がある

（Madsen et al.,2006; Nedwell et al.,2007b）。 

 

③ 上記の①の算出結果と②の生物影響評価基準（音圧レベル）を比較し、予測・評価を行

う。 

工事中の影響に関して、Elmer et al.（2006）によれば、直径 3.5m のモノパイルの打設工事

（Impulse hammer）の時に 1km 離れたところで 180dB re 1μPa 以上の音圧測定が得られて

おり、この音圧レベルは工事の近傍海域では魚類の損傷レベルに近いものである。また、海棲

哺乳類は、モノパイル施工時の水中音について 80km 離れていてもその音を聞き分けることが

可能で、20km 位の範囲では拒否反応が行動に現れ、1.8km の近くになると聴力異常を来すと

の報告もある（Prior and Shrimpton,2009）。 

また、北九州市沖の洋上風力発電実証研究サイトにおけるマウンドの捨石工事および重錘均

し作業時の水中音は、施工箇所から 50m 離れた測点でのオールパス値がそれぞれ 149.5dB1μ

Pa と 157.7dB1μPa であったことから、魚類や海棲哺乳類が威嚇あるいは反応する音圧レベル

であったと考えられる。 
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④ 必要に応じ環境保全措置により発生源の音圧レベルを減少させる計画に変更して再予

測・評価する。 

モノパイルの打設工事（パイリング工事）の保全対策には、次にあげる方法が提案されて

いる。これらの環境保全措置を講ずることにより音源の音圧レベルを低減させる計画に変更

する場合、①から再予測・再評価を行う。 

a. ソフト・スタート（最初は軽めに打設し、水中音に馴れさせる） 

b. パイル構造の改造 

c. バブル・カーテン（図Ⅲ.9.2-6） 

d. パイル・スリーブ（図Ⅲ.9.2-6） 

（出典：a.SMRU,2007, b.～d.Nehls et al.,2007） 

 

 
図Ⅲ.9.2-6 パイリング騒音に係る環境保全策の例（Nehls et al.,2007） 

 

なお、ドイツの Alpha Ventus 洋上風力発電施設における海棲哺乳類を対象とした生態学研

究において、パイルの打込み時の水中音暴露レベルは、風車から 750m 離れた地点において

160dB rel μPa2s、また peak level で 190dB rel μPa Peak をそれぞれ超えないことが求めら

れている（Federal Maritime and Hydrographic agency/Federal Ministry for the 

Envirinment, Nature Conservation and Nuclear Safety Eds., 2014）。 

以下、洋上風力発電所による海洋生物への影響に関する海外の調査結果（Dong Energy et 

al.,2006）を紹介する（同報告書の概要は、中尾（2007）を参照されたい）。図Ⅲ.9.2-7 は、デ

ンマークの Horns Rev 洋上ウィンドファームにおいて、建設海域と 3 箇所の対照海域における

建設前後のネズミイルカの生息密度を船舶により調査した結果である。図示されているように、

生息密度は工事中や半稼働時（Semi-Operation：建設直後の集中的なメンテナンスと電気工事

等の付帯工事）には減少しているが、稼働時のそれは元のレベルかそれを上回っている。Horns 

Rev では、同様の傾向が生物音探知機（T-POD：パッシブソナー）を使用した調査からも認め

られるが、Nysted で建設後の鳴音数の回復が遅れているようである（図Ⅲ.9.2-8：図中の

パイル・スリーブ バブル・カーテン 
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Operation 1 と Operation 2 は、2 年間にわたる調査を意味する）。Dong Energy et al.（2006）

は、その相違の理由について次の 3 つの事項をあげているが、明確な結論は得られていない。 

ⅰ) 支持構造物の違い（Horns Rev：モノパイル式、Nysted：重力式）による。 

ⅱ) Nysted は、Horns Rev と比べて元々生息量が少ないように、生息環境が適していない

こともあるのか、工事の影響でその場を離れるとなかなか元に戻らない傾向があること。 

ⅲ) Nysted は、Horns Rev よりもその海域が相対的に閉鎖海域であるため、風車の稼働時

の騒音影響を受けやすいこと。 

 

 

 

我が国では銚子沖と北九州市沖の洋上風力発電実証研究海域において、受動的音響探知機（A-

tag）を使用し、風車建設前後のスナメリの鳴音数（受信音声数）の調査が行われている。本調

査手法は、船舶調査では目視観測が困難な夜間のスナメリの生息状況も捉えることができ、そ

の鳴音連続観測から日周行動等を把握することができるものである。一例として、図Ⅲ.9.2-9 に

銚子沖における調査結果を示す。本図から海外の事例と同様に、工事による水中音の影響は一

時的なものであることが明らかになった。なお、運転開始後の調査結果によると、スナメリの

数は建設前の水準に回復している。 

 

図Ⅲ.9.2-7 Horns Rev 洋上ウィンド

ファームのネズミイルカの生息密度

の変化に関する船舶調査結果 

 （Dong Energy et al.,2006） 

 

図Ⅲ.9.2-8 Horns Revoy および

Nysted 洋上ウィンドファームのネズ

ミイルカの鳴音数の変化に関する生

物音探知機調査結果（Dong Energy 

et al.,2006） 

対照区 

開発区 

対照区 
開発区 
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図Ⅲ.9.2-9 銚子沖洋上風力発電施設におけるスナメリの鳴音数調査結果 

 

洋上風力発電事業を起因とする海洋生物への影響について海外での事例も含めてまとめると、

工事中の建設海域において一時的な影響を与えると思われるものの、稼働時においては概ね大

きな影響を与えないことが示唆された。工事中においては、前述のように、振動ハンマや油圧

ハンマの使用、エアバブルカーテンによる方法、あるいはそれらの組み合わせによるハード面

の水中音低減対策の他、監視員、ソナーによる生物検知によって魚類や海棲哺乳類への影響が

大きい時間帯・時期（産卵期、生育期、回遊期等）を避けて工事を設定する等のソフト面での

対策も検討することが望ましい。 

Carbon Trust（2018）では、建設時の騒音が音に敏感な海棲哺乳類に与える影響を緩和する

方法として 2 つ挙げている。一つ目は音響による接近抑止装置（ADD：Acoustic Deterrent 

Devices）を使用して海棲哺乳類をサイトから遠ざけること、二つ目は騒音低減技術により音の

影響を低減することである。 

一つ目の ADD を使用して海棲哺乳類が嫌忌する信号を出すことで、工事区域から海棲哺乳

類が離れるように誘導することができる。この技術には以下の利点がある。 

✓安全性状況把握の向上：ADD は、設置場所の周囲を完全に網羅することができる。また、

安全性状況把握も向上し、したがって、ハンマ杭打ちが海棲哺乳類に与える影響を低減す

ることができる。 

✓操作性が容易：ADD は建設サイトの中央に取り付けるため、追加の船舶や人的資源を必要

としない。 

✓設置遅延の回避：ADD は、海棲哺乳類の存在をモニタリングするのではなく、海棲哺乳類

が設置サイトに入らないようにする予防的措置のため、洋上風車設置工事の中断を避ける

ことができ、平均設置時間が短縮する。  

 

これらの利点によりコストを大きく削減することができる。だが、ADD の効果は、所定の地

域内の全ての優先種に対して証明される必要がある。また、対象動物に対する慣れおよびADD

※各時間帯の鳴音数は、上記期間の平均値 
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の有効範囲については、事前に十分な確認をした上で運用することが必要である。欧州で

は、所定の環境に対して最適な ADD 技術を特定するために、様々な設計の効率を評価するよ

うな調査事業が進行中である。  

二つ目の設置サイトから出る騒音を低減する技術については、かなりの研究が行われてきた。

主な技法のひとつは、パイル・スリーブを使用するものである。このような技術には、主に以

下の利点がある。 

✓音響スペクトル全体を網羅：ADD が特定の海棲哺乳類、または海棲哺乳類群を遠ざける音

を生成するのに対し、サウンド・ダンプナーは 50～5,000Hz の杭打ち騒音の周波数範囲全

体を対象に使用される。 

✓適用可能範囲が広い：パイル・スリーブのサイズ、低減可能な周波数範囲、および減衰率を

完全に制御することができる。 

✓現在の対策と比べてコストが削減できる：ADD の場合と同様、追加の船舶や人的資源の必

要が低減し、設置の遅延が避けられる。  

✓測定の精度が向上：ADD の場合と同様、設置サイトの周囲全体に有効である。 

 

なお、2016 年 7 月に、アメリカ海洋大気庁から海棲哺乳類に関する新しい騒音曝露基準を示

した技術ガイダンス「Technical Guidance for Assessing the Effects of Anthropogenic Sound 

on Marine Mammal Hearing」が公表された。この基準の特徴は、永久的な聴覚障害（PTS：

permanent threshold shift）を基準にとっていること、パルス音と連続音を区別していること、

生物種によって周波数の重み付けをしていることなどである。当ガイダンスによれば、スナメ

リやネズミイルカが属する high-frequency cetaceans（高周波のクジラ目）の場合、

Lpk,flat=202dB p-p re 1μPa（Lpk：ピーク音圧）となっている。 
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【豆知識Ⅲ.9.2-1】 

●スナメリとネズミイルカ 

「スナメリ」 

 スナメリは、クジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科に属する海棲哺乳類で、最近になって特

に頭蓋骨の形態学的な特徴から台湾以南に生息する亜種とは区分され、日本近海に生息する種

類は Neophocaena asiaeorientalis（英名 Narrow-ridged Finless Porpoise）とされ、水産資

源保護法に基づく捕獲禁止対象種となっている（吉田,2011）。 

我が国の太平洋側では、宮城県以南の海域や伊勢湾・三河湾、瀬戸内海の他、九州西岸、日

本海側では山口県以南の海域に多く分布し（吉田,2011）、ストランディング（陸地に乗り上げ

た状態）の記録からも同様な分布傾向が認められている（山田・天野監訳；Geraci and 

Lounsbury.1996）。スナメリの分布域である浅い沿岸域は、洋上風力発電の建設適地と重なっ

ていることが多い。 

 出産期は、伊勢湾・三河湾や瀬戸内海では春～夏（4 月ピーク）であるが、九州の有明海、

橘湾では秋～春となっている（吉田,2011）。また、性成熟は太平洋側および瀬戸内海で雄が 3-

9 歳（体長 145-155cm）、雌が 4 歳以下（体長<140cm）、有明海、橘湾では雄が 4-6 歳（体長

135-140cm）、雌が 5-9 歳（体長 135-145cm）となっている（吉田,2011）。 

 

 

 

 

 

 

 

「ネズミイルカ」 

 ネズミイルカ（学名 Phcoena phocoena;英名 Harbor Porpoise）は、スナメリと同じクジラ

目ハクジラ亜目ネズミイルカ科に属する海棲哺乳類で、スナメリよりも外洋域に生息するが、

川を遡上することもある。 

我が国では、上述のストランディングの記録からも東北以北の北海道を中心とする緯度の高

い海域に多く分布している（山田・天野監訳；Geraci and Lounsbury.1996）。 

 成体の体長は、1.4-1.7m（出生時:0.7-0.9m）、体重 60-90kg である。 
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(2) 動物（鳥類） 

洋上風力発電所の建設に伴う鳥類への影響に関して、海外の調査結果（主に、Dong Energy 

et al.,2006）を紹介する（同報告書の概要は中尾（2007）を参照されたい）。 

洋上風力発電施設が鳥類に与える影響は、ⅰ)視覚的な刺激に対する回避行動、ⅱ)施設の建設

に伴う物理的な生息環境の喪失・変更（基礎・洗掘防止の捨石による新たな生息場の創出も含

む）およびⅲ)施設への衝突死（バードストライク：コウモリ類の衝突死（Bats Strike）も問題

視されている）のリスク等である（図Ⅲ.9.2-10）。これらの要因が鳥類の生理･生態に影響を及

ぼす結果、エネルギー消費・摂取率が変化することにより生物生産力が変化するとともに、バー

ドストライクによる生残率の低下と相俟って鳥類個体群に影響することとなる。これらの影響

を定量的に予測・評価するためには、洋上風力発電所の障壁影響によるエネルギー消費の増加

に伴う影響（繁殖や再生産の変化等）を例にとってみても、給餌率、繁殖率、生残率等の多く

のデータが必要である。 

 

 
図Ⅲ.9.2-10 洋上風力発電施設による鳥類の個体群レベルへの影響プロセス 

（中尾,2007;Dong Energy et al.,2006 を基に作成） 

 

鳥類調査は、船舶、飛行機による写真・ビデオ・目視観察の他、レーダ観測等により行われ、

取得されたデータ（種類、個体数、飛翔高度、飛翔ルート等）は環境影響評価に活用されてい

る。また、風車稼働後の鳥類調査としてバードストライクの実態を把握するため、赤外線探知

機（TADS：Thermal Animal Detection System、図Ⅲ.9.2-11）やバードストライク監視装置

（WT-Bird、図Ⅲ.9.2-12）が使用されている例もある。これには、高感度カメラ、赤外線ビデ

オ、加速度計（衝突の振動測定）等からなる監視システムが構築され、モニタリング調査に使

用されている（同様の装置は、NEDO 洋上風力発電実証研究の銚子沖でも設置されている）。 
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1) 鳥類の飛翔特性 

 Dong Energy et al.（2006）によれば、鳥類は風力発電施設を避けて飛翔することが確認さ

れている。Hors Rev では、71-86%の鳥類が、ウィンドファームの 1.5-2km 手前に近づくと左

右に分かれ、ウィンドファームから 5km 位離れて周囲を飛翔する行動が確認されている（図

Ⅲ.9.2-13）。これは Nysted においても同様で、鳥類は 1.5-5km に達すると飛行ルートを変え

て、風車の間を飛翔するよりもウィンドファームの周囲を優先的に飛翔するパターンが確認さ

れ（図Ⅲ.9.2-14）、建設前後でウィンドファーム内の空間利用が 78%減少したことが報告され

ている。また、鳥類は周辺海域で昼間よりも夜間の方が高高度（1.5km 以下）を飛翔している

が、ウィンドファーム近傍で飛行方角を変える位置は、両洋上風力発電サイトとも夜間（0.5km）

の方が、昼間（1.5km）よりもウィンドファームに近づいてから方向を変える傾向があるとされ

ている。なお、TADS 観測によれば、ウィンドファーム内の夜間の飛行高度は 120m 以下にな

ることはなく、夜行性の渡り鳥（カモメ類やカワウ）が風車の灯火に誘引されることもなかっ

たと報告されている。また、Nysted のウィンドファーム内で夜間や悪天候下の鳥類の飛行は認

められず、同様の現象はスウェーデンの洋上風力発電施設でも観測されている

（Petterson,2005）。 

 

 
図Ⅲ.9.2-13 Horns Rev におけるレーダによる鳥類の飛行軌跡（Dong Energy et al.,2006） 

  

図Ⅲ.9.2-11 赤外線探知機の設置状況

（Desholm and Kahlert,2005） 

図Ⅲ.9.2-12 WT-Bird バードストライク監視装置

（Wiggelinhuizen et al.,2006） 
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図Ⅲ.9.2-14 Nysted におけるレーダによる鳥類の飛行軌跡（Desholm and Kahlert,2005） 

 

鳥類が風力発電施設を避けて飛翔することは前述の通りであるが、種類別に見ると、その傾

向が最も顕著なのはアビ（Horns Rev）とコオリガモ（Nysted）で、ウィンドファームの周辺

2km 以内の海域でこれらの生息密度は著しく減少している。これは餌場が変わった結果とされ

ているが、将来、鳥類の飛行ルートに沿って別のウィンドファームが整備された場合、個々の

ウィンドファームの影響が蓄積され（累積的影響）、ある時点で影響が顕在化することも考えら

れ、留意すべき問題点である。 

 銚子沖と北九州市沖の洋上風力発電実証研究海域において、施設の建設前後にわたって鳥類

調査（船舶トランセクト調査、定点調査およびレーダ調査）が行われ、鳥類の飛翔特性に関す

る知見が得られている。 

 

① 銚子沖 

銚子沖におけるレーダの水平照射調査の結果から、海外の事例と同様に、鳥類が洋上風車を

回避して飛翔しているパターンが確認されている（図Ⅲ.9.2-15）。ただし、バードストライクに

よる衝突数を推定するには、鳥類の飛翔高度を把握しなければならない。 
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図Ⅲ.9.2-15 銚子沖におけるレーダの水平照射調査結果 

 

洋上風力発電施設の建設前の定点調査における鳥類の飛翔高度を表Ⅲ.9.2-4 に示す。朱書き

で表示されているように、洋上風車のロータ面の M 高度（36-126m）を飛翔する鳥類は、アジ

サシ、ウミネコ、カモメ属の一種、コアジサシ、セグロカモメおよびユリカモメがあげられ、

なかでもウミネコが最も多い結果となっている。本海域に多数生息しているオオミズナギドリ

はロータ面の高度以下の L 高度（0-36m）の飛翔数が圧倒的に多く、約 2,200 羽となっている。 

 

表Ⅲ.9.2-4 銚子沖における鳥類の飛翔高度に係る建設前定点調査結果 

 
           単位：羽数/半径 300m,10.5 時間 

※高度 S：0m（着水）、高度 L：0-36m、高度 M：36-126m、高度 H：＞126m 

200m 400m 600m
風車

200m 400m 600m
風車

200m 400m 600m
風車

20
0m

40
0m

60
0m

風車

H25年2月 H25年4月

H25年6月
H25年11月

－：洋上風車を直近の飛翔を回避したと思われる経路

種名
高度
S

高度
L

高度
M

高度
H

●アジサシ 23

アジサシ属の一種 4 

ウトウ 3 

ウミウ 12 

ウミガラス 2 

ウミスズメ 8 

●ウミネコ 3 276 188 3 

オオミズナギドリ 101 2,194 

カモメ科の一種 84 

●カモメ属の一種 3 53 

カワウ 1 

カンムリカイツブリ 3 

クロガモ 4 25 

●コアジサシ 2 7

シギ科の一種 1 

シロエリオオハム 21 

●セグロカモメ 3 1

ハシジロアビ 1 

ハシボソミズナギドリ 7 

●ユリカモメ 5 8
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また、レーダの垂直照射調査からは概して四季別・昼夜別ともにブレードの最先端高度を超

えて（高度 H:＞126m）飛ぶ鳥類が多いことが認められているが、8 月の昼間にはロータ面の M

高度を飛翔する鳥類（目視観測からウミネコと推定されている）が比較的多い結果となってい

る（図Ⅲ.9.2-16）。なお、図示していないが、洋上風車の停止時でも飛翔高度の傾向は稼働時と

変わらないこと、時間帯別調査結果（2 月）によれば日没前の鳥類出現数が圧倒的に多くそれ以

外の出現ピークは日の出前後に見られること、また、飛翔高度は日の出前後にはロータ面高度

の出現が 70-80%であるのに対して他の時間帯ではブレードの最先端高度を超える出現が 80%

以上となっていること等が、鳥類の飛翔に関する特徴としてあげられる。 

 

図Ⅲ.9.2-16 銚子沖におけるレーダの垂直照射調査結果 

 

② 北九州市沖 

 北九州市沖におけるレーダ水平照射調査から、オオミズナギドリが白島（オオミズナギドリ

のコロニーの存在が確認されている島嶼）の北西から西北西方向に行き来していることが認め

られている（図Ⅲ.9.2-17）。また、オオミズナギドリの飛翔高度について、2013 年 10 月の船舶

調査と目視観測から陸上では 60m が多かったが、海岸から 500m も離れた沖合では 10m 以下

の低い高度を飛んでいることが確認されている（図Ⅲ.9.2-18）。2014 年 1 月に行われたトラン

セクト調査ではオオミズナギドリは確認されていないが、同年 5 月の調査では洋上風車のロー

タ面以下の L 高度（0-30m）を飛翔する個体が 74 羽認められた他、ロータ面の M 高度（30-

130m）にも 4 羽の飛翔が確認されている（表Ⅲ.9.2-5）。また、同年 5 月に行われた海域におけ

る定点調査では、高度 L で 6 羽のミズナギドリ目が確認されているが、陸上の定点調査からは

ミズナギドリ目の出現は認められていない（表Ⅲ.9.2-6）。なお、海域においてロータ面の M 高

度を飛翔する鳥類として、5 月調査ではオオミズナギドリの他、ウミネコ、ミサゴ、トビ、タカ

目およびハヤブサ目があげられ（表Ⅲ.9.2-5；表Ⅲ.9.2-6）、1 月調査では前述のようにオオミズ

ナギドリの出現は見られなかったが、ウミネコ、セグロカモメ、オオセグロカモメ、カモメ科

の一種、ミサゴ、トビ、チドリ目等が確認されている。 

 

 

 

 

0% 50% 100% 0% 50% 100%

L

M

H

日中 夜間

2013 年２ 月

５ 月

８ 月

11 月

： 0m ～ 36m

： 36m ～126m

：126m～
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図Ⅲ.9.2-17 オオミズナギドリの飛翔経路（2012 年 7 月 30 日夕方） 

 

 
図Ⅲ.9.2-18 オオミズナギドリの飛翔高度と海岸線からの距離（2013 年 10 月） 

Ｎ 

白島 
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表Ⅲ.9.2-5 北九州市沖における船舶トランセクト調査による鳥類の飛翔高度調査結果 

（2014 年 5 月 27,28 日） 

 

※高度 S：0m（着水）、高度 L：0-30m、高度 M：30-130m、高度 H：＞130m 

 

表Ⅲ.9.2-6 北九州市沖における定点調査による鳥類の飛翔高度調査結果 

（2014 年 5 月 8-10 日） 

 

※高度 S：0m（着水）、高度 L：0-30m、高度 M：30-130m、高度 H：＞130m 

 

2) 衝突個体数・衝突確率の推計 

バードストライクは、鳥類が風力発電施設へ衝突し死に至ることであるが、ブレードの回転

等に伴う気流の乱れにより障害を受けることも含まれる（Langston,2010）。鳥の飛翔高度と

ブレードの回転高度が一致すれば衝突確率は高くなるが、バードストライクは風力発電固有の

問題ではなく、ビル、自動車、飛行機、鉄道、送電鉄塔等の人工物に相当数の鳥類が衝突死し

ていることは既によく知られている。衝突死の原因の一つとして「モーション・スミア（モー

種名 高度S 高度L 高度M 高度H 合計

オオミズナギドリ 74 4 78

ウミウ 1 1

アオサギ 2 2

ダイサギ 5 5

ウミネコ 1 7 3 11

コアジサシ 5 5

カンムリウミスズメ 4 4

ミサゴ 2 2 4

トビ 2 10 12

スズメ目の一種 1 1

合計 5 99 19 0 123

5月期
高度S 高度L 高度M 高度H 合計

海域 ミズナギドリ目 6 6
カツオドリ目 7 7
ペリカン目 6 6
アマツバメ目 12 12
チドリ目 443 443
タカ目 30 47 8 85
ハヤブサ目 1 3 4
スズメ目 8 16 24
合計 0 500 48 39 587

陸域 カモ目 18 18
ハト目 35 2 37
カツオドリ目 2 2
ペリカン目 12 1 2 15
ツル目 1 1
チドリ目 5 72 8 85
タカ目 42 34 4 80
キツツキ目 2 2
スズメ目 366 6 372

合計 5 550 51 6 612

位置 目名
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ション・トランスペアレント）」と呼ばれる現象があり、これは風車のブレードのように時速

300km 程度の速度になると鳥の目には回転翼が透けて見えるために、衝突することである

（Hodos,2007）。 

我が国における鳥類の陸上風力発電施設への衝突事例は、北海道、岩手県、愛媛県、長崎県、

沖縄県等の風力発電施設に見られるが（古南,2008）、斃死数は発見率に依存するため、バード

ストライクの実態を把握することは特に洋上風力発電の場合においては難しい。Hüppop et al.

（2006）は、ドイツの北海に設置されている洋上風況観測タワー（FINO1）において、2003 年

10 月～2004 年 12 月の間に発生したバードストライク（442 羽；21 種）について報告してい

る。明らかに飢餓状態と思われた個体を除いて、見た目には物理的に正常な個体が多かったが、

そのうち、245 羽は嘴の出血（41.3%）、頭蓋の損傷（18.0%）と脚の骨折（16.8%）の損傷が見

られた。バードストライクの半数以上は、2003 年 10 月 1 日夜間（86 羽）と 2004 年 10 月 29

日夜間（196 羽）に発生し、当夜は、霧が立ち込め霧雨で視界が非常に悪く、多くの鳥はタワー

のプラットホームの照明に誘引されてタワーを周回し、方向感覚に異常をきたしたものと考え

られている。 

銚子沖においては、鳥衝突感知システム（TADS）と赤外線カメラ映像より、バードストライ

クは確認されなかった。一方、北九州市沖においては、2014 年 11 月 10 日 10 時頃にミサゴ（環

境省：準絶滅危惧種、福岡県：未指定）の死体が漂流しているのが発見され、鳥衝突感知シス

テム（TADS）の記録からバードストライクと確認された（図Ⅲ.9.2-19）。実証期間中に北九州市

沖で発生したバードストライクは、この 1 件のみであった。 

 

 

図Ⅲ.9.2-19 北九州市沖洋上風力発電施設におけるバードストライク 
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バードストライクによる衝突個体数の予測モデルは、風車諸元と鳥類諸元（大きさや飛翔速

度等）から数学的に衝突確率を算定するモデル（Tucker,1996;Band et al.,2007）と、鳥類がウィ

ンドファーム領域に侵入し、風車間を通過する確率等から衝突確率を算定する確率論的モデル

（Delson and Kahlert,2006）の 2 種類が主なモデルとなっている。以下に各モデルの入力条件

を示す。 

①数学的モデル（Band et al.モデルの例） 

・衝突危険範囲（Risk window） 

・鳥類の衝突危険範囲の飛翔数 

・ウィンドファーム全体のロータ面積と全体面積に対する割合 

・ロータを通過する鳥類の個体数 

・リスク空間（Vw）= ウィンドファームの面積×風車高 

・ウィンドファーム全体のロータ回転容量（Vr） 

・危険領域における鳥類の占有率 

・鳥類の飛行速度 

・鳥類のロータ範囲通過時間と通過個体数 

・風車の諸元（ブレード数、回転速度、ピッチ角、ロータ半径） 

・鳥類の諸元（体長、翼長、アスペクト比、ロータ通過速度、ロータの通過位置等） 

 

②確率論的モデル（Kahlert et al.モデルの例） 

・渡りの数 

・鳥類のウィンドファーム内へ進入する割合 

・鳥類の水平危険範囲へ進入する割合 

・鳥類が特定高度以上を飛翔する割合 

・鳥類が回避行動をとらずにロータ範囲を通過する割合 

・鳥類が偶然ロータを通過できる可能性 

・対象とする風車列の数 

 

Desholm and Kahlert（2005）は、前述した Hors Rev と Nysted での鳥類調査で、ウィンド

ファーム内に一旦入った鳥類は、ロータの高さよりも低高度で風車の間を等距離に保って飛行

し衝突を回避していることを確認し、鳥類の風車への衝突リスクは 1%以下と報告している。ま

た、Dong Energy et al.（2006）により、Nysted 洋上風力発電施設を対象として、確率論的な

衝突予測モデルを用いた回転翼によるケワタガモ（当該海域で卓越種）の衝突確率が求められ

ている。それによれば、ケワタガモは一秋（1 年）に 235,000 羽のうち、95%の信頼限界で 0.018-

0.020%（41-48 羽）が衝突死するという推定結果となっており、これはデンマークでの年間の

狩猟による捕獲数（70,000 羽）の 0.05%以下に相当し、非常に少ないと指摘されている。 

銚子沖洋上風力発電実証研究において、油井・島田（2013）の球体モデルを用いて鳥類の衝

突数が推定されている（図Ⅲ.9.2-20）。その推定結果は、ウミネコが約 20 羽/年で大きいものの、

他の鳥類は 1.4 羽/年以下となっている。 



- 310 - 

 

図Ⅲ.9.2-20 銚子沖における油井・島田の球体モデルによる鳥類衝突数の推定結果 

 

任意の洋上ウィンドファームにおいて、衝突確率を算定するための確実性のある入力データ

やパラメータの設定が難しく、これらの設定のための調査データの蓄積が待たれる。上記の由

井・島田（2013）の球体モデルを使った鳥類衝突数の推定では回避率が海外の文献値から引用

されて算出されていることからも、モデルの精度をあげるためには汎用的なパラメータの整備

が必要である。さらに予測結果の評価に関して、単に衝突数の多寡によるのではなく、海外で

既に実績のある鳥類の資源解析に基づく評価が必要で、今後、その基本となる鳥類の個体群の

大きさを把握する努力が重要である。 

バードストライク対策は、基本的には風力発電施設の計画海域が鳥類の渡りのルート、営巣

域、索餌域等に該当する場合には候補海域として除外することであるが、その他の対策として、

風車の大型化による風車の設置基数・配列の変更、あるいは運転制限等があげられる（Schepers 

et al., 2007）。また、風力発電事業者は、稼働後のある期間モニタリング調査を実施し、バード

ストライクの実態を把握することが望ましく、鳥類研究者においては個体群への影響を的確に

予測・評価できるように鳥類の分布・行動や生理・生態等に関する研究を進めることが求めら

れている。 
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（3) 景観 

陸上風力発電施設は、基本的には開放系の風通しの良好な場所に設置するため、視認できる

場所は多く、風車の大型化や導入量の増加に伴って複数の施設が隣り合うケース等、景観は重

要な課題とされている。洋上風力発電は、陸から離れた海域に設置されることもあり、陸上風

力発電と比べ景観問題は緩和されるものの、環境影響評価項目として重要な項目である。 

 

1) 景観影響の及ぶ範囲 

景観への影響とは、ⅰ)圧迫感･威圧感、ⅱ)眺望阻害、ⅲ)周辺の景観特性との非調和等があげ

られる。景観は主観的なものであるため客観的な評価は困難であるが、一般には周辺環境の景

観との調和が図れるように配置･デザイン・色彩等の配慮がなされている。洋上では、景観に影

響する大きな要素として「離岸距離」がある。これは、地球の曲面、視界への気象影響、照明、

物体の特徴、人間の視力等と関係している。地球の曲面は、風車が見える距離に影響するもの

の、非常に遠い距離でない限り無視しえるものである。ここでは、地球の曲面と大気による光

の屈折効果を考慮して、視覚可能な理論的な距離を算出した例を示す。風車（10MW）の大き

さとして海面から支持構造の天端部までの高さ（25m）、海面からロータ中心までの高さ（115m）

および海面からブレード最先端までの高さ（190 m）を、海水面上 1.5 m の高さから見た場合、

その距離はそれぞれ 2.4km、46km および 58km となる（図Ⅲ.9.2-21）。風車の大きさが小さけ

れば視認距離も短くなるが、理論的には最大視認距離は 35km 程度と言われている（White 

Consultants,2009）。Dong Energy et al.（2006）によれば、海岸から 18km 離れるとかなり目

立たなくなり、それよりもさらに離れると視認できなくなるとされているが、実際には気象・

海象条件により洋上風車が確認できるのは海岸から 10km 未満の範囲と言われている（Musial 

et al., 2006）。なお、スコットランドでは、離岸距離 8km 以内の海域には、景観上、洋上風力

発電の建設は困難とされている（SeaRoc,2014）。 

 

 
図Ⅲ.9.2-21 海水面上 1.5 m の位置から見た 10 MW 風車の視認距離 

                         （White Consultants,2009） 
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2) 景観の予測・評価 

景観の基本的な予測手法として、可視領域図から調査範囲を検討して主要な眺望点からの

フォトモンタージュを作成する（図Ⅲ.9.2-22）。同図は、離岸距離 6km に位置するウィンド

ファームで、異なる明かりの状態で起こるレベルのコントラスト差を示している。Department 

of Trade Industry（2005）によれば、明るさと暗さのコントラストが最大となる日の出と日没

時によく見えるとされ、逆に太陽が高い位置にあるときには風車は暗く見え、航空障害灯等の

明かりは、夜間には明るい照明であっても海岸からは単なる“ちらつき”に見えるとされる。 

 

 

図Ⅲ.9.2-22 洋上ウィンドファームのフォトモンタージュの例 

             （Department of Trade Industry,2005） 

 

フォトモンタージュを基に物理指標（視野占有率、見込角等）を算定するとともに、地域住

民等へのアンケート、ヒアリング等による価値認識調査を行って、可能な限り定量的に評価を

行う。NEDO 洋上風力発電実証研究において、施設設置前（フォトモンタージュ）と設置後の

景観について検討を行っている（図Ⅲ.9.2-23 は北九州市沖の例）。また、銚子沖実証研究サイ

トでは施設設置後に施設の見学者、講演来場者および「地球の丸く見える丘展望館」の来館者

を対象としたアンケート調査を行っており、景観上の違和感は全体の約 60%から“無い”との
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回答が得られているが、年齢別に見ると 50～60 歳代から“違和感がある”との回答が多かった

（13-19%）。さらに“観光資源になり得るか”の質問に対して、全体の約 60%が肯定的な回答

であった。その結果、フォトモンタージュが施設設置後の視認状態を良く表現し予測手法とし

て適正なことや、事前・事後に行ったアンケート等の価値認識調査によって住民・観光客等の

意見を確認することができた。 

 

 

図Ⅲ.9.2-23 北九州市沖の洋上風力発電施設の事前（上段）・事後（下段）の景観比較 

 

洋上風力発電の景観対策で著名なのは、Middelgrunden 洋上風力発電施設である。ここは、

デンマークの観光地としても名高いコペンハーゲン沖合にある施設であり、計画段階で住民に

対してフォトモンタージュ手法を用いた洋上風力発電施設の完成写真を公聴会のときやイン

ターネットを利用して提示し、精力的に意見の聴取を行った（Moeller & Groenborg AS,1998）。

その結果、ウエイクの影響により風力発電電力量が少し劣るものの、景観/美観が最重要視され、

風車を古城の防衛城郭をイメージする弓形形状に配列することとなった。 

このように、欧米では、洋上風力発電の環境アセスメントにおいて「景観問題」が重視され

ており、我が国においても景観に配慮した洋上風力発電施設計画を立てることが望ましい。 

 

(4) 蝟集効果 

魚介類の蝟集効果＊として、特に砂質・泥質の海底地盤に着床式洋上風力発電施設が導入され

ると、基盤（支持構造物）に付着生物が出現し、それをベースに従来とは異なる食物連鎖が形

成され、新しい生態系が構築される可能性が考えられる。蝟集効果は、生物相が豊富になるこ

とにより、ある面でプラス効果と言える現象である。ここでは洋上風力発電施設の蝟集効果に

ついて既往の知見を取りまとめた。 

 

                                                                                                                                                            
＊ 魚介類が集群することを蝟集（いしゅう）と言い、一時的であれ漁獲量が増える等の効果があるこ

と。 



- 314 - 

1) 人工構造物と蝟集効果 

一般に、魚礁とは隆起した海底地形に魚族が集群する漁場のことである（宇田,1961）。この

ような場に魚介類が集まる理由は以下のように考えられている（宇田,1961;佐藤 1977;中

村,1979）。 

①物理的要因：流れの変化を好むこと、陰影を好むこと 

②生物的要因：餌料が豊富で索餌場・産卵場として優れていること、外敵から身を隠す避難

所･逃避場として活用されること 

魚類のこのような性質を積極的に利用して、漁業生産を向上させる試みの一つに「人工魚礁」

がある。これは海中に人工構造物を設置して、魚介類を誘引し漁獲効率を高めるためのもので、

その効果は“蝟集効果”、“魚礁効果”、“集魚効果”、“生産効果”、“増産効果”等と称されている

が（例えば、小倉,1994）、ここでは“蝟集効果”に統一して用いた。 

我が国における人工魚礁に関する研究は、国の公共事業として沿岸漁場整備開発事業が発足

してから一層充実し、水産分野においてこれまで数多くの調査･研究が実施されてきた。これら

の知見は小倉（1994）によって詳細に取りまとめられている。ここでは、その成果を紹介する

ことは差し控え、海底に支持構造物を設置する着床式洋上風力発電と同様に海底に魚礁を設置

する構造物を「沈設魚礁」と総称すること、沈設魚礁による魚礁効果は、規模（大きさ・高さ）、

構造（形状）、素材などによって差異があることを記すに留めることとする。 

 

2) 洋上風力発電の蝟集効果 

 デンマークの Horns Rev 洋上風力発電施設（水深 6-14m）において、施設設置後に支持構造

物（モノパイル）と洗掘防止のための捨石等に付着生物、カニ類等のベントスの種類と生物量

が増加していることが報告されている（Danish Energy Authority, 2006）。 

同報告書では、調査が建設後間もないこともあって魚類の増加についての明確な結果を示し

ていないが、ベントス生物量の増加に伴って施設が魚類の索餌場や産卵場の役割を担うことの

他、隠れ家の機能を有することにより魚礁効果が期待されることを指摘している。洋上風力発

電施設の設置は、上述のように人工魚礁と同様の魚礁効果をもたらすものと推察される。その

効果は底質が岩礁･転石の海域と比べて、特にHorns Revのように底質が砂質･砂泥質の海域で、

新たな付着基盤の創出により魚介類の強い蝟集が期待できる。そのような蝟集効果を高めるた

めには、洋上風力発電施設の支持物の構造として、底面（裾）部分の幅を広くすることやジャ

ケット方式であれば補助部材の間隔を狭めること、重力式であれば強度を保持しなければなら

ないがコンクリートの表面に凸凹や巣穴を設けること等の工夫が必要である。 

なお、NEDO 洋上風力発電実証研究が行われている銚子沖と北九州市沖では、魚類の蝟集効

果を明らかにするための調査を運転開始後に実施した。 

銚子沖では基礎の壁面に付着生物が確認され、マダイ等の構造物や付着生物の出現により蝟

集した種や、ソラスズメダイ等の構造物や付着生物の物影等を生息場とする種等が確認された。

銚子沖における蝟集魚類調査結果を表Ⅲ.9.2-7 に示す。 
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調査方法：潜水士による目視観察 調査方法：潜水士による目視観察

調査年度

脊椎動物
そ の 他
合　　計
脊椎動物
そ の 他
合　　計

ﾀｶﾉﾊﾀﾞｲ （定位） ﾒｼﾞﾅ （定位） ｷｭｳｾﾝ （定位） ｷﾞﾝﾎﾟ亜目 （依存）
ﾎｼｻｻﾉﾊﾍﾞﾗ （定位） ﾋﾒｼﾞ科 （定位） ﾋﾒｼﾞ科 （定位） ｺﾓﾝﾌｸﾞ （定位）
ﾏﾀﾞｲ （定位） ｲｼﾀﾞｲ （定位） ｲｼﾀﾞｲ （定位）
ﾀﾞｲﾅﾝｷﾞﾝﾎﾟ （定位・依存） ｲｼｶﾞｷﾀﾞｲ （定位） ｲｻｷ （定位）
ﾏｱｼﾞ （回遊） ｵﾔﾋﾞｯﾁｬ （定位） ﾆｼﾞｷﾞﾝﾎﾟ （定位）
ｳﾐﾀﾅｺﾞ （回遊） ｲｻｷ （定位） ｱｲﾅﾒ （定位）

ﾏﾊﾀ （定位） ｳﾏﾂﾞﾗﾊｷﾞ （定位）
ﾏﾀﾞｲ （定位） ｺﾓﾝﾌｸﾞ （定位）
ｸﾛﾀﾞｲ （定位） ｷﾞﾝﾎﾟ亜目 （依存）
ｺﾓﾝﾌｸﾞ （定位） ﾏｱｼﾞ （回遊）
ﾋｶﾞﾝﾌｸﾞ （定位）
ｿﾗｽｽﾞﾒﾀﾞｲ （依存）
ｷﾞﾝﾎﾟ亜目 （依存）
ｶﾝﾊﾟﾁ （回遊）
ﾌﾞﾘ （回遊）

脊椎動物
そ の 他
合　　計
脊椎動物
そ の 他
合　　計

ﾄﾞﾁｻﾞﾒ （依存） ｳﾐﾀﾅｺﾞ （定位） ｱｲﾅﾒ （依存）
ｳﾐﾀﾅｺﾞ （定位） ｷﾞﾝﾎﾟ亜目 （依存） ｺﾓﾝﾌｸﾞ （定位・依存）

ｷｭｳｾﾝ （依存） ｱｲﾅﾒ （依存）
ﾎｼｻｻﾉﾊﾍﾞﾗ （依存） ｺﾓﾝﾌｸﾞ （定位・依存）

ﾆｼｷﾍﾞﾗ （依存）
ｲｼﾀﾞｲ （定位）
ｽｽﾞｷ （定位）
ﾏﾀﾞｲ （定位）
ｸﾛﾀﾞｲ （定位）
ﾀﾞｲﾅﾝｷﾞﾝﾎﾟ （依存）
ｷﾞﾝﾎﾟ亜目 （依存）
ﾒﾊﾞﾙ （依存）
ｱｲﾅﾒ （依存）
ｺﾓﾝﾌｸﾞ （定位・依存）

注：1.出現種は、出現した全ての種を記載した。

　　2.出現種の欄の（　）内の用語は、利用形態を示す。利用形態は以下のとおり。

　　　定位：構造物が出現したことによって蝟集した種　　　　　依存：構造物周辺を生息場としていた種

　　　回遊：構造物周辺を回遊していた種　　　　

出現種 脊椎動物

海底ケーブル工事
のため調査未実施

192 16 12

16 12
0 0 0

5

総出現種類数
14 5 5
0 0

平成
27年度

調査月日 平成27年6月17日 平成27年12月2日 平成28年2月4日

0

総出現個体数
(個体/目視)

192
14 5

2
0
2

1,210
0

1,210

53
0

53

平成
25年度

出現種 脊椎動物

215
0

215

6

総出現個体数
(個体/目視)

調査月日

0000
総出現種類数

平成25年8月23日

秋　　季 冬　　季

平成25年6月28日

15 10 2

平成25年11月14日 平成26年2月21日

項目＼　調査時期

6 15 10 2

春　　季 夏　　季

表Ⅲ.9.2-7 銚子沖における実証機・観測タワー基礎部周辺の蝟集魚類調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市沖でも同様に、構造物にフジツボ類やアオサ類が生息・生育しており、構造物直下

でマアジが四季にわたって確認され、また定着生のイシダイが確認される等、水産上有用な魚

類が蝟集していた。北九州市沖における魚類等調査結果を表Ⅲ.9.2-8 に示す。 
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夏季 秋季 冬季 春季

調査月日 平成25年8月19日 平成25年11月23日 平成26年2月25日 平成26年5月29日

出現種数
（種）

42 32 8 29

個体数
（個体）

5580 43603 31 1573

主な出現
魚種

マアジ
イサキ
アミメハギ
マダイ

マアジ コモンフグ
ヒガンフグ
マアジ

マアジ
ﾒﾊﾞﾙ属の一種
イシダイ

調査月日
平成27年8月19日・

28日
平成26年11月11

日・19日
平成27年1月14日・

21日
平成27年5月19日・

27日

出現種数
（種）

27～30 28～30 14～19 22～25

個体数
（個体）

12～1256 121～13203 3～10011 9～222

主な出現
魚種

マアジ
イサキ　等

マアジ
カマス科の一種
アイゴ
イシダイ
カワハギ　等

マアジ
コモンフグ
ホシササノハベラ
メバル属の一種　等

マアジ
キュウセン
メバル属の一種
ホンベラ
イシダイ　等

魚類等
遊泳動
物

項目＼調査時期

表Ⅲ.9.2-8 北九州市沖における実証機等脚部直下の魚類等調査結果 
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10 事業性評価 

本節では、洋上風力発電事業に係る評価として、キャッシュフローによる方法を概観すると

ともに、特に事業リスク要因とコスト低減策について取りまとめる。 

 

10.1 キャッシュフローによる事業性評価 

洋上風力発電事業を計画するにあたって、基本的にはその風力発電事業に係る初期投資、売

電収入、費用支出等の操業費用に係る現金の流れを示すキャッシュフロー計算書を作成し、そ

の経済性分析を行い、その風力発電事業が経済的に成立するか否かを検討することが必要であ

る。その際、種々のリスクについて十分に検討することが重要である。 

 

(1) 評価の方法 

キャッシュとは現金および現金同等物を言う。キャッシュフロー計算書とは事業のキャッ

シュの増減を事業期間で示したものであり、キャッシュフロー計算書により資金繰りを読み取

ることが可能である。 

長期間にわたる風力発電事業の場合、プロジェクトの採算性を検討する手法として DCF 法

（ディスカウントキャッシュフロー法）が用いられることが多い。これは、将来の収益予測値

に割引率を用いて現在価値に換算し、投資判断を行う手法である。 

DCF 法の主なものには IRR（Internal Rate of Return）と NPV（Net Present Value）があ

る。IRR は事業投資に対する収益が割合で示されるのに対して、NPV は事業価値を実額で示

す。事業採算性は、Equity IRR（投下資本内部収益率）もしくは NPV（現在価値）で評価する。

事業性評価の場合には、これら 2 つの指標を用いて事業へ投下できる資本力も考慮して決定し

ていく必要がある。IRR の評価は、事業者の採算性に対する考え方やその時点の経済状況によっ

ても変化するが、洋上風力発電事業の場合、FIT の価格は税引前の Project IRR10%を基に売電

価格（36 円/kWh：税抜き）が設定されており、この水準を目安に事業化の判定を行うこととな

る。 

 

(2) 事業性の検討 

 

1) キャッシュフロー策定に必要な入力データ 

キャッシュフローを作成する際の経済指標入力データとしては収入、総事業費、運転・保守

費用、資本金、借入金等を入力して計算を行う。 

 

① 収入 

キャッシュフロー策定に重要な入力データの一つに発電電力量があり、洋上風力発電事業

による収入は、発電電力の全量を売電することから得られる。 

Ⅲ.4.5 項に示したように、風況観測データと風車の性能を表すパワーカーブ（性能曲線）

を用いて理論年間発電電力量を求めるが、風力発電の事業化を詳細に検討するには、正味年

間発電電力量の推定が重要で、それを基に年間収入を推計する。 
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・理論年間発電電力量（kWh） 

 風況観測データ（1 時間値）および風車パワーカーブから 1 年間の発電電力量を算出

する。 

・正味の年間発電電力量（kWh） 

 正味の年間発電電力量＝理論年間発電電力量×利用可能率×出力補正係数により算出

する。 

『利用可能率』：風力発電設備に限らず機器には、初期故障期間、安定期間と終期故障

期間が存在する。特に、運転初期は建設地点の風況等に応じた制御パラメータの

適化等に時間を要する場合もあることから、これらの時間をメンテナンスロス

に加味して事業計画を立てることが望ましい。この場合は、風車メーカの利用可

能率保証値や実績を確認して、年間の利用可能率を設定する。ただし、風車メー

カの利用可能率保証値には、“点検時間”や‟電力会社からの解列要請”が含まれ

ていない場合が多いので、必要に応じて事業者側で再計算を行う必要がある。 

『出力補正係数』：ウエイクの影響、風速の経年変動、ハブ高の風速への換算誤差、風

向変動に伴うヨー制御、発電ロス等を考慮した発電電力量の低減割合（安全率）

を設定する（本ガイドブックⅢ.4.5 項を参照）。 

・年間収入（円/年） 

 正味年間発電電力量（kWh/年）×売電単価（円/kWh）により算出する。 

 

② 支出 

a. 総事業費用 

総事業費は、事業化までに必要な調査・基本設計費等の開発費と、実際に風力発電シス

テムを建設する建設費に大別することができ、これらに建設期間中の金利費用を合わせる。

表Ⅲ.10.1-1 に総事業費（含む、撤去費）に係る項目を示すが、同表に示している予備費は

リスク対応費とみなし得る費用であり、事業リスクを減らして予備費を削減することが事

業性の確保の点からも重要である。なお、同表には撤去費を載せているが、計画段階時に

撤去費も考慮して事業性の評価をする必要がある。 

表Ⅲ.10.1-1 に示した総事業費は初期投資と呼ばれるもので、洋上風力発電事業の開始時

に必要な費用であるが、その他、融資に係る費用（借り入れ金に対する金利や融資手数料）

が必要となる。風力発電プロジェクトを事業単位で考えた特別目的会社（SPC）では、一

般に総事業費は通常資本金と借入金で賄うこととなる。借入金は、事業の採算性により借

り入れ可能金額が決定されることになるが、一般的には総事業費の 7 割前後であり、借入

金で不足する金額は通常資本金として事業へ投下することとなる。 
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表Ⅲ.10.1-1 総事業費に係る項目の概略 

 
 

b. 運転・保守費用 

洋上風力発電施設の運転・保守に必要となる費用としては、風車本体・支持構造物の点

検費、電気設備関係の点検費、通信費、一般管理費、損害保険料等がある（表Ⅲ.10.1-2）。 

風力発電設備は、事業用電気工作物であり、保安規程に基づく点検が必要である。経済

産業省の告示（平成 15 年経済産業省告示第 249 号）により、月に 1 回以上の目視による

外観点検等異常のチェックが規定されている。また部位ごとの点検周期（半年～2 または 3

年）に応じて、外観点検等と併せて潤滑油の補給や消耗品の交換等の定期的な保守点検を

行う必要がある。しかし、洋上風力発電の場合特異な環境下にあるので、陸上風力発電と

異なり点検頻度は多くなるものと考えられる。 

発電規模が 2,000kW 未満の風力発電所では、電気保安協会等の指定法人へ保安業務を委

託し、管轄の経済産業局長の承認が得られれば、主任技術者を選任しなくてもよい（不選

任）ことが認められている。しかし洋上風力発電の場合、経済性の面から発電規模は

2,000kW を超える風力発電所となることから、電気主任技術者の選任の届け出が必要で、

その場合、洋上風力発電所の容量等により異なるが費用がかかる。 

内訳の項目

立地調査費 地理的条件(自然条件,社会条件)の調査費、周辺地域の既往風況データ収集費等

気象・海象調査費
風速・風向計設置費、海上風観測費、風況データ解析費(コンサルタント費）、
波浪調査費、海潮流調査費等

基本設計費 風車位置決定、機種選定に係る設計費用、環境影響評価費等

実施設計費 測量調査費、地質調査費、設備設計費、工事設計費等

風車設備費 風車本体費、輸送費(国内、国外)、据付費等

電気設備費 受変電設備費、送電線費(含,海底ケーブル)、系統保護設備費等

電気工事費 海底ケーブル敷設費等の電気工事全般に係る費用等

土木工事費 海底土木工事費、支持構造物工事費、陸上工事費等

計測記録設備費 計測設備費、記録設備費、監視設備費等

電力負担金工事費 系統連系対策費、専用線敷設費等

その他の設備費 海上交通安全設備費等

保険費 火災保険、工事組立保険費、賠償責任保険費等

一般管理費 登記費、通信費、交通費等

予備費 リスク対応費

撤
去

段
階

撤去費 設置20年後の撤去費

開
発
・
設
計
段
階

建
設
段
階

項　目
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表Ⅲ.10.1-2 運転・保守費用に係る項目の概略

 

 

  c. その他の費用 

 洋上風力発電事業に係る「その他の費用」として、固定資産税、事業税、法人税、借入金

に対する金利の支払い等の費用があげられる。 

 

2) キャッシュフローの試算例 

調達価格等算定委員会（2014）および資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部（2014）

による洋上風力発電の調達価格に係る検討オプションとして、「比較的安価な基礎構造で、期待

できる設備利用率も適度に高く（30%程度）、投資回収を相対的により確実に実現するケース」

が採用され、事業単価 56.5 万円/kW、運転・保守単価 2.25 万円/kW/年と設定された。これを

基に、洋上風力発電の調達価格は、税引前 Project IRR 約 10%を満たす額である 36 円/kWh（税

別）と算出された。なおこの調達価格は、2019 年度まで適用される。 

ここでは、上記のケースを踏まえ、事業性評価のための算出条件を整理し（表Ⅲ.10.1-3）、本

算出条件に基づくキャッシュフローの試算結果を表Ⅲ.10.1-4 に示す。 下段に示す「借入金残

高＋累積資金」の 初の 8 年間は赤字となっているが、9 年目より黒字に転じ、 終年度の 20

年目には約 330 億円の黒字となっている。また、税引前 Project IRR 約 10%を満たす売電価格

は 36 円/kWh（税別）と算出され、本計画は、事業性が認められると評価された。 

 

表Ⅲ.10.1-3  事業性評価のための算出条件 

 

内訳の項目

点検費 風車・支持構造物点検費、電気設備点検費(部品交換費を含む)

大規模点検費 大規模修繕費(直接費を含む)

通信費 オペレーション費

一般管理費 水域占有料、電気主任技術者雇用費、発電電力量等のデータ計測・記録費用等

保険費 火災保険、賠償責任保険費、利益保険等

予備費 リスク対応費

項　目

運
転
・
保
守
段
階

区分 項目 設定値 区分 項目 設定値

平均水深 13-26m 総事業費用(単価) 56.5万円/kW

平均離岸距離 2.0-5.5km 運転・保守費用(単価) 2.25万円/kW/年

地質 砂質 固定資産税率 1.40%

発電規模 60MW 事業税率 1.30%

風車の定格出力 2MW 法人税率 36.2%

設置基数 30基 インフレ率 1.0%

支持構造物 モノパイル 減価償却 10.87%

年間発電電力量 160,834MW 売電価格 36円/kWh

設備利用率 30.0% 事業期間 20年

事
業
コ

ス

ト

税
率

価
格
と

期

間

洋
上
風

力
発
電

所

設
置
海

域
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しかしながら、上記の設定条件では、保険費、予備費、撤去費の設定が不明であり、我が国

の港湾整備や特殊作業船等のインフラ設備の現状を鑑みると、事業性の評価にはある程度のリ

スクも存在するものと考えられる。したがって、売電価格が税引前 Project IRR 約 10%で 36 円

/kWh と試算されても、事業性が確保されるという保証はない。そのため、次項で取りまとめる

ように、事業性の確保には「事業リスクを回避し、コストを削減する」ことが重要である。 
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10.2 事業リスク要因とコスト低減 

洋上風力発電事業を成立させるためには、いかに事業リスク＊を回避し、コストの低減を図る

かにかかっていると言っても過言ではない。 

菊地・石原（2014）は、エンジニアリングモデルを用いた着床式洋上ウィンドファームの事

業性に関する評価結果から、港湾および建造船の整備とともに、風車の大型化、支持構造物の

適化、運転・保守費用の低減等のコスト削減が必要であることを指摘している（本ガイドブッ

クⅡ.3.3 項参照）。また、洋上風力発電のコスト低減に関して、イギリス政府（DECC：エネル

ギー・気候変動省）は「英国、再生可能エネルギーロードマップ」で、洋上風力発電の発電原価

（LCOE）を 2020 年までに 100￡/MWh（約 13 円/kWh；130 円/￡）に下げる必要があると

し、その対策として「技術革新の加速」と「サプライチェーンの構築」を掲げている（Carbon 

Trust,2008；The Crown Estate,2012 等）。 

以上のように、主としてハード面の技術開発と整備によるコスト低減が謳われているが、ド

イツでは洋上風力発電所建設に伴う不測事態の軽減によって 2023 年までに 大約 3%、また、

今後、建設が増え経験を積むことにより融資調達コストは 大約 10%の低減化が可能とし、そ

れによるコスト低減効果は風車、建設、O&M 等による技術開発効果よりも大きいとしている

（図Ⅲ.10.2-1）。つまり、洋上風力発電に係る事業リスクを回避することにより、コストの低減

が図られることを指摘している。 

 

 

図Ⅲ.10.2-1 洋上風力発電のコスト削減割合（Hoboham,et al.,2013） 

                                                                                                                                                            
＊ 事業リスク：リスクには危険、冒険、脅威等と訳語があるが、リスクマネジメントに代表されるよ

うに、ここでは事業化に伴う種々の危険度を表す。 
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(1) 事業リスク要因 

事業に係るリスクには、本ガイドブックⅢ.4.3 項に記している故障事故以外にも多くの要因

があり、資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部（2014）、Melgaard（2014）、SeaRoc

（2014）等により指摘されているように、事業を計画する際にはリスクに対する事前の検討・

評価が重要である。洋上風力発電プロジェクトにおける主要なリスクはプロジェクトの段階に

よって変わるが、継続的にリスク管理を行って、各リスクを定性的・定量的に評価し、緩和戦

略を構築・実施することは、起こり得る不測事態を考慮に入れた資源と予算の立案にも有用と

なる。 

以下、これまで本ガイドブックで記述した事項および上記の資料を基に、洋上風力発電の計

画から撤去・解体に至る各過程のリスク要因を抽出して取りまとめた。これらのリスク要因を

回避することにより、洋上風力発電の初期投資費用、運転・保守費用あるいは発電原価に係る

コストの低減につながる。 

 

1) 事業計画 

ヨーロッパにおいて、洋上風力発電のプロジェクトの開発から計画・合意形成までには多く

の労力を費やし、数年を要している。多くの計画された案件が初期開発段階で遅延あるいは完

全中止となったこともあり、プロジェクト開発の初期段階で も重要なことは「金融と技術的

な観点からの事業化可能性の検討のみならず、開発予定サイトの環境制約要因の評価も含め、

計画されたプロジェクトの実行性を理解する」こととされ、これがリスクを回避する要諦となっ

ている。 

 

リスク要因１：洋上風力発電の設置海域の定義 

・洋上風力発電の候補海域（サイト）が明確に定義付けられ、十分に理解されていないと、利

害関係者との関係のみならず 適設計ができないことにもつながり、コストにも潜在的な悪

影響を及ぼすことになる。しかし、技術要素と環境要素を考慮に入れた 適設計を行うため

には、候補海域に対する柔軟性も確保しておく必要がある。 

 

リスク要因２：離岸距離 

・系統連系点までの離岸距離により、技術的・経済的な視点からケーブル容量の検討が必要で

ある。一般的には、離岸距離約 10km までは 120kV、20km 超では 132kV/220kV で、132kV

以上のケーブルを必要とする洋上ウィンドファームの 小規模は 250-300MW となる。大規

模なケースでは、陸上までの送電連系を HVAC（高圧交流送電）、HVDC（高圧直流送電）の

いずれにするかの選択は、初期投資と洋上風力発電の事業期間を通じての送電ロスによる損

失費用との比較となるが、HVDC 技術は新しいもので、開発事業者はわずかながら高いリス

クを負うことになる。 
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リスク要因３：サイト選定と制約要因 

・事業計画段階における風況評価では、既往調査資料に基づく机上検討が行われる。サイト選

定の精度を上げるためには、計測データの出典と履歴、データの取得高度およびメッシュ・

地図の解像度等の情報を得て評価することが必要である。 

・水深、海底地盤の情報は、支持構造物の選定や経済面での検討に必要であるとともに、海上

風、波浪等の情報は建設や運転・保守（O&M）の計画あるいは経済検討に重要なものである。

結果として、気象海象の厳しいサイトでは O&M 費用の想定に慎重さが求められる。 

・英国では、環境面から Natural 2000 指定（例えば特別保護地域（SPA’s）と特別保全地域（SA 

C's））、各国指定（例えば科学上特別地域（SSSI）、国家指定科学地域、国家指定自然保護地

域）、地域指定（例えば地域自然保護区）等の海域では合意形成リスクがあるため、このよう

な生物保護等の指定海域の選定はできるだけ避けるべきである。 

・頻繁な航行がある水路、海域および係留地は、洋上風力発電サイトとしては“重要な”制約

要因となる。欧州では、風車設置位置と航行水路の間には 2km 程度の間隔をとることが推奨

されており、また、海運業者にとって風車を直線上に配置する計画が受け入れやすい。 

・建設基地港と洋上風力発電計画海域間の輸送時間は、初期投資額の検討に反映されるもので

あり、地元港湾は建設資材の保管場所、O&M 作業に不可欠なものであることから、早期の段

階で利用可能な港湾設備を地元雇用の面も含めて検討しておくことは有用である。 

・電波障害、例えばレーダーへの影響を軽減する対策費は、開発者が負うことになっている。

そのため多額の出費をもたらすとともに、合意形成にも時間を要することから、大きな制約

要因となっている。我が国においても洋上風力発電施設、特に回転するブレードが自衛隊等

のレーダー施設や漁業無線等の電波塔へ影響することが懸念されるサイトもあるため、事業

計画に際しては十分に調査を行って予測・評価する必要がある。 

・景観問題に対しては、ヨーロッパでは合意形成段階で公開協議と海景影響評価（LVSIAs）を

通じて多大な努力が払われているが、英国では比較的“軽微な”制約要因と見なされてきた。

しかし、 近の Marine Scotland による“Strategic Environmental Assessment（SEA） for 

Scottish Water”では、海岸線より 8km 以内の案件は LVSIAs レベルでは許容できないとなっ

ており、英国においても景観は重要な制約要因になるものと考えられている。 

・系統連系の受入能力は、全ての洋上風力発電計画案件の基本的事項であり、“重要な”制約要

件と見なされる。 

・海域利用者のうち、漁業者は欧州で強い政治的ロビー力を持っていることから、漁業者との

合意形成は計画段階での重要な部分を占める。特に、底曳網業者は海底ケーブルを含む洋上

風力発電設備と容易に妥協点を見いだすことは難しく、現行の商業漁業活動と合意形成がで

きない場合には、それまで要した時間と費用は大きな負担となる。 
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リスク要因４：基本設計とエンジニアリング 

・英国では、一般に環境影響評価調査と並行してサイトの地質特性評価も行われる。地質調査

は、サイト全般にわたる土壌や堆積物に関する地質モデルを作成するために行われるもので、

支持構造物の基本設計、施工方法あるいは環境影響評価等の検討にも活用される。地質・地

盤調査結果から当該サイトでは想定外の土壌条件のために経済性の成り立たない事業評価と

なった場合、並行して進めている環境影響評価に係る費用と時間を費やすリスクにつながる

ため、調査は早目に行うことが重要である。 

 

2) ファイナンス 

洋上風力発電の事業資金にはいくつかの選択肢があるが、資金を確保する上での主な課題は、

産業自体リスクが高く費用が嵩むと見られている点である。解決策は包含するリスクをいかに

軽減するのかを理解して、プロジェクトをファイナンス面で魅力的な機会にすることである。

プロジェクトの高い品質を維持しつつ、技術リスクを 小化して、プロジェクトの目指すゴー

ル（例えば、Bankable（銀行で資金を調達できること）な要求基準を満たす）に到達すること

が賢明である。 

 

リスク要因１：ファイナンスの仕組み 

・ヨーロッパでは、小規模な洋上風力発電施設の場合、これまで一部政府の資金支援を得て、

開発事業者/発電事業者が自社のバランスシートをベースに出資あるいは借入することで案

件の資金手当てをしてきた。本手法によるメリットは、低コストである、事業主が全ての権

限を持つことができる、意思決定が早い等であるが、反面、デメリットとして全てのリスク

を背負うことがあげられる。しかしながら、施設の大規模化に伴いプロジェクトの所要資金

が多くなってきたことで、発電事業者はプロジェクトファイナンスとして、他の事業者と法

人格を持たない合弁会社（プロジェクトを遂行する PFI 事業会社）を設立して出資を募る、

あるいは第三者の出資を受ける形で他の資金源を求める傾向にある。このリスクとして借入

コストや手数料等でコスト増となることがある。なお、資金調達の際の担保は、コーポレー

トファイナンスとは異なり、事業から発生する収益と事業の持つ資産のみが対象となり、親

会社への債務保証を求めない。このことを「ノン・リコース（不遡及）ファイナンス」とい

う。プロジェクトファイナンスとコーポレートファイナンスの比較を表Ⅲ.10.2-1 に示す。 
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表Ⅲ.10.2-1 プロジェクトファイナンスとコーポレートファイナンスの比較 

（環境省,2014 より作成） 

 
 

リスク要因２：リスク構造 

・全ての出資者は、プロジェクトの信頼性を向上させるために、投資意欲、プロジェクトのリ

スクおよびリスク軽減方法について検討する。関連するリスクはプロジェクトの段階により

異なるが、常にプロジェクトを脅かす主な商業リスクとして、電力買取り料金、制度上のリ

スク、為替変動、金利変動、不可抗力事象等があり、これらに関して明確に対応する必要が

ある。 

・風力発電事業には、様々なリスクが存在する。環境省（2016）で示している風力発電事業の

主なリスクを以下に示す。これらのリスクは、陸上の風力発電事業を念頭に置いているが、

洋上風力発電事業にも当てはまる。 

a. 完工リスク：完工遅延、コストオーバーラン 

b. 発電量リスク：想定外の事象による発電量の減少、楽観的な発電量予測 

c. 天候・自然災害等による事故・故障リスク：落雷や台風・乱流の発生、事故による設  

 備の損壊 

d. 性能リスク：故障による出力の低下、機器等トラブルによる売電量の減少 

e. メーカ倒産・事業撤退リスク：倒産によるメンテナンス対応の困難化 

f. 操業リスク：運転業務の瑕疵に伴う売電量の低下・停止、事業会社の経営能力不足 

g. 制度リスク：出力抑制の実施 

上記の中で特にキャッシュフローに影響を与えるのは、b.発電量リスク、c.天候・自然災害

等による事故・故障リスク、d.性能リスクとしている。リスクへの対応は当然必要なもの

項目 プロジェクトファイナンス  コーポレートファイナンス
借入人 プロジェクト会社 企業（複数事業を手がける場

合が多い）
資金使途 特定の事業に限定

※プロジェクトファイナンスに
おいては他業を行うことは禁止
される

運転資金等の名目で厳格に特
定されないケースがほとんど

返済原資 当該事業が産み出すキャッシュ
フロー

企業収益全体（特定部門、特
定事業の収益に限定されてい
ない）

返済遡及 スポンサーに対してリミテッド
リコース（限定遡及）またはノ
ンリコース（不遡及）

スポンサーを保証人として、
フルリコース（全面遡及）

担保 プロジェクト会社の保有する資
産、プロジェクト会社の所有す
る諸契約上の権利への担保設定
等

スポンサーの保証
スポンサーの一般財産を担保
として徴求

プロジェクト・
リスクの負担

プロジェクト関係者間にてリス
クを分担
リスクの排出とそのリスクの分
配。その結果を徹底的に文書化
（ドキュメンテーション）

スポンサーが単独負担
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の、リスクを過度に評価してしまうと事業費が膨大となってしまう。どのような対応策を取

ればリスクが受容できるものになるのか、他の事例を基に慎重に検討することが必要であ

る。 

・デューディリジェンスとは、投資対象となる資産の価値・収益力・リスクなどを様々な観点

から詳細に調査・分析することである。デューディリジェンスは、投資家、融資者、その他

の関係者に対してウィンドファームプロジェクトの成立性を実証するためのプロジェクト管

理を含んでいる（Twidellら,2011）。風力発電に限らず大規模なプロジェクトにおいては、

投資家や金融機関が第三者にデューディリジェンス調査を求めるのが一般的である。その第

三者は、プロジェクトにおける様々なリスクを評価し、投資家や金融機関はその情報に基づ

いて、リスクが融資可能な範囲内であるかどうかを判断する。 

 

リスク要因３：保険 

・ヨーロッパの洋上風力発電市場において、80%以上の保険求償はファーム内インターアレー

あるいは送電のケーブルに起因するもので、 近、保険会社はケーブル敷設、接続、保護設

計ならびに工事に関する契約関係の調査に、より多くの時間を費やしている。事業者の積極

的な保険戦略（多様な保険制度の加入）は、コストとリスクの削減に貢献するが、高額な保

険費用が発生することを念頭に置いておく必要がある。なお保険制度に加入する場合には、

保険証書の内容に注意すべきである。以下に典型的な保険証券の例を示す。 

    a.CAR（建設総合リスク） b.第三者責任 c.操業開始遅延 

    d.財物損害補償  e.部分的操業と事業中断 f.運転（操業） 

・欧州の洋上風力発電事業では、建設作業期間、商業稼働期間ともに風力発電設備全体をパッ

ケージで保険手配する方法が一般的である。建設作業期間の保険を Wind CAR Policy、商業

稼働期間の保険を Wind OP Policy と言う。それらの概要を表Ⅲ.10.2-2 に示す。今後日本で

も、この方法が準用されていくと考えられる。 

 

表Ⅲ.10.2-2 欧州の洋上風車保険の内容（足立,2014 より作成）

 

 

・マリンワランティサーベイとは、海上作業が規定されたリスク水準範囲内で実施されること

を確実にするために行う、独立した検証と調査作業である（内田,2015）。建設・設置工事期

間は洋上風力発電設備にとって もリスクが高い期間であるため、欧米では、その期間中の

アセットに対する保険の保証条項として、事業者によるマリンワランティサーベイの起用が

保険の略称 補償の概要 保険の略称 補償の概要

Construction All
Risks（CAR）

風力発電設備全体の建設工事に
関わる財物損害を補償

Property Damage
（PD）

変電設備や送電ケーブルなども
含み、風力発電設備全体の財物
をオールリスクで補償（一部不
担保危険あり）

Third Party
Liability（TPL）

風力発電設備全体の建設工事に
関わる第三者賠償責任を補償

Third Party
Liability（TPL）

風力発電設備の商業運転に起因
する法律上の賠償責任を補償

Delay in Start
Up（DSU）

CARの担保保険に起因した、建
設工事の作業遅延により喪失し
た商業稼働時の利益を補償

Business
Interruption
（BI）

PDの担保保険に起因した、風力
発電設備の稼働不能により喪失
した利益を補償

Wind CAR Policy（建設工事段階） Wind OP Policy（商業発電運転段階）
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定着している。保険会社は事業者がマリンワランティサーベイを起用することを条件に、保

険を付与する。サーベイヤーは第三者の立場から、施工状況が保険会社の要求を満たす技術

規格に適合しているかを確認する。日本でも、マリンワランティサーベイの実施を保険の引

き受け条件にする保険会社が出てきている。 

 

リスク要因４：商業的見通し 

・事業予算は、経験と知識に基づいた、十分な臨時出費を含む現実的かつ堅固なものが要求さ

れる。また、商業的見通しはプロジェクトの成功に不可欠である。そのためには以下に掲げ

る各種の技術的、商業的側面について、継続して見直し確認し、商業的リスクを 小化する

ことが重要である。 

    a.風況モデリング  b.初期投資の見積り  c.プロジェクト費用内容（特に運転費用） 

    d.収入見通し  e.事前収益性分析 

 

3) プロジェクトの体制 

洋上風力発電ファームのように規模が大きく複雑なプロジェクトにおける財務的な成功は、

多くの場合、効果的かつ効率的な組織づくりにかかっている。ヨーロッパから学ぶべき教訓の

ひとつは、無駄な努力を避け、プロジェクトを整然と進める必要があるということである。プ

ロジェクトの初期段階で行う決断が、プロジェクトライフサイクルを通して影響する場合があ

り、プロジェクトの初期からの質の高い組織は、リスクや潜在的な損失を著しく軽減すること

ができる。 

 

リスク要因１：プロジェクト管理 

・プロジェクト管理は、通常、法的に責務があり、かつ説明責任のあるプロジェクト取締役会

が担うことになる。プロジェクト管理の目的は、戦略、プロセス、管理計画に裏付けられた

論理的、健全かつ繰り返し性のある管理決定プロセスを実現することであり、確固たる基本

方針が定められていなければ事業の成就は期待できない。そのためには、「プロジェクト憲章」

の中で、プロジェクトのゴール、キーバリューとなる動機、主な利害関係者の期待、法律や

規制に対する準拠性について詳述し、プロジェクトの実現に必要な予算や物資を明確にする

必要がある。プロジェクトの責任者はプロジェクトの基本的管理文書である「プロジェクト

憲章」に基づく詳細なプロジェクト管理（実行）計画を作成し、説明する責任を負う。 

 

リスク要因２：プロジェクト管理計画 

・プロジェクト管理計画は、プロジェクトの開発ならびに実施における基本的管理文書となる

もので、適宜検討と更新を加え、プロジェクトにおける全ての変更点を反映させなければな

らない。プロジェクトの組織構成に則った分野別担当者の役割と報告系統を明確に規定し、

全員がプロジェクトにおけるそれぞれの特定の役割と工程について理解できるようにしなけ

ればならない。 
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リスク要因３：リスク管理 

・進行中のプロジェクトに対するリスク管理として、次に示すプロセスに則して実践すること

によりリスクを低減する。 

a. プロジェクトの全期間にわたるリスクの特定 

b. プロジェクトの見込みや影響の観点から定性的、定量的なリスクの評価の提供 

c. 実況文書と定期的に更新されるリスク記録の展開 

d. プロジェクトに対するリスクの優先順位付け 

e. リスクに対処するための階層別プロセスの取り決め、および的確なリスク対応計画の準備

と行動 

f. リスク管理の担当職務および説明責任の明確化ならびに担当者への割り当て 

 

4) 関係者の同意 

 事業に対する関係者の同意を得る作業は、事業の建設段階に向けての不確定要素がある中で、

前もって資本投資をしなければならないことから、財務上の高いリスクを伴い、かつ時間のか

かる過程である。利害関係者からの同意の遅れを防ぎつつ、初期の支出を 適化するためには、

事業のプロセスや関係法令を掌握することが必要不可欠である。 

 

リスク要因１：同意取得過程におけるエンジニアリングの役割と理解 

・英国内では、洋上ウィンドファームの事業計画書には、 終計画に対して何通りかの異なる

設計に関する検討結果が記載されている。基本設計調査では、建設に対してプロジェクトを

定義することを必要とし、これらの作業には費用と時間がかかる。このため、 近の英国に

おける事業者の提案書では、事業の同意が得られるまで基本設計の実施を待つことを選択し

ている。そのようにすることで、これらの調査を実施する前の支出リスクを減少させている。 

 

リスク要因２：同意取得のための管理プロセス 

・基本設計の結果が反映されていない事業計画の場合、風車の定格出力や基数、基礎形式等に

関して複数案の環境影響評価報告書を取りまとめることとなる。許認可機関や利害関係者の

意見を取り入れた環境影響評価や追加調査報告書（Habitats Regulation Assessment）の変

更は、同意取得の遅延をもたらす（同意事項として、しばしば鳥類の衝突確率の低下が期待

できる大型風車の計画が推奨される）。そのため、コスト低減の観点から風車の定格出力や基

数、基礎形式等が設定された上で環境影響評価を行うことが重要である。 

 

リスク要因３：利害関係者への対応 

・早い時点における正確な情報を中心的な利害関係者に伝えることは、事業決定を長引かせな

いために必要不可欠で、環境影響評価における も重要な手段である。利害関係者との協議

においては、環境影響評価の項目や手法（調査地点、調査時期等）の選定にあたり、利害関

係者が関与する も重要な問題に焦点を絞ることである。 

・NEDO（2015）では、調査対象海域の資料調査解析、国内における事例調査および海外に

おける事例調査の結果を元に、漁業者や地域のステークホルダーとの合意形成の課題を整理
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し、合意形成メニューを作成している。その合意形成メニューを表Ⅲ.10.2-3に記す。 

 

表Ⅲ.10.2-3 合意形成メニュー（NEDO,2015 より作成） 

 

 

・漁業者との交渉は、長期にわたるスケジュールとコストに対するリスクがあることから、有

能な人材の配置が要求され、英国では通常、元漁業者がその任を担っている。それは、漁業

や漁業者に関することに熟知し理解していることや、事業者からの情報を明確に伝えること

ができるからである。 

・NEDO（2013）では、海洋再生可能エネルギーの導入にあたっては漁業との協調が不可欠で

あるとし、洋上風力発電の漁業協調方策の具体的なメニューを 5 つ挙げている。その概要を

以下で紹介する。 

 

a. 風車基礎部の人工魚礁化利用 

ｱ.資源保護育成目的 

ウィンドファーム内を漁業制限区域（水産資源保護水面あるいは禁漁区）として設定す

る。この場合、ウィンドファーム内において漁業はできないが、区域内を水産資源の増

殖海域と位置づけ、人工魚礁等の設置により効果の向上を図る。 

ｲ.周辺での漁業操業目的 

風車の支柱や基礎部に集魚効果のある部材を取り付ける他、周辺部に人工魚礁等を配置

することにより、水産資源の増殖や漁獲量の増加を図る。 

b. 海洋データの収集・提供 

海洋エネルギー発電プラントに、水温、塩分、流向、流速等の計測センサー類を設置して

環境影響モニタリングし、イリジウム通信などによりデータを発信する。データはリアル

タイムでインターネットに公開する。これらのリアルタイムデータを漁業者に漁場形成に

関する情報として活用してもらう。これにより、漁業操業の効率化そして燃料節約・省エ

ネに寄与できると考えられる。 

 

目的 合意形成メニュー

合意形成の場の設置 海域別にみた協議会
法律、条例及びルールの整備

漁業者の事業への参画・提携・支
援等

洋上風力発電所の環境アセスメント調査、事後調査
（モニタリング）等への漁業関係者の作業支援、洋
上風力発電所の保守・点検作業（メンテナンス）へ
の漁業関係者の作業支援、共同事業化
洋上風力発電による魚類の蝟集効果
水産資源モニタリングの重要性
環境アセスメント

漁業施設としての洋上風力発電施
設の利活用

自給型養殖、沖合養殖及び浮き魚礁、地産地消

観光資源 観光資源 観光資源、港湾クルージング、次世代エ
ネルギーパーク等におけるサイエンスツアー、遊漁
業

経済効果 経済効果
情報提供・情報共有 情報提供・情報共有

水産資源の保護並びに海洋環境へ
の影響評価
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c. 観光・レクリエーション利用 

ｱ.海釣り公園の併設 

遊漁を行う海域として風車群の設置海域を利用する。また、同海域の一角に洋上デッキ

を併設して海釣り公園を整備することも考えられる。さらに、同海域における風車群の

風景を含めた海洋景観を楽しむ遊覧船や沿岸部に設置した展望台等により観光・レクリ

エーション利用を行う。 

ｲ.ダイビングスポットとしての活用 

風車群の設置海域をダイビングスポットとして、基礎構造物や人工魚礁群、その周辺の

魚介藻類などの海中景観を楽しむ場として利用する。 

d. 電力供給利用 

地域で活動する漁協が、風力発電により、地域の資源である「風エネルギー」を自らの施

設のエネルギーとして活用する「新エネルギーの地産地消」の取り組みである。 

e. 洋上発電関連事業への参画 

ｱ.洋上発電施設の建設・保守点検における漁船利用 

洋上風車建設工事時の警戒船や、運転時の保守点検作業における洋上風車への連絡に漁

船を活用する。また、保守点検作業の一部を漁協に委託するなどして、漁船、漁業組合

員を活用する。 

ｲ.洋上発電事業への出資・参画 

洋上発電等における事業に対して、漁業協同組合や漁業協同組合連合会が参画・出資

し、その割合に応じた事業を担うとともに配当等を受け取る。漁業協同組合が漁業以外

の事業で利益を得ることについては、特段の問題はない。 

 

・銚子沖実証研究では、実際に漁業を行っている組合員にヒアリングを行うとともに、漁船に

同乗して共同調査を行った上で、洋上風力発電施設の設置位置を確定させた。また、環境へ

の影響や漁業との共生方策についての評価を行う第三者委員会を立ち上げた。当委員会には、

銚子漁協がオブザーバーとして参加している。 

・北九州市沖では、実証研究の実施にあたり、事業者である電源開発と漁協関係者が協議を重

ね、洋上風力発電施設の設置位置を決定した。また、洋上風力発電施設のメンテナンスの実

施に際し、漁協関連団体が所有する船舶を傭船する等、漁業者との協調を図っている。 

 

リスク要因４：異なる管轄部署への申請 

・洋上風力発電施設は、洋上風車に代表される洋上施設と変電所のある陸上施設からなってい

る。そのため、洋上と陸上を監督する複数の機関の許認可を得る必要があり（英国では、洋

上では管理者の助言のもとで直接大臣、陸上では大臣の代理としての地方計画局）、手続きの

複雑さに加え、許認可の可否判断の相違や遅延リスクがある。 

 

5) 風力資源 

洋上風力発電事業における収益リスクの原則は、風力資源を計画段階や建設段階の全てのス

テージで考慮することである。事業化は、当該サイトにおいて期待されるエネルギー生産量に
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大きく依存するため、風力エネルギーの予測を正確で厳格にするばかりでなく、当該サイトか

ら 大限のエネルギーを取得することも考慮すべきである。これに対するキーポイントは予測

の不確定さを 小にすることで、大きな不確定さをもった予測は、サイトにおける事業が運転

段階に至ったときに計画発電電力量に合致しないリスクをもたらす。また、ウィンドファーム

のエネルギー源の鉄則は、風力エネルギー取得量を 大とし、ロスを 小とするようなサイト

内の風車の配置計画を考慮すべきことである。これは、また風車の疲労荷重を軽減させ、寿命

を延ばすことにつながる。 

なお、洋上風力発電施設計画海域のオンサイトで実測された気象・海象データがない場合の

事業に係るリスクについて、Ummels et al.（2011）等を参考に、中尾（2014）が事業の流れに

沿ってリスク要因を整理しているので参照されたい。 

 

リスク要因１：風況観測 

・洋上風力発電サイトの風況観測地点は、多くの風車位置を代表することができるよう注意深

く選定されるべきである。 

・風況観測の 高高度は、風車のハブ高さに合わせることが望ましいが、 低でもハブ高さの

2/3 の高度が必要である。また、マストの横断面の形状に起因する風速観測時の気流の歪みを

小にするように、各観測高度において少なくとも 3 箇所のブームが必要である。 

・風力資源の評価のために風向、風速、大気安定度（ウエイクロスに影響）に関するデータを

取得すべきである。 

・財務上の評価には 低でも 1-2 年間のデータを収集すべきで、データの取得率も高くすべき

である。 

・洋上における風況観測タワーには相当の投資が必要となることから、浮体式の風況観測装置

（LiDAR 等）の利用も考えられる。これは風車の計画配置内において異なる地点でのデータ

を収集することができ、風力資源の平面的な変化の検証を可能にするとともに、ハブ高さを

含むより高い高度の観測が可能である。ただし、ブイの動揺を補正する動揺補正アルゴリズ

ムが必要で、現時点ではファイナンスレベルのデータの精度は検証されていないが、今後の

有力な洋上風況観測システムである。 

 

リスク要因２：長期間の参照データ 

・一般的なウィンドファームの寿命は 20-25 年であり、サイトでは風速や風向分布に年変動が

見られる。この風力資源の年変動が 終的なエネルギー取得量の予測における不確実性の原

因となっている。平年的な風力資源量を算出するには、短期間のサイトの風況観測データを

長期間の代表とするデータに修正し、風速予測の不確定さを減少させる必要がある。 

 

リスク要因３：風車の配置 

・サイト内のウエイクの影響を抑止するためには、風車の配置設計の段階で、以下に示す要因

について考慮されるべきである。 

 a.風車間隔（ 低でもロータ直径の 6 倍の離隔距離） 

 b.配置の形状 
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リスク要因４：風車の選定 

・新しい技術には品質と信頼性のリスクが付き物である。このため、技術的リスクを低減し、

開発サイトの風況条件と事業目的に適った 適な風車を選定することが重要である。ただし、

事業開発段階の早い時点で風車の 終モデルを決定することは相応しくなく、開発期間を通

して複数の風車候補を検討すべきで、風車メーカにもプロジェクトに参入してもらってアド

バイスを受けることが必要である。 

 

6) 建設段階 

プロジェクトの設計段階および建設段階は、技術的に もチャレンジングな段階であり、そ

のプロセスのほとんど全ての過程において求められる決定・決断は、現場の要員の健康と安全

あるいは工事の工程に影響を及ぼす可能性がある。建設段階の機器の費用および人件費は相当

の額に及び、ほんの少しの工期の遅れが極めて大きな金銭的損失につながる可能性がある。そ

のため、ヨーロッパのデベロッパーやコントラクターは、過去の経験から、現場作業の遅れの

リスクを 小限にするテクニックを開発してきた。 

 

リスク要因１：組織と管理業務 

・プロジェクトには、引き渡しの段階に至るまで、明確な役割と責任が与えられた経験豊かな

人材からなる組織を維持することが欠かせない。組織は、個別の作業パッケージごとに責任

を持つマネージャーと、傘下の個々の分野に配置された経験豊かなエンジニアによって構成

される。 

 

リスク要因２：エンジニアリング 

・プロジェクトの全ての段階を通じ、エンジニアリングデザイン（詳細設計）を行い、設定さ

れた条件の範囲内で、健康・安全、予算、プログラム、運転上の要件および品質に対して、望

ましいプロジェクトを形成することが大切である。それには工程に沿って危険要因を特定し、

危険軽減措置（設計変更等）を講じてリスクを軽減できるようにしなければならない。 

・工事段階では、発見された危険要因の監視および是正が行われるが、それにはエンジニアリ

ングマネジメントを補完するツールとして、インターフェースマトリックスの作成（部門間

の境界と相互理解の明確化）とリスクの登録を行う必要がある。 

 

リスク要因３：工程管理 

・建設スケジュールは、現実的であると同時に、請負業者間の遅れを防ぐために明確に調整、

配列されていることが重要である。全ての活動をカバーし、操業開始が遅れないように注意

深くモニターする必要がある。 

 

リスク要因４：工事 

・ヨーロッパでは、洋上ウィンドファームの建設と運転には Marine License（マリンライセン

ス）と呼ばれる認可が必要で、それにはライセンス要件を順守するために工事前、工事中お



- 335 - 

よび工事後の環境モニタリングについても規定されている。また、同意条件として工事前の

モニタリング調査の実施とともに、施工計画書、船舶管理計画、海洋汚染対策計画および航

行安全計画について、認可機関およびその関係者に申請し、認可を受ける必要がある。した

がって、このような条件を満たすために必要な費用と時間を考慮しておく必要がある。 

 

 リスク要因５：基礎とトランジションピース 

・風車の基礎工事には、リスクと不確実性が付きまとう。それらは、海底条件、気象・海象条

件、海上での重量物運搬、高所作業や局所作業等に伴うものであり、それに加えてアクセス、

補整作業あるいは据付後の構成部品の交換等によるコスト増もありうる。そのため、基礎の

終設計では、設計段階で行われた地質調査結果を踏まえて、プロジェクトの要件に適応し

た設計を行う必要があり、基礎設計とサイトの自然条件を照らして輸送・据付の戦略を立て

ることが重要である。 

 

リスク要因６：風車とタワー 

・風車とタワーの据付作業は、通常、SEP 船を利用して行われる。風車とタワーの据付方法（一

体型、分割型）は、風車/タワーの重量、SEP 船の能力、サイトの自然条件（風況、波浪、海

潮流）、工事用の港湾状況等を勘案するとともに、安全面・経済面の観点から 適な方法を検

討する。 

 日本の太平洋側では、“うねり”が卓越し、海上作業の稼働率が低いため、コスト削減に密接

な関係を有する SEP 船等の作業計画は、綿密に立てることが重要である。 

 

リスク要因７：海底ケーブルの敷設と埋設 

・送電用とアレイケーブルに関するサイズと設計は、電気系統全般の設計とウィンドファーム

の構成・配置により決まる。更なる設計条件として、送電ルート、土質、埋設深度、補足的保

護措置等が与えられれば、海底ケーブルの製作者が必要とするケーブルの諸要素を特定する

ことができる。なお、英国の大規模な沖合の洋上ウィンドファームの開発では、HVAC（高圧

交流送電）と HVDC（高圧直流送電）を比較検討し、コスト削減とリスクヘッジの両面から

送電方法を選ぶ傾向にある。 

・地質調査は、ケーブルルートの 終案を決定する上で不可決な調査で、これにより個々のケ 

ーブルの長さ、 適敷設方法、ケーブル保護の必要性等が確定される。 

我が国では欧州に比べて、海底土質に係る調査実績が少なく、ボーリング等の計測機器や専

用船舶が不十分である。実際、北九州市沖洋上風力発電実証研究施設では当初考えられてい

た候補海域の海底土質条件が悪く、候補海域を変更する結果となった。このように海底土質

に関するリスクが大きいので、コスト低減の観点からも注視する必要がある。 

・海底ケーブルの敷設は、正しい手順で行われることが重要である。英国で海底ケーブルのキ

ンクが起こった事故では、ケーブルハンドリングチームとバックデッキチームのコミュニ

ケーション不足が理由にあげられた。対策としてオペレータに十分な訓練を受けさせて手順

に精通させること、デッキに監督者を配置することがあげられている。 
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・海底ケーブルルートの一部が埋設されていない箇所は、埋設に代わる代替技術（マットレシ

ング、岩石投下、ウォータジェット法、あるいはそれらの組み合わせ）でケーブルを保護す

る必要がある。 

・アレイケーブル末端部を風車基礎に接続するには、ケーブルを支え、保護するためのケーブ

ル保護システム（CPS）を特定し、それを受け入れられるような基礎設計を構築する必要が

ある。従来使用されてきたシステムは、ケーブルに設置されたケーブル保護システムと J

チューブエンドのベルマウスが合うように設計されたラッチ機構を備えている。この機構は、

保護システムを固定し、海底と基礎間にあるケーブルを支え、保護する役割を果たしている。

ケーブルはこの機構を通して、スイッチギアでケーブルを停止できる長さまで引き上げるが、

英国ではアレイケーブルが「ねじれ」のために途中で詰まった事故が起こっている。対策と

して、引っ張り添え柵の再設計（CPS システムの隙間を拡大）と手順変更により、引き上げ

作業中の絡まりを 小限に抑えることが可能になった。 

銚子沖洋上風力発電実証研究施設では、台風による波浪の影響で基礎部の海底ケーブルの可

とう防護管接続用鋼材の羽根部分が動いて、接地線防護管（PVC 管）に接触・損傷し、絶え

間ない波浪により接地線防護管の損傷が拡大・破断に至る事故があった。このように、我が

国のように厳しい自然条件下にあっては可とう防護管ではなく、固定式防護管を使用するこ

とや、接地線のチタンベルトの固定には電食防止措置を施すとともに、基礎との間に隙間が

ないようにする等の対策が必要である。また、北九州市沖洋上風力発電実証研究施設では、

遊漁船のアンカーの引っかけと推定されているが、海底ケーブルの変位と防食層の損傷事故

があり、対策として鋳鉄防護管の取り付けが行われた。このように海底ケーブルに関する自

然的あるいは人為的な要因による事故が多いので、設計波高等の予測技術に係る課題や漁業

者等の動向も踏まえ、施工方法や管理には特に留意する必要がある。 

 

7) 調達戦略 

調達に係わる戦略は、事業者のリスクに対する関心度、財政投資および現行のサプライチェー

ンといった主要ファクターに左右される傾向がある。曖昧な範囲と成果物は、遅れとコスト増

加につながる恐れがある。 

 

リスク要因１：調達戦略と契約 

・明確な調達戦略には、コスト、品質、プログラム、HSE（健康・安全・環境）等に関して、

プロジェクトにとって 善の選択を可能にする競争調達プロセスが含まれていなければなら

ない。 

・調達戦略は、請負業者が合意済みの作業範囲をスケジュール通りに達成できること、また、

契約が、約定損害賠償、不可抗力、連続不良（シリアルディフェクト）、瑕疵担保期間、保証

/担保等をカバーしていることを確実にするものでなければならない。 

 

リスク要因２：サプライチェーン 

・適切なサプライヤーの選択は、プロジェクトのサポートに不可欠である。このため、経験豊

かで、高い評価を受け、豊かな資源を持ち、信用できるサプライヤーを選択することが重要
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である。一方で、サプライヤーや請負業者は、コンポーネント/設備/船舶等がそれぞれに求め

られているタスクに適したものであることを保証できなければならない。 

・ヨーロッパでは、プロジェクトの調達に影響し、 終的にプロジェクトのスケジュールにも

影響を及ぼす主要なコンポーネントは、船舶、発電機、海底ケーブル、変圧器と考えられて

いる。サプライチェーンの生産能力と主要アイテムの供給に伴うリスクを理解するためにも、

サプライチェーンとの関わりに優先順位をつけておくことが不可欠となる。 

 

8) 運転・保守 

ヨーロッパで 初の商業的洋上風力発電所が就役したのは、僅か 10 年前である。そのため、

運転・保守（O&M：Operation & Maintenance）段階のコストとリスクは未だ解明途上にある。

公表されている調査結果によると、O&M の推定生涯コストはプロジェクトの全投資額の 25-

40％を占める。このため、O&M は、コスト削減機会を特定し、電力販売による収入を確保する

上で重要な段階である。 

 

リスク要因１：稼働率の向上 

・強力で有効な O&M 理念は発電量に影響を及ぼすリスクを特定すると同時に、以下のものを

含む生産ベースの稼働率の 大化に向けた目標を特定するものでなければならない。そして、

これらの主要分野に影響を及ぼすためには、オーナーの役割、契約戦略、O&M 物流、予備部

品戦略に対する入念な考慮が必要となる。 

a. 年間で風速が も低い日に、予定されている保守活動を実施する。 

b. 年間の風車停止基数の 小化を目的とした、先を見越した保守作業を計画する。 

c. ダウンタイムにつながる故障タービンの早期修理を徹底する。 

d. 故障を予防し、発生前に故障を予測するシステム（CMS 等）を提供する保守戦略を整備

する。 

 

リスク要因２：リスク管理 

・O&M に対する理念は、風車のライフサイクルを通して発生する、様々な問題を適切に管理す

る考えに基づいていなければならない。ライフサイクル全体にわたるリスクを理解し、管理

することは、不均衡リスクや取引機能とのインターフェース等の商業問題を確実に管理し、

適切な保険保障を確保するための明確な戦略を構築する上で重要である。また、O&M 理念

は安全衛生リスク、高い安全衛生管理基準の重要性、サイトパフォーマンスの 大化にも貢

献する従業員と請負人に対する注意義務を明確にするものでなければならない。 
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リスク要因３：O&M 戦略 

・O&M 戦略は、O&M 理念を費用的に効率良く実施する方法を特定し、以下の a.-e.を含むも

のでなければならない。故障が起きた場合には、故障の原因を調査し、再発防止に向けて再

設計あるいは改良する価値があるか否かを決定することも重要である。現在、このようなア

プローチは、主にタービンサプライヤー主導で行われているが、故障原因の理解を早めるオー

ナー主導の解析（RCA：Root Cause Analysis）の例も出現し始めている。この場合、オーナー

が OEM サービス/保証契約によって RCA へのアクセス権を与えられていること、また、オー

ナーが自社で工学的調査を行うか、あるいは OEM 主導の工学的調査、部品の取り外し、徹

底的調査等に立会人を送る権利を保持していることが重要となる。 

a. 全般的なメンテナンス戦略 

b. 船舶とアクセス戦略 

c. 効果的な物流の実施  

d. 主要コンポーネントの管理 

e. 送電システムの管理 

 

リスク要因４：船舶とアクセス戦略 

・事業者が船舶を保有あるいは傭船することによって、コスト削減と管理向上を実現できる可

能性が生まれる。風力発電所への良好なアクセスの確保は、修理時間の短縮と気象関連のコ

スト削減にとって不可欠である。適切なアクセスを確保しつつコストを 適化できる船舶仕

様を選択するために、波や気象データを利用することも重要である。考慮すべきその他の要

素は、 寄りの適切な港までの距離、潮流の方向・流速・範囲、サイトの深さ、 多風向等で

ある。また、洋上風力発電施設にはアクセス性を高めるために梯子を 2 基設置し、風車上の

船舶アクセスフェンダーについても付着生物が付着していない清潔な状態を維持し、梯子の

使用中に高所からの落下を防ぐための落下防止システムを備えていなければならない。 

・適切なアクセス戦略を決定する場合、特に氷、霧、強風、雷を伴った嵐等の荒天候下におけ

る安全衛生リスクを考慮に入れることが重要である。 

 

リスク要因５：物流と O&M 基地 

・予備部品の速やかな入手と船積み地点に近い場所での保管を確実にするためには、入念かつ

徹底した物流計画を構築しなければならない。 

・波止場付近には、予備部品やツール類を船に積み込むためのクレーンを含む十分な荷役設備

が必要である。また、予備ケーブルや予備の風力発電所用主要コンポーネント等は、大型船

舶が停泊できる別の場所に保管しておく必要がある。コンポーネントメーカに対して戦略的

予備品の供給を保証する契約を取り決めることも、バランスシート上の在庫を減らすのに有

効である。 

・物流サポートチームは、洋上で作業する技術者やエンジニアと共同で動ける体制を作ってお

かなければならないし、事業者は適切な福祉施設も提供する必要がある。 
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リスク要因６：送電システム管理 

・洋上風力発電所の収入源にも影響を及ぼすため、事業者がオペレータとの良い関係を維持し、

送電システム障害のリスクを低減するための協力関係/相乗効果を追求することが重要にな

る。 

 

リスク要因７：安全規則 

・故障に速やかに対応するためには、高電圧安全規則に基づき作業許可証やその他の安全文書

を発行する権限を付与された、十分な数の上級権限者を任命しておくことが重要である。 

 

リスク要因８：IT 資産管理システム 

・洋上風力発電施設の大規模化に伴い、メンテナンス作業の計画と実施を管理する適切な IT ソ

リューションを構築することが重要になる。これは、メンテナンスが 適な時間に行われる

ようにするために重要であるが、コンピュータ化されたメンテナンス管理システム（平均稼

働時間と平均修理時間、風車の故障・事故履歴、予備品の管理状況、 新気象情報へのアク

セス、船舶位置情報等の主要なパフォーマンス指標）の運用は、効率的な資産管理に欠かせ

ないものである。 

 

9) 健康・安全性・環境・セキュリティ 

ヨーロッパの洋上風力エネルギー市場は、国内規制の遵守と事故の回避を目的とした高度な

「健康・安全性・環境保全」基準を業界の基礎としている。国内規制の遵守は、プロジェクト

の成功にとって重要であるだけでなく、建設・運用段階での事故およびコストの削減にも寄与

する。 

 

リスク要因１：海上活動 

・国際連合の専門機関である国際海事機関（IMO）の目的のひとつは、海上航行と船員のため

の国際規制の枠組みを構築し、維持することにある。洋上風力業界が適用対象となる も関

連性の高い国際海事規制あるいは手段は以下の通りであり、これらの条約を遵守して海上作

業を行う必要がある。 

a. 1966 年の満載喫水線に関する国際条約（LL 条約） 

b. 1972 年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約（COLREG 条約） 

c. 1973 年の船舶による汚染の防止のための国際条約（MARPOL 条約） 

d. 1974 年の海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約） 

e. 1978 年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（STCW 条約） 

 

リスク要因２：共同企業体プロジェクト 

・洋上風力発電プロジェクトでは、数多くの請負業者が、特にプロジェクトの建設段階で関与

するケースが増えており、多くの人材、船舶移動および設備が安全衛生上のリスクが高い活

動に関与している。このような共同企業体プロジェクトでは安全衛生管理が重要で、そのた
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めには事業者のリーダーシップ、リスク管理、施工計画、企業間のインターフェース管理が

必要である。 

 

リスク要因３：安全衛生 

・洋上風力発電プロジェクトにおいては、安全衛生が重要で、単独作業あるいは複数の作業間

との調整を図って事故が起こらないようにしなければならない。そのためには、安全衛生基

準と手順を整備し、作業員の安全衛生教育とともに、管理システムの構築と的確な運用が必

要である。なお、海上作業の遅れは、既定のスケジュール確保に起因するリスクを増大させ

る可能性があるため、注意を要する。 

 

10) 撤去・回収 

洋上風力発電施設の撤去・回収作業の範囲は、そのときに整備されている法律と安全作業慣

習に基づいて決定される。洋上風力発電施設のサイトは、海域環境への悪影響を 低限に抑え

るために、承諾条件、環境/生態学的/建築学的状態を配慮しつつ可能な限り現状復帰され、撤去

後は、関係規制当局に報告書を提出する手順を踏むことになると考えられる。 

英国では、洋上風力発電施設の撤去事例はないが、業界は国内外の知識、経験、教訓を共有

し、撤去・解体の各作業範囲に 善の技術、資源、処理手順を用いて対処することになろう。

撤去された全ての資材は、可能な限りリサイクルあるいはリユースされることになる。 

 

リスク要因１：撤去計画 

・撤去計画は、プロジェクト設計とレイアウトが確定される開発段階に起草し、運用段階で定

期的に見直し、更新されなければならない。撤去時期が近づくと撤去計画の 終見直しを行

い、提案されている作業プログラムを既定の承諾条件に沿って決定しなければならない。 

洋上風力発電所の廃止は、建設・設置プロセスの逆のプロセスであるが、英国では埋設され

た海底ケーブルの回収は環境に悪影響を及ぼす可能性が高いとし、残置の方針がとられてい

る。 

 

リスク要因２：安全衛生 

・撤去作業においては、「健康・安全性・環境保全」をあらゆる分野において優先して作業を行

う必要がある。 

 

リスク要因３：撤去費用 

・撤去費用は、会計処理上も資産除去債務を計上することが必要となることもあり、事業実施

のための費用として考慮されている。撤去費用の水準は、陸上風力と同様に資本費の 5%（IEA

試算）とされているが、10%（日本の事業者の試算）とのヒアリング結果もある。 

英国において、事業者は洋上風力発電施設の撤去のための保証金を供託することが義務付け

られているため、開発段階中にこの財政的負担を相殺できるようにしなければならない。こ

のため、事業の財務力を運用段階で強化し、使用可能なキャッシュフローから撤去に係る資
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金を賄う必要がある。なお、撤去費用は債券や信用状等の手段によって賄うことも可能であ

る。 

また、撤去計画に対する一部の承諾条件には、撤去後の環境モニタリング・メンテナンス計

画の作成を義務付けているので、これに関する費用も予算化しておかなければならない。 

 

(2) コスト低減策 

ヨーロッパの洋上風力産業は、投資家にとってより魅力的なものとなるように、 初のスコー

ピングから概念設計とエンジニアリング、研究開発、建設・設置方法、運転・保守、品質とパ

フォーマンスまでを含む全ての分野で、常にコスト削減方法を模索している。 

前項では、事業の段階ごとにリスク要因の抽出をしたが、これらのリスク要因を抑止するこ

とがすなわちコストの低減に結び付く。ここでは、改めて洋上風力発電事業者にとって関係の

深いコスト低減策について概観する。 

 

1) 許認可 

洋上風力発電計画の許認可待ちの状態にある事業者は、その間、経済的負担と関連リスクを

抱えることになる。この承諾プロセスが早くなればなるほど、事業者のリスクは低減し、投資

家にとってプロジェクトはより魅力的なものになる（英国では、特に大きな障害がないと仮定

したケースでも、承諾を得るのには 低で 5 年は必要である）。 

 

2) 契約戦略 

大規模なマルチ契約の獲得プロセスには膨大な時間と資源を要するが、それぞれ一回限りの

契約関係になる傾向がある。しかし、事業者とサプライヤーの両者にとって有益な包括協定を

設定できれば、コスト削減も可能である。包括協定では、 初の入札を実施した後は、その後

入札を行う必要はなくなるため、入札に伴う時間、労力、コストを削減できるだけでなく、契

約獲得プロセスを早めるというメリットもある。また、長期的な関係の構築は、サプライヤー

の技術力と可用性に対する理解を深め、プロジェクトの発展を促進する。 

 

3) プロジェクトの管理 

適切なプロジェクト管理ツール、技術、プロセスを備えた知識と経験豊かなチームは、リス

クを低減し、予算の超過を減らし、インターフェースを管理し、プロジェクトを計画通りに、

しかも予算内で達成することに貢献できる。なお、プロジェクトの計画は、十分な危機管理計

画と現実的な予算に基づいた、達成可能なものでなければならない。 

 

4) 物流 

洋上風力発電の建設、運転・保守に係る物流は、官民協力の下、海運業界の専用船舶や専用

設備の利用と設計によって大きく改善させることが可能である。コスト削減方法として、船舶

の共有もひとつのやり方であるが、前述のように海上作業の稼働率を勘案し、SEP 船等の作業

計画は綿密に立てることが重要である。 

 



- 342 - 

5) 運転・保守 

事業者は、メンテナンスパートナーシップを構築し、多大な出費につながる重要なメンテナ

ンス作業や、突発的な重大障害を対象とした契約を交わすことにより、コスト低減が図られる。

また、メンテナンス会社は O&M 設備、専門ツール、予備部品等の共有化、また、サービス時

間を減らしパフォーマンスを高める画期的なサービス計画の構築等の方法によって、コスト削

減イニシアティブを実施することが可能と考えられる。 
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11 運転開始までの手続き 

風力発電の運転開始までの手続きとして、国による事業計画認定と接続検討（系統連系に関

する手続き）がある。前者は国（発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局又は内

閣府沖縄総合事務局（以下、「経済産業局等」という。）への申請、後者は一般送配電事業者等

への申込みである。系統接続の契約を締結した後に国の認定を受け、その認定を取得したとき

に調達価格が決定する（図Ⅲ.11-1）。 

 

 

 
図Ⅲ.11-1 認定申請から発電事業終了までの流れ 

（経済産業省 HP：

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/setsumei_

shiryou.pdf ） 

 

11.1 事業計画認定 

固定価格買取制度を活用して再生可能エネルギー電気を特定契約により一般送配電事業者等

に対し供給する事業を行うためには、事業計画を経済産業大臣に申請し、「再生可能エネル

ギー発電事業計画の認定」を受ける必要がある。当認定制度では、①再生可能エネルギー電気

の利用の促進に資するものであり、②円滑かつ確実に事業が実施されると見込まれ、③安定的

かつ効率的な発電が可能であると見込まれる場合に、経済産業大臣によって認定が行われる。

この事業計画に基づき、事業実施中の保守点検及び維持管理並びに事業終了後の設備撤去及び

処分等を適切に実施することが求められており、違反時には改善命令や認定取消しを行うこと

が可能となっている。なお、事業計画の策定にあたっては、認定申請書中に示される表

Ⅲ.11.1-1 に掲げる事項を遵守することへの同意が求められる。事業計画を立案する際には

「事業計画策定ガイドライン（風力発電）」に従う必要があり、当ガイドラインは以下の HP

に掲載されている。

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/gu

ideline_wind.pdf） 
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表Ⅲ.11.1-1 再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項（資源エネルギー

庁,2017） 

 

 

事業計画認定に必要な書類は以下の通りで、これら書類は

「http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html#su

n50kW」から入手できる。 

<新規認定申請> 

・再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書（10kW 未満の太陽光発電を除く） 

・関係法令手続状況報告書 

・一般送配電事業者の接続の同意を証する書類 

 

なお、事業計画内容を変更する場合は、まず「変更内容ごとの変更手続の整理表」

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/henkou

_seirihyou.pdf）を確認し、その上で

「http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_change_other.h

tml#top」に示されている変更認定申請書・届出書の様式のうち、該当するものを使用して書

類を作成するとともに、必要な書類を添付し、経済産業局等に送付する。 
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11.2 接続検討 

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する

法律」が 2017 年 4 月 1 日より施行され、特定契約の締結義務者が小売電気事業者から一般送

配電事業者等になった。一般送配電事業者は、大手 10 電力会社の送配電部門である。 

一般送配電事業者等に発電電力を供給するには、系統に連系するための技術的な調整と手続

きが必要で、技術的な事項については「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」

（資源エネルギー庁編；以下、系統連系ガイドラインと略す）に則って行う必要がある。さら

に、電力販売に関する手続きのための買取価格に関する調整と手続きが必要である。 

 

(1) 系統連系技術要件ガイドライン 

風力発電システムで発電した電力は、小規模な独立系システムまたは特殊な事例を除き、一

般送配電事業者等による商用系統に接続され（系統連系と呼ぶ）運転を行うのが一般的である。

しかし、連系したことにより既存電力の品質、信頼性、保安等に影響を与え、他の電力使用者

が従来の電力を使用できなくなることを避けるため、風力発電システムの設置者側が技術的に

適切な措置を施しておく必要がある。これらの技術的措置に関して標準的に守るべき要件が「系

統連系ガイドライン」であり、これを補完および解説するものとして民間の技術指針である「分

散型電源系統連系技術指針」が発刊されている。また、連系する一般送配電事業者等ごとに「系

統アクセスルール」が公表されており、これらを基に電力会社と協議を進めていく必要がある。

「系統連系ガイドライン」の主要な条文概要を表Ⅲ.11.2-1 に示す。 

なお、「系統連系ガイドライン」は以下の HP に掲載されている。 

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulation

s/pdf/keito_guideline.pdf） 
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表Ⅲ.11.2-1 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの概要 

 

 

(2) 系統連系の手続き手順 

一般送配電事業者等との系統連系について電気事業法では特に規定されていないため、系統

連系を行う場合には「系統連系ガイドライン」に基づき、連系する一般送配電電気事業者等と

協議調整を行う。表Ⅲ.11.2-2 に系統連系の手続きの概要を示す。一般送配電電気事業者等との

条 項 内     容

第1章4
連系の区分

(2)高圧配電線との連系
発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として2,000kW
未満の発電設備等は、第2章第1節及び第3節に定める技術要件
を満たす場合には、高圧配電線と連系することができる。

第1章5
協議

このガイドラインは系統連系に要する技術要件についての標
準的な指標であり、実際の連系にあたっては発電設備の設置
者及び系統側の電力事業者は誠意を持って協議に当るものと
する。

第2章第1節1
電気方式

(1)発電設備等の電気方式は、(2)に定める場合を除き、連系
する系統の電気方式と同一とする。
(2)省略

第2章第3節1
力率

高圧配電線との連系のうち、逆潮流がない場合の受電点の力
率は、標準的な力率に準拠して８５％以上とし、かつ系統側
からみて進み力率とはならないこととする。逆潮流がある場
合の受電点の力率は、低圧配電線との連系の場合と同様に取
り扱う。

第2章第3節2
自動負荷制限

発電設備等の脱落時等に連系された配電線路や配電用変圧器
等が過負荷となるおそれがあるときは、発電設備等設置者に
おいて自動的に負荷を制限する対策を行うものとする。

第2章第3節3
逆潮流の制限

配電用変電所におけるバンク単位で逆潮流が発生すると、系
統運用者において系統側の電圧管理面での問題が生ずるおそ
れがあることから逆潮流のある発電設備等の設置によって、
当該発電設備等を連系する配電用変電所のバンクにおいて、
常に逆潮流が生じないようにすることが必要である。

(1)常時電圧変動対策：低圧需要家の電圧を標準電圧100Vに対
しては101±6V、標準電圧200Vに対しては202±20V以内に維持
する必要がある。

(2)瞬時電圧変動対策：発電設備等の並解列時の瞬時電圧低下
は常時電圧の10％以内とし、瞬時電圧低下対策を適用する時
間は2秒程度までとする。

第2章第3節5
不要解列の防止

連系された系統以外の短絡事故等により系統側で瞬時電圧低
下等が生ずることがあるが、連系された系統以外の事故時に
は、発電設備等は解列されないようにするとともに、連系さ
れた系統から発電設備等が解列される場合には、逆電力継電
器、不足電力継電器等による解列を自動再閉路時間より短い
時限、かつ、過渡的な電力変動による当該発電設備等の不要
な遮断を回避できる時限で行うものとする。

第2章第3節6
連絡体制

系統側電気事業者の営業所等と発電設備等設置者の技術員駐
在箇所等との間には、保安通信用電話設備を設置するものと
する。

第2章第3節4
電圧変動
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協議や調整には通常 3 ヶ月程度を要することから、風力発電システムを設置するための基本的

な設計が終了した段階で事前相談の依頼を行えばよいが、設計計画・検討の早い段階で一般送

配電事業者等と調整作業に入るのが望ましい。実際に、一般送配電事業者等との協議や調整は、

風力発電システム設置業者や風車メーカ等が代行する場合が多い。 

 

表Ⅲ.11.2-2 系統連系の手続き 

 

 

事前相談では、風力発電システムの概要、連系する系統、系統連系希望日、単線結線図、機

器・保護継電装置の仕様等を一般送配電事業者等に提出し､これらについて前準備的な協議を行

う｡協議において問題がなければ接続検討申込みを行い、一般送配電事業者等にて接続可否の検

討が行われる。この検討結果により接続可能となれば、系統連系申込み（契約申込）を行うこ

とになる｡ 

接続検討申込みの際には、電気申込書、高圧受電希望書、発電設備仕様書等の接続検討に必

要な書類を提出し、「系統連系ガイドライン」や電力会社の「系統アクセスルール」に基づいて

申請内容の照合、電圧・力率・高周波等の概略の検討が行われる。検討の進み具合に応じて、

「系統連系規程（JESC E0019-2012）」に例示されている表Ⅲ.11.2-3a,b に示す資料の提出や検

討が行われる。なお、風力発電システムは、人為的に発電電力制御を行うことが不可能である

ことや可変速機が主流になりつつあること等、一般的な分散型電源と異なる点があるので、申

請先の一般送配電事業者等ごとの風力発電系統連系申請フォーマットを入手する必要がある。 

 

  

項 目 内      容

事前相談
接続検討

接続検討申込書にて営業的条件、技術的条件の検討及び書類の
不備等の確認を行い、連系方法を電力会社と相談する。
記載内容に問題等がなければ、接続検討申込みを実施する。

契約申込
接続検討の結果(回答)により接続に問題がなければ、電力会社
に系統連系の契約を申し込む。

契約の締結

電力会社側にて供給対策検討・系統連系工事設計を実施した
後、契約申し込みに対し回答(供給承諾)がなされる。回答(供
給承諾)が得られたら､電力会社と契約の締結を行う。電力会社
は系統連系工事の施工に入る｡

竣工検査
施工完了後の自主検査の際に、電力会社が連系協議合意内容に
基づいているか検査を行う｡



- 348 - 

 

表Ⅲ.11.2-3a 一般送配電事業者等との系統連系協議に必要な資料例 

（出典:分散型電源系統連系技術指針） 

 

 

 

  

主な検討項目

同左

共 連系の適用区分（逆潮流の有無）

・最大出力値、連系点での最大逆潮流値、最大受電値 常時電圧変動

通 解列箇所

・単線結線図による継電器、計器用変成器等の設置図 保護協調等の確認

・交流出力に関する定格 常時電圧変動

　　定格容量、定格出力、定格電圧、定格力率等

・電気定数 保護協調（リレーの整定）

　　同期リアクタンス(Xd)、

　　過渡リアクタンス(Xd')、初期過渡リアクタンス(Xd") 瞬時電圧変動、短絡電流(短絡容量）

　　開路過渡時定数(Tdo')、

　　短絡過渡時定数(Td')、短絡初期過渡時定数(Td") 瞬時電圧変動、短絡電流(短絡容量）

・自動制御装置（機能）

　　自動同期投入装置（有・無）、 瞬時電圧変動

　　自動力率調整装置（有・無） 常時電圧変動

発

・交流出力に関する定格

　　定格容量、定格出力、定格電圧、定格力率等 常時電圧変動

・電気定数 保護協調（リレーの整定）

電 　　拘束リアクタンス(XL)、励磁リアクタンス(XM) 瞬時電圧変動、短絡電流(短絡容量）

　　一次漏れリアクタンス（X1）、一次抵抗（r1）

　　二次漏れリアクタンス（X2）、二次抵抗（r2）

・自動制御装置（機能）

機 　　ソフトスタート開路（有・無） 瞬時電圧変動

　　ソフトスタート時の電流制限値と継続時間 瞬時電圧変動

　　限流リアクトル(有・無）とその仕様 瞬時電圧変動

　　力率改善コンデンサ（有・無）とその仕様 常時電圧変動

　　発電機単体力率と改善後力率（出力別） 常時電圧変動

・交流出力に関する定格

　　定格容量、定格出力、定格電圧、定格力率等 常時電圧変動

・逆変換装置 保護協調（リレーの整定）

　　過電流（短絡電流）制限値 瞬時電圧変動

　　逆変換器ゲートブロック電流値 瞬時電圧変動

　　高調波電流（総合、各次） 電力品質

　　交流出力側限流リアクトル(有・無）とその仕様 瞬時電圧変動

・自動制御装置（機能）

　　自動同期投入装置（有・無） 瞬時電圧変動

　　自動力率調整装置（有・無） 常時電圧変動

○誘導発電機の場合（ACリンク方式）

○逆変換装置を用いて連系する場合（DCリンク方式）

系統連系協議資料例

・保護装置のガイドラインとの適合性等の説明

・逆潮流の有無に関する説明

・受電設備構成

・発電機に関する事項

○同期発電機の場合（ＡＣリンク方式）
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表Ⅲ.11.2-3b 一般送配電事業者等との系統連系協議に必要な資料例 

（出典:分散型電源系統連系技術指針） 

 
 

接続検討申込書の具体的な記載については、日本風力発電協会が HP で記載例を公開してい

る（http://jwpa.jp/page_182_jwpa/detail.html）ので、これを参照するとよい。また、参考とし

て、日本風力発電協会が公開している発電機の項目に関する具体的な記載例を表Ⅲ.11.2-4a、b、

c に示す。 

系統連系（契約）申込み後に、一般送配電事業者等側で供給対策の検討および系統連系工事

設計が進められ、連系時の条件や工事負担金の提示等とともに、契約申込みに対する回答（供

給承諾）が行われる。回答（供給承諾）受領後に契約の締結に進み、工事負担金の支払い等も

含めて契約完了後に設置工事が開始される。系統連系を行うことにより必要となる計量器や安

全保護装置の設置、修理、管理費等の費用は、一般的に風力発電事業者が負担する。 

 

 

 

 

 

 

 

主な検討項目

保 保護協調

護 ・シーケンス、メーカー、形式、特性、整定範囲等 （保護断電器の種類、整定、設置箇所の確認）

・単独運転検出機能（原理、整定値等） 保護協調（単独運転防止）

・進相コンデンサ（形式、容量等） 力率、常時電圧変動

機 ・遮断器（種別、遮断容量、遮断時間等） 短絡容量

・開閉器（種別、開閉容量） 開閉容量

・変圧器（種別、容量、％インピーダンス等） 瞬時電圧変動、常時電圧変動

器 ・中性点接地装置（種別、抵抗値、リアクトル容量） 瞬時電圧変動

・機器定格、型式、制御方法等の基本事項

・保安通信設備（種別、方式：低圧連系は除く） 連絡体制

・計器用変成器（VT、CT：仕様、使い方） 保護協調（VT、CTの兼用）

そ

の ・運転体制、連絡等に関する説明 連絡体制

他 ・保安規程 定期点検等の確認

・系統連系用保護継電器に関する事項

・系統連系用機器に関する事項

・その他

系統連系協議資料例
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表Ⅲ.11.2-4a 一般送配電事業者等との系統連系協議に必要な資料と記入例（発電設備/同期

機） 

  

平成○○年○○月○○日 　

発電設備設置者名 ○○○○

1～○号発電機

（　既設　・　新設　・　増設）

１．全般

２．交流発電機

（a）励磁方式

(Xd)

（Xd'）

（Xd''）

(Td')

(Tdo'）

(Td'')

(Tdo''）

(Xq)

（Xq'）

（Xq''）

(Tq')

(Tqo'）

(Tq'')

(Tqo''）

（XL）

（Ta）

（X2）

（X0）

（2H）

※１：励磁系頂上電圧は無負荷定格電圧運転時の励磁電圧を基準として記入

※２：制動巻線を有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する資料を添付

【留意事項】

○

○

（q）制動巻線 有　　・　　無※2

異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。

系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

（n）零相リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（o）慣性定数（発電機+ﾀｰﾋﾞﾝ合計値） ○○［MW･sec/MVA］

（p）励磁系頂上電圧※1 ○○［PU］

（m）逆相リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（i）横軸短絡過渡時定数(Tq')
　 　または横軸開路時定数(Tqo'）

○○［sec］

○○［sec］

（j）横軸短絡初期過渡時定数(Tq'')
　 　または横軸開路初期時定数(Tqo''）

○○［sec］

○○［sec］

（k）電機子漏れリアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（l）電機子時定数 ○○［sec］

（g）横軸過渡リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（h）横軸初期過渡リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（e）直軸短絡初期過渡時定数(Td'')
　　 または直軸開路初期時定数(Tdo''）

○○［sec］

○○［sec］

（f）横軸同期リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（c）直軸初期過渡リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（d）直軸短絡過渡時定数(Td')
　   または直軸開路時定数(Tdo'）

○○［sec］

○○［sec］

（a）直軸同期リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（b）直軸過渡リアクタンス ○○［%］ ○○［%］

（15）発電機の飽和特性 添付　様式５の３　参照

（16）諸定数　（基準容量　　　　　　　kVA） 飽和値 不飽和値

（12）調速機（ガバナ）の定数 添付　様式５の２　参照

（13）系統並解列箇所 添付　様式５の４　参照

（14）自動同期検定装置の有無 有　　・　　無

（９）連続運転可能周波数 49.0　［Hz］～　　51.0　［Hz］

（10）運転可能周波数　　（300秒） 47.5　［Hz］～　　51.5　［Hz］

（11）励磁系

添付　様式５の１　参照

（b）自動電圧調整装置(AVR等)の有無･定数 有（添付 様式５の１参照)　　・　　無

　　　　有の場合制御方式 ＶＲ ・ ＡＰＦＲ ・ その他（　　　　　

（c）系統安定化装置（PSS）の有無・定数有（添付 様式５の１参照)　　・　　無

（７）力率（定格） 100［%］力率（運転可能範囲） 遅れ　95 ［%］～進み　95 ［%］

（８）定格周波数 50［Hz］

（５）出力変化範 0［kW］～　○○○○［kW］ 出力変化速度 ○○○○［kW/分］

（６）定格電圧 ○○［kV］連続運転可能端子電圧 (定格比)　  　95[%]～　105[%]

（２）電気方式 三相３線式　　　・　　単相３線式　　・　　単相２線式

（３）定格容量 ○○○○ ［kVA］

（４）定格出力 ○○○○ ［kW］

（１）メーカ･型式【ﾒｰｶ】　　○○○○　　　　　　【型式】　○○○○

発電設備仕様（同期機）

（１）原動機の種類（蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ､ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、内燃機関など） 風力

（２）発電機台数 ○　[台]

2013年3月時点における量産
風車で該当機種は無い。
但し、開発中の油圧ドライブ
方式の風車が該当する。

各数値は、開発完
了後メーカに確認し、

数値を記載の事
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表Ⅲ.11.2-4b 一般送配電事業者等との系統連系協議に必要な資料と記入例（発電設備/巻線形

二次励磁） 

  

平成○○年○○月○○日 　

発電設備設置者名 ○○○○

1～10号発電機

（　既設　・　新設　・　増設）

１．全般

２．交流発電機

定格

(XL)

（13）二次励磁装置種類

総合

各次最大

【留意事項】

○

○ 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

（14）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 有　　・　　無

（15）高調波電流歪率
 0.5 ［%］

第　17次　　0.2 ［%］

異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入して下さい。

（b）出力制御方式
電圧制御方式　・　電流制御方式

ＰＷＭ　・　ＰＡＭ（サイリスタ）

（10）系統並解列箇所 添付　様式５の４　参照

（11）自動的に同期がとれる機能の有無 有　　・　　無

（12）誘導発電機諸定数　（基準容量　　2,100kVA）

（a）拘束リアクタンス 20 ［%］

（a）主回路方式
励式インバータ　・　その他（　自励式　　　　　　　

電圧型　・　電流型

（７）定格周波数 　　50　［Hz］

（８）連続運転可能周波数 49.0　［Hz］～　　51.0　［Hz］

（９）運転可能周波数　　（300 秒） 47.5　［Hz］～　　51.5　［Hz］

（５）定格電圧 0.69 ［kV］

（

６
）

力
率

100 ［%］ 運転可能範囲 遅れ　　95　［%］～進み　　95　［%］

調整範囲
力率設定範囲：　　95 　[%]～　　95　[%]

　力率設定ステップ：　　 1.0　[%]

（２）電気方式 三相３線式　　　・　　単相３線式　　・　　単相２線式

（３）定格容量 2,100 ［kVA］

（４）定格出力 2,000 ［kW］

（１）メーカ･型式【ﾒｰｶ】　　○○○○　　　　　　【型式】　○○○○

発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機）

（１）原動機の種類（風力など） 風力

（２）発電機台数 10　[台]

可変速度風車の内、増速
機を有する殆どの風車が
該当する。

自励式三相ブリッジ（ＰＭＷ制御）の場合は、サイリスタ適用時と異なり、
「等価容量」（6パルス変換装置容量に変換）算出係数がゼロ（ki＝0）の
為、数値はゼロとなるが、ここでは風車認証時などのデータを記入の事

＜参考＞電協研４６巻２号 総合5%以下、各次３%以下 が望ましい



- 352 - 

 

表Ⅲ.11.2-4c 一般送配電事業者等との系統連系協議に必要な資料と記入例（発電設備/逆変換

装置） 

  

平成○○年○○月○○日

発電設備設置者名　 ○○○○

1～10号発電機

（　既設　・　新設　・　増設）

１．全般

２．逆変換装置

総合

各次最大

【留意事項】

○

○

異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。

電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

（17）出力制御方式 圧制御方式・電流制御方式・その他（　　　　　　　　

（18）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 有　　・　　無

（19）高調波電流歪率
0.8［%］

第　13次　　0.5［%］

（16）主回路方式
自励式（ 電圧形　・　電流形 ）

他励式　　　　　　　　　　　　

（11）運転可能周波数　　（300秒） 47.5　［Hz］～　　51.5　［Hz］

（12）自動電圧調整機能
 進相無効電力制御機能・出力制御機能・

その他（　　　　　　　　　　　）

（13）自動同期検定機能（自励式の場合） 有　　・　　無

（14）系統並解列箇所 添付　様式５の４　参照

（15）通電電流制限値
150［%］

0.1［sec］

（８）力率（運転可能範囲） 遅れ  95［%］　～　進み  95［%］

（９）定格周波数 　50［Hz］

（10）連続運転可能周波数 49.0　［Hz］～　　51.0　［Hz］

（５）出力変化範囲 0［kW］　～　2,000［kW］

（６）定格電圧 0.4［kV］

（７）力率（定格） 100［%］

（２）電気方式 三相３線式　　　・　　単相３線式　　・　　単相２線式

（３）定格容量 2,100［kVA］

（４）定格出力 2,000［kW］

（１）メーカ･型式 【ﾒｰｶ】　　○○○○　　　　　　【型式】　○○○○

発電設備仕様（逆変換装置）

（１）原動機の種類（風力，太陽光など） 風力

（２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） 10　[台]

可変速度風車の内、全出力
を逆変換装置を介して連系
する機種が該当する。

自励式の場合、無効電力(力率）
調整が可能であり、特殊な要求が
無い限り、別置のＳＶＣなどは不
要。

自励式三相ブリッジ（ＰＭＷ制御）の場合は、サイリスタ適用時と異なり、
「等価容量」（6パルス変換装置容量に変換）算出係数がゼロ（ki＝0）
の為、数値はゼロとなるが、ここでは風車認証時などのデータを記入
の事
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12 電気事業法による法的手続き 

12.1 手続きの概観 

発電所を建設する際に係る電気関係の基本的な法令は、電気事業法である。また、電気事業

法の施行令および施行規則によって、風力発電所の設置、変更工事を行う際に必要な諸手続き

が規定されている。手続きには工事計画、電気主任技術者選任（または外部委託承認）、保安規

程等があり、手続きの要否は発電所の規模（発電出力、電圧階級）により異なる。風力発電所

の建設に伴う電気事業法に係る手続きの概要を図Ⅲ.12.1-1 に示す。なお、「発電用風力設備に

関する技術基準を定める省令」の第一条から第八条に定められた条項を満たさなければならな

い（Ⅲ.5.1 項を参照）。 

 

 

図Ⅲ.12.1-1  電気事業法に基づく風力発電導入に関する手続き（NEDO,2008） 

保安規程作成 保安規程作成 保安規程作成 

保安協会へ主任技術者
委託（電気主任技術者
選任または管理技術者
等へ外部委託） 

保安協会へ主任技術者
委託（電気主任技術者
選任または管理技術者
等へ外部委託） 

:届出・申請に係る項目 
＊使用前自主検査の直後、使用開始

前に受審 

※出力 2,000kW 未満 7,000V 以下での連系の場合、 
電気主任技術者を選任しなくてもよい。 

電気主任技術者選任 

工事計画作成 工事計画作成 

工事 工事 工事 工事 

使用前自主検査
事

使用前自主検査
事

使用開始 使用開始 使用開始 使用開始 
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申請または届出先は経済産業大臣であるが、電気事業法施行令により、その権限が電気工作

物の設置場所を管轄する産業保安監督部長に委任されているため、通常は所轄の産業保安監督

部長に申請または届け出をすればよい。 

 

12.2 保安規程の作成 

電気事業法第 42 条および同施行規則第 50 条に、事業用電気工作物を設置する者は、工事、

維持および運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、事業用電気工作物の使用開始

前に、経済産業大臣に届け出なければならないと規定されている。 

事業用電気工作物である発電規模 20kW 以上の風力発電所を建設する際は、工事、維持およ

び運用に関する一体的な保安を確保するために事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を作成

し、経済産業大臣（産業保安監督部長）へ工事の開始前に届け出ることが必要となる。他の事

業用電気工作物が既に設置されている場所に増設する場合には、届け出る保安規程の変更・追

加手続きを行うとともに、変更・追加した事項を経済産業大臣（産業保安監督部長）へ届け出

る必要がある。 

保安規程の内容には、電気事業法施行規則第 50 条に基づいて、事業用電気工作物の種類ごと

に以下の事項について記載するよう定められている。また、添付書類として、設備の概要、単

線結線図、命令・連絡体制等を明記した資料が必要となる。 

 

［一般送配電事業、送電事業又は発電事業（法第 38 条第 4 号に規定される者に限る）の用に供

するもの以外のもの］ 

* 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関

すること。 

* 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 

* 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関

すること。 

* 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 

* 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 

* 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 

* 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 

* 事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。 

* その他の事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。 

 

［一般送配電事業、送電事業又は発電事業（法第 38 条第 4 号に規定される者に限る）の用に供

するもの］ 

* 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の

遵守のための体制（経営責任者の関与を含む)に関すること。 

* 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること。 

* 電気主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上
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で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 

* 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関すること。 

* 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び

改善するための措置。 

* 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作

製、変更、承認及び保存の手順に関すること。 

* 上記文書についての保安規程上の位置付けに関すること。 

* 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に

関すること。 

* 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 

* 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 

* 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその

重要度に応じた管理に関すること。 

* 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 

* 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 

* 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。 

* その他の事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。 

 

 なお、保安規程の作成にあたっては、「自家用電気工作物保安管理規程（JESC E0021_2013）」

等を参照するとよい。 

 

12.3 電気主任技術者の選任・委託 

電気事業法第 43 条および同施行規則第 52 条により、2,000kW 以上の風力発電所の維持運用

のためには、電気主任技術者の選任の届け出が必要となる。一方 20kW 以上 2,000kW 未満の

風力発電所の維持運用のためには、外部委託の承認が必要となる。 

発電規模 2,000kW 以上の風力発電所では、風力発電所の建設工事、維持、運用に係る保安の

監督をさせるため、電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから電気主任技術者を選

任し、管轄の産業保安監督部へ届け出なければならない。電気主任技術者免状の種類には、第

一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第三種電気主任技術者免状があり、経

済産業省令で定める学歴または資格および実務経験を有する者や、電気主任技術者試験に合格

した者等に交付される。電気主任技術者を変更する場合は、前任者を解任し、後任者を選任す

る届け出が必要となる。 

発電規模 2,000kW 未満の風力発電所では、電気保安協会等の保安法人又は電気管理技術者へ

保安に関する業務を委託し、管轄の産業保安監督部長による承認を得れば、電気主任技術者を

選任しなくてもよいことが認められている。さらに、発電規模 20kW 未満の風力発電所は、一

般用電気工作物であることから電気主任技術者の選任および届け出は不要となっている。管轄

の産業保安監督部へ電気主任技術者の届け出を行う際の書類は、主任技術者選任許可申請書、
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主任技術者選任または解任届出書、主任技術者外部委託承認申請書のうち、該当する様式を提

出する。 

 

12.4 工事計画 

電気事業法第 48 条および同施行規則第 65 条に、500kW 以上の風力発電所の設置または変

更の工事をしようとする者は、発電所を設置する場所を管轄する産業保安監督部へ工事計画の

届け出をしなければならないと規定されている。 

また、その工事計画の変更をしようとする時も、同様に届け出が必要となる。ただし、届け

出が受理されてから 30 日を経過した後でなければ工事を開始してはならないので、注意が必

要である。 

届出書類として、風力発電システムや遮断器の仕様を記載した工事計画届出書には少なくと

も以下の資料を添付する必要がある（電気事業法規則別表３）。 

・送電系統図    ・地形図 

・発電所の敷地境界を明示した図面   ・発電所内の主要機械配置図 

・環境影響評価法に係る措置に関する説明書  ・単線結線図  

・発電方式に関する説明書          ・風車、支持物の構造図 

・風車、支持物の強度計算書         ・雷撃からの風車の保護に関する説明書   

・制御方式に関する説明書          ・短絡強度計算書 

・電気設備の技術基準に対する説明書  

・風力発電設備に関する技術基準を定める省令に対する説明書  等 

 

12.5 使用前安全管理検査 

電気事業法第 51 条第 1 項および同施行規則第 73 条の 2 の 2 および同施行規則第 73 条の 3

から 10 に、500kW 以上の風力発電所を設置する者は、その使用の開始前に当該事業用電気工

作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならないと規定されている。

また、電気事業法第 51 条第 3 項には、使用前自主検査を行う時期に、使用前自主検査の実施に

係る体制について、経済産業大臣等が行う審査を受けなければならないと規定されている。電

気工作物を設置する場所を管轄する産業保安監督部へ使用前安全管理審査申請書を提出して受

審する。 
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Ⅰ．世界の洋上風力発電導入実績と計画（国別・稼動年順） 
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Ⅱ. 風車の大型化 

 

商用風力発電機の定格出力は、図-1 に示すように年々大型化している。1980-1990 年では定格

出力 0.075MW（75kW：ロータ直径 17m）であったが、1990-1995年では定格出力 0.3MW（300kW：

ロータ直径 30m）、1995-2000 年では定格出力 0.75MW（750kW：ロータ直径 50m）、2000-2005

年では定格出力 1.5MW（1,500kW：ロータ直径 70m）、2005-2010 年では定格出力 1.8MW

（1,500kW：ロータ直径 80m）と、1990 年代の後半から大型化が加速した。図には示されていな

いが、2010-2015 年には定格出力 6.0MW（6,000kW：ロータ直径 150m）や 7.0MW（7,000kW：

ロータ直径 160m）が出現している。これは、1980 年代の風車の定格出力およびロータ直径と比

較してそれぞれ約 90 倍、約 9 倍の大きさとなっている。なお、3MW クラス以上の風車は洋上用

の風力発電機で、陸上風力発電機は設置・運搬等の制約から 2-3MW 機が主流となっている。日

本で多数設置されている 2MW の陸上風車は、地上からナセルまでの高さ（ハブ高）が 60-100m、

ブレード 先端の 高到達高が 100-150m、ロータの直径が 80-92m、ナセルの重量が約 100t、

ブレードとタワーを含めた全体の重量は約 300t である。 

 

 
図-1 商用風車の定格出力およびロータ直径の変遷 

（Navigant（2013）：Offshore Wind Market and Economic Analysis. Annual Market 

Assessment, Prepared for：U.S.Department of Energy Report.） 

 

洋上風力発電機についても年々大型化の傾向が認められる。表-1 は 1990 年から 2016 年まで

の洋上風力発電機の定格出力の推移を整理したものである。1990 年には 0.21MW（210kW）の

風車であったものが、2000 年には約 10 倍の 2MW（2,000kW）、2003 年には 3MW（3,000kW）、

2007 年には 5MW（5,000kW）、2013 年には 6MW（6,000kW）と、短期間に大型化が進んでい

る。2015 年末までの集計で、Siemens 社（全体の約 62%）と Vestas 社（同、約 18%）とを合わ

せると洋上風力発電機のシェア全体の 80%を超えているが、今後他社のメーカを含めて 5MW

（5,000kW）以上の風車の導入が進むものと考えられる。なお同表に示されているように、2010

年前後から中国、日本、韓国の風車メーカが洋上風力発電に参入しているが、その導入は現段階

では自国のサイトに限られている。 
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表-1 洋上風力発電機の導入ヒストリー（1990～2016 年） 

 

定格出力
(MW)

風車メーカ
(国名）

機種

1990 0.22
WIND WORLD A/S

(DK)
W2500

Nogersund(スウェーデン）
1/0.22

1991 0.45
Siemens(Bonus)

(DK)
B37 450kW

Vindeby(デンマーク)
11/4.95

1994 0.5
Vestas
(DK)

V39 500kW
Lely(オランダ)

4/2

1996 0.6
Vestas
(DK)

V44 600kW
Dronten Isselmeer(オランダ)

28/16.8

2000 2.0
Siemens(Bonus)

(DK)
B76/2000

Middelgrunden(デンマーク)
20/40

2000 2.0
Vestas
(DK)

V80-2.0
(V90-2.0MW)
(V100-2.0MW)

Blyth(イギリス)
2/4

本機種は浮体式洋上風力発電機とし
ても設置(Windfloat)

2000 1.5
GE Wind
(US)

GE1.5s/se
Utgrunden

(スウェーデン）

2002 2.3
Siemens
(DK)

SWT-2.3-82
(SWT-2.3-93)
(SWT-2.3-101)

Roenland(デンマーク)
4/9.2

本機種は浮体式洋上風力発電機とし
ても設置(Hywind)

2003 3.0
Vestas
(DK)

V90-3.0
(V112-3.0MW)

FredrikshavnⅡ(デンマーク)
2/6

2003 2.5
Vestas
(DK)

N90/2500LS
（N100/2500LS)

FredrikshavnⅠ(デンマーク)
1/2.5

2003 3.6
GE Wind
(US)

GE3.6s/sl
Arklow Bank PhaseⅠ(アイルランド)

7/25.2

2007 5.0
Repower
(DE)

REpower 5M
Beatrice(イギリス)

2/10

2007 3.0
WinWinD
(FI)

WWD-3
Kemi AjosⅠ(フィンランド)

5/15

2007 1.5
金風 Goldwind

(CN)

GW 1.5/70
（GW 1.5/77）
（GW 1.5/82）
（GW 1.5/87）

Bohai Test Project(中国）
1/1.5

2009 3.6
Siemens
(DK)

SWT-3.6-107
(SWT-3.6-120)

AvedoereⅠ(デンマーク)
2/7.2

2012 6.0
Siemens
(DK)

SWT-6.0-154
Gunfleet Sands 3(イギリス)

2/6

2013 6.2
Senvion(REpower)

(DE)
6.2M152

Thomoyon Bank PhaseⅢ(ベルギー)
18/6.15

2008 5.0
BARD
(DE)

BARD5.0
Hooksiel(ドイツ)

12/60

2009 5.0
AREVA(Multibrid)

(FR)
 M5000

Alpha Ventus(ドイツ)
6/30

2009 3.0
華鋭 Sinovel

(CN)

SL3000
（RD:90/100/105

/113）

Shangai Donghai Bridge Phase1(中国)
21/63

2010 2.5
金風 Goldwind

(CN)

GW 100/2500
（GW 109/2500）
（GW 121/2500）

Jiangsu Xiangshui Intertidal Trial
Project(中国)

3/6.5

2010 2.5
上海電気 Sewind

(CN)
SE2.5

Jiangsu Xiangshui Intertidal Trial
Project(中国)

3/6.5

2010 2.0
富士重工業

(JP)
SUBARU80/2.0

ウインド・パワーかみす第1(日本)
7/14

日立製作所の機種と同一

2011 5.0
華鋭 Sinovel

(CN)
SL5000

Donghai Bridge Offshore Wind
Project Phase2-1(中国)

1/5

2011 3.6
上海電気 Sewind

(CN)
SE3.6

Shangai Donghai Bridge Phase2(中国)
1/3.6

2011 2.0
STX Windpowe

(KR)

TX72
(TX82)
(TX93)

Demonration Offshore Project of
Jeju Islamd(韓国)

1/2

2012 2.4
三菱重工業

(JP)
MWT92/2.4

銚子洋上風力発電実証研究(日本)
1/2.4

NEDO実証研究

2012 2.0
日本製鋼所

(JP)
J82-2.0

北九州市洋上風力発電実証研究(日本)
1/2

NEDO実証研究

2012 3.0
金風 Goldwind

(CN)
GW3.0

Jiangsu Xiangshui Intertidal Trial
Project Extensuin(中国)

1/3

2013 6.0
Alstom
(FR)

Haliade™ 150-
6MW

Belwind Alstom Demonstration (ベル
ギー)
1/6

2013 5.0
Gamesa
(ES)

G128-5.0
Arinaga Quary(スペイン)

1/5

当該機種の
初の設置年

風車情報
実証試験・プロジェクト

基数/総出力(MW)
備　考
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このように、洋上風力発電機はスケールメリットを指向する超大型風車の時代となっている。

一般的に、大型化のメリットは以下に掲げる 6 点に集約される。 

 

✓中型の風車よりも風力発電施設の設備容量が拡大する（設置基数を同一とした場合）。 

✓建設費（kW 単価）の削減（工事数の縮小と工期の短縮化）が可能となる（設置基数を同一

とした場合）。 

✓風車基数の減少により、維持管理コストが削減できる（発電電力量を同一とした場合）。 

✓風力発電電力量はロータ直径に比例して増加するので、大型機の方が得られる電力量は多

い。 

✓ハブ高の嵩上げによる、風速の増大に伴う風力発電電力量の増加が期待できる。 

✓中型風車を数多く設置するよりも大型風車を少し設置した方が視覚的にやさしい上、大型

風車は中型風車よりも低速回転であるためビジュアルインパクトが軽減する。 

 

上田（2013）※は、風車の大型化に伴う問題点を以下の基本的な設計要件から導いている（豆知

識-1、参照）。 

 

①大型化に伴い、出力の 0.5 乗に比例して強度が低下し、コストが増大する（出力を 2 倍に

すると、強度レベルは 0.7 倍、kW 単価は 1.4 倍）。 

 ②一般的に、翼（ブレード）の空力音による騒音レベルの制約から翼先端速度を抑えて回

転数を減らしているが、トルクが出力の 1.5 乗に比例して増大する。 

 

定格出力
(MW)

風車メーカ
(国名）

機種

2013 1.5
聯合電力 United Power

(CN)
UP1500

Jiangsu Xiangshui Intertidal Trial
Project(中国)

18/27

2013 3.0
東方 Dongfang

(CN)
DF3.0

Jiangsu Xiangshui Intertidal Trial
(中国)
1/3

2013 3.0
Doosan
(KR)

WinDS3000
TM

Demonration Offshore Project of
Jeju Islamd(韓国)

1/3

2013 6.0
Siemens
(DK)

SWT-6.0-154
Gunfleet Sands 3(イギリス)

2/12

2015 7.0
Samsung
(KR)

S7.0-171
Levenmouth(イギリス）

1/7

2015 4.0
Siemens
(DK)

SWT-3.6-120
Borkum Riffgrund 1(ドイツ)

78/312

2015 7.0
三菱重工業

(JP)
MWT167/7.0

Hunterston Test center(イギリス）
1/7

本機種は浮体式洋上風力発電機とし
ても設置(ふくしま新風)

2016 6.2
Senvion
(DE)

6.2-M126
Nordsee Ost(ドイツ)

48/295.2

2016 5.0

Areva Wind
(DE)
Adwen
(ES)

M5000-16
(AD5-116)

Global Tech(ドイツ)
80/400

2016 5.0
日立製作所

(JP)
HWT5.0-126

福島浮体式洋上ウィンドファーム実証研
究事業
1/5

本機種は浮体式洋上風力発電機とし
ても設置(ふくしま浜風)

当該機種の
初の設置年

風車情報
実証試験・プロジェクト

基数/総出力(MW)
備　考

注）CN:中国,DE:ドイツ,DK:デンマーク,ES:スペイン,FR:フランス,JP:日本,KR:韓国,FI:フィンランド,US:アメリカ
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※上田悦紀（2013）：風力発電システム.新エネルギー財団 平成 25 年度新エネルギー人材育

成研修会 風力発電コース 講演資料. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【豆知識-1】 

  ●基本的な設計要件 

 

・風車の出力∝ロータの面積∝翼長の 2 乗∝寸法の 2 乗 

・風車の強度∝寸法の 1.5 乗∝出力の 0.5 乗 

・風車の価格∝風車の重量∝（各部寸法）の 3 乗∝出力の 1.5 乗 

・主軸トルク∝出力/ロータ回転数∝出力の 1.5 乗（回転数抑制） 

・ロータ直径∝翼先端速度 
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(1) ドライブトレイン 

前述のように、大型化により求められる強度は厳しく、コストは高くなる。翼先端速度を

一定として風車を大型化した場合にはトルクと増速比が大きくなるので、主軸・増速機の設

計が問題となる。これは増速機の大径化につながるもので、入力段内歯車の製作が難しいと

され、従来型の増速機付誘導発電機は 6-8MW が限界と言われている所以である。 

そのため、超大型風車はギアレス同期型が代替策となり得る。特に、洋上風力発電は厳し

い海象の場合には風車へのアクセスが困難になるため、重大事故の予防とメンテナンスの軽

減が必要である。洋上風車においては、信頼性向上のため、故障の原因となりやすい歯車装

置が不要で部品点数の少ない同期型風力発電機が注目されている。 

世界の 5MW 以上の超大型風車の開発計画の事例を表-2 に示す。表では技術開発段階とし

て、計画、実証、実用の 3 段階で区分している。8MW 以上は概ね計画段階、6-7MW は実証

段階で、5MW クラスでは実用化されている機種も多くあることが分かる。超大型風車として、

ナセルの小型化や高信頼性、メンテナンスの容易性等から同期発電機の「永久磁石方式

（Bard6.5,Simens SWT-6.0-120,Alstom Haliade150 等）」や、ギアレスよりも発電機回転

数が高く、発電機が小サイズで希土類の使用量の少ない「中速増速機式＋永久磁石型発電機

のハイブリッド（MHI Vestas Offshore Wind A/S V164-8.0MW, AREVA（Multibrid）M5000,

日立製作所 HWT5.2-127 等）」、また「油圧ドライブ＋同期発電機（コイル方式）のハイブ

リッド（三菱重工業 MWT167-7.0）」等が登場している。ただし現段階では、同期発電機の

永久磁石方式の材料である軽希土類（Nd（ネオジウム）、Pr（プラセオジム）等）や重希土

類（Dy（ジスプロシウム）、Tb（テルビウム）等）の入手が困難な面もある。そのため、上

記の MHI Vestas Offshore Wind A/S、AREVA、日立製作所の風車のような、シングルステー

ジギアボックス（中速増速機式）を用いてギアレスよりも回転数を上げ、多極式発電機の径

を抑えるハイブリッド動力伝達装置の風車が有望と考えられている。MHI Vestas Offshore 

Wind A/S と三菱重工業の風車を、それぞれ図-2 と図-3 に示す。 

なお、10MW 以上の超大型洋上風車として、同期発電機と同等の発電効率を有し、ナセル

の軽量化が期待できる「超電導発電機（GE（GE15MW），United Power（聯合電力：UP12），

American Superconductor（SeaTitan wt10000dd）」の研究が進められているが、実際の運

用はまだ先になるものと推察される（10MW 級の風車の SeaTitan（図-3）：ハブ高が 125m、

ブレード 先端の 高到達高が 210m、ロータの直径が 190m）。 
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表-2 5MW 以上の超大型風車の開発計画の事例 

 

定格出力 ロータ径

(MW) (m) 計画 実証 実用

AREVA                (フ
ランス)

M5000-135 5.0 135 ギアボックス＋同期式発電機(永久磁石) 〇

BARD
（ドイツ）

BARD5.0 5.0 122 ギアボックス＋二次巻線型誘導発電機 ○

華鋭　Sinovel
（中国）

SL5000 5.0 ― ギアボックス＋二次巻線型誘導発電機 ○

三一集団　SANY
（中国）

SY5000 5.0 ― ― ○

HYOSUNG
（韓国）

HS-5000 5.0 139 ― ○

中船重工　HZ Windpower
（中国）

H127-5MW 5.0 127 ギアレス同期式発電機(永久磁石) ○

日立製作所
（日本）

HWT5.2-127 5.2 127 ギアボックス＋同期式発電機(永久磁石) 〇 ダウンウィンド

日立製作所
（日本）

HWT5.2-136 5.2 136 ギアボックス＋同期式発電機(永久磁石) 〇 ダウンウィンド

Gamesa
(スペイン)

G132-5.0 5.0/5.5 132 ギアボックス＋同期式発電機(永久磁石) ○

Gamesa
(スペイン)

G128-5.0 5.0/5.5 128 ギアボックス＋同期式発電機(永久磁石) ○

Hyundai
（韓国）

HQ5500 5.5 140 ギアレス同期式発電機(永久磁石) ○

東方　Dongfang
（中国）

FD127A/140A 5.5 140 ギアボックス＋二次巻線型誘導発電機 ○

Alstom
(フランス)

Haliade150 6.0 150 ギアレス同期式発電機(永久磁石) 〇

Nordex
（ドイツ）

N150/6000 6.0 160 ギアレス同期式発電機(永久磁石) ○

2B-Energy
（オランダ）

2B6 6.0 140.6 ギアボックス＋二次巻線型誘導発電機 〇
2枚翼,
ダウンウィンド

華鋭　Sinovel
(中国)

SL6000 6.0 128 ギアボックス＋誘導式発電機 ○

聯合電力　United Power
（中国）

UP6000 6.0 136 ギアボックス＋二次巻線型誘導発電機 ○

明陽　Ming Yang
(中国)

― 6.0 150 ギアレス同期式発電機(永久磁石) ○ 2枚翼

華儀風能　Hewind
(中国)

HEAG6000 6.0 ― ― ○

金風　Goldwind
(中国)

GW6.0M 6.0 150 ギアレス同期式発電機 ○

Repower
(ドイツ)

6M 6.2 126 ギアボックス＋二次巻線型誘導発電機 ○

BARD
(ドイツ）

Bard6.5 6.5 122 ギアレス同期式発電機(永久磁石) ○

DOOSAN
(韓国)

WinDS6000/7000 6.0/7.0 ― ― ○

Siemens
(ドイツ）

SWT-6.0-154 7.0 154 ギアレス同期式発電機(永久磁石) ○

三菱重工業
(日本)

MWT167/7.0
(SEA ANGEL)

7.0 167 油圧ドライブ＋同期式発電機 〇
digital displacement
pump/motors

SAMSUNG
(韓国)

S-7.0-171 7.0 171 ギアボックス＋同期式発電機(永久磁石) 〇

StX Windpower
(韓国)

STX7.0MW 7.0 ― ― ○

ENERCON
(ドイツ)

E126 7.5 127 ギアレス多極同期式発電機 〇

Adwen
(スペイン)

AD8-180 8.0 180 ― 〇

AdwenはAREVAとGAMESAの合
弁会社（2016.9にAREVAは
Adwenの全保有株をGAMESAに
売却）

MHI Vestas Offshore Wind
A/S

（日本/デンマーク）
V164-8.0MW 8.0 164 ギアボックス＋同期式発電機(永久磁石) 〇

SWAY TURBINE
（ノルウェー）

10MW 10.0 164 ギアレス同期式発電機(永久磁石) 〇

American Superconductor
（アメリカ）

SeaTitan
wt10000dd

10.0 190 超電導発電機 〇

金風　Gold Wind
(中国)

GW 10MW 10.0 ― ギアレス同期式発電機 〇

華鋭　Sinovel
(中国)

SL10MW 10.0 ― ギアボックス＋二次巻線型誘導発電機 〇

聯合電力　United Power
（中国）

UP12 10.0-12.0 ― 超電導発電機 〇

GE
（アメリカ）

GE15MW 10.0-15.0 ― 超電導発電機 〇

Gamesa
（スペイン）

Azimut Project 15.0 ― ― 〇

風車メーカ名 機　種 パワートレイン
技術開発段階

備　考
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図-2 V164-8.0MW （同期式（増速機＋永久磁石方式） 

（MHI Vestas Offshore Wind A/S 提供） 

 

 

図-3 SEA ANGEL 三菱重工業 7.0MW （油圧ドライブ＋同期式発電機） 

（NEDO（2013）：洋上風力発電の取組） 

 

 
図-4 SeaTitan（American Superconductor） 10.0MW（超電導発電機） 

AMSC HP：http://www.amsc.com/documents/seatitan-10-mw-wind-turbine-data-sheet/ 
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(2) ブレード 

表-2 に掲載している多くの風車は水平軸のプロペラ型（3 枚翼）であるが、大型風車の開発計

画の中には 2 枚翼や垂直軸（タイプ）の風車の検討も行われている。 

2 枚翼の風車は、ナセルの軽量化、2 枚翼による周速度増加に伴う発電電力量の増加、翼枚数減

少による翼コストの低減等、発電原価の低減につながる可能性を秘めている。我が国におけるサ

ンシャイン計画の下、「風力変換システムに関する研究（1978-1990）」および「100kW 級パイ

ロットプラントの開発（1981-1986）」において主に産業技術総合研究所により開発された

WINDMEL 風車（定格出力 16.5kW；ロータ直径 15m）や 100kW 風車（定格出力 100kW；ロー

タ直径 29.4m）には、2 枚翼が採用されている。 

洋上風車では、オランダの 2-B Energy 社の 2B6 等において、2.5-6.0MW の 2 枚翼が採用され

ている（図-5）。その他、浮体式洋上風力発電では 2008 年にイタリア南部 Puglia 州沖合で、Blue 

H 社（オランダ）により世界初の浮体式実証試験が行われ、そのときの風車は 2 枚翼（80kW）で

あった。同じ BlueH 社による DiWET プロジェクト（浮体式）、フランスの Nass & Wind 社ら

による Winflo プロジェクト（浮体式）においても、洋上風力発電の風車には 2.5-6.0MW の 2 枚

翼が採用されている。 

 

 

図-5 2B6 の 2 枚翼風車（6.0MW 機） 

2-BEnergy HP：http://2benergy.com/windturbine/design/ 

 

また垂直軸風車については、フランスの浮体式洋上風力発電の Vertiwind プロジェクト（実証

試験の計画サイト：マルセイユ港沖～ツーロン沖）において Technip 社が提案している。 
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Ⅲ. ユニークな日本製風車 

 

●三菱重工業の風車 

大型洋上風力発電では技術面、コスト面あるいは信頼性の面から増速機がネックとなっていた

が、SEA ANGEL 7.0MW（MWT167/7.0）では増速機に替わる装置として「油圧トランスミッショ

ン」が採用されている。 

・油圧トランスミッションは、風車（ロータ）の回転エネルギーを油圧ポンプ（DDP:Digital 

Displacement Pump）で高圧油に変換し、さらに油圧モータ（DDM：Digital Displacement 

Motor）で発電機を回して電気エネルギーに変えるという仕組みとなっている。 

・油圧トランスミッションは、増速比が可変のため、同期式発電機を採用することが可能で電

力変換装置（インバータ）が不要である。 

・定格出力の増大化は、油圧ドライブのシリンダー数の増加で対応する。 

（2.4MW 機：72DDP シリンダー/3 列、7.0MW 機：168DDP シリンダー/4 列） 

・主要部に一般材料（鋳鉄、低合金鋼）を採用しているため、調達が容易（安定廉価調達）。 

・小物品を主とした構成で保守が容易。 

・同期発電機採用による高い電力品質。 

・長大翼（81.6m：GFRP+CFRP）採用による大出力

化。 

     注） GFRP：ガラス繊維強化プラスチック  

CFRP：炭素繊維強化プラスチック 

 

 

 

 

 

 

 

油圧ドライブ風車 

（三菱重工業（2013）：平成 25 年度 NEDO 新エネルギー 

成果報告会-風力発電- 超大型洋上風車技術開発の開発状

況報告） 

 

【主に三菱重工業（2013）：平成 25 年度 NEDO 新エネ 

ルギー成果報告会-風力発電- 超大型洋上風車技術開発 

の開発状況報告より引用】 

 

《参考》 

新型油圧ドライブトレインについては、三菱重工業が 2010 年に買収した英国のベ

ンチャー企業、アルテミス社（Artemis Intelligent Power, Ltd.）の持つ優れた油圧

デジタル制御技術をベースに、共同で開発された。 

SEA ANGEL 7.0MW 

（三菱重工業（2013）：平成 25 年度 
NEDO 新エネルギー成果報告会-風力

発電- 超大型洋上風車技術開発の開

発状況報告） 
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●日立製作所の風車 

ロータの回転面がタワーの風下側に位置するダウンウィンド方式である。 

・これは、米国エネルギー省と NASA が 1975-1982 年に行った MOD-0A 計画（200kW）およ

び MOD-1 計画（2,000kW）で採用したものと同じ方式の風車である。アメリカの場合、い

ずれも低周波音やブレードの疲労が問題となったが、日立製作所の風車ではブレードとタ

ワーの間の距離をタワー直径の 3 倍離すことにより、これらの問題を解決している。 

・ダウンウィンド方式には、ロータ面が風上から見て下方に傾いており吹上風に対し発電効率

が上がる、風向風速計がロータの前方に接地できるため乱れがない風向データが得られるな

どのメリットがある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

アップウインドロータ方式とダウンウインドロータ方式の相違 

（日立製作所 HP：http://www.hitachi.co.jp/products/power/win

d-turbine/products/htw2000_80/rotor/index.html） 

5MW 級洋上ダウンウィンド風車（日立製作所製）イメージ 

（日立製作所 HP：http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/20

14/10/1001c.html） 
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Ⅳ．ＳＥＰ船のリスト 

既存 計画 自航(DP) 非自航 L（ｍ） B(m) D(m) 形式
保持力/脚

(t)

第一建設機工 ○ SEP「くろしお」 ＮＫ ○ 2012 48 25 4.2 1,000 ピン挿入盛替 900 CR650 30 6 1.25

第一建設機工 ○ SEP「むつ」 ＮＫ ○ 2010 35 22 3.2 600 リングパット盛替 400 CR500 20 6 0.75

第一建設機工 ○ SEP「あそ」 ＮＫ ○ 1992 34 21 3.3 550 リングパット盛替 400 CR450 20 6 0.75

横山基礎工業 ○ SEP「星都」 ＮＫ ○組立 1993 33 22 3 550 リングパット盛替 400 CR450 20 6 0.75

泉鋼業 ○ SEP2号 JG ○組立 1982 24.4 15.25 2.13 300 リングパット盛替 180 CR150 15 0.5

泉鋼業 ○ SEP５号 JG ○組立 1998 24.4 15.25 2.13 300 リングパット盛替 180 CR150 15 0.5

泉鋼業 ○ SEP6号 JG ○組立 1990 24.4 15.25 2.13 300 リングパット盛替 180 CR150 15 0.5

A2SEA ○ SEA POWER ＧＬ ○ 2001 91.76 21.6 4.25 1,020 ワイヤ―ロープ 2,386 230 24 18

A2SEA ○ SEA JACK ＧＬ ○ 2003 91.2 33 5.5 2,500 ワイヤ―ロープ 2,500 800 30 23 1.5

A2SEA ○ SEA WORKER ＧＬ ○ 2008 56.5 33 3.6 750 ピン挿入盛替 2,000 400 40 22 1.5

A2SEA ○ SEA INSTALLER DNV ○DP２ 2012 132 39 5.3 3,350 ピン挿入盛替 9,000 900 12 45 35 2

A2SEA ○ SEA CHALLENGER DNV ○DP２ 2014 132 39 5.3 3,350 ピン挿入盛替 9,000 800 12 45 90 2

ＤＢＢ ○ WIND DNV ○ＤＰ１ 1996 52.4 18.13 4 430 ピン挿入盛替 600 30 6 35 21 1.25

ＤＢＢ ○ WIND PIONEER DNV 〇DP1 2010 50 28 4.5 530 ピン挿入盛替 1,200 232 35 22 2.5

ＤＢＢ ○ WIND SERVER DNV ○DP２ 2014 76.9 32.3 7 1,000 ピン挿入盛替 4,000 400 9 45 24 2.6

Ｓwire Blue　Oｃean ○ Ｐocific Orca ＧＬ ○DP２ 2013 155.6 49 10.4 4,300 ラック＆ピニオン ×6ｐ 1,200 13 80 111 2.5

Ｓwire Blue　Oｃean ○ Ｐocific Osprey ＧＬ ○DP２ 2013 155.6 49 10.4 4,300 ラック＆ピニオン ×6ｐ 1,200 13 80 111 2.5

MPI Offshore ○ MPI Resdution DNV ○DP２ 2003 130 38 8 3,200 キャッチビーム盛替 5,700×6ｐ 600 11 35 70 2.8

MPI Offshore ○ MPI Discovery DNV ○DP２ 2011 138.55 40.8 10 3,600 キャッチビーム盛替 7,500×6ｐ 1,000 11.7 40 112 2.8

MPI Offshore ○ MPI Enterprise DNV ○DP２ 2011 100 40.2 5 1,000 45

MPI Offshore ○ MPI Adventure DNV ○DP２ 2014 138.55 40.2 10 3,600 キャッチビーム盛替 7,500×6ｐ 1,000 12.5 40 120 2.8

Ｓeajaks International ○ Ｋrakem ABS ○DP２ 2009 61 36 6 900 ラック＆ピニオン 2,700 300 8 48 46 2

Ｓeajaks International ○ Leviathan ABS ○DP２ 2009 61 36 6 900 ラック＆ピニオン 2,700 400 8 48 90 2

Ｓeajaks International ○ Zaratan ABS ○DP２ 2011 108.7 41 5.3 2,000 ピン挿入盛替 5,500 800 9.1 55 90 2

Ｓeajaks International ○ Hydra ABS ○DP２ 2014 61 36 6 900 ラック＆ピニオン 2,700 400 8 48 100 2

Ｓeajaks International ○ Scylla ABS ○DP２ 2015 139 50 11 4,600 ラック＆ピニオン 14,000 1,500 12 65 130

Gaoh Offshore Ltd ○ Deepwater Installer 1 ○DP２ 138.4 40 12.5 5,500 ラック＆ピニオン 1,600 10 50 120 3

Ｖan Oord ○ Aeolus DNV 〇ＤＰ２ 2014 139 38 10.4 3,300 ピン挿入盛替 990 12 55 90

Ｊack-up Barge BV ○ JB-104 GL ○ 2004 30.5 17.1 2.9 ピン挿入盛替 400 CR450 25 2

Ｊack-up Barge BV ○ JB-108 GL ○ 2006 30.5 22 2.9 ピン挿入盛替 400 CR500 25 2

Ｊack-up Barge BV ○ JB-112 GL ○ 2006 30.5 22 2.9 ピン挿入盛替 400 CR500 25 2

Ｊack-up Barge BV ○ JB-114 ABS ○ 2009 50.5 32 5 1,000 ピン挿入盛替 1,250 300 40 100

Ｊack-up Barge BV ○ JB-115 ABS ○ 2009 50.5 32.2 5 1,000 ピン挿入盛替 1,250 300 40 64

Ｊack-up Barge BV ○ JB-117 ABS ○ 2011 75.9 40 6 2,500 ピン挿入盛替 3,250 1,000 45 350

Ｊack-up Barge BV ○ JB-118 ABS ○DP２ 2013 75.9 40 6 2,500 ピン挿入盛替 3,250 1,000 45 350

Ｊack-up Barge BV ○ JB-119 ＧＬ ○ 2013 46 30 4.6 ピン挿入盛替 900 300 35 40 元Odin

Ｗorkfox BV ○ Seafox 1 DNV ○ 1979 64 40 4.92 ピン挿入盛替 200 300 40

Ｗorkfox BV ○ Seafox 2 LR ○ 1985 80 45 6 800 ラック＆ピニオン 2,750 100 49 235 Oil&Gas設備に供用

Ｗorkfox BV ○ Seafox 4 ABS ○ 1976 68 42.6 5.44 ラック＆ピニオン 2,200 50 45 139 Oil&Gas設備に供用

Ｗorkfox BV ○ Seafox 5 ABS ○DP２ 2012 115 50 9.75 3,750 ラック＆ピニオン 7,000 1,200 10 65 150

Ｗorkfox BV ○ Seafox 7 ABS ○ 2008 55.5 32.2 5 ピン挿入盛替 2,000 280 45 113 Oil&Gas設備に供用

Swift Ｄrilling ○ Swift 10 ABS ○ 2008 67.4 40 5.5 ピン挿入盛替 2,750 80 45

ドイツ ＨＧO InfraSea Solutions ○ Innovation ＧＬ ○DP２ 2012 142.5 42 11 ラック＆ピニオン 1,500 12 50 100 ベルギーGeoSea社と共有

Hochtief Solutions AG ○ Thor ＧＬ 〇ＤＰ１ 2010 70 40 7.4 1,850 ピン挿入盛替 3,300 500 50 48

Hochtief Solutions AG ○ Vidar DNV ○ＤＰ１ 2012 136.5 41 6.3 3,400 ラック＆ピニオン 600 1,200 12 50 90

Hochtief Solutions AG ○ Odin 〇 46.1 30 4.6 ピン挿入盛替 900 CR280 45 Jack Up Barge社が購入

Beluga Hochtief Offshore ○ Beluga ○DP２ 2012 147 42 11 ラック＆ピニオン 1,500 12 50 120

Ｂard Engineering ○ Wind Lift 1 ＧＬ ○ＤＰ１ 2010 93 36 7.4 ピン挿入盛替 5,300 500 8 45 90

RWE offshore Logistics
company

○ M/U Torben DNV 2012 100 40.2 5.02 1,000 48

ＧeoSea N.V. ○ Goliath ABS ○DP２ 2008 59.5 32.5 5 1,080 ピン挿入盛替 1,400 400 52

ＧeoSea N.V. ○ Buzzard ABS ○ 1982 43 30 5 900 ピン挿入盛替 900 ― 32

ＧeoSea N.V. ○ Neptune ABS ○DP２ 2012 60 38 6 1,600 ピン挿入盛替 1,600 600 60

ＧeoSea N.V. ○ Ｄe Zeebouvier BV ○ 1978 42.6 20 4.2 ピン挿入盛替 ― 15

ＧeoSea N.V. ○ JUB THOR DNV 2010 70 40 8.46 500 50 1.5

Besix ○ Pauliine BV ○ 2002 48 23.5 4.2 ピン挿入盛替 900 250 30 1.5

Ｆred Olsen Windcarrier ○ Brave Tern ＧＬ ○DP２ 2012 132 39 9 800 12 45 80

Ｆred Olsen Windcarrier ○ Bold Tern ＧＬ ○DP２ 2012 132 39 9 3,250 ピン挿入盛替 9,000 800 12 45 80

Master Marine ○ HAVEN DNV ○ 2011 108.6 50 9 2,500 ラック＆ピニオン 5,300 ― 85 85 Oil&Gas設備

Inwind ○ Inwind Installer DNV ○DP２ 105.5 46 10.1 3,500 ラック＆ピニオン 7,500×３ｐ 1,200 12 110 2.5

ABCO Marine Ltd ○ Red Squirrel ○組立 18.3 18.3 1.53 200 リングパット盛替 TC90

ABCO Marine Ltd ○ Sea Horse ○組立 30.5 18.3 2.13 400 リングパット盛替 CR200

Ｇulf Marine Services ○ Endurance ABS ○DP２ 2010 61 36 6 900 ラック＆ピニオン 2,750 300 60 150 Oil&Gas設備に供用

Ｇulf Marine Services ○ Endeavour ABS ○DP２ 2010 61 36 6 900 ラック＆ピニオン 2,750 300 60 150 Oil&Gas設備に供用

韓国 Hyundai Engineering &
Steel Industries

○ Hyundai Challenger 1 2016

ベル
ギー

国名 船主

利用可能
状況 船名 船級

自航の有無
建造年

(計画年)

船体寸法 デッキ

スペース(m
2
)

アラブ
首長国
連邦

注）　【船体の寸法】　　Ｌ：両垂線間の水平距離で、設計図等の船体構造の基準長さ　　　Ｂ：船体 広部における幅で、外板の厚さを除いた内法寸法　　　Ｄ：乾弦長さ（Lf）の中央においてキール（船体中心線での船底外板）上面から乾弦甲板の船側での下面までの垂直距離で、外板及び甲
板のの厚さを除いた内法寸法

備　考

日本

オラン
ダ

ノル
ウェー

カナダ

ジャッキアップ装置
クレーン
能力(t)

大船速
(kts)

昇降水深
(m)

大収容
人数
(人)

離着水作業
限界波高
　(Hs.m)

シンガ
ポール

デン
マーク

イギリス
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Ⅴ．我が国の港湾における波浪特性（稼働率） 

 

1.0m以下 1.5m以下 2.0m以下 8s未満 10s未満

留萌 1981～1999 60.1 75.4 85.3 96.4 99.9

瀬棚 1982～1999 57.4 72.2 82.8 95.2 99.8

紋別 1984～1999 73.0 87.8 94.0 83.5 95.9

十勝 1996～1999 62.7 86.5 94.7 59.0 87.4

苫小牧 1982～1999 78.3 91.7 96.8 74.0 94.2

深浦 1981～1999 56.8 70.9 80.9 93.6 99.6

むつ小川原 1974～1999 59.8 81.2 91.1 60.1 87.9

八戸 1973～1999 67.0 86.5 93.9 68.2 89.1

秋田県 秋田 1988～1999 60.5 75.3 85.1 93.6 99.5

久慈 1996～1999 45.8 76.8 91.1 62.8 91.3

宮古 1981～1997 90.6 97.3 99.0 77.4 93.1

釜石 1978～1999 73.1 89.4 95.6 45.3 83.0

石巻 1995～1999 83.8 95.6 98.7 69.6 92.0

山形県 酒田 1973～1986 56.5 70.8 81.2 93.0 99.4

宮城県 仙台新港 1979～1999 76.7 92.7 97.6 51.5 83.4

弾崎 1978～1988 56.0 71.6 81.5 90.7 99.2

阿賀沖 1981～1987 61.5 74.3 82.8 95.0 99.8

新潟西 1982～1991 67.3 79.9 88.0 91.6 99.2

新潟沖 1989～1999 64.1 78.1 87.2 90.3 99.2

相馬 1982～1999 63.3 86.9 95.5 51.3 81.8

いわき沖 1986～1996 19.1 52.8 76.1 62.7 90.1

小名浜 1980～1990 52.9 82.3 93.1 56.7 88.8

常陸那珂 1979～1999 47.7 77.8 91.2 59.3 89.8

鹿島 1972～1999 38.8 68.6 85.2 54.9 87.4

千葉県 浜金谷 1972～1990 88.8 96.1 98.8 96.0 98.9

第二海堡 1991～1999 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0

アシカ島 1991～1999 93.7 98.5 99.6 96.2 99.1

波浮 1973～1999 24.1 60.6 82.7 70.7 95.0

下田 1988～1999 69.2 91.7 97.3 75.8 95.2

御前崎 1988～1998 77.7 91.5 96.9 79.5 93.2

潮岬 1970～1986 87.4 94.5 97.5 27.1 69.7

御坊沖 1983～1997 58.8 82.0 92.4 73.3 92.6

輪島 1979～1999 55.9 72.4 83.0 89.0 99.1

金沢 1970～1999 61.1 76.1 84.9 89.5 99.0

福井県 福井 1980～1999 63.9 78.8 87.4 91.4 99.5

神戸 1971～1999 98.3 99.7 99.9 99.9 100.0

柴山 1996～1999 51.9 69.3 81.1 86.5 98.7

鳥取 1979～1999 57.9 74.6 85.0 88.8 98.9

境港 1996～1999 96.6 99.2 99.8 96.2 99.6

島根県 浜田 1974～1999 55.6 73.7 84.9 89.6 99.3

徳島県 小松島 1996～1999 96.7 99.4 99.9 93.7 97.8

室津 1990～1999 77.1 90.2 95.6 74.8 91.5

高知 1996～1999 79.4 90.9 95.8 75.5 94.2

高知沖 1980～1989 73.9 88.3 94.5 57.9 90.4

上川口 1996～1999 81.7 92.5 96.3 65.0 92.5

藍島 1975～1999 82.5 93.6 98.0 99.0 100.0

玄界灘 1989～1997 61.0 79.6 90.4 92.4 99.1

苅田 1991～1999 98.3 99.8 100.0 99.9 100.0

長崎県 伊王島 1982～1991 83.2 94.3 98.5 96.1 98.9

宮崎県 宮崎 1990～1999 56.9 78.9 88.8 66.6 91.2

油津 1975～1991 59.5 81.9 91.7 64.4 93.4

志布志湾 1980～1999 87.0 94.9 97.7 71.9 93.8

名瀬 1977～1999 56.3 75.9 86.4 89.6 99.3

鹿児島 1990～1999 99.7 99.9 100.0 99.0 100.0

中城湾 1973～1999 55.6 81.5 91.6 69.8 94.7

平良 1996～1999 87.6 95.3 98.4 97.5 99.9

石垣 1996～1999 98.9 99.7 99.9 99.5 100.0

那覇 1973～1999 64.5 80.4 89.3 86.6 98.6

福岡県

鹿児島県

沖縄県

和歌山県

石川県

兵庫県

鳥取県

高知県

データの出典：永井紀彦(2002)：全国港湾海洋波浪観測30か年統計(NOWPHAS1970-1999).港湾空港技術研
究所資料　No.1035

備考
有義波周期(Ts:sec)

都道府県 観測地点
データ取得年

（通年）

有義波高(Hs:m)

北海道

青森県

岩手県

新潟県

福島県

茨城県

東京都

静岡県

単位：％ 
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Ⅵ．アクセス船のリスト 

 

Monohull Catamaran Swath
長さ
（m）

幅(m) 有 無

東京汽船 JCAT-ONE 2013 ○ 21.3 7 54 7.5 ○ 27.2 3＋12 スライドキャッチャ装着

東京汽船 PORTCAT ONE 2015 ○ 19.55 6.3 19 8.6 ○ 29.2 2＋12

イギリス Maritime Craft Services MCS Zephyr 2011 ○ 19.2 7.3 41.8  fwd32 ＋aft16 ○ 24 2＋12

Maritime Craft Services MCS Sirocco 2012 ○ 25.75 10.4 81.58 90 ○ 26 12

Maritime Craft Services MCS Pampero 2012 ○ 25.75 10.6 81.58 90 ○ 26 12

Maritime Craft Services MCS Maestro 2011 ○ 19.2 7.3 41.8  fwd32 ＋aft16 ○ 24 12

Maritime Craft Services MCS Blue Norther 2012 ○ 25.75 10.4 81.58 90 ○ 26 12

Maritime Craft Services MCS Levanto 2012 ○ 25.75 10.4 81.58 90 ○ 26 12

Maritime Craft Services MCS Bereas 2013 ○ 25.75 10.4 81.58 90 ○ 26 12

Maritime Craft Services MCS Kaver 2013 ○ 25.75 10.4 81.58 90 ○ 26 12

Maritime Craft Services MCS Coromell 2013 ○ 25.75 10.4 81.58 90 ○ 26 12

MPI Offhore MPI Don Quixote 2009 ○ 20.6 8 45 fwd13.9＋aft45.9 ○ 23 12

MPI Offhore MPI New Builds 2013 ○ 19.15 7.25 40 fwd28＋aft19 ○ 22 12

MPI Offhore MPI Cervantes 2012 ○ 17.5 6.4 38 fwd25.5＋aft16 ○ 22 12

MPI Offhore MPI Dulcinea 2011 ○ 17.5 6.4 38 fwd22.85＋aft13.7 ○ 25 12

MPI Offhore MPI Dorothea 2011 ○ 17.5 6.4 38 fwd22.85＋aft13.7 ○ 25 12

MPI Offhore MPI Cardenio 2012 ○ 17.5 6.4 38 fwd25.5＋aft16 ○ 22 12

MPI Offhore MPI Rosinante 2009 ○ 16 6.4 32 fwd18.15＋aft7.5 ○ 25 12

MPI Offhore MPI Rucio 2009 ○ 16 6.4 32 fwd18.15＋aft7.5 ○ 25 12

MPI Offhore MPI Sarchopanza 2008 ○ 15.48 6.4 30 fwd5.02＋aft24.96 ○ 25 12

MPI Offhore MPI Napoleon 2014 ○ 22 7 45 - ○ 23 3＋12

Ｃ　Ｗind C Wind Adventure 2013 ○ 20.9 7 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind C Wind Allianca 2011 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind C Wind Asherah 2010 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind C Wind Challenger 2013 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind C Wind Endeavour 2013 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind Admiral P 2012 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind Oaptain P 2012 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind Oardinal P 2012 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind Commander P 2013 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind Commodre P 2013 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind SO Buzzard 2012 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind Coastaf Knight 2013 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind C Wind Resolution 2013 ○ 18.5 6.1 fwd37＋aft34 0ptional 28 2～4＋12

Ｃ　Ｗind C Wind Athenla 2012 ○ 18.5 6.1 - 0ptional 28 2～4＋12

Turbine Transfers Ltd Aberftraw Bay 2012 ○ 21.3 7.3 38 ○ 28 12

Turbine Transfers Ltd Foryd Bay 2012 ○ 21.3 7.3 - ○ 28 12

Turbine Transfers Ltd Malltraeth Bay 2012 ○ 21.3 7.3 - ○ 28 12

Turbine Transfers Ltd Penrhos Bay 2010 ○ 20.47 8 - ○ 27 12

Turbine Transfers Ltd Cemaes Bay 2009 ○ 20.47 8 - ○ 27 12

Turbine Transfers Ltd Tremadoc Bay 2012 ○ 20.14 7.25 49 ○ 24

Turbine Transfers Ltd Coernarfom Bay 2012 ○ 20.14 7.25 - ○ 24 12

Turbine Transfers Ltd Abersoch Bay 2012 ○ 19.1 7.4 41 ○ 23 12

Turbine Transfers Ltd Llandudno Bay 2011 ○ 19.1 7.4 - ○ 25 12

Turbine Transfers Ltd Penrtryn Bay 2010 ○ 19.1 7.4 - ○ 25 12

Turbine Transfers Ltd Kinmel Bay 2011 ○ 19.1 7.4 - ○ 24 12

Turbine Transfers Ltd Towyn Bay 2011 ○ 19.1 7.4 - ○ 24 12

Turbine Transfers Ltd Conwy Bay 2010 ○ 19.1 7.4 - ○ 24 12

Turbine Transfers Ltd Colwyn Bay 2010 ○ 19.1 7.4 - ○ 24 12

Turbine Transfers Ltd Porth Cadfar 2011 ○ 16.52 6.35 - ○ 26 3＋12

Turbine Transfers Ltd Porth Wen 2011 ○ 16.52 6.35 - ○ 26 3＋12

Turbine Transfers Ltd Porth Dafarch 2011 ○ 16.52 6.35 - ○ 26 3＋12

Turbine Transfers Ltd Porth Dinllaen 2011 ○ 16.52 6.35 - ○ 26 3＋12

Turbine Transfers Ltd Porth Diane 2011 ○ 16.52 6.35 - ○ 26 3＋12

Turbine Transfers Ltd Lynas Point 2010 ○ 15.43 6.3 - ○ 27 12

Turbine Transfers Ltd Penmon Point 2010 ○ 15.43 6.3 - ○ 27 12

Turbine Transfers Ltd Phoscolyn Head 2009 ○ 15.43 6.3 - ○ 27 12

Turbine Transfers Ltd Wylfa Head 2009 ○ 15.43 6.3 - ○ 27 12

Turbine Transfers Ltd Carmel Head 2008 ○ 15.43 6.3 - ○ 24 12

Turbine Transfers Ltd South Stack 2008 ○ 15.43 6.3 - ○ 24 12

Turbine Transfers Ltd RRV Andrey 2009 ○ 13.3 5 - ○ 28 12

Turbine Transfers Ltd Alerdaron Bay 2010 19.1 35 〇 28

Turbine Transfers Ltd Bull Bay 2014 ○ 25.7 7.5 46 〇 27.5 3＋12

Turbine Transfers Ltd Beaumaris Bay 2014 ○ 21.3 7.3 38 〇 28 3＋12

Dalby Offshore Dalby Aire 2013 〇 21.45 7.36 - 〇 27 3＋12

Dalby Offshore Daiby Derwent 2014 〇 14.5 6.4 40 - 〇 27 3＋12

Dalby Offshore Dalby Esk 2011 〇 19 7.2 64.92 - 〇 27 3＋12

Dalby Offshore Dalby Suale 2014 〇 23 84 - 〇 30 3＋12

Dalby Offshore Dalby Tees 2012 〇 18.55 6.5 46.3 - 〇 30 3＋12

Dalby Offshore Dalby Trent 2012 〇 18.5 6.5 46.3 - 〇 29 3＋12

Dalby Offshore Dalby Humber 2012 〇 18.5 6.5 46.3 - 〇 30 3＋12

Njord Offshore Njord Avocet 2012 ○ 20.6 8 52 26 4＋12

Njord Offshore Njord Curlew 2013 ○ 20.6 7.4 - 23.5

Njord Offshore Njord Kittiwake 2013 ○ 20.6 8 52 23.7

Njord Offshore Njord Lapwing 2013 ○ 19 8 -

Njord Offshore Njord Petrel 2013 ○ 19 5? - 26.7

Njord Offshore Njord Puffin 2013 ○ 20.6 8 -

Njord Offshore Njord Snipe 2014 ○ 20 8 -

Njord Offshore Njord Skua 2014 ○ 20 8 -

国名 運用会社 船名
建造年

(計画年)

船  型 船体寸法 総トン数
(GT)
(t)

デッキ

スペース(m2)

クレーン

乗組員＋乗客 備　考

日本

大船速
(kt)
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Monohull Catamaran Swath
長さ
（m）

幅(m) 有 無

イギリス Njord Offshore Njord Alpha 2014 ○ 24.98 10 167 90

Njord Offshore Njord Odin 2015 ○ 26 -

Njord Offshore Njord Frey 2015 ○ 26 -

EON Climate&Renewables Ltd Solway Spirit 2008 ○ 15 45 ○

EON Climate&Renewables Ltd Solway Challenger 2013 ○ 19.2 80 ○

EON Climate&Renewables Ltd Spirit of Sunthorp 2013 ○ 17 56 ○

EON Climate&Renewables Ltd Spirit of Hoton 2013 ○ 17 56 ○

EON Climate&Renewables Ltd Spirit of Turmarr 2014 ○ 12 40 ○

Ｆastuet Shipping Limited Fastuet Rock 2013 〇 21.5 7.3 75 fwd27＋aft12.5 〇 27

Fastnet Shipping Limited Fastuet Swift 2012 〇 14 5 - 〇 12

Fastnet Shipping Limited Fastuet Skua 2012 〇 14 5 - 〇 12

Fastnet Shipping Limited Fastuet Tern 2011 〇 14 5 - 〇 12

Fastnet Shipping Limited Fastuet Putfin 2013 〇 14 5 - 〇 12

Ｂriggs Marine Mersey Guardian 2012 〇 18.3 6.3 - 〇 18 7＋10

Briggs Marine Severn Guardina 2012 〇 18.3 6.3 - 〇 18 7＋10

Briggs Marine Solent Guardian 2013 〇 18.3 6.3 - 〇 18 2＋10

Briggs Marine Thames Guardian 2011 〇 14.5 4.7 - 〇 25 6＋8

Briggs Marine Humber Guardian 2010 〇 18.3 6.3 - 〇 18 2＋10

RixSea Ｓhuttle Rix Panther 2011 ○ 18.9 7.2 42 - ○ 25 2～3＋12

RixSea Shuttle RixTiger 2013 ○ 18.9 7.2 42 - ○ 25 2～3＋12

RixSea Shuttle Rix Cheetah 2010 ○ 21.3 6.4 53 - ○ 30 2～3＋12

RixSea Shuttle Rix Alicatl 2010 ○ 21.3 6.4 53 - ○ 30 2～3＋12

RixSea Shuttle Rix Gardlan 2010 ○ 21.3 6.4 53 - ○ 30 2～3＋12

RixSea Shuttle Rix Lion 2014 ○ 26.3 10.3 -

Gardline Ellida Array 2012 ○ 17 6.4 43 - ○ 26

Gardline Gaillion 2011 ○ 20 6.5 53 - ○ 30

Gardline Gardion 1 2010 ○ 20 5.3 53 - ○ 30

Gardline Gardion 2 2011 ○ 20 6.4 53 - ○ 30

Gardline Gardion3 2011 ○ 17 6.4 43 - ○ 26

Gardline Gardion 7 2011 ○ 17 6.4 43 - ○ 26

Gardline Marianavray 2011 ○ 17 6.4 43 - ○ 26

Gardline Smcatonavray 2011 ○ 20 6.4 53 - ○ 30

Gardline Waterfall 2009 ○ 16 6.4 40 - ○ 26

Enviroserve Sea Fox 2013 ○ 24 10 112  ○ 28 14

Enviroserve Sea Weasel 2010 ○ 16.2 5.5 25 ○ 25

Enviroserve Sea Ferret 2011 ○ 16.2 5.5 25 ○ 25

Enviroserve Sea Beaver 1996 ○ 17.5 5 20 ○ 23

Enviroserve Sea Badger 2009 ○ 11 20 ○

iiceni Marine Services Iceni Spirit 2009 〇 15.5 6.3 fwd14.5＋aft14.5 〇 24 2＋12

iiceni Marine Services Topline 2007 〇 12 5 fwd12.25＋aft14.08 〇 20 2＋12

iiceni Marine Services Iceni Courage 2011 〇 15.5 6.3 fwd21.8 〇 24 2＋12

iiceni Marine Services Iceni Pride 2012 〇 14 5 fwd11.25＋aft14.08 〇 27 2＋12

iiceni Marine Services Iceni Defiant 2012 〇 17.5 6.5 fwd27.13＋aft21.52 〇 30 2＋12

iiceni Marine Services Iceni Victory 20113 〇 24.7 8 fwd40＋aft33 〇 30 2＋12

Sure Wind Marine Ltd Sure Star 2013 〇 26 10.4 90 〇 25 12

Sure Wind Marine Ltd Sure Shamal 2013 〇 26 10.4 90 〇 25 12

Sure Wind Marine Ltd Sure Switc 2011 〇 26 10.4 90 〇 25 12

Sure Wind Marine Ltd TBN 2014 〇 25.75 10.4 90 Optional 26 12

Sure Wind Marine Ltd SURE  5 2014 〇 20 55 〇 12

Sure Wind Marine Ltd Sure Pilgrim 2012 〇 20 7.5 35 〇 25.5 12

Sure Wind Marine Ltd Sure Partner 2012 〇 20 7.5 35 〇 25.5 12

Sure Wind Marine Ltd Sure Progress 2012 〇 20 7.5 35 〇 25.5 12

Sure Wind Marine Ltd Sure Pride 2012 〇 20 7.5 35 〇 25.5 12

Sure Wind Marine Ltd Fleur Delys 2009 〇 22.25 4.8 - 〇 21 10

Sure Wind Marine Ltd Hodi 1999 〇 17.7 6.4 - 32 3＋12

Seacat Services Endeavonr 2014 ○ 21.1 7.4 49 fwd29＋aｆｔ22 ○ 26 2～3＋12

Seacat Services Reliance 2014 ○ 21.1 7.4 49 fwd27＋aft22 ○ 26 2～3＋12

Seacat Services Resolute 2014 ○ 25.1 8 78 fwd４２＋aft30 ○ 29 2～3＋12

Seacat Services Vigilant 2015 ○ 25.1 8 78 fwd42＋aft30 ○ 29 2～3＋12

Seacat Services Defender 2014 ○ 25.1 8 78 fwd42＋aft30 ○ 29 2～3＋12

Seacat Services Volunteer 2014 ○ 25.1 8 78 fwd42＋aft30 ○ 29 2～3＋12

Seacat Services Ronger 2015 ○ 25.1 8 78 fwd４２＋aft30 ○ 29 2～3＋12

Seacat Services Intrepid 2015 ○ 26.77 9.12 108 fwd62＋aft44 ○ 29 2～3＋12

Seacat Services Courageous 2015 ○ 26.77 9.12 108 fwd62＋aft44 ○ 29 2～3＋12

World Marine Offshore World Golf 2012 ○ 25 11 20 - 〇 30 12 Ｔrimaran Hull

World Marine Offshore World Passat 2012 ○ 25 11 20 - 〇 30 12 Ttimaran Hull

World Marine Offshore World Mistarl 2012 ○ 25 11 20 - 〇 30 12 Ttimaran Hull

World Marine Offshore World Scirocco 2013 ○ 25 11 20 - 〇 30 12 Ttimaran Hull

World Marine Offshore World TEN 5 2013 ○ 30 12 34 - 〇 30 12 Ttimaran Hull

World Marine Offshore World TEN 6 2014 ○ 30 12 34 - 〇 30 12 Ttimaran Hull

A2SEA A/S SEA Breeze 2012 〇 24.76 10.6 243.8 - 〇 20 3＋24

A2SEA A/S SEA Gale 2013 〇 24.76 10.6 243.8 - 〇 20 3＋24

A2SEA A/S SEA Stcrm 〇 24.76 10.6 243.8 - 〇 20 3＋24

A2SEA A/S SEA Hurricave 〇 24.76 10.6 243.8 - 〇 20 3＋24

オランダ Sime Charters B V Blue Whalo 2000 〇 19.5 5.06 32.31 fwd5＋aft25 ○ 30 12

Sime Charters B V Callisto Maassluis 2011 〇 17.31 5.2 26.58 fwd2＋aft10 ○ 25 12

Sime Charters B V SC Lynx 2010 〇 18.5 5.6 29.56 fwd8＋aft12 ○ 24 12

Sime Charters B V SC Cheetah 2011 ○ 18.5 5.6 29.56 fwd8＋aft20 ○ 26 12

Sime Charters B V ＳＣ　Amethyst 2014 ○ 20 6.3 49.95 fwd10＋aft23 ○ 28 12

国名 運用会社 船名
建造年

(計画年)

船  型 船体寸法 総トン数
(GT)
(t)

デッキ

スペース(m
2
)

クレーン

乗組員＋乗客 備　考

デンマーク

大船速
(kt)
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Monohull Catamaran Swath
長さ
（m）

幅(m) 有 無

オランダ Sime Charters B V SC Falcon 2013 〇 18.5 6.1 27.75 fwd34＋aft37 ○ 30 12

Sime Charters B V SC Elan ○ -

Sime Charters B V SC Opal ○ -

Offshore Wind　Ｓervices Offshore Wielingen 2014 ○ 25.75 10.04 90 〇 25 12

Offshore Wind　Ｓervices Offshore Wenduine ○ 25.14 8 fwd30＋aft20 〇 27 12

Offshore Wind　Ｓervices Offshore Waddenzee 〇 19.7 8.2 50 〇 24 12

Offshore Wind　Ｓervices Offshorw Wandelaar 2012 ○ 21.01 7.3 fwd27＋aft22 〇 25 12

Offshore Wind　Ｓervices Offshore Westhinder 2012 ○ 20.01 7.3 fwd27＋aft22 〇 25 2～3＋12

Offshore Wind　Ｓervices Offshore Phanton 2011 ○ 15.5 6.3 - 〇 23 2～3＋12

Offshore Wind　Ｓervices Offshore Performer ○ 15.5 6.1 - 〇 23 2～3＋12

Offshore Wind　Ｓervices Offshore Progress 2008 ○ 15.5 6.1 - 〇 25 2～3＋12

Windcat Workboats BV Windcat 1 2004 ○ 18.1 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 2 2005 ○ 15 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 3 2006 ○ 15 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 4 2006 ○ 15 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 5 2007 ○ 16 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 6 2007 ○ 16 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 7 2007 ○ 16 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 8 2007 ○ 16 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 9 2008 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 10 2008 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 11 2008 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 12 2008 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 14 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 15 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 16 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 17 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 18 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 19 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 20 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 21 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 22 2009 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 23 2010 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 24 2010 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 25 2010 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 26 2011 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Wndcat 27 2011 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 28 2012 ○ 15 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 29 2011 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 30 2012 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 31 2013 ○ 16 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 32 2013 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 33 2014 ○ 18 6.1 30 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 34 2013 ○ 19 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 35 2014 ○ 19 - ○ 25 12

Windcat Workboats BV Windcat 101 2011 ○ 27 9 208 - ○ 31 45

Enviroserve Sea Stoat ○ 18 5.5 - 12

Enviroserve Sea Badger ○ 11 5 - 27

Ｆred.Olsen Windcarrier Wind Crew 1 2010 ○ 19.2 5 - ○ 25 3＋１２

Ｆred.Olsen Windcarrier Bayard 3 2012 ○ 20.9 7 20 51 ○ 25 12

Fred Olsen Windcarrier Bayard 2 2011 ○ 20.9 7 20 51 25 12

Fred Olsen Windcarrier Bayard 1 2011 ○ 20.9 7 20 51 25 12

MSIS Chantiers Allais Surfer Eolion 2014 〇 14.21 4.65 - 22

MSIS Chantiers Allais Blitz 31 〇 9.5 3.1 - 50

MSIS Chantiers Allais Blitz 38 〇 10.5 3 - 52 4＋8

MSIS Chantiers Allais Blitz 48 〇 15 3.5 - 50 6

MSIS Chantiers Allais Surveyor 1200 〇 1195 3.8 - 30 6

MSIS Chantiers Allais Surveyor 2500 〇 24 5.4 - 30 8

MSIS Chantiers Allais Surveyor Cat 〇 ２１，５ 7.5 - 12 12

MSIS Chantiers Allais VH 〇 23.95 - 20 2＋12

CHAM(CNIM) Windkeeper 2014 ○ 350 21 AMPELMANN方式搭載

スウェーデン Offshore Wind　Ｓervices Offshore Provider 2006 ○ 15.4 6.1 - 〇 23 2～3＋12

Offshore Wind　Ｓervices Offshore  Response 2009 〇 13.4 5.4 - 〇 25 12

Offshore Wind　Ｓervices Spikeislander 2014 〇 13.4 5.4 - 〇 25 2＋12

Offshore Wind　Ｓervices Fast cat 〇 12 5 - 〇 23 2＋6

Enviroserve Sea Mink ○ 20 5.5 - 15

Chevalier Floatels BV DP Gezina 2007 ○ 70.1 13.4 1930 120 〇 13.5 60 ANPELMANN搭載

Chevalier Floatels BV DP Galyma 2008 〇 70.1 13.4 1930 120 ○ 13.5 60 AMPELMANN搭載

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Accomplisher 2012 〇 22.4 7.6 131.5 63 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Achieuer 2011 〇 19.99 7.6 101 52 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Advancer 2013 〇 22.4 7.6 131.5 63 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Arriver 2012 〇 22.4 7.6 131.5 63 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Attender 2012 〇 22.4 7.6 131.5 63 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Assisfer 2012 〇 19.99 7.6 119 52 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Carrier 2013 〇 25.75 10.4 167 90 ○ 26 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Delivover 2005 〇 14.8 6 219 19 Optional 20 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Developer 2014 ○ 27.2 9.2 215.4 112 ○ 27 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Discoverer 2014 ○ 27.2 9.2 215.4 112 ○ 27 Crew+12

国名 運用会社 船名
建造年

(計画年)

船  型 船体寸法 総トン数
(GT)
(t)

デッキ

スペース(m
2
)

クレーン

乗組員＋乗客 備　考

ノルウェー
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Monohull Catamaran Swath
長さ
（m）

幅(m) 有 無

スウェーデン Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Distributor 1994 ○ 18.29 5.1 31.3 I10.2 ○ 23 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Pertormer 2010 ○ 18 6.3 32 27 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Pveceler 2010 〇 14.59 4.75 27 - ○ 8.2 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Provider 2007 ○ 14.7 6.4 21.5 fwd7.7＋aft39.2 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Supdlier 2005 ○ 20.5 8 85.6 fwd9.6＋aft100 ○ 12 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Supplier 2009 ○ 18.2 9.4 31.8 fwd19＋aft39.2 ○ 25 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Tender 2008 ○ 12.1 4.87 - ○ 20 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB Ｍ/V Transporter 2009 ○ 15.5 6.3 30.1 fwd12.85＋aft18.7 ○ 21 Crew+12

Northern Oｆｆshore Sovices AB M/V Voyager 2008 ○ 15.5 6.3 30.1 fwd12.85＋aft18.7 ○ 21 Crew+12

国名 運用会社 船名
建造年

(計画年)

船  型 船体寸法 総トン数
(GT)
(t)

デッキ

スペース(m
2
)

クレーン

乗組員＋乗客 備　考
大船速
(kt)
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Ⅶ．洋上風力発電事業開発に係る許認可権者 
 

 関連法規等 許認可権者 

立
地
調
査 
・ 
建
設
工
事
関
係 

自然公園法 都道府県知事（国定公園） 
環境大臣（国立公園） 

自然環境保全法 環境大臣 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律 環境大臣 

鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律 都道府県知事又は環境大臣 

環境影響評価法 経済産業大臣 
景観法（景観条例） 市町村長 
水産資源保護法 都道府県知事又は農林水産大臣 
海洋水産資源開発促進法 都道府県知事 
漁港漁場整備法 都道府県知事又は市町村長 
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利
用の促進のための低潮線の保全及び拠点
施設の整備等に関する法律 

国土交通大臣 

海岸法 都道府県知事 

港湾法 都道府県知事等（港湾管理者）又は国土交通
大臣 

国土利用計画法 都道府県知事又は環境大臣 
電波法 総務大臣 
国有財産法 経済産業大臣 
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律 海上保安庁長官 

航空法 国土交通大臣 
消防法 市町村長又は都道府県知事 

道路法 市町村長（市町村道）・土木事務所（一般国
道）・国土交通省工事事務所（指定国道） 

道路交通法 警察署長 
騒音規制法 都道府県知事 
振動規制法 都道府県知事 
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律 海上保安庁長官 

海上交通安全法 海上保安庁長官 
航路標識法 海上保安庁長官 
水路業務法 海上保安庁長官 
港則法 港長（港湾管理者） 

実
施
設
計 

電気事業法             
発電用風力設備に関する技術基準に定め
る省令 

経済産業大臣 

電力品質確保に係る系統連系技術要件ガ
イドライン 電力会社 

そ
の
他 

漁業法 都道府県知事または農林水産大臣 
－  
－  

 ＊関係法規等の内容は本文のⅢ.2.2 項を参照 
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Ⅷ．洋上風力発電関係機関等連絡先 
 

経済産業省関係部局 

① 
経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 
〒100-8931 東京都千代田区霞が関 1-3-1 
Tel：03-3501-4031 

② 

北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
〒060-0808 北海道札幌市北区北 8 条西 2 丁目 札幌第１合同庁舎 4F．5F 
Tel：011-709-2311（ext,2635-2638）   Fax：011-726-7474 
E-mail：Hokkaido-energy@meti.go.jp 

③ 
東北経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー環境課 
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 5F．6F 
Tel：022-221-4927  Fax：022-213-0757 

④ 
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 新エネルギー対策課 
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心 1 番 1 さいたま新都心合同庁舎 1 号館 
Tel：048-600-0353  Fax：048-601-1313 

⑤ 
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2  中部経済産業局総合庁舎 
Tel：052-951-2775  Fax：052-951-9801 

⑥ 
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎 1 号館 
Tel：06-6966-6043  Fax：06-6966-6089 

⑦ 
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 
〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 2 号館、3 号館 
Tel：082-224-5713  Fax：082-224-5649 

⑧ 
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 
〒760-8512 香川県高松市サンポート 3 番 33 号 高松サンポート合同庁舎 5-7 階 
Tel：087-811-8532  Fax：087-811-8559 

⑨ 
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎本館（6、7 階） 
Tel：092-482-5513-5515  Fax：092-482-5398 

⑩ 
内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部 環境資源課 エネルギー対策係 
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館  
Tel：098-866-1759   

 

 

NEDO 本部・支部  

① 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構  
エネルギー・環境本部 新エネルギー部 
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー18 階 
Tel：044-520-5273  Fax：044-520-5276 

② 
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 関西支部 事業管理部 
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3 丁目 3 番 10 号 梅田ダイビル 16 階 
Tel：06-7670-2200  Fax：06-6344-4574 
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電力会社・電気保安協会 

名   称 住 所 ／ 電 話 

電

力

会

社 

北海道電力(株) 〒060-8677 北海道札幌市中央区大通東 1-2 
Tel：011-251-4342 

東北電力(株) 〒980-8550 宮城県仙台市青葉区本町 1-7-1 
Tel：022-225-2111 

東京電力(株) 〒100-8560 東京都千代田区内幸町 1-1-3 
Tel：03-4216-1111 

中部電力(株) 〒461-8680 愛知県名古屋市東区東新町 1 番地 
Tel：052-951-8211 

北陸電力(株) 〒930-8686 富山県富山市牛島町 15-1 
Tel：076-441-2511 

関西電力(株) 〒530-8270 大阪府大阪市北区中之島 3-6-16 
Tel：06-6441-8821 

中国電力(株) 〒730-8701 広島県広島市中区小町 4-33 
Tel：082-241-0211 

四国電力(株) 〒760-8573 香川県高松市丸の内 2-5 
Tel：087-821-5061 

九州電力(株) 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-1-82 
Tel：092-761-3031 

沖縄電力(株) 〒901-2602 沖縄県浦添市牧港 5-2-1 
Tel：098-877-2341 

電

気

保

安

協

会 

(一財)北海道電気保安協会 〒060-0031 北海道札幌市西区発寒 6 条 12-6-11 
Tel：011-555-5001   

(一財)東北電気保安協会 
〒980-0013 宮城県仙台市太白区あすと長町 3-2-36 
    東北電気保安協会あすと長町ビル 

Tel：022-748-0235 

(一財)関東電気保安協会 〒171-8503 東京都豊島区池袋 3-1-2 光文社ビル内 
Tel：03-3988-2322 

(一財)中部電気保安協会 
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3 丁目 19-12  

久屋パークサイドビル 
Tel：052-955-0781 

(一財)北陸電気保安協会 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り 3-1 電気ビル内 
Tel：0764-41-6350 

(一財)関西電気保安協会 
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎 1-2-6 新宇治電ビ

ル内 
Tel：06-6363-0731 

(一財)中国電気保安協会 〒730-0041 広島県広島市中区小町 4-33 
Tel：082-242-7511 

(一財)四国電気保安協会 〒760-0066 香川県高松市福岡町 3-31-15 
Tel：087-821-5615 

(一財)九州電気保安協会 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 
Tel：092-711-0056 

(一財)沖縄電気保安協会 〒900-0036 沖縄県那覇市西 3-8-21 
Tel：098-866-4946 
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関連団体 

① 

一般財団法人 

新エネルギー財団 

（NEF） 

〒102-8555 東京都豊島区東池袋 3 丁目 13 番 2 号 
住友不動産東池袋ビル 2 階 

URL：http://www.nef.or.jp 
計画本部企画部（風力委員会事務局） 
Tel：03-6810-0362 Fax：03-3982-5101 

② 

一般社団法人 

日本風力エネルギー学会 

（JWEA） 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-13-7 
ダイニチ神田ビル 4 階 神田事務所（事務局） 

URL：http:// www.jwea.or.jp  
Tel：03-3526-3400 Fax：03-3526-3410 

③ 

一般社団法人 

日本風力発電協会 

（JWPA） 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-15-3 
上地ビル 3F  

URL：http://www.jwpa.jp 
Tel：03-5733-2288 Fax：03-5733-2511 

④ 
風力発電推進市町村全国

協議会事務局 

〒078-3792 北海道苫前町字旭 37-1 
  苫前町 企画振興部 まちおこし係 
Tel：01646-4-2211 Fax：01646-4-2142 

⑤ 電気事業連合会（FEPC） 

〒100-8118 東京都千代田区大手町 1-3-2 
経団連会館 5 F 広報部 

URL：http://www.fepc.or.jp 
Tel：03-5221-1440 

⑥ 

一般社団法人 

日本電機工業会 

（JEMA） 

〒102-0082 東京都千代田区一番町 17-4 
URL：http://www.jema-net.or.jp 
新エネルギー部 Tel：03-3556-5888 Fax：03-3556-5892 

 

参考になる HP 
 内容 HP 名、URL 運営組織 

① 波浪 
全国港湾海洋波浪情報網：ナウファス 
http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/i
ndex.html 

国土交通省港湾
局等 

② 海流、潮汐、水深等 

JODC オンラインデータ提供システム（J-
DOSS） 
http://www.jodc.go.jp/jodcweb/JDOSS/in
dex_j.html 

海上保安庁海洋
情報部 日本海
洋データセン
ター 

③ 

漁業権等の社会情報、航路
等の海事情報、船舶通航
量、海底ケーブル等のイン
フラ情報、藻場等の環境情
報、海流等の海洋情報 等 

海洋台帳 
http://www.kaiyoudaichou.go.jp/Kaiyow
ebGIS/ 

海上保安庁海洋
情報部海洋情報
課 

④ 環境影響評価 
環境影響評価情報支援ネットワーク 
http://www.env.go.jp/policy/assess/index
.html 

環境省総合環境
政策局環境影響
評価課 

⑤ 
環境影響評価への活用が可
能な自然環境・社会環境情
報 

環境アセスメント環境基礎情報データ
ベースシステム 
https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/Ser
vice/Top 

環境省総合環境
政策局環境影響
評価課環境影響
審査室 

⑥ 海域の自然環境 
自然環境保全基礎調査 
http://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_list_h.h
tml 

環境省自然環境
局生物多様性セ
ンター 

⑦ 固定価格買取制度 
「なっとく！再生可能エネルギー」 
http://www.enecho.meti.go.jp/category/s
aving_and_new/saiene/ 

経済産業省資源
エネルギー庁 
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専門的な相談の窓口になりえる団体 
 相談内容 団体名 住所・連絡先 

① 洋上風力全般 

一般社団法人 日本
風力発電協会
（JWPA） 

〒105-0003 
東京都港区西新橋 3 丁目 15 番 3 号上地ビル 3
階 
※お問い合わせは、原則として「お問合わせ
フォーム」をご利用ください。 

② 海洋情報全般 

海上保安庁海洋情報
部「海の相談室」 

・電話・来訪による相談対応、資料等の閲覧：
青梅庁舎 
〒135-0064 東京都江東区青梅 2-5-18 
Tel：03-5500-7155 
 
・電話・Fax・手紙・メールフォーム等による
相談対応：中央合同庁舎第 4 号館 
〒100-8932 東京都千代田区霞が関 3-1-1 
Tel：03-3595-3612 Fax：03-3595-3639 

③ 波浪 

（ナウファス全般に
ついて） 
国土技術政策総合研
究所 管理調整部 
技術情報課 

国土交通省国土技術政策総合研究所 
・横須賀庁舎 
〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬 3 丁目 1 番
1 号 
・横須賀第二庁舎 
〒239-0832 神奈川県横須賀市神明町 1 番 12
号（横須賀地区代表電話：046-844-5019） 

④ 波浪 

（ナウファスで入手
した波浪データにつ
いて） 
国立研究開発法人海
上・港湾・航空技術
研究所 港湾空港技
術研究所 
海洋情報・津波研究
領域 海象情報研究
チーム 

〒239-0826 
神奈川県横須賀市長瀬 3 丁目 1 番 1 号 
Tel：046-844-5010 
webmaster@ipc.pari.go.jp 

⑤ 水路 

海上保安庁海洋情報
部 

■海上保安庁 海洋情報部 
〒100-8932 
東京都千代田区霞が関 3 丁目 1 番 1 号 中央
合同庁舎 4 号館 
・水路通報・航行警報について 
Tel：03-3595-3647 
・海洋情報部番号ご案内 
Tel：03-3595-3601 
 
■海上保安庁海洋情報部 青梅庁舎 
〒135-0064 
東京都江東区青海 2-5-18 
・海洋情報資料館・海の相談室 
Tel：03-5500-7155 

⑥ 漁区 
水産庁 漁政部漁政
課 

〒100-8907 
東京都千代田区霞が関 1-2-1 
Tel：03-3502-8397 Fax：03-3502-8220 

⑦ 利害関係者 各市町村  
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⑧ 環境影響評価 

経済産業省商務情報
政策局電力安全課 

〒100-8901（個別番号） 
東京都千代田区霞が関 1-3-1 
Tel：03-3501-1742（4921～4928） 

環境省総合環境政策
局環境影響評価課 

〒100-8975 
東京都千代田区霞が関 1-2-2 
Tel：03-3581-3351 Fax：03-3581-2697 
E-mail：sokan-hyoka@env.go.jp 

⑨ SEP 船 

一般社団法人 日本
作業船協会 

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号新有楽
町ビル 8 階 
Tel：03-3211-8830 Fax：03-3211-8831 

⑩ その他の作業船・
アクセス船 

一般財団法人 日本
船舶技術研究協会 

〒107-0052 
東京都港区赤坂2-10-9ラウンドロス赤坂4階・
5 階 
Tel：03-5575-6425 Fax：03-5114-8940 
※お問い合わせフォームあり 

⑪ 支持構造物の設計 

一般財団法人 沿岸
技術研究センター 
 
 
 
一般財団法人 日本
海事協会 再生可能
エネルギー部 

〒105-0003 
東京都港区西新橋 1-14-2 新橋エス・ワイビル
5 階 
Tel：03-6257-3701 Fax：03-6257-3706 
 
〒102-8567 
東京都千代田区紀尾井町 4 番 7 号  
Tel：03-5226-2032 Fax：03-5226-2060 
E-mail：re@classnk.or.jp 

⑫ 保険 
一般社団法人 日本
損害保険協会 

〒101-8335 
東京都千代田区神田淡路町 2-9 
Tel：03-3255-1844（代表） 

⑬ 
海上施工、マリン
ワランティーサー
ベイ 

一般財団法人 港湾
空港総合技術セン
ター 

〒100-0013 
東京都千代田区霞ヶ関 3-3-1 尚友会館 3 階 
Tel：03-3503-2081 Fax：03-5512-7515 
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Ⅸ．風力発電用語集 

 

1．システムおよび分類 

用  語 内  容 

風車 

（Wind Turbine） 

単一又は複数の風力エネルギーを主軸の動力に変換する

ロータを持つ装置（風車の 小単位。異種類のロータをも

つ風車を含む）。 

超大型風車 

（Ultra-Large-Scale Wind 

Turbine） 

定格発電出力が 5,000kW 以上の洋上用風車の総称。 

大型風車 

（Large-Scale Wind Turbine） 

定格発電出力が 1,000kW 以上の風車。2016 年現在は

3,000kW 以上の風車が実用化されており、大型機の基準は

2,000kW（2MW）以上に移行しつつある。 

小形風車 

（Small-Scale Wind Turbine） 

ロータ受風面積が 200m2 未満、交流 1,000V 未満または直

流 1,500V 未満（水平軸風車ではロータ直径が 16m 未満；

約 50kW 未満）の風車。 

マイクロ風車 

（Micro-Scale Wind Turbine） 
ロータ受風面積が 2m2未満（約 1kW 未満）の風車。 

水平軸（形）風車 

（Horizontal-Axis Wind Turbine） 

ロータ回転軸が風向に対して平行（すなわち、概ね水平面

内）にある風車。 

垂直軸（形）風車 

（Vertical-Axis Wind Turbine） 
ロータ回転軸が風向に対して垂直である風車。 

風力発電システム 

（WTGS：Wind Turbine 

 Generator System） 

風が持つ運動エネルギーを電気エネルギーに変換するシス

テム。 

風力発電装置 

（Wind Turbine Generator） 

風力発電所の発電装置。風力発電システムのうち、発電所の

構外に設置される遠隔監視制御装置、表示板等を除く。 

風力発電所（Wind Power Station） 一グループまたは複数グループの風力発電装置。 

ウィンドファーム 

（Wind Farm） 

複数の風力発電装置からなる風力発電所。ウィンドパーク

とも呼ばれる。 

系統連系 

（Grid Connection） 

風力発電等の発電設備と電気事業者の商用電力系統と連系

して負荷機器に電力を供給すること。 

DC リンク方式 

（DC Link System） 

交流電力系統と連系する風力発電装置で、直流出力を逆変

換装置によって交流に変換して連系する方式（交流－直流

－交流変換を含む）。 

AC リンク方式 

（AC Link System） 

交流電力系統と連系する風力発電装置で、発電機から発生

する交流電力をそのまま電力系統に連系する方式。 

アップウィンド方式 

（Upwind Wind Turbine Type） 

ロータの回転面がタワーの風上側に位置する水平軸形風車

の形式。 

ダウンウィンド方式 

（Downwind Wind Turbine Type） 

ロータの回転面がタワーの風下側に位置する水平軸形風車

の形式。 
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用  語 内  容 

直結式風車 

（Direct Drive Turbine） 

ロータ主軸が増速機を介さないで発電機に結合された風

車。 

ヨー制御 

（Yaw Control） 

風車回転面を変動する風向に追尾させる制御。風車の保護

や出力制御のために方位を制御することもある。 

ピッチ制御 

（Pitch Control） 
ブレードの取り付角（ピッチ角）を変化させる制御。 

固定ピッチ（Fixed Pitch） ピッチ角を固定したプロペラ形風車のロータ形式。 

可変ピッチ（Variable Pitch） ピッチ角が可変であるプロペラ形風車のロータ形式。 

ストール（失速）制御 

（Stall Control） 
ブレードに発生する失速現象を利用する出力制御方式。 

出力制御（Power Control） 風車出力（発電電力量）を制御すること。 

ソフトスタート 

（Soft Start） 

誘導発電機を直接連系する方式の風力発電装置において、

サイリスタ（電流の流れを制御する半導体素子）等を用いて

系統接続時の突入電流を制御すること。または、逆変換装置

を風力発電装置において、発電開始時の急激な出力の増大

を防ぐように制御を行うこと。 

 

2．風況等の環境条件および資源評価 

用  語 内  容 

風速  

（Wind Speed） 

風として空気が移動する速さのことである。気象庁などで

通常使われる単位は m/s、国際的にはノット（kt）が用いら

れる。測定には風速計が使用される。日本国内において単に

「風速」という場合、地上気象観測では、地上約 10m の高

さで 10 分間の平均風速をあらわす。 

空間内での特定の一点における風速は、その点の周りの少

量の空気の運動速度であり、一つの局所風速ベクトルの長

さである。 

平均風速 

（Mean Wind Speed） 

風速の瞬時値を、所定期間内で統計的に平均したもの。所定

時間は数秒から数年の場合がある。月平均風速、年平均風速

等が使われる。 

年平均風速 

（Annual Mean Wind Speed） 

年平均の用語の定義に従って平均した風速で、年平均とは、

十分な期間にわたって集めた十分な量のデータセットを平

均した値であって、測定対象の期待値を推定できるもの。平

均を計算する期間は、季節差等の非定常効果をならすため、

年数は整数とする。 

瞬間風速 

（Instantaneous Wind Speed） 

ある短期間（0.1-数 10 秒間）の平均風速。気象庁および IEC

では 3 秒平均の風速値であり、気象庁の場合は 0.25 秒間隔

の測定値 12 個の平均値である。 

大風速 

（Maximum Wind Speed） 

ある期間内（時間・日・月・年等）における 大の風速で、

通常 10 分間の平均値をとっている。 
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用  語 内  容 

瞬間 大風速 

（Maximum Instantaneous Wind 

Speed） 

特定の時間、期間の中での瞬間風速の 大値。通常測定時

間、0.1～数 10 秒間の平均値の 大値をとる。 

風速分布 

（Wind Speed Distribution） 

確率分布関数であって、ある長時間内の風速の分布を示す

もので、ワイブル分布関数、レーレ分布関数等がある。 

多風速出現頻度 

（Maximum Occurrence 

Frequency of Wind Speed） 

ある期間内（月・年等）における風速の出現度数の も多い

もの。 

極値風速 

（Extreme Wind Speed） 

t 秒間で平均した 大平均風速で、T 年間（再現期間：T 年

間）で経験しそうな風速で、風車の設計荷重ケースに用い

る。JIS 規格では、再現期間は T=50 年および 1 年、ならび

に平均時間は t=3 秒および t=10 分を用いる。 

耐風速（Survival Wind Speed） 構造物が耐えられるよう設計された 大風速の一般名称。 

突風 

（Gust） 

風速の一時的な変化で、その立ち上がり時間、変動幅および

継続時間で規定される。 

突風率 

（Gust Factor） 

ある時間内における 大の瞬間風速 Umax を平均風速 Um

で割った値。（G＝Umax/Um） 

乱流強度 

（Turbulence Intensity） 

風速の標準偏差の平均風速に対する比で、指定の時間内に

採取した同一の風速データセットから決定する。 

風速の高度分布 

（Wind Profile） 

風速の鉛直方向分布。数学的表現として、対数則と指数則が

よく用いられる。 

ウィンドシアー 

（Wind Shear） 

風向に対して垂直な面内における風速の鉛直方向の変化。

一般的に指数則として知られる。 

風向 

（Wind Direction） 

風が吹いてくる方向。例えば、“北風とは北から吹く風”、“山

風とは山から谷に向かって吹く風”の意味である。風向は一

般的に南、南南西、南西などといった 16 方位で表すが、国

際式の風向は、真北を基準に東が 90 度、南が 180 度といっ

たように時計周りに表す 360 方位を使っている。無風状態

で方位が定まらない場合は 0 度または calm で表す。風向

は時間により刻々変化している。よって、簡単に風向という

場合は、10 分間平均を表している。 

風向頻度 

（Frequency Distribution of Wind 

Direction） 

ある地点のある期間（月・年等）における各方位別の風向の

出現度数。 

風配図 

（Wind Rose） 

ある地点のある期間における各方位別の風向の出現度数

を、放射状のグラフに表したもの。 
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用  語 内  容 

基準風速 

（Vref：Referene Wind Speed） 

WTGS（風力発電システム）クラスを定義するための基礎

となる風速の基本パラメータ。その他の設計関連の気象パ

ラメータは、基準風速およびその他の基本 WTGS クラスパ

ラメータから導かれる。（基準風速 Vref のクラスで設計さ

れた WTGS は、風車のハブ高さにおける再現期間 50 年の

極値 10 分間平均風速が Vref 以下の気象環境に耐えるよう

に設計されている。） 

自由気流風速 

（Free Stream Wind Speed） 
通常はハブ高さにおける、乱されない自然の気流の速さ。 

粗度長 

（Roughness Length） 

風速の高度分布が対数則に従うとした場合、平均風速が零

となる外挿高さ。 

風力発電ポテンシャル 

（Potential of Wind Power） 

ある地域における風力エネルギーの利用に関して、種々の

制約を考慮した上で、エネルギーとして開発利用の可能な

量。 

 

3．構成要素 

用  語 内  容 

風車ロータ 

（Rotor） 

風車において、風からエネルギーを吸収するために回転す

る部分。ブレード、ハブ、シャフト等から構成される。 

ブレード（Blade） 風車の回転羽根。（抗力形風車の羽根はパドルと呼ばれる。） 

ハブ 

（Hub） 

ブレード、またはブレード組立部品をロータ・シャフトに取

り付けている部分。 

ナセル 

（Nacelle） 

水平軸風車において、タワーの上部に配置され、動力伝達装

置、発電機、制御装置等を格納するもの。 

主軸 

（Rotor Shaft） 

ロータからの動力を発電機に伝達する回転軸。増速機付き

の風車においては、低速軸および高速軸の総称。 

増速機（Gearbox） 
入力軸（ロータ・ハブ）の回転速度を、増速して出力軸（発

電機）に動力伝達する装置。 

誘導発電機 

（Induction Generation, 

Asynchronous Generator） 

固定子と回転子との電磁誘導作用によって電力を発生する

非同期発電機。電力系統等から励磁電流を得て並列運転し

発電する。 

同期発電機 

（Synchronous Generator） 

定常運転状態において、同期速度で回転する交流発電機。励

磁装置等を持ち、単独運転が可能で独自に発電できる。 

多極同期発電機 

（Multi-Pole Synchronous  

Generator） 

低回転速度で用いるために多極化した交流発電機。 

支持構造物（Support Structure） タワーおよび基礎からなる風車の一部分。 

タワー（Tower） 
風車ロータ、動力伝達装置、発電機等を地上から適切な高さ

に支持するための架台。 

基礎（Foundation） タワーの荷重を地盤に伝えるための工作物。 
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用  語 内  容 

電気設備 

（Site Electrical Facilities） 

風車を電力系統に連系するために必要なすべての電気関連

設備。 

電力系統 

（Electric Power System） 

発電所、変電所および負荷とこれらを結ぶ電線路からなり、

発電電力を負荷に送る電力設備網。 

電力変換装置（Electric Power 

Conversion System） 

AC から DC に、DC から AC に、または周波数、もしくは

電圧が異なる AC から AC に変換する装置。 

送配電設備 

（Power Collection System） 

風車からの電力を集めて電力系統の変圧器へ、または電力

負荷へ送るための電気設備。 

運転制御装置（Control System） 
風車や周囲の状態の情報を受け、風車の運転を制限内に保

つよう調整する装置。 

ヨー制御装置 

（Yaw Control System） 

風向とロータ軸との偏差角を任意の角度内に制御する装

置。 

ピッチ制御装置 

（Pitch Control System） 

風車の回転数や出力を制御するため、ブレードのピッチ角

を変化させる装置。 

ブレーキ装置 

（Brake） 

風車ロータの回転速度を緩めたり、回転を静止させたりす

ることができる装置。 

 

4．性能評価および設計要素 

用  語 内  容 

ロータ直径（Rotor Diameter） 
風車ロータの直径。ロータ軸中心からブレード先端までの

距離の 2 倍。 

受風面積 

（Swept Area） 

ロータブレード先端の回転による軌跡が、風向に垂直な平

面に投影した面積。 

ハブ高さ（Hub Height） 
風車ロータ中心の地上/平均潮位面からの高さ。垂直軸ダリ

ウス風車の場合には、赤道面の高さ。 

出力（Power） 風力発電装置が発生する電気出力（kW）。 

出力性能（Power Performance） 風車の出力を生み出す能力を表す尺度。 

出力曲線 

（Power Curve） 

横軸に風速、縦軸に風車出力をとり、曲線またはプロットさ

れたデータ群。 

出力係数 

（Power Coefficient） 

ロータ受風面積を単位時間に通過する自由空気流の運動エ

ネルギーに対する風力発電装置の正味出力の比。 

ピッチ角 

（Pitch angle） 

ブレードのある半径方向位置（通常はブレード半径の 100%

位置）における、翼弦とロータ回転面のなす角度。 

ロータ回転速度（Rotor Speed） 風車ロータの軸まわりの回転数（r/min）。 

前方風速 

（Free-Stream Wind Speed） 

風車ロータに流入する十分に前方の風の、ロータ面に垂直

方向の風速。 

周速比（Tip Speed Ratio） 風速に対する翼先端の周速度の比。 

ソリディティ 

（Solidity） 

受風面積に対する翼の方向に垂直な面への投影面積の割

合。 

風車後流（Wake） 
風車に流入した空気流の風車ロータの後方流れ。一般に、流

入風に対して乱流強度が大きく、風速が低くなる。 
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用  語 内  容 

カットイン風速 

（Cut-in Wind Speed） 
ハブ高さにおける風速で、風車が発電を開始する 低風速。 

定格風速（Rated Wind Speed） 風車に定格出力を与えるハブ高さにおける規定の風速。 

カットアウト風速 

（Cut-out Wind Speed） 

ハブ高さにおける風速で、風車が発電するよう設計された

大風速。これ以上の風速になると、風車の安全を確保する

ために発電を停止する。 

定格回転速度（Rated Rotor Speed） 定格出力を発生する風車ロータ回転数。 

定格出力 

（Rated Power） 

安全に使用できる限界の値を定格といい、機器または装置

の所定の運転状態における出力の値。正常運転条件下で

WTGS が供給するよう設計された 大連続出力。通常は製

造業者が保障する出力の量。 

大出力（Maximum Power） 正常な運転状態にある風車が発生する正味出力の 大値。 

利用可能率 

（Availability） 

ある期間中において、全暦時間から保守および故障による

停止期間を差し引いた値の、同期間中の全暦時間に対する

比。 

設備利用率 

（Capacity Factor） 

ある期間中における風車総発電量の、同期間中に定格出力

で運転したと仮定して風車が発生可能な発電量に対する

比。 

年間発電電力量 

（Annual Energy Production） 

風力発電装置の 1 年間の発電量。推定値は、実測したパワー

曲線とハブ高さにおける風速出現頻度分布をもとに、100%

の利用可能率を仮定して計算する。実測値と区別するため

に推定年間発電量とも言う。 

正味年間発電電力量 

（Net Annual Energy Production） 

年間発電量に利用可能率や出力補正係数出力係数、ウエイ

クロス等を考慮して計算した発電量。 

出力補正係数 

（Power Factor） 

風車の出力性能曲線に対して、複雑地形等による風速・風向

の乱れ、ウエイク等の発電電力量の損失を差し引いた割合

係数。 

ビンの方法 

（Method of Bins） 

風速の区間（ビン）ごとに試験データを分類するデータ処理

方法。ビンごとにサンプル数と総和を記録し、平均値を計算

する。 

複雑な地形 

（Complex Terrain） 

地形が変化に富み、または障害物が存在して風がゆがめら

れやすい地理形状。 

サイト・キャリブレーション 

（Site Calibration） 

試験サイトにおいて、風車設置点に一時的に設置された風

向風速計に流入ハブ高さの風速および風向と、性能計測に

使用する風況観測マストで計測される風速および風向の

データを取得し、風車に流入する地形による流れの歪みを

補正すること。 

試験サイト（Test Site） 性能計測を行う風車とその周辺を含む土地。 

 

5．安全基準・保護装置 

用  語 内  容 

過速度（過回転）（Over Speed） 定格速度または、規定速度よりも高い回転速度のこと。 
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用  語 内  容 

発電機過負荷 

（Generator Over Load） 
発電機出力が定格または規定出力を超えること。 

振動過大 

（Excessive Vibration） 

機器（ナセル・タワー・増速機・発電機等）が、規定の振動

よりも大きな振動になること。 

設計荷重ケース 

（Design Load Case） 

風力発電装置の設計に用いる外的運転条件、故障・輸送・建

設・保安等を考慮した荷重の条件。 

荷重ケース 

（Load Case） 

風力発電システムに加わる荷重で、設計条件と外部条件と

の組み合わせで決定される。 

設計条件（Design Situation） 発電、パーキング等、風車の運転が可能なモード。 

外部条件 

（External Conditions） 

風車の運転に影響を与える要素であって、風の条件および

その他の気象条件（雪、氷等）からなる。 

設計限界（Design Limits） 設計に用いられる 大値または 小値。 

フェザリング 

（Feathering） 

風の入力に対し回転方向の力が生じないように、ブレード

のピッチ角を風向きに平行にすること。 

アイドリング（Idling） 風力発電機が低速回転して、発電をしていない状態。 

パーキング 

（Parking） 

風車が平常停止後に戻る状態。静止状態またはアイドリン

グ状態にあることを言う。 

停止（Shut Down） 
発電と静止またはアイドリングとの間の風車の過渡的状

態。 

安全寿命（Safe Life） 重大事故の確率を定めた場合の運用寿命。 

避雷器 

（Surge Arrester） 

電気装置を落雷等による過渡高電圧から保護し、続流の継

続時間としばしば振幅を制限するように設計されている装

置。用語「避雷器」は、それが装置の必要不可欠な部分とし

て供給されるかどうかにかかわらず適切な動作のために必

要な外部直列ギャップも包含する。 

雷保護装置 

（Lightning Protection System） 

構造体およびその内容物を雷撃から保護するために用いる

完結したシステム。 

サージ保護装置 

（Surge Protective Device） 

過渡高電圧を制限して、サージ電流を迂回させるための装

置。 

 

6．環境への影響 

用  語 内  容 

風車の騒音 

（Acoustic Noise） 

ブレードからの風切り音やナセルからの機械音等、聞いて

好ましくない音。 

音響基準風速 

（Acoustic Reference Wind Speed） 
粗度長 0.05m、高さ 10m における 8m/s の風速。 

見かけの音響パワーレベル

（Apparent Sound Power Revel） 

音響基準風速において、風下方向で測定される風車の音響

放射出力と同じ出力をもち、ロータ中心にあると仮定した

点音源の、1pW を基準とする A 特性音響パワーレベル。 

電波障害 

（Electromagnetic Interference） 

ブレードやタワーが電波を反射、または遮蔽して通信、TV

電波等に障害を与えること。 
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用  語 内  容 

景観影響（Visual Impact） 風車を建設することによる景観への影響。 

環境影響評価〔環境アセスメント〕 

（Environmental Impact 

Assessment；EIA） 

自然環境に与える正および負の効果を分析し、負の効果に

対して問題点の抽出と対応策の導出を行って評価を行う手

法。 

バードストライク（Bird Strike） 鳥類が回転中のブレード等に衝突し、死傷する事故。 

 

7．洋上風力発電 

用  語 内  容 

着床式洋上風車 

（Bottom-Mounted Offshore Wind 

Turbine） 

支持構造物が流体力荷重にさらされる風車。一般には、海岸

線から離れた沖合に設置した風車。海上･湖沼･河川等の水

域を利用して、直接、海底に風力発電装置、制御･監視装置

を設置し、発電するシステムである。海底に基礎を立てる着

床式が現状では一般的であるが、水深の深い場所にも設置

可能な、洋上に浮体を浮かべて風車を設置する浮体式（フ

ローティング式）や、風車を浮体ごと移動可能なセイリング

式も検討されている。 

水深（Water Depth） 定義された海水面（例えば、平均海面）と海底の垂直距離。 

海底（Seabed） 海底面の下で、支持構造物を埋め込む所。 

海底面（Sea Floor） 海と海底との境界面。 

海底勾配（Sea Floor Slope） 砂浜から連想されるような海底面の局部的な傾斜。 

海底変形（Seabed Movement） 自然の地質作用によって海底が移動すること。 

水流 

（Current） 

通常、流れの速度および方向を用いて示す、特定の場所を通

過する水の流れ。 

潮流（Tidal Current） 潮汐による水流。 

恒流（Residual current） 潮流以外の水流成分。 

流向（Current Direction） 流れ去る方向。 

潮汐 

（Tides） 

天文学的な力によって発生する規則的、かつ予測可能な海

の運動。 

潮差（Tidal Range） 高天文潮位と 低天文潮位との差。 

津波（Tsunami） 海底面の急激な鉛直運動によって起きる長周期の海の波。 

波高 

（Wave Height） 

ゼロアップクロス法による個々の波の水面における点の

高点と 低点との間の鉛直距離。 

波向（Wave Direction） 波が伝播してくる平均方向。 

波の周期 

（Wave Period） 

ゼロアップクロス法による波を区切る二つのゼロアップク

ロス点間の時間間隔。 

うねり 

（Swell） 

局地的に発生したものではなく、サイトから離れた場所の

風によって発生した風がサイトまで伝播してきた海況。 
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用  語 内  容 

有義波高 

（Significant Wave Height） 

ある海況における波の高さの統計的指標。海面高さの標準

偏差をσηとしたとき、4×σηと定義する。波周波数が狭帯

域に限られる海況では、有義波高（Hs）はゼロアップクロ

ス法による波全体の波高値の大きい方から 1/3 までの平均

波高に近似的に等しい。ゼロアップクロス法による波全体

の波高値の大きい方から 1/3 までの平均波高（H1/3）は、深

海の海面では、波スペクトルの形にかかわらず、平均で

H1/3=0.95Hs となる。 

極値有義波高 

（Extreme Significant Wave 

Height） 

年間超過確率 1/N（再現期間：N 年）の、3 時間にわたって

平均した 高有義波高の期待値。（観測時間の制限等で 3 時

間にわたる平均値が取得できない場合、安全側の値になる

限りにおいて 3 時間より短い時間での平均値を用いても良

い。） 

極値波高 

（Extreme Wave Height） 

個別波の 高波高（一般にゼロアップクロス法による波の

波高）の年間超過確率 1/N の期待値。 

吹送距離（Fetch） 風がほぼ一定の風速および風向で海上を吹き抜ける距離。 

高天文潮位 

（Highest Astronomical Tide） 

あらゆる天文学的条件の組合せおよび平均的な気象条件に

おいて、発生が予測できる 高静水位。気象学的に発生し、

かつ基本的に不規則な高潮は、潮位の変化に重なるため、全

体的な静水位は 高天文潮位より高くなることもある。 

低天文潮位 

（Lowest Astronomical Tide） 

あらゆる天文学的条件の組合せおよび平均的な気象条件に

おいて、発生が予測できる 低静水位。気象学的に発生し、

かつ基本的に不規則な高潮は、潮位の変化に重なるため、全

体的な静水位は 低天文潮位より低くなることもある。 

平均潮位 

（Mean Sea Level） 

波、潮汐および高潮による変動を除外するに十分な期間に

わたる海面の平均水位。 

平均ゼロクロス周期 

（Mean Zero Crossing Period） 

ある海況におけるゼロクロス法による波（基準線を上方ま

たは下方へ超える波）の平均周期。 

基礎 

（Foundation） 

洋上風車支持構造物の内、構造物に作用する荷重を海底に

伝える部分。 

支持構造物（Support Structure） タワー、下部構造および基礎で構成する洋上風車の部分。 

洗掘 

（Scour） 

水流および波による、または海底面より上の自然流況を妨

げる構造要素による海底地盤の除去。 

参考）日本工業標準調査会（2005）：風力発電システム-第 0 部：風力発電用語 JIS C 1400-0 

   日本工業標準調査会（2014）：風車-第 3 部：洋上風車の設計要件 JIS C 1400-3 

NEDO（2008）：風力発電導入ガイドブック（2008 年 2 月改訂第 9 版） 

   茅 陽一監修（2003）：新エネルギー大辞典、工業調査会 

   牛山 泉編著（2005）：風力エネルギー読本、オーム社 

   牛山 泉（2010）：トコトンやさしい風力発電の本、日刊工業新聞社 
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